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実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋）
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添付資料１ 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行える設計であること。 

(2) 消火設備 

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。 

a.消火設備は、火災の火炎及び熱による直接的な影響のみならず、煙、流出

流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及

び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。 

b.可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の

消火剤を備えること。 

c.消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。 

d.移動式消火設備を配備すること。 

e.消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設

計であること。 

f.消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。 

g.原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び

機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置

される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。 

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有す

る構築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画であって、火

災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自

動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。 

i.放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置

される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火

活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設

備を設置すること。 

j.電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及

びその出入通路に設置すること。 

 

② 消火剤に水を使用する消火設備については、①に掲げるところによるほか、

以下に掲げるところによること。 

a.消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設

計であること。 

b. ２時間の最大放水量を確保できる設計であること。 
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c.消火用水供給系をサービス系又は水道水系と共用する場合には、隔離弁等

を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であ

ること。 

d.管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含む

おそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。 

 

③ 消火剤にガスを使用する消火設備については、①に掲げるところによるほ

か、固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警

報を吹鳴させる設計であること。 

（参考） 

(2) 消火設備について 

①－ｄ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第８３条第５号を踏ま

えて設置されていること。 

①－ｇ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止

に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため

複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それ

らの火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（そ

の電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失

することがないことをいう。 

①－ｈ－１ 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火

設備の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるよ

うに設計されていること。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に

消火設備の起動装置を設置することは差し支えない。 

①－ｈ－２ 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガ

ス系消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固

定式消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常

時人がいる場所には、ハロン1301を除きガス系消火設備が設けられて

いないことを確認すること。 

②－ｂ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力で

の最大流量を基に設計されていること。この最大流量は、要求される

固定式消火設備及び手動消火設備の最大流量を合計したものであるこ

と。 

なお、最大放水量の継続時間としての2 時間は、米国原子力規制委員

会（NRC）が定めるRegulatory Guide 1.189 で規定されている値であ

る。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide 

1.189 では、1,136,000リットル（1,136㎥）以上としている。 
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2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現

象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であるこ

と。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変異対策を考慮した設計であること。 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・Cクラスの機器が設置さ

れている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し S クラス

機器である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求

されるところであるが、その際、耐震B・Cクラス機器に基準地震動による損傷に

伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持されるこ

とについて確認されていなければならない。 

 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのない

よう、設計に当たっては配置が考慮されていること。 

 

585



添付資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備について 
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添付資料２ 

 

島根原子力発電所２号炉におけるガス消火設備について 

 

1. 設備構成及び系統構成 

  火災発生時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性のある火災区域又

は火災区画並びに火災発生により煙の充満のおそれがある大規模可燃物がある

火災区域又は火災区画（原子炉建物オペレーティングフロア）に必要となる固定

式消火設備として，人体，設備への影響を考慮し，「全域ガス消火設備並びに局

所ガス消火設備」を設置する。 

  全域ガス消火設備の仕様の概要を表１に，単一の部屋に対して使用する専用型

の全域ガス消火設備を図１に，複数の部屋の火災発生時に当該火災エリアを選択

する，選択型の全域ガス消火設備を図２に示す。また，原子炉建物オペレーティ

ングフロアに設置されているケーブルトレイに使用する局所ガス消火設備を図

３に示す。 

  なお，ガス消火設備の耐震設計については，添付資料３に示す。 

 

表１：ガス消火設備の仕様の概要 

 

項 目 仕 様 

全域 

消火剤 

消火薬剤 ハロン1301 

消火原理 燃焼連鎖反応抑制（負触媒効果） 

消火剤の特徴 設備及び人体に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 

火災感知 火災感知器（複数の感知器のうち２系統の動作信号） 

放出方式 自動起動又は手動起動（中央制御室及び現場） 

消火方式 全域放出方式 

電 源 非常用電源及び蓄電池を盤内に設置 

局所 

消火剤 

消火薬剤 FK-5-1-12 

消火原理 燃焼連鎖反応抑制（負触媒効果） 

消火剤の特徴 設備及び人体に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 

火災感知 センサーチューブ方式 

放出方式 自動起動又は手動起動（現場） 

消火方式 局所放出方式 

電 源 電源不要 

 

 

587



 

8条-別添 1-資料 6-添付 2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：全域ガス消火設備の概要（専用型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：全域ガス消火設備の概要（選択型） 

 

制御盤 

ガスボンベ 

噴出ノズル 

容器弁 

作動信号 

手動起動信号 

（中央制御室又は現場） 

起動用ガス容器 

ユニット 

作動信号 

電磁開放器 

制御盤 

ガスボンベ 
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（中央制御室又は現場） 
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図３：局所ガス消火設備の概要（ケーブルトレイ） 

圧力スイッチ 

中央制御室 

監視盤 

ガスボンベ 

動作検出信号 

消火配管 火災感知チューブ 

消火ノズル 

不燃材シート 

ケーブルトレイ 

ケーブル 
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2. 全域ガス消火設備の作動回路 

2.1. 作動回路の概要 

消火活動が困難な火災区域又は火災区画の火災発生時における全域ガス消

火設備作動までの信号の流れを図４に示す。 

自動待機状態においては，複数の感知器が作動した場合に自動起動する。起

動条件としては，Ａ系の煙感知器又は熱感知器のうち１台とＢ系の煙感知器又

は熱感知器のうち１台の両方作動により自動起動する設計とし，誤作動防止を

図っている。（図５） 

中央制御室における遠隔起動，現地（火災エリア外）での手動操作による消

火設備の起動（ガス噴出）も可能な設計としており，人による火災発見時にお

いても，早期消火が対応可能な設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のう

ち一方の誤作動，不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，も

う一方の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火

災の発生を確認した場合には，中央制御室又は現場での手動起動により早期消

火が対応可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４：全域ガス消火設備の火災発生時の信号の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５：全域ガス消火設備起動ロジック 
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2.2. 全域ガス消火設備の系統構成 

(1) 全域ガス消火設備（専用型） 

専用型は，火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後，一定時間後に

制御回路部から起動用ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信する。 

起動用ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し，

ガス圧信号で機械的に作動する容器弁に対して放出信号を発信して，消火ガス

が放出される。 

全域ガス消火設備（専用型）の系統構成を図６に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６：全域ガス消火設備（専用型）の系統構成 

ガス圧信号  

制御回路部 

手動起動信号 

（中央制御室又は現場） 

電気信号 

起動用ガス容器 

ユニット 

ガスボンベ 

 

防護エリア 

容器弁 

：AND回路 ：OR回路 ：煙感知器 ：熱感知器 
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(2) 全域ガス消火設備（選択型） 

選択型は，複数の部屋に設置する火災感知器からの信号をそれぞれの制御回

路部が受信した後，制御回路部から起動用ガス容器ユニットに対して放出電気

信号を発信する。 

起動用ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し，

ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に対して放出信号を発信して，

消火ガスが放出される。 

全域ガス消火設備の系統構成（選択型）を図７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７：全域ガス消火設備の系統構成（選択型） 
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3. 局所ガス消火設備の作動回路 

3.1. 作動回路の概要 

ケーブルトレイの局所ガス消火設備に対しては火災区域又は火災区画に設

置する感知器とは別に，狭隘なケーブルトレイでも設置可能なセンサーチュー

ブ式の火災感知器を設置し，局所ガス消火設備が作動する設計とする。起動条

件としては，火災周辺のセンサーチューブが溶損することで圧力信号による火

災感知信号を発信し，消火ガスの放出を行う。簡略化された単純な構造である

ことから誤動作の可能性は小さく，万一，誤動作が発生した場合であっても機

器・人体に影響を及ぼさない。センサーチューブ式の局所ガス消火設備のケー

ブルトレイへの適用について，消火性能が確保されていることを別紙１に示す。 

中央制御室では消火ガスの放出信号を検知する設計としており，人による火

災発見時においても，現場での手動起動が可能な設計とする。また，誤作動，

不作動により消火設備が自動起動しない場合であっても，火災区域又は火災区

画の感知器の作動によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の

発生を確認した場合には，現場での手動起動により消火対応可能な設計とする。 

 

3.2. 局所ガス消火設備の系統構成 

原子炉建物オペレーティングフロアに設置されているケーブルトレイに設

置する火災感知器（センサーチューブ）が火災により溶損するとチューブ内部

のガス圧が低下し，容器弁へ圧力信号が伝達される。圧力制御された容器弁が

圧力信号により開動作し，消火ガスが放出される。なお，圧力信号を電気信号

に変換し，消火ガスが放出されたことを中央制御室に警報として発報する。 

局所ガス消火設備の系統構成を図８に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８：局所ガス消火設備の系統構成 

 

容器弁 ケーブルトレイ 

中央制御室 

ガスボンベ 

ガス圧信号 

電気信号 
火災感知設備 

（センサーチューブ） 
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別紙１ 

 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備の消火性能について 

 

1．はじめに 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアにおいては，当

該フロアの可燃物量を考慮し，ケーブルトレイにチューブ式の局所ガス消火設備

を設置する設計とする。以下では，実証試験に基づき，チューブ式の局所ガス消

火設備がケーブルトレイ火災に対して有効であることを示す。 

 

2．チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

チューブ式局所ガス消火設備の概要を図１に示す。チューブ式局所ガス消火設

備は，ケーブルトレイ内の火災を探知し自動的に消火剤を放射し有効に消火する

こと等を目的とし，いくつかの国内防災メーカにおいて製造されている。一部製

品については，表１に示す仕様において，ケーブルトレイ火災を有効に消火する

ものであると日本消防設備安全センターから性能評定※を受けている。 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアのケーブルトレ

イに適用するチューブ式局所ガス消火設備についても，上記仕様と同等以上の設

計とし，消火性能を確保する。 

 

※出典：「消火設備（電気設備用自動消火装置）性能評定書，型式記号：IHP-14.5」，

評 27-019 号，（一財）日本消防設備安全センター，平成 27年 9月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：チューブ式局所ガス消火設備の概要図 

50m 

消火ノズルの間隔は一定間隔 検知チューブ 

消火配管 

容器弁 

消火剤ボンベ 

消火ノズル 
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表１：チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

 

構成部品 仕様 

消火剤 FK-5-1-12 

検
知
チ
ュ
ー
ブ 

材質 ポリアミド系樹脂 

使用環境温度 -20～50℃ 

探知温度 150～180℃ 

内圧 1.8MPa 

消火配管 軟銅管 

消火ノズル個数 最大８個／セット 

消火剤ボンベ本数 １本／セット 
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3．電力中央研究所におけるケーブルトレイ消火実証試験 

電力中央研究所の研究報告※において，原子力発電所への適用を目的として表１

に示す仕様のチューブ式局所ガス消火設備を用いたケーブルトレイ消火実証試験

を実施し，その結果有効であったことが示されている。 

 

※出典：「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適用性評価」，N14008，

電力中央研究所，平成 26年 11月 

 

以下では，電力中央研究所にて実施された実証試験の概要を示し，島根原子力

発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアのケーブルトレイ消火に有効

となることを示す。 

 

3.1．消火実証試験装置の仕様 

消火実証試験装置の概要と試験条件を図２及び表２に示す。実機状態を模擬

するため，消火対象のケーブルトレイは水平と垂直の２種類としている。垂直

の場合には，火災による熱が垂直上方に伝わることを考慮し，ケーブル布設方

向（鉛直方向）に対して，検知チューブが直交するように一定間隔でＸ字に検

知チューブを配置している。実機状態では，ケーブルトレイ内に布設されるケ

ーブルが少ない個所と複数ある個所が存在するため，試験Ｈ１，Ｖ１ではケー

ブルトレイ内のケーブルを１本のみとし，試験Ｈ２，Ｖ２では複数としている。

着火方法は，過電流であり，電流の大きさはケーブルの許容電流の約６倍の

2,000Ａとしている。 

なお，電力中央研究所における消火実証試験では，チューブ式局所ガス消火

設備を火災防護対策における影響軽減に適用することが考慮されていたため，

ケーブルトレイは金属蓋付とし，更にその周囲に耐火シートが巻かれた状態で

あった。（図３）島根原子力発電所２号炉においては，チューブ式局所ガス消火

設備を影響軽減対策には適用しないが，原子炉建物オペレーティングフロアの

ケーブルは蓋付ケーブルトレイに布設しているため，電力中央研究所における

消火実証試験の試験条件と同様に，実機施工においてもケーブルトレイ外部に

漏えいしないよう，蓋付ケーブルトレイの周囲を延焼防止シートで覆う設計と

する。延焼防止シートの耐火性を別紙２，延焼防止シートを施工することによ

るケーブルの許容電流低減率への影響を別紙３，延焼防止シートのケーブルト

レイへの取付方法を別紙４にそれぞれ示す。 
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図２：消火実証試験装置の概要 

 

表２：消火実証試験の試験条件 

試験名 電流 
トレイ 

姿勢 
着火管理位置※１ 可燃物 ケーブルトレイ寸法 

Ｈ１ 

2000A 

水平 
ケーブルトレイ 

端部から 4m 

6600V CV 3C150sq 1 本 
幅 1.8m※２×長さ

9.6m×高さ 0.15m Ｈ２ 
6600V CV 3C 150sq 3 本 

6600V CVT 3C 150sq 27 本 

Ｖ１ 

垂直 
ケーブルトレイ 

上端部から 4m 

6600V CV 3C150sq 1 本 
幅 1.8m※２×長さ

6.0m×高さ 0.25m Ｖ２ 
6600V CV 3C 150sq 3 本 

6600V CVT 3C 150sq 14 本 

※１：過電流による着火位置を管理するため，ケーブルに切り込みを入れている。 

※２：島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアに設置するケーブルトレイは最大幅が

0.3m であるため，実機設計よりも試験条件の方がケーブルトレイ内の空間が広くなっている。このた

め，実機設計よりも火災感知及び消火されにくい条件であり，保守的な試験であると考える。 

 

 

図３：消火実証試験用のケーブルトレイ外観 

 

消火実証試験用のケーブルトレイ 

（金属蓋付で周囲に耐火シートが巻かれている） 
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3.2．消火実証試験の結果 

3.2.1．試験Ｈ１の結果 

図４に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通

電開始後30分35秒で着火した。着火から16秒後（通電開始後30分51秒後）に

チューブ式局所ガス消火設備（報告書ではFEと呼称）が動作し，消火するこ

とが確認された（図５）。 

 

 

 

図４：試験Ｈ１における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５：試験Ｈ１における発火・消火時の状態 
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3.2.2．試験Ｈ２の結果 

図６に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通

電開始後32分29秒で着火した。着火から15秒後（通電開始から32分44秒後）

にチューブ式局所ガス消火設備が動作し，消火することが確認された（図７）。 

 

 

図６：試験Ｈ２における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７：試験Ｈ２における発火・消火時の状態 
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3.2.3．試験Ｖ１の結果 

図８に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通

電開始後17分６秒で着火した。着火から１分39秒後（通電開始から18分45秒

後）にチューブ式局所ガス消火設備が動作し，消火することが確認された（図

９）。 

 

 

図８：試験Ｖ１における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９：試験Ｖ１における発火・消火時の状態 
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3.2.4．試験Ｖ２の結果 

図10に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通

電開始後18分14秒で着火した。着火から３分26秒後（通電開始から21分40秒

後）にチューブ式局所ガス消火設備が動作し，消火することが確認された（図

11）。 

 

 

図 10：試験Ｖ２における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11：試験Ｖ２における発火・消火時の状態 

 

以上から，実機を模擬したケーブルトレイの火災について，チューブ式局所ガ

ス消火設備が有効に機能することを確認した。 
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別紙２ 

 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備に使用する 

ケーブルトレイカバーについて 

 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアに設置するケー

ブルトレイ局所ガス消火設備は，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部

に漏えいしないように,ケーブルトレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・

eco）で覆う設計とする（図１）。ケーブルトレイを覆う延焼防止シートは酸素指

数 60以上であり，消防法上，難燃性又は不燃性を有する材料（酸素指数 26以上）

に指定される※。 

 

※出典：「消防法施行令の一部改正に伴う運用について（合成樹脂類の範囲）（指 

定数量）」，消防予第 184号，消防庁予防救急課，昭和 54年 10月 

 

 

図１：延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）の概要 

 

また，延焼防止シートは，ケーブルトレイに巻き付けた状態で IEEE383 Std1974

に基づく垂直トレイ燃焼試験（20分間のバーナ加熱）を実施しても，図２に示す

とおり，接炎による燃焼や破れ等は発生しないことを確認している※。 

よって，ケーブル火災等によって延焼防止シートが接炎する状態になっても，

燃焼や破れ等が生じるおそれがなく，局所ガス消火設備作動後に消火剤が外部に

漏えいすることがないため，局所ガス消火設備の消火性能は維持される。 
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※出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」，シート固定用「結束用ベ

ルト」技術資料・施工要領書」，FT-施要-第 09012号 B，古河電気工業（株）・

（株）古河テクノマテリアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：延焼防止シートの IEEE383 垂直トレイ燃焼試験実施後の状態 

 

延焼防止シートは燃焼や破れ等が

発生していない 
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別紙３ 

 

延焼防止シート施工に伴うケーブルの 

許容電流低減率の評価について 

 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアに設置するケー

ブルトレイ局所ガス消火設備は，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部

に漏えいしないように,ケーブルトレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・

eco）で覆う設計とする。延焼防止シートを施工することにより，ケーブルの許容

電流が低下する可能性が考えられることから，以下のとおり許容電流低減率の評

価を実施した。 

 

1．ケーブル許容電流の評価式 

ケーブルの許容電流は，ケーブルの導体抵抗，誘電体損失，熱的定数及び周囲

条件に影響を受ける。ケーブルの許容電流をＩとすると，日本電線工業会規格（JCS 

0168-1）に定められるように，式（１）で表すことができる。 

 

th

d

nrR

TTT
I


 21  (A)            (1) 

Rth：全熱抵抗（℃・cm/W） 

T1：常時許容温度（℃） 

T2：基底温度（℃） 

Td：誘電体損失による温度上昇※（℃） 

n：ケーブル線心数 

r：交流導体抵抗（Ω） 

※：11kV以下のケーブルでは無視できる。 

 

島根原子力発電所２号炉において，ケーブルトレイ局所ガス消火設備の消火対

象となるケーブルは全て 11kV以下の仕様であることから，誘電体損失による温度

上昇 Tdは無視することができるため，許容電流Ｉは式（２）で表される。 

 

thnrR

TT
I 21   (A)            (2) 

 

2．延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価 

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物オペレーティングフロアで使用する代表

的なケーブル（600V，CV，3C-5.5mm2）について，延焼防止シート施工に伴う許容
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電流低減率を評価する。図１（ａ）（ｂ）に示すように，ケーブルに延焼防止シー

トを施工する前及び施工した後の許容電流Ｉ１，Ｉ２は式（３）（４）で表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価モデル 

 

1

21
1

thnrR

TT
I


  (A)            (3) 

Rth1：延焼防止シート施工前の全熱抵抗（℃・cm/W） 

 ここで，Rth1=R1+R2+R3=26.2+23.0+145.5=194.8 

R1：絶縁体の熱抵抗（℃・cm/W） 

R2：シースの熱抵抗（℃・cm/W） 

R3：シースの表面放散熱抵抗（℃・cm/W） 

 

2

21
2

thnrR

TT
I


  (A)            (4) 

Rth2：延焼防止シート施工後の全熱抵抗（℃・cm/W） 

 ここで，Rth2=R1+R2+R4+R5=26.2+23.0+1.9+141.9=193.1 

R4：シートの熱抵抗（℃・cm/W） 

R5：シートの表面放散熱抵抗（℃・cm/W） 

 

延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率をηとすると式（５）で表される。 

 

10011001
2

1

1

2 
























th

th

R

R

I

I
  (%)      (5) 

 

 

（ａ）延焼防止シート施工前 （ｂ）延焼防止シート施工後 

導体 

絶縁体 

シース 

シート 

導体 

絶縁体 

シース 
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ここで，Rth1と Rth2がそれぞれ 194.8（℃･cm/W），193.1（℃･cm/W）であり，式

（６）に示すように，延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率はほぼゼロであ

る。 

 

0100
1.193

8.194
1 














  (%)        (6) 

 

上記の許容電流低減率の評価は，ケーブルに延焼防止シートを直接巻いた場合

を想定したものであるが，ケーブルトレイに延焼防止シートを巻いた場合におい

ても，延焼防止シートの熱抵抗は変わらないことから，許容電流低減率に大きな

差異は生じないと考えられる。 

以上から，延焼防止シートを施工してもケーブルの許容電流に影響が生じない

ことを確認した。 
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別紙４ 

 

ケーブルトレイへの延焼防止シートの取付方法について 

 

島根原子力発電所２号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備では，消火設備作

動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケーブルトレイに延

焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする。この延焼防止シー

トは，遮炎性を保つために，シート端部に重ね代を取る等，製造メーカによって

標準的な取付方法が定められている※。延焼防止シートについて，製造メーカの標

準的なケーブルトレイへの取付方法を以下に示す。 

 

※出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」，シート固定用「結束用ベ

ルト」技術資料・施工要領書」，FT-施要-第 09012号 B，古河電気工業（株）・

（株）古河テクノマテリアル 

 

1．材料の仕様 

ケーブルトレイへの延焼防止シート取り付けで使用する材料の仕様を表１に示

す。 

 

表１：材料の仕様（※の資料から抜粋） 
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2．標準的な延焼防止シート（プロテコシート）の取付方法 

図１に示すように，延焼防止処理開始部のケーブルトレイには，熱膨張材を取

り付けたプロテコシート P2・ecoを X-X’断面図のように，シートを 100mm以上

重ね合わせて巻き付ける。延焼防止処置の中間部においては，プロテコシート P2・

ecoを延焼防止処置開始部に対して，シートを100mm以上重ね合わせて巻き付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：延焼防止シートの標準的な巻き付け方法（※の資料から抜粋） 

 

また，プロテコシートを巻き付け後に，図２に示すように結束用ベルトを用い

て 300mm間隔で取り付ける。結束用ベルトは，シートの重ね部にも取り付ける。 

 

 

図２：結束用ベルトの標準的な取付方法（※の資料から抜粋） 
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ガス消火設備等の耐震設計について 
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添付資料３ 

 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備等の耐震設計について 

 

1. はじめに 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）における，地震等の災害に対する要求事項は

次のとおりである。 

 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現

象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

 

 

島根原子力発電所２号炉における，本要求を満足するための耐震上の設計につ

いて，以下に示す。 

 

2. 消火設備の耐震設計について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統

及び機器を防護するために設置する全域ガス消火設備，局所ガス消火設備は，原

子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器等の耐震クラ

スに応じて，機能を維持できる設計とする。  

具体的な耐震設計は表１のとおりである。 

また，耐震Ｓクラスの機器等を防護する全域ガス消火設備等に対する耐震設計

方針を表２に示す。 
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表１：火災感知設備及び消火設備の耐震設計 

 

主な原子炉の高温停止及び低温停止を

達成し，維持するために必要な機器等 

感知・消火設備の 

耐震設計 

残留熱除去ポンプ 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

高圧炉心スプレイポンプ 

Ｓｓ機能維持 

原子炉補機冷却水ポンプ Ｓｓ機能維持 

蓄電池 Ｓｓ機能維持 

非常用ディーゼル発電機 Ｓｓ機能維持 

 

 

表２：全域ガス消火設備等の耐震設計方針 

 

消火設備の機器 Ｓｓ機能維持を確保するための対応 

容器弁 

選択弁 

制御盤，受信機盤 

感知器 

加振試験による確認 

ボンベラック 

ガス供給配管 

電路 

耐震解析による確認 

 

 

3. 複数同時火災の可能性について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器等を設置

する火災区域にある耐震Ｂ，Ｃクラスの油内包機器については，漏えい防止対策

を行うとともに，主要な構造材は不燃性材料とする。また，使用する潤滑油につ

いては，引火点が高い（約204～282℃）ため，容易には着火しないものと考える。

（資料１参照） 

さらに，全域ガス消火設備，局所ガス消火設備については，防護対象である原

子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び

機器の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計とすることから，地震により

消火設備の機能を失うことはない。 

以上のことから，複数同時火災の可能性はないと判断する。 
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添付資料４ 

 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備等の動作に伴う機器等への影響について 

 

1. はじめに  

島根原子力発電所２号炉は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護

に係る審査基準」に基づき設置する消火設備として，ガス消火設備を設置する。 

ガス消火設備の消火後及び誤動作時における人体や設備への影響について評

価した。 

 

2. 使用するハロン系ガスの種類 

ガス消火設備に使用するハロン系ガスの種類は以下のとおり。 

「ハロン1301」（一臭化三フッ化メタン：CF3Br） 

「FK-5-1-12」（ドデカフロオロ-２-メチルペンタン-３-オン：

CF3-CF2-C(O)-CF(CF3)2） 

 

3. ハロン系ガスの影響について 

3.1. 消火後の影響 

3.1.1. 人体への影響 

消火後に発生するガスは，フッ化水素（HF）やフッ化カルボニル（COF2），

臭化水素（HBr）等の有毒なものがあるが，消火後の入室時には，ガス濃度

の測定及び防護具を着用するため，人体への影響はない。 

また通路部においても空間容積が大きく，拡散による濃度低下が想定され

ることや消火後の再入域時には，ガス濃度の確認及び防護具を着用するため，

人体への影響はない。 

 

3.1.2. 設備への影響 

ガス消火設備のハロン1301が消火後に発生するガスは，電気絶縁性が大き

いことから，金属への直接影響は小さい。 

また，沸点が低く揮発性が高いため，腐食性物質であるフッ素等の機器等

への残留は少ないことから，機器への影響も小さい。 

しかし，仮に，機器等の表面に水分が存在する場合は，腐食性のあるフッ

化水素酸を生成することが想定されることから，必要に応じて，ハロン1301

が放射した機器の不純物検査及び機器の洗浄を行い，不純物による機器への

影響がないことを確認する。 
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3.2. 誤動作による影響 

3.2.1. 人体への影響 

・全域ガス消火設備のハロン1301が誤動作した場合の濃度は約５％であり，

これはハロン1301の無毒性最高濃度（NOAEL）※１と同等の濃度である。 

また，ハロン1301が誤動作した場合の濃度（約５％）は，雰囲気中の酸素

濃度を低下させる濃度ではない（誤動作後の酸素濃度は20%）ことから酸

欠にもならない。 

※１：人が消火剤にさらされた時，何の変化も観察できない濃度 

 

・沸点が－58℃と低いため，直接接触すると凍傷にかかるおそれがあるが，

ハロン1301の放射ノズルの設置箇所は，高所であり，直接接触の可能性は

小さい。 

 

・FK-5-1-12が誤動作した場合についてはケーブルトレイ内への噴射となり，

ケーブルトレイについては上部の開口を閉鎖する。よって，消火ガスは原

則トレイ内に残留するため，人体への影響はない。 

 

以上から，ハロン1301，FK-5-1-12を消火剤とするガス消火設備が誤動作

しても，人体への影響はない。 

 

3.2.2. 設備への影響 

ガス消火設備の消火剤であるハロン1301，FK-5-1-12は，電気絶縁性が大

きいことから，金属への直接影響は小さい。 

また，沸点が低く揮発性が高いため，腐食性物質であるフッ素等の機器等

への残留は少ないことから，機器への影響も小さい。 
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添付資料５ 

 

島根原子力発電所２号炉における 

狭隘な場所へのハロン消火剤の有効性について 

 

1. はじめに 

火災区域又は火災区画に対し，全域ガス消火設備による全域消火を実施した場

合，ケーブルトレイのようにケーブルを多条に布設する等，狭隘な場所が燃焼す

る場合でも有効であることを示す。 

 

2. ハロン消火剤の有効性 

燃焼とは，「ある物質が酸素，または酸素を含む物質と激しく化合して化学反

応を起こし，その結果，多量の熱と光を出す現象」とされている。 

燃焼には以下の３要素全てが必要となる。 

・可燃物があること。 

・点火源（熱エネルギー）があること。 

・酸素供給源があること。 

そして，燃焼を継続するためには，「連鎖反応」が必要である。 

ここで，ケーブルトレイ等ケーブルを多条に布設する狭隘な場所での火災が発

生し，全域ガス消火設備が動作した状況を想定する。 

燃焼しているケーブルは，燃焼を継続するために火災区域又は火災区画内から

酸素を取り込もうとするが，火災区域又は火災区画内に一定圧力，消炎濃度で放

出されたハロン消火剤も酸素とともに取り込まれることから，ケーブルは消火さ

れる。 

逆に，ハロン消火剤とともに酸素も取り込まれない場合は、ケーブルの燃焼は

継続しない。 

なお，全域ガス消火設備は，同じガス系消火設備の窒素ガスや二酸化炭素ガス

のように窒息によって消火・消炎するものではなく，化学的に燃焼反応を中断・

抑止することで消火することを原理とする。したがって，全域ガス消火設備は，

狭隘部に消火ガスが到達するよりも，火炎まわりに消火ガスが存在すれば消火効

果が得られることになる。 

局所ガス消火設備によるケーブルトレイ内消火に関しても同様に布設された

内側のケーブルまで周囲の酸素が取り込まれる場合は消火ガスの効果が期待さ

れ，消火ガスが届かない場合はケーブル燃焼自体が継続しないことから，狭隘部

においても有効に作用するものである。 
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添付資料６ 

 

島根原子力発電所２号炉における 

ガス消火設備の消火能力について 

 

1. はじめに 

島根原子力発電所２号炉は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護

に係る審査基準」に基づき設置する消火設備として，ハロン系の消火剤を用いた

全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備を設置する。 

ガス消火設備の消火能力及びガス量の妥当性について，評価を実施した。 

 

2. 全域ガス消火設備におけるハロン1301のガス濃度について 

2.1. 消防法で定められたハロン1301の濃度について 

消防法施行規則第二十条第三号（別紙１）において，全域ガス消火設備にお

けるハロン1301の体積１m3あたりの消火剤の必要量は0.32kg以上と定められて

いる。 

上記消火剤を濃度に換算すると，ハロン1301は約５％となる。 

また，ハロン1301のガスの最高濃度は10%以下とする必要がある※１ため，ハ

ロン1301の設計濃度は５～10％とする。 

なお，全域ガス消火設備の防護対象区域に開口部があり，開口部に自動閉鎖

装置を設けない場合は，消防法施行規則に基づき，開口部面積１m2あたりハロ

ン1301を2.4kg加算する。 

 

※１：S51.5.22 消防予第６号「ハロン1301 を使用するハロゲン化物消火設備

の取扱いについて」 

 

2.2. ハロン1301の消火能力について 

消火に必要なハロン濃度は3.4%※２であり，消防法による設計濃度５％では約

1.47の安全率を有しており，十分に消火可能である。 

 

※２：n-ヘプタンを用いたカップバーナー法により算出された消炎濃度 

（H12.3 「ハロン代替消火剤の安全基準の確立に係る調査検討報告書」） 
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3．局所ガス消火設備における FK-5-1-12のガス濃度について 

3.1．消防法で定められたハロン系ガスの濃度について 

ケーブルトレイ火災に適用する FK-5-1-12の局所ガス消火設備については，ト

レイ上面については閉鎖するが，両端部はトレイの構造上開口となる。消防法施

行規則第二十条３号では FK-5-1-12の必要ガス量を 0.84～1.46[kg/m3]と定めて

いる一方，開口補償係数が定められていない。開口補償係数に関しては電力中央

研究所報告「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適用性評価」

（N14008）にて消防法の必要ガス量に加えて，6.3[kg/m2]の開口補償係数を設定

することで，消火性能が確保されることを試験にて確認していることから，上記

の量を満足するものとする。 

 

4. 耐火ラッピングを施工したケーブルトレイの火災について 

島根原子力発電所２号炉では，火災の影響軽減対策として，一部のケーブルト

レイに耐火ラッピングを施工する。耐火ラッピングを施工したケーブルトレイ内

で生じる火災は，隙間が生じないようにシール処理した耐火ラッピングが閉鎖空

間を形成すること，耐火ラッピング内に実証試験により自己消火性及び延焼性を

確認した難燃ケーブル以外の可燃物が存在しないことから，外部には延焼せずに

自己消火する。したがって，耐火ラッピングを施工したケーブルトレイには全域

ガス消火設備又は局所ガス消火設備を設置しない。 

 

5. 島根原子力発電所２号炉への適用について 

島根原子力発電所２号炉の火災として，油内包機器の漏えい油や電気盤及びケ

ーブル等の火災を想定するが，これらの機器は，火力発電所や工場等の一般的な

施設等にも設置されているものであり，原子力発電所特有の消火困難な可燃物は

ない。 

よって，消防法等に基づいた上記設計濃度で十分に消火可能である。 
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表
１
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対
象

箇
所

の
体

積
に

応

じ
て
設
置
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十
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表１：手動消火の対象となる低耐震クラスの油内包機器及び電源盤について 

部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,Cクラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

固縛(消火器) ー 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) ー 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) ー 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) ー 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) ー 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) ー 

不燃材，難燃材で構成さ

れており火災荷重を抑

えていることから消火

器により対応可 

固縛(消火器) 

燃料取替機 

新燃料検査台 

主巻上制御盤 

補巻上制御盤 

共用保護盤 

補機盤 

横行制御盤 

走行制御盤 

操作盤 

計器盤 

故障表示盤 

ＶＣ制御盤－１ 

ＶＣ制御盤－２ 

天井クレーン電源盤 

共用保護盤 

Ａ－燃料取替機操作室変

圧器盤 

Ｂ－燃料取替機操作室変

圧器盤 

Ａ－機上補助盤 

Ｂ－機上補助盤 

Ａ－機上電源盤 

Ｂ－機上電源盤 

機上操作盤 

荷重検出制御盤 

固定補助ホイスト制御盤 

回転ジブクレーン制御盤 

可燃物がほとんどない

ため消火器により対応

可 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,Cクラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

固縛(消火器) 

炉内燃料シッピング装置

制御盤 

炉内燃料シッピング装置

制御盤 

新燃料検査台制御盤 

チャンネル着脱装置制御

盤

遠隔自動ボルト締付装置

トランス盤

遠隔自動ボルト締付装置

操作盤

スタッドテンショナ制御

盤

Ａ－新燃料検査台操作箱

Ｂ－新燃料検査台操作箱

Ａ－チャンネル着脱装置

操作箱

Ｂ－チャンネル着脱装置

操作箱

Ｒ／Ｂ天井クレーン表示

灯収納箱１

Ｒ／Ｂ天井クレーン表示

灯収納箱２

スプリンクラ散水設備操

作箱

スタッドテンショナ用遮

断器収納箱

原子炉補助エリア天井ク

レーン電源箱

可燃物がほとんどない

ため消火器により対応

可 

固縛(消火器) 

タービン補機制御盤

タービン発電機制御盤

エリア放射線モニタ盤

放射線モニタ記録計盤

排ガス処理制御盤

原子炉温度記録計盤

タービン補助盤

タービンテスト盤

共通盤

２号２２０ｋＶ開閉所電

気盤

監視用テレビ

過渡応答試験盤

Ｎｏ．１ ＣＲＴ表示装置

Ｎｏ．２ ＣＲＴ表示装置

Ｎｏ．３ ＣＲＴ表示装置

Ｎｏ．４ ＣＲＴ表示装置

Ｎｏ．５ ＣＲＴ表示装置

運転員が常駐している

ことから消火活動によ

る消火が可能 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,Cクラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

－ 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

ー 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

ー 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

ー 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

ー 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

ー 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

ー 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

ー 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

Ａ－循環水ポンプ用電動

機 

Ｂ－循環水ポンプ用電動

機 

Ｃ－循環水ポンプ用電動

機 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

ー 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,Cクラスの 

油内包機器及び電源盤 
備考 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

ー 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

移動式消火設備 

（転倒評価） 

固縛(消火器) 

ー 

地震時には移動式消火

設備にて対応し，車両に

ついては地震に対して

転倒しないよう評価・対

策を図る。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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添付資料９ 

島根原子力発電所２号炉における 

移動式消火設備について 

1. 設備概要

発電所内の火災時の初期消火として，移動式消火設備（化学消防自動車１台，

小型動力ポンプ付水槽車１台）を配備している。 

移動式消火設備の仕様，配備台数及び配備場所を表１に示す。 

化学消防自動車（図１）は，水槽と泡原液槽を有し，水又は水と泡消火薬剤と

を混合希釈した泡消火及び粉末消火を可能とする。 

小型動力ポンプ付水槽車（図２）は，5,000Lの容量の水槽を有しており，大量

の消火用水を運搬することができ，化学消防自動車への水補給又は実装している

小型動力ポンプによる消火活動が可能である。 

これらの移動式消火設備には，消火栓や貯水槽等から給水し，車両に積載して

いるホースにより約400mの範囲の消火が可能である。 

なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の自衛消防隊詰め所（免

震重要棟）に24時間体制で配置する専属消防チームにて実施する。 

上記に示した移動式消火設備は，自衛消防隊詰め所（免震重要棟）周辺の地盤

支持力が安定しているエリアに保管しており，基準地震動Ｓｓに対して転倒しな

い設計とすることから，地震時においても速やかな消火活動が可能である。 
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表１：移動式消火設備の仕様，配備台数及び配備場所 

項目 仕様 

車種 化学消防自動車 小型動力ポンプ付水槽車 

消

火

剤 

消火剤 水又は泡水溶液 水 

水槽容量 1,300L 5,000L 

薬槽容量 500L － 

消火原理 冷却及び窒息 冷却 

薬液濃度 ３%又は６% － 

消火剤の特徴 
水：消火剤の確保が容易 

泡水溶液：油火災に極めて有効 
水：消火剤の確保が容易 

消

火

設

備 

適用規格 
消防法 

その他関係法令 

消防法 

その他関係法令 

放水能力 

2,800L／min以上 

（泡放射については， 

薬液濃度維持のため400～

1,200L／min） 

2,800L／min以上 

放水圧力 0.85MPa 0.85MPa 

ホース長 20m×20本 20m×20本 

水槽への給水 

屋外消火栓 

純水タンク 

ろ過水タンク 

輪谷貯水槽 

輪谷湾（海） 

屋外消火栓 

純水タンク 

ろ過水タンク 

輪谷貯水槽 

輪谷湾（海） 

配備台数 １台 １台 

配備場所 
自衛消防隊詰め所 

（免震重要棟）周辺 

自衛消防隊詰め所 

（免震重要棟）周辺 

図１：化学消防自動車 図２：小型動力ポンプ付水槽車 

図３：泡消火薬剤 1000 リットル 
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添付資料 10 

島根原子力発電所２号炉における 

安全機能を有する構築物，系統及び機器周辺の 

可燃物等の状況について 

1. 目的

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域及び火災区画は，

基本的には，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難となるものとして選定

するが，煙の充満のおそれがある可燃物（ケーブルトレイ）に対して局所ガス消

火設備を設置する設計とする原子炉建物オペレーティングフロアに加え，「大空

間の火災区域又は火災区画」，「屋外と通じている火災区域又は火災区画」又は「可

燃物が少ない火災区域又は火災区画」は，火災発生時，煙の充満により消火活動

が困難とならないことから，消火器又は消火栓による消火が可能である。 

したがって，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は

火災区画の現場の状況を確認し，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難と

ならない火災区域又は火災区画を選定する。 

2. 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域又は火災

区画の可燃物状況について

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画のう

ち，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区

画の一覧を表１に示す。また，現場の状況を以下に示す。 

なお，これらの火災区域又は火災区画は，発火源となる高温の熱源がないこと，

火災源となる可燃物が殆どないことに加え，持込み可燃物管理により火災荷重を

低く抑える。 

持込み可燃物の管理について，具体的には危険物の仮置き禁止，火災区域又は

火災区画に仮置きされる可燃物の種類，量の確認と火災荷重の評価を行う。 

火災区域又は火災区画内の仮置きについても，安全機能を有する構築物，系統

及び機器の近傍には仮置きしないよう管理する。 

以上の持込み可燃物管理に係る要領については，火災防護計画に定める。 
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表１：火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない 

火災区域又は火災区画の一覧 

No 火災区域 部屋名称 
天井高 

（m） 

エリア

容積※１

（m3） 

等価火災

時間※２ 
発熱量※３ 

大空間の

区域 

屋外と通

じている

区域 

可燃物が

少ない 

区域 

1 RX-ALL 

原子炉建物 

オペレーティング

フロア※４

8.3 

44,100 ○ ○ 

20.7 

2 RX-B2F-9 
Ａ－非常用ディー

ゼル室送風機室 
10.6 570 ○ ○ ○ ○ 

3 RX-B2F-2 
Ｂ－非常用ディー

ゼル室送風機室 
10.6 660 ○ ○ ○ ○ 

4 RX-B2F-9 
HPCS ディーゼル室

送風機室 
10.4 350 ○ ○ ○ ○ 

5 RX-B2F-9 
Ａ－給気消音器 

フィルタ室
31.9 110 ○ ○ ○ ○ 

6 RX-B2F-2 
Ｂ－給気消音器 

フィルタ室
31.9 120 ○ ○ ○ ○ 

7 RX-B2F-9 
HPCS給気消音器 

フィルタ室
13.5 60 ○ ○ ○ ○ 

※１：天井高さに基づくエリア容積を示す。

※２：等価火災時間が 0.1時間以下の区域を「○」で示す。

※３：発熱量が 1,000MJ 以下の区域を「○」で示す。

※４：煙の充満のおそれがあるケーブルトレイに対して局所ガス消火設備を設置する。
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(1) 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアには，油内包機器として原子炉建物天井

クレーン，燃料取替機及び新燃料検査台が設置されている。これらは，不燃性

材料又は難燃性材料で構成されており，使用時以外は電源を切る運用としてい

ることから，摩擦，過電流等により火災が発生することはなく，周辺に発火源

となる可燃物もないため，延焼することはない。 

ケーブルは電線管，金属製の可とう電線管及び蓋付きケーブルトレイに布設

しているとともに，ケーブルトレイには局所ガス消火設備を設置しており，早

期の消火が可能である。 

加えて，可燃物管理によりフロア内の火災荷重を低く抑える。 

なお，原子炉建物天井クレーン，燃料取替機及び新燃料検査台を使用する場

合は，作業員が現場にいるため，火災が発生しても，速やかに消火することが

可能である。 

また，原子炉建物オペレーティングフロアは，大空間の区域であり，火災の

発生時には煙が拡散するため，煙の充満により消火活動が困難とならないこと

から，消火器又は消火栓による消火が可能である。 

エリアレイアウト

設置されている機器 

原子炉建物天井クレーン 

及び燃料取替機 

電線管及び端子箱 RCWサージタンク及び 

計器ラック 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(2) Ａ－非常用ディーゼル室送風機室

Ａ－非常用ディーゼル室送風機室には，送風機及び電動機が設置されている。

これらは，不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に

潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，

設備外部に燃え広がることはない。 

その他には可燃物を設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう

電線管に布設している。 

また，火山灰対策として，空気取入口には，難燃性材料のプレフィルタを設

置するが，周囲に発火源となる可燃物はなく，火災が発生することはない。 

加えて，可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。 

なお，Ａ－非常用ディーゼル室送風機室は，屋外と通じている区域であり，

煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火

が可能である。 

エリアレイアウト

  設置されている機器 

Ａ－ディーゼル室送風機 

及び可とう電線管 

Ａ－ディーゼル室送風機 

及び火山灰対策（フレーム） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(3) Ｂ－非常用ディーゼル室送風機室

Ｂ－非常用ディーゼル室送風機室には，送風機及び電動機が設置されている。

これらは，不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に

潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，

設備外部に燃え広がることはない。 

その他には可燃物を設置しておらず，ケーブルは電線管，金属製の可とう電

線管及び蓋付きケーブルトレイに布設している。 

また，火山灰対策として，空気取入口には，難燃性材料のプレフィルタを設

置するが，周囲に発火源となる可燃物はなく，火災が発生することはない。 

加えて，可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。 

なお，Ｂ－非常用ディーゼル室送風機室は，屋外と通じている区域であり，

煙の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火

が可能である。 

エリアレイアウト

  設置されている機器 

Ｂ－ディーゼル室送風機 

及びケーブルトレイ 
Ｂ－ディーゼル室送風機 

及び火山灰対策（フレーム） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(4) ＨＰＣＳディーゼル室送風機室

ＨＰＣＳディーゼル室送風機室には，送風機及び電動機が設置されている。

これらは，不燃性材料，難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に

潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，

設備外部に燃え広がることはない。 

その他には可燃物を設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう

電線管に布設している。 

また，火山灰対策として，空気取入口には，難燃性材料のプレフィルタを設

置するが，周囲に発火源となる可燃物はなく，火災が発生することはない。 

加えて，可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。 

なお，ＨＰＣＳディーゼル室送風機室は，屋外と通じている区域であり，煙

の充満により消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が

可能である。 

エリアレイアウト

  設置されている機器 

ＨＰＣＳ－ディーゼル室送風機 

及び可とう電線管 

ＨＰＣＳ－ディーゼル室送風機 

及び火山灰対策（フレーム） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(5) Ａ-給気消音器フィルタ室

Ａ-給気消音器フィルタ室には，Ａ-給気消音器フィルタが設置されている。

これらは，不燃性材料及び難燃性材料で構成されている。 

その他には可燃物を設置しておらず，可燃物管理により室内の火災荷重を低

く抑える。 

なお，Ａ-給気消音器フィルタ室は，屋外と通じている区域であり，煙の充

満により消火活動が困難とならないことから，消火器又は消火栓による消火が

可能である。 

エリアレイアウト

設置されている機器 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

A-給気消音器フィルタ A-給気消音器フィルタ室内
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(6) Ｂ-給気消音器フィルタ室

Ｂ-給気消音器フィルタ室には，Ｂ-給気消音器フィルタが設置されている。

これらは，不燃性材料及び難燃性材料で構成されている。 

その他には可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管，金属製の可とう電

線管及び金属製の蓋付きケーブルトレイに布設している。 

加えて，可燃物管理により室内の火災荷重を低く抑える。 

なお，Ｂ-給気消音器フィルタ室は，屋外と通じている区域であり，煙の充

満により消火活動が困難とならないことから，消火器又は消火栓による消火が

可能である。 

エリアレイアウト

設置されている機器 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

B-給気消音器フィルタ B-給気消音器フィルタ室内
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(7) ＨＰＣＳ給気消音器フィルタ室

ＨＰＣＳ給気消音器フィルタ室には，ＨＰＣＳ給気消音器フィルタが設置さ

れている。これらは，不燃性材料及び難燃性材料で構成されている。 

その他には可燃物を設置しておらず，可燃物管理により室内の火災荷重を低

く抑える。 

なお，ＨＰＣＳ給気消音器フィルタ室は，屋外と通じている区域であり，煙

の充満により消火活動が困難とならないことから，消火器又は消火栓による消

火が可能である。 

エリアレイアウト

設置されている機器 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

ＨＰＣＳ給気消音器フィルタ ＨＰＣＳ給気消音器フィルタ室内 
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資料７ 

 

島根原子力発電所２号炉における 

火災防護対象機器等の系統分離について 

 

1. 概要 

島根原子力発電所２号炉においては，以下の要求事項を考慮し，火災防護対象

機器及び火災防護対象ケーブルの重要度に応じ，それらを設置する火災区域又は

火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響

に対して，「火災の影響を軽減する」ための対策を講じる。 

 

2. 要求事項 

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離は「実用発電用原子炉

及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」

という。）の「2.3 火災の影響軽減」に基づき実施することが要求されている。 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2.3 火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設

置する火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火

災区画における火災による影響に対し、以下の各号に掲げる火災の影

響軽減のための対策を講じた設計であること。 

(1) 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有する構築物、系統

及び機器を設置する火災区域については、３時間以上の耐火能力を有する

耐火壁によって他の火災区域から分離すること。 

(2) 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及

び機器は、その相互の系統分離及びこれらに関連する非安全系のケーブル

との系統分離を行うために、火災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止

する設計であること。 

具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが次に掲げる

いずれかの要件を満たしていること。 

ａ．互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

について、互いの系列間が３時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分

離されていること。 

ｂ．互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

について、互いの系列間の水平距離が６ｍ以上あり、かつ、火災感知

設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。この場

合、水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないこ

と。 
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ｃ．互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

について、互いの系列間が１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離さ

れており、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設

置されていること。 

 

 

3. 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの選定 

火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」では，原子炉施設内のいか

なる火災によっても，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，

火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失う

ことなく，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持できることを求め，ま

た，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持することに係る安全機能を有

する構築物，系統及び機器の重要度に応じて，「その相互の系統分離」を要求し

ている。 

火災が発生しても，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために

は，プラント状態を監視しながら原子炉を停止し，冷却を行うことが必要であり，

このためには，以下のそれぞれの機能を達成するための手段を，手動操作に期待

してでも少なくとも１つ確保するよう系統分離対策を講じる必要がある。 

 

【原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能】 

(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 

(2) 過剰反応度の印加防止機能 

(3) 炉心形状の維持機能 

(4) 原子炉の緊急停止機能 

(5) 未臨界維持機能 

(6) 原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

(7) 原子炉停止後の除熱機能 

(8) 炉心冷却機能 

(9) 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 

(10)安全上特に重要な関連機能 

(11)安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

(12)事故時のプラント状態の把握機能 

(13)制御室外からの安全停止機能 

 

このため，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機

能について，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」から抽出し，火災によってこれらの機能に影響を及ぼす系統及びこれらの系

統に対する「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機

器」を，8条-別添1-資料2「島根原子力発電所２号炉における原子炉の安全停止
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に必要な機器の選定について」で選定する。 

なお，上記で選定された機器は，火災が発生した場合に原子炉の高温停止及び

低温停止を達成し，維持することに影響を及ぼす機器であることから，これらを

「火災防護対象機器」とし，火災防護対象機器を駆動若しくは制御するケーブル

（電源盤や制御盤を含む）を「火災防護対象ケーブル」とする。 

 

4. 相互の系統分離の考え方 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な安全機能を有

する構築物，系統及び機器における「その相互の系統分離」を行う際には，単一

火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）の発生によって，相互に分離され

た安全系区分のすべての安全機能が喪失することのないよう，原則，安全系区分

Ⅰ，ⅢとⅡの境界を火災区域の境界として３時間以上の耐火能力を有する耐火

壁・隔壁等で分離する。 

すなわち，安全系区分Ⅱの機器等を設置する区域を火災区域として３時間以上

の耐火能力を有することを確認した耐火壁・隔壁等で囲う。（図７-１） 

 

 

 

 

 

 

安全系区分 区分Ⅱ 区分Ⅰ 区分Ⅲ 

 高温停止 原子炉隔離時冷却系

[RCIC] 

－ 高圧炉心スプレイ系

[HPCS] 

低温停止 自動減圧系(B) 

[SRV(ADS(B))] 

自動減圧系(A) 

[SRV(ADS(A))] 

－ 

残留熱除去系[RHR(B)] 残留熱除去系[RHR(A)] － 

残留熱除去系[RHR(C)] 低圧炉心スプレイ系 

[LPCS] 

－ 

原子炉補機冷却系

[RCW(B)] 

原子炉補機冷却系

[RCW(A)] 

高圧炉心スプレイ系 

補機冷却系[HPCW] 

原子炉補機海水系

[RSW(B)] 

原子炉補機海水系

[RSW(A)] 

高圧炉心スプレイ系 

補機海水系[HPSW] 

動力電源 非常用ディーゼル発電

機(B) 

非常用ディーゼル発電

機(A) 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機(H) 

非常用交流電源(B) 非常用交流電源(A) 非常用交流電源

(HPCS) 

非常用直流電源(B) 非常用直流電源(A) 高圧炉心スプレイ系 

直流電源(H) 

 

図７-１：３時間耐火能力を有する隔壁等による系統分離の概要 

区分Ⅱと区分Ⅰ，Ⅲの境界を

火災区域として３時間以上

の耐火能力を有する隔壁等

で分離 

単一火災によっても区分Ⅱ

と区分Ⅰ，Ⅲが同時に機能喪

失することを回避し，高温停

止・低温停止を達成 
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5. 火災の影響軽減対策 

  火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」(1)及び(2)a.c.では，「原

子炉の高温停止及び低温停止に関わる安全機能を有する構築物，系統及び機器を

設置する火災区域」及び「互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護

対象ケーブルの系列間」を，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁又は隔壁等に

より分離することが要求されている。 

島根原子力発電所２号炉では，相互の系統分離が必要な箇所については中央制

御室及び補助盤室制御盤，並びに原子炉格納容器内を除き，「３時間以上の耐火

能力を有する耐火壁又は隔壁等」及び「１時間耐火隔壁による分離，火災感知設

備及び自動消火設備の設置」により分離することとしている。島根原子力発電所

２号炉に設置する「３時間以上の耐火能力を有する耐火壁又は隔壁等」及び「１

時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置」を以下に示す。

（図７-２） 

なお，以下に示す以外の耐火壁及び隔壁等についても，設計の妥当性が火災耐

久試験により確認できたものを使用する設計とする。（添付資料１） 
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（1）３時間以上の耐火能力を有する耐火壁又は隔壁等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）１時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７-２：火災の影響軽減対策の全体イメージ 

区分Ⅰ，Ⅲ火災区域 区分Ⅱ火災区域 

壁，床，天井（ハッチ含む） 

⇒３時間耐火壁 

区分Ⅱケーブルトレイ 
⇒３時間耐火ラッピング 

区分Ⅱ計装ラック等 
⇒３時間耐火間仕切り 

空調ダクト 
⇒３時間防火ダンパ 

扉 

⇒３時間耐火扉 

配管，ダクト，ケーブル貫通部 

⇒３時間耐火貫通部処理 

：自動消火設備用火災感知器 

：火災感知設備用火災感知器 

区分Ⅰ，Ⅲ火災区域 区分Ⅱ火災区域 

：ケーブルトレイ（区分Ⅰ又はⅢ） 
自動消火設備 

：ケーブル貫通部（３時間耐火貫通部処理） 

：１時間耐火ラッピング 

：３時間耐火壁 
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5.1. 火災区域を構成する耐火壁 

   火災区域は，３時間以上の耐火性能を有する耐火壁（耐火障壁，貫通部シー

ル，防火扉，防火ダンパ），隔壁等（耐火間仕切り，ケーブルトレイ等耐火ラ

ッピング）（添付資料２）で分離する設計とする。 

耐火壁のうち，コンクリート壁，床，天井については，建築基準法を参考に

国内の既往の文献から確認した結果，３時間耐火に必要な最小厚さ以上の厚さ

が確保されていることを確認した。コンクリート壁以外の耐火壁・隔壁等につ

いては，火災耐久試験により３時間以上の耐火性能を確認できたものを使用す

る。耐火壁等の設置に係る現場施工においては，火災耐久試験の試験体仕様に

基づき，耐火性能を確保するために必要な施工方法及び検査項目を定める。 

また，屋外に設置している以下の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ

ルについては，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災区域

を設定する。 

○ディーゼル燃料移送ポンプエリア 

○ディーゼル燃料貯蔵タンク室 

○海水ポンプエリア 

 

5.2． 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを分離

する隔壁等 

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，火災

耐久試験により３時間以上の耐火能力を確認した隔壁等，並びに１時間の耐火

能力を有する隔壁等で分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置す

ることで系統分離する。(隔壁等の火災耐久試験の結果については，添付資料２

及び添付資料６参照，ケーブル損傷温度の判定基準の設定については，添付資

料７参照) 

   

6. 中央制御室及び補助盤室の火災の影響軽減対策 

6.1. 中央制御室及び補助盤室の制御盤内の分離対策 

中央制御室及び補助盤室の制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象

ケーブルは，運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置するこ

とから，互いに相違する系列の水平距離を６ｍ以上確保することや互いに相違

する系列を１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離することが困難である。 

このため，中央制御室及び補助盤室の制御盤内の火災防護対象機器等は，以

下ａ．～ｃ．に示すとおり，実証試験結果に基づく離隔距離等による分離対策，

高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知及び中央制御室に常駐する運

転員による早期の消火活動を行う設計とする。 

 

a. 離隔距離等による分離 

中央制御室及び補助盤室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，
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運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，中央

制御室及び補助盤室の制御盤については区分ごとに別々の盤で分離する設計

とする。一部，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火

災防護対象ケーブルを設置しているものがあるが，これらについては，区分間

に金属製の仕切りを設置する。ケーブルについては当該ケーブルに火災が発生

しても延焼せず，また，周囲へ火災の影響を与えない金属外装ケーブル，難燃

ビニル電線，難燃性ポリフレックス及びテフゼル電線を使用し，電線管に布設

する，又は離隔距離を確保すること等により系統分離する設計とする。これら

については，火災を発生させて近接する他の構成部品に火災の影響がないこと

を確認した実証試験※１の結果に基づき，以下に示す分離対策を講じる設計とす

る。（図７-３，添付資料３） 

※１ 出典：「ケーブル，制御盤および電源盤火災の実証試験」，TLR-088,

㈱東芝，H25年3月 

 

(a) 制御盤は厚さ3.2mm以上の金属製筐体で覆う設計とする。 

(b) 安全系異区分が混在する制御盤内では，区分間に厚さ3.2mm以上の金属製

バリアを設置するとともに盤内配線ダクトの離隔距離を３cm以上確保す

る設計とする。 

(c) 安全系異区分が混在する制御盤内にある操作スイッチは，厚さ1.6mm以上

の金属製筐体で覆う設計とする。 

(d) 安全系異区分が混在する制御盤内にある配線は，金属製バリアにより覆

う設計とする。 

(e) 当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず，また，周囲への火災の影響

を与えない金属外装ケーブル，難燃ビニル電線，難燃性ポリフレックス及

びテフゼル電線を使用する設計とする。 
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図７-３：中央制御室盤内及び補助盤室制御盤内のバリア状況 

 

b. 高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知 

中央制御室及び補助盤室内には，異なる感知方式の火災感知器を設置する設

計とするとともに，火災発生時には中央制御室に常駐する運転員による早期の

消火活動によって，異区分への影響を軽減する設計とする。これに加えて中央

制御室及び補助盤室の制御盤内へ高感度煙検出設備を設置する設計とする。（8

条-別添1-資料5-添付3） 

 

c. 中央制御室に常駐する運転員による早期の消火活動 

中央制御室及び補助盤室の制御盤内に自動消火設備は設置しないが，中央制

御室及び補助盤室の制御盤内に火災が発生しても，高感度煙検出設備や中央制

御室及び補助盤室の火災感知器からの感知信号により，中央制御室に常駐する

運転員が中央制御室及び補助盤室に設置する消火器で早期に消火活動を行う

ことで，相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルへの火災

の影響を防止できる設計とする。 

消火設備は，電気機器へ悪影響を与えない，二酸化炭素消火器を使用する設

計とし，中央制御室に常駐する運転員による中央制御室及び補助盤室内の火災

の早期感知及び消火を図るために，消火活動の手順を定めて，訓練を実施する。 

中央制御室及び補助盤室のエリア概要を図７-４に示す。 

また，運転員による制御盤内の火災に対する二酸化炭素消火器による消火の

概要を図７-５に示す。さらに，火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，

サーモグラフィカメラ等，火災の発生箇所を特定できる装置を配備する。 

なお，補助盤室には，全域ガス消火設備を設置する設計とする。 

金属製バリア：3.2mm以上 

（約５mm） 

離隔距離  ：３cm以上 

（約６㎝） 

1.6mm以上の金属製筐体 

鋼板による分離 

（）：実機計測値 

離隔距離の確保 
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図７-４：中央制御室及び補助盤室について 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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火災が発生した場合，運転員は火災受信機盤により，火災が発生している区

域を特定する。消火活動は２名で行い，１名は，直ちに至近の二酸化炭素消火

器を準備し，火災発生箇所に対して，消火活動を行う。もう１名は，予備の二

酸化炭素消火器の準備等を行う。 

制御盤内で消火活動を行う場合は，セルフエアマスクを装着して消火活動を

行う。 

なお，中央制御室及び補助盤室内の移動は，距離が短いことから，短時間で

移動して，速やかに消火活動を実施する。 

 

図７-５：運転員による制御盤内の火災に対する消火の概要 

二酸化炭素消火器を閉鎖された空間で使用する場合は，二酸化炭素濃度が上

昇すると共に酸素濃度が低下するおそれがある。従って，運転員に対して二酸

化炭素消火器の取扱いに関する教育並びに訓練を行うとともに，制御盤内で消

火活動を行う場合は，セルフエアマスクを装着する等消火手順を定める。 

火災発生 

②二酸化炭素消火器の準備

③初期消火開始

①運転状況の監視①「火災」警報発報確認，火災発生場所の特定

セルフエアマスク
（制御盤内で消火活動を
行う場合，装着） 

消火完了 
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6.2. 中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室の影響軽減

対策 

中央制御室及び補助盤室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，

運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，中央

制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室に布設する火災防護

対象ケーブルについても，互いに相違する系列の３時間以上の耐火能力を有す

る隔壁による分離，又は水平距離６m以上確保することが困難である。このため，

中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室については，以

下に示す分離対策等を行う設計とする。 

a. 隔壁等による分離

中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室は，ある区分

の火災防護対象ケーブルが布設されている箇所に異なる区分の火災防護対象

ケーブルを布設する場合は，１時間の耐火能力を有する隔壁（耐火ラッピング）

で覆った電線管又はケーブルトレイに布設する。 

なお，中央制御室及び補助盤室の制御盤直下はケーブルが近接して布設され

狭隘であることから，異なる区分の火災防護対象ケーブルを収納したフレキシ

ブル電線管を隔壁（耐火シート）で覆って分離※する。（図７-６）（添付資料

４） 

※：１時間加熱した際のケーブルの電気特性を有していることを確認したも

の。 

b. 火災感知設備

中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室は，固有の信

号を発する異なる感知方式の火災感知器（煙感知器及び熱感知器）を組み合わ

せて設置する設計とする。これらの火災感知設備は，アナログ式のものとする

等，誤作動防止対策を実施する。 

また，これらの火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が可

能となるよう，非常用電源から受電するとともに，火災受信機盤は中央制御室

及び補助盤室に設置し常時監視できる設計とする。受信機盤は，作動した火災

感知器を１つずつ特定できる機能を有する設計とする。 

c. 消火設備

中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室は，全域ガス

自動消火設備（消火剤はハロン1301）を設置する設計とする。 

この消火設備は，それぞれの安全区分を消火できるものとして，故障警報及

び作動前の警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。また，外部電源喪失時に

おいても消火が可能となるよう，非常用電源から受電する。 
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図７-６：中央制御室及び補助盤室の床下の構造図 

（中央制御室下ケーブル処理室の例） 

【中央制御室】 

【２号Ａケーブル処理室（区分Ⅰ，Ⅲ）】 【２号Ｂケーブル処理室（区分Ⅱ）】 

３時間の耐火性能を有する耐火壁 

３時間の耐火性能を有する耐火壁（床） 

ケーブルトレイ（区分Ⅰ） ケーブルトレイ（区分Ⅱ）

離隔距離による分離 

金属外装ケーブルによる分離 

１時間の耐火性能を有する隔壁による分離 

３時間の耐火性能を有する

貫通部シールの施工 

金属筐体による分離 

制御盤 
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6.3. 中央制御室及び補助盤室の火災発生時の原子炉の安全停止に係る影響評価 

中央制御室及び補助盤室の火災により，中央制御室及び補助盤室内の一つの 

制御盤の機能がすべて喪失したと仮定しても，他の制御盤での運転操作や現場

の操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能で

あることを確認した。その結果を添付資料５に示す。 

さらに，中央制御室及び補助盤室については，３時間以上の耐火能力を有す

る隔壁等で囲うことにより，中央制御室又は補助盤室内で火災が発生し，原子

炉緊急停止後，中央制御室又は補助盤室が万一，機能喪失しても，制御室外原

子炉停止装置室からの操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,

維持することが可能な設計とする。 

一方，制御室外原子炉停止装置室内についても，当該装置室を３時間以上の

耐火能力を有する隔壁等で囲うことにより，当該装置室内での火災によって当

該装置室が万一，機能喪失しても，中央制御室からの操作により，原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し,維持することが可能な設計とする。 

制御室外原子炉停止装置による操作機能及び中央制御室のみで操作が可能な

機能を表７-１に示す。 
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表７-１：制御室外原子炉停止装置と中央制御室による操作機能 

制御室外原子炉停止装置で 

監視・操作機能 

中央制御室のみ 

監視・操作機能 

設置場所 制御室建物４階 

原子炉減圧系 主蒸気逃がし弁３弁 自動減圧系 

高圧炉心注水系 原子炉隔離時冷却系ポンプ 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

低圧注水系 
残留熱除去系ポンプ（Ｂ） 残留熱除去系ポンプ（Ａ）（Ｃ） 

低圧炉心スプレイ系ポンプ 

残留熱除去系 残留熱除去系ポンプ（Ｂ） 残留熱除去系ポンプ（Ａ） 

原子炉補機冷却系 
原子炉補機冷却系ポンプ（Ｂ）（Ｄ） 

原子炉補機海水系ポンプ（Ｂ）（Ｄ） 

原子炉補機冷却系ポンプ（Ａ）（Ｃ） 

原子炉補機海水系ポンプ（Ａ）（Ｃ） 

非常用ディーゼル発電機 
非常用ディーゼル発電機（Ｂ） 非常用ディーゼル発電機（Ａ） 

ＨＰＣＳディーゼル発電機 

非常用交流電源系 
非常用高圧母線（Ｄ） 

非常用低圧母線（Ｄ） 

非常用高圧母線（Ｃ）（ＨＰＣＳ） 

非常用低圧母線（Ｃ）（ＨＰＣＳ） 

監視計器 

・原子炉水位，圧力

・サプレッション・プール水温度

・サプレッション・プール水位

・ドライウェル圧力

・残留熱除去系ポンプ出口流量

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量

・原子炉隔離時冷却系タービン回転数

・原子炉圧力容器ペデスタル温度

・高圧母線電圧

・非常用ディーゼル発電機電圧

左記のパラメータは監視可能 

上記のとおり，中央制御室及び補助盤室を３時間以上の耐火能力を有する隔

壁等で囲うことにより，中央制御室又は補助盤室内で火災が発生し，原子炉緊

急停止後，中央制御室又は補助盤室が万一，機能喪失しても，制御室外原子炉

停止装置室からの操作により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成すること

が可能である。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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火災の影響軽減のための系統分離対策について 
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災の影響軽減のための系統分離対策について 

1. 系統分離の基本的な考え方

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な安全機能を有

する構築物，系統及び機器における「その相互の系統分離」を行う際には，単一

火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）の発生によって，相互に分離され

た安全系区分のすべての安全機能が喪失することのないよう，原則，安全系区分

Ⅰ，Ⅲと安全系区分Ⅱの境界を火災区域の境界として３時間以上の耐火能力を有

する耐火壁・隔壁等で分離する。 

そのため，原則として，建物内で安全系区分Ⅱの機器等を設置する区域を３時

間以上の耐火能力を有する耐火壁・隔壁等で囲い，当該区域を「区分Ⅱ火災区域」

とする。（図１） 

なお，中央制御室及び補助盤室，ケーブル処理室及び計算機室並びに原子炉格

納容器は，上記の対策を講じることが困難なため，ケーブルの布設状況を踏まえ

た火災の影響軽減対策を講じる。 

676



８条-別添 1-資料 7-添付 1-2 

安全系区分 区分Ⅱ 区分Ⅰ 区分Ⅲ 

高温停止 原子炉隔離時冷却系

[RCIC] 

－ 高圧炉心スプレイ系

[HPCS] 

低温停止 自動減圧系(B) 

[SRV(ADS(B))] 

自動減圧系(A) 

[SRV(ADS(A))] 

－ 

残留熱除去系[RHR(B)] 残留熱除去系[RHR(A)] － 

残留熱除去系[RHR(C)] 低圧炉心スプレイ系

[LPCS] 

ー 

原子炉補機冷却系

[RCW(B)] 

原子炉補機冷却系

[RCW(A)] 

高圧炉心スプレイ系 

補機冷却系[HPCW] 

原子炉補機海水系

[RSW(B)] 

原子炉補機海水系

[RSW(A)] 

高圧炉心スプレイ系 

補機海水系[HPSW] 

動力電源 非常用ディーゼル発電

機(B) 

非常用ディーゼル発電

機(A) 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機(H) 

非常用交流電源(B) 非常用交流電源(A) 非常用交流電源

(HPCS) 

非常用直流電源(B) 非常用直流電源(A) 高圧炉心スプレイ系 

直流電源(H) 

図１：系統分離の概要 

2. 系統分離のための具体的対策

2.1. 火災区域内の系統分離対策 

(1) ケーブルラッピング

火災防護対象機器に使用する安全系のケーブルが，異なる区分の区域に布設

している場合，当該ケーブルが異なる区分の区域での単一火災によって機能喪

失することのないよう，当該ケーブルを布設しているケーブルトレイ等を３時

間以上の耐火性能を有するラッピング材で囲う，又は１時間の耐火性能を有す

るラッピング材で囲い，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する。（図

２） 

区分Ⅱと区分Ⅰ，Ⅲの境界を

火災区域として３時間以上

の耐火能力を有する隔壁等

で分離 

単一火災によっても区分Ⅱ

と区分Ⅰ，Ⅲが同時に機能喪

失することを回避し，高温停

止・低温停止を達成 

677



８条-別添 1-資料 7-添付 1-3 

（１）３時間耐火ラッピングによる分離

（２）１時間耐火ラッピングによる分離

図２：火災の影響軽減対策とケーブルラッピング 

区分Ⅰ，Ⅲ火災区域 区分Ⅱ火災区域 

壁，床，天井（ハッチ含む） 
⇒３時間耐火壁

区分Ⅱケーブルトレイ 
⇒３時間耐火ラッピング

区分Ⅱ計装ラック等 
⇒３時間耐火間仕切り

空調ダクト 
⇒３時間防火ダンパ

扉 
⇒３時間耐火扉

配管，ダクト，ケーブル貫通部 
⇒３時間耐火貫通部処理

：自動消火設備用火災感知器 

：火災感知設備用火災感知器 

区分Ⅰ，Ⅲ火災区域 区分Ⅱ火災区域 

：ケーブルトレイ（区分Ⅰ又はⅢ） 
自動消火設備 

：ケーブル貫通部（３時間耐火貫通部処理） 

：１時間耐火ラッピング 

：３時間耐火壁 
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(2) 耐火間仕切り

火災防護対象機器である電動弁，制御盤等が異なる区分の区域に設置されて

いる場合，当該電動弁，制御盤等が，異なる区分の区域での単一火災によって

機能喪失することのないよう，原則として当該電動弁，制御盤等を３時間以上

の耐火性能を有する間仕切りで囲うこととする。（表１） 

ただし，火災発生後に機能要求まで時間余裕があり，消火活動後に電動弁の

手動操作によって機能を復旧できる電動弁については，耐火間仕切りの設置を

必要としない。 

表１：異なる区分の区域に設置されている電動弁，制御盤等と分離対策 

異なる区分の区域に 

設置されている機器等 
系統分離対策（隔壁等） 

B-RCWサージタンク水位計器ラック 耐火間仕切り設置 

B-原子炉圧力計器ラック 耐火間仕切り設置 

A,B,C-原子炉水位計器ラック 耐火間仕切り設置 

B-ドライウェル圧力計器ラック 耐火間仕切り設置 

ＲＨＲ炉水入口外側隔離弁 原子炉停止時冷却系は原子炉の安全停

止における機能要求まで時間余裕があ

ることから，消火活動後に当該電動弁の

手動操作にて機能を確保する。 

ＳＲＭ／ＩＲＭ前置増幅器盤（区分Ⅱ） 耐火間仕切り設置 
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添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

３時間耐火壁及び隔壁等の耐久試験について 

1. はじめに

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」には，耐火

壁，隔壁等の設計の妥当性が火災耐久試験によって確認されることが要求されて

いる。 

火災区域を構成する壁，貫通部シール，防火扉及び防火ダンパについて，３時

間の耐火性能の確認結果を以下に示す。 

2. コンクリート壁，床，天井の耐火性能について

島根原子力発電所２号炉におけるコンクリート壁，床，天井の３時間耐火性能

に必要な最小壁厚について，国内の既往の文献より確認した結果を以下に示す。 

2.1. 建築基準法による壁厚 

火災強度２時間を超えた場合，建築基準法により指定された耐火構造壁はな

いが，告示の講習会テキスト※１によりコンクリート壁の屋内火災保有耐火時間

（遮熱性）の算定方法が下式の通り示されており，これにより最小壁厚を算出

することができる。 

島根原子力発電所２号炉は，普通コンクリートを使用しているため，普通コ

ンクリートの屋内火災保有耐火時間（遮熱性）の算定図を図１に示す。

※１：2001年版耐火性能検証法の解説及び計算例とその解説(「建設省告示第

1433 号 耐火性能検証法に関する算出方法等を定める件」講習会テキス

ト（国土交通省住宅局建築指導課）)

ここで， t ：保有耐火時間（min） 

D  ：壁の厚さ（mm） 

α ：火災温度上昇係数[標準加熱曲線：460]※２ 

 CD  ：遮熱特性係数 

[普通コンクリート：1.0，１種軽量コンクリート：1.2]

※２：建築基準法の防火規定は 2000 年に国際的な調和を図るため，国際標準

の ISO 方式が導入され，標準加熱曲線は ISO834 となり，火災温度係数

αは 460 となる。 

2

23

012.0
460

DCt D









α
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前述の式より，屋内火災保有耐火時間が180min（３時間）に必要な壁厚は普

通コンクリート壁で123mmと算出できる。また，屋内の火災保有耐火時間につい

て，図１のとおり240min（４時間）までの算定図が示されている。なお，島根

原子力発電所２号炉における火災区域境界の最小壁厚は，普通コンクリートで

130mmあることから，３時間耐火性能を有している。 

普通コンクリート壁の屋内火災保有耐火時間（遮熱性）の算定図 

 

火
災

温
度

上
昇

係
数

 
α

 

厚
さ

D
（

m
m
）
 

屋内火災保有耐火時間（分） 

460 

123mm 

図１：屋内火災保有耐火時間（遮熱性）の算定図（普通コンクリート壁）

（「建設省告示第 1433号 耐火性能検証法に関する算出方法等を定める件」 

講習会テキストに加筆） 
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2.2. 建築基準法による床（天井）厚 

火災強度２時間を超えた場合，建築基準法により指定された耐火構造床（天

井）はないが，前述の耐火構造壁同様に告示の講習会テキストによりコンクリ

ート床（天井）の屋内火災保有耐火時間（非損傷性，遮熱性）の算定方法が下

式の通り示されており，これにより最小床（天井）厚を算出することができる。 

ここで，t：保有耐火時間[min] 

c：熱特性係数[普通コンクリート：0.21min1/2/mm] 

d：熱劣化深さ[mm] 

α：火災温度上昇係数[標準加熱曲線：460] 

CD：遮熱特性係数[普通コンクリート：1.0] 

Mxp1，Mxp2，Myp1，Myp2：材端部の曲げ耐力[N/mm2] 

Mxp3，Myp3：中央部の曲げ耐力[N/mm2] 

lx：短辺の長さ[m] 

ly：長辺の長さ[m] 

w：床に作用する等分布床荷重[N/m2] 

Dx1，Dx2，Dy1，Dy2：主筋から圧縮側最外縁までの距離[mm] 

dx3，dy3：かぶり厚さ[mm] 

前述の２式より，屋内火災保有耐火時間 180min（３時間）に必要な床（天井）

厚は島根原子力発電所２号炉における一般的な普通コンクリート床（天井）で

の仕様において 219mm と算出できる。なお，島根原子力発電所２号炉における

火災区域境界の最小床（天井）厚は，普通コンクリート床（天井）で 230mm あ

ることから，３時間耐火性能を有している。 
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3. 耐火被覆材及び耐火ボードによる耐火障壁の耐火性能について

島根原子力発電所２号炉における火災区域を構成する耐火被覆材及び耐火ボ

ードによる耐火障壁について「３時間耐火性能」を有していることを火災耐久試

験により確認した結果を以下に示す。 

3.1. 試験概要 

耐火被覆材及び耐火ボードによる耐火障壁の試験として，建築基準法，JIS

及びASTMがあるが，加熱温度が最も厳しい建築基準法により試験を実施した。 

3.1.1. 加熱温度について 

図２に示す通り，建築基準法（ISO834）の加熱曲線は，他の試験法に比べ

て厳しい温度設定となっていることから，火災耐久試験では建築基準法の加

熱曲線に従って加熱する。

3.1.2. 判定基準について 

図２の建築基準法の規定に基づく加熱曲線で３時間加熱した際に，表１の

防火設備性能試験の判定基準を満足するか確認する。 

図２：加熱曲線の比較 

表１：遮炎性の判定基準 

確認項目 遮炎性の確認 

判定基準 

① 火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間が生じないこと。

② 非加熱面側に10秒を超えて発炎を生じないこと。

③ 非加熱面側に10秒を超えて火炎が噴出しないこと。
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3.2. 耐火被覆材による耐火障壁の耐火性能について 

島根原子力発電所２号炉の火災区域の境界を構成する耐火被覆材による耐火

障壁について「３時間の耐火性能」を有していることを，火災耐久試験にて確

認した結果を以下に示す。 

3.2.1. 耐火被覆材の仕様 

耐火被覆材による耐火障壁の試験体の仕様は，島根原子力発電所２号炉の

火災区域の境界を構成する耐火被覆材による耐火障壁の仕様を考慮し，表２

に示す耐火被覆材による耐火障壁を選定する。 

表２：試験体となる耐火被覆材による耐火障壁の仕様 

試験体 試験体① 試験体② 

鉄板厚さ 

耐火 

被覆材 

耐火 

被覆材 

厚さ 

概要図 

3.2.2. 試験方法・判定基準 

図２で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が表１に示す判定

基準を満たすことを確認する。 

3.2.3. 試験結果 

表３に試験結果を示す。島根原子力発電所２号炉における耐火被覆材によ

る耐火障壁は，試験の結果，３時間耐火性能を有していることが確認された。

試験前後の写真を別紙１に示す。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表３：耐火被覆材による耐火障壁の火災耐久試験結果 

試験体 試験体① 試験体② 

判
定
基
準 

非加熱面側へ10秒を超えて

継続する火炎の噴出がない

こと。 

良 良 

非加熱面側で10秒を超えて

継続する発炎がないこと。 
良 良 

火炎が通る亀裂等の損傷及

び隙間が生じないこと。 
良 良 

試験結果 合格 合格 

また，耐火壁の防火設備性能試験においては，非加熱面側温度上昇が平均

で140K以下，最高で180K以下であることと規定されているため，図３に示す

測定位置で非加熱面側の表面温度及び空間温度を測定した。 

その結果，試験体①については，非加熱面表面から10㎜離れていれば温度

が44.4℃までしか上昇しないこと，試験体②については，非加熱面表面から

10㎜離れていれば温度が44.5℃までしか上昇しないことを確認した。（図４，

図５） 

以上のことから，耐火被覆材による耐火障壁の施工については，耐火障壁

表面から機器等までの最低離隔距離10mm以上確保する設計とする。 

図３：非加熱面側の表面温度及び空間温度の測定位置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図４：非加熱面側の表面からの距離と温度（試験体①） 

図５：非加熱面側の表面からの距離と温度（試験体②） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3.3. 耐火ボードによる耐火障壁の耐火性能について 

コンクリート壁の設置が困難な箇所のうち，壁を貫通する干渉物のない箇所

には耐火ボードによる耐火障壁を設置する。耐火ボードによる耐火障壁につい

て「３時間の耐火性能」を有していることを，火災耐久試験にて確認した結果

を以下に示す。 

3.3.1. 耐火ボードの仕様 

耐火ボードによる耐火障壁の試験体の仕様は，島根原子力発電所２号炉の

火災区域の境界を構成する耐火ボードによる耐火障壁の仕様を考慮し，表４

に示す耐火ボードによる耐火障壁を選定する。 

表４：試験体となる耐火ボードによる耐火障壁の仕様 

試験体 試験体① 

寸法 

概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3.3.2. 試験方法・判定基準 

図２で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が表１に示す判定

基準を満たすことを確認する。 

3.3.3. 試験結果 

表５に試験結果を示す。島根原子力発電所２号炉における耐火ボードによ

る耐火障壁は試験の結果，３時間耐火性能を有していることが確認された。

試験前後の写真を別紙１に示す。 

表５：耐火ボードによる耐火障壁の火災耐久試験結果 

試験体 試験体① 

判
定
基
準 

非加熱面側へ10秒を超えて

継続する火炎の噴出がない

こと。 

良 

非加熱面側で10秒を超えて

継続する発炎がないこと。 
良 

火炎が通る亀裂等の損傷及

び隙間が生じないこと。 
良 

試験結果 合格 

また，耐火壁の防火設備性能試験においては，非加熱面側温度上昇が平均

で140K以下，最高で180K以下であることと規定されているため，非加熱面側

温度を測定した。 

その結果，非加熱面表面側の平均温度は97℃，最高温度は115℃であるこ

とを確認した。（図６） 
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図６：非加熱面側の温度変化 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3.4. 耐火障壁（耐火隔壁）の施工範囲 

火災防護に係る審査基準2.3.1に基づいて設置する耐火障壁（耐火隔壁）は，

３時間又は１時間耐火隔壁として有効に機能するような設計が必要であるため，

火災影響範囲の評価結果に基づき施工範囲を定める。評価は火災防護に係る審

査基準2.3.2に規定される「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」に基づき

実施し，「高温ガス」，「火炎・プルーム」及び「輻射」の観点で，互いに相違す

る系列の火災防護対象機器の系列間に火災影響が同時に及ぶかを確認し，その

影響範囲について耐火障壁（耐火隔壁）による分離がなされるよう，以下のよ

うに施工を行う。 

3.4.1. 高温ガス 

高温ガスによる火災防護対象機器の損傷の有無を評価するため，内部火災

影響評価ガイドに基づき，高温ガスの温度を算出し，火災防護対象機器の損

傷温度を超えないことを確認する。 

3.4.2. 火炎・プルーム 

内部火災影響評価ガイドに基づき，火炎高さ，プルーム高さを算出する。

火炎・プルームの影響範囲に異なる系列の防護対象が同時に影響範囲に含ま

れないことを確認するとともに耐火障壁（耐火隔壁）の高さを火炎高さ以上

とする。 

3.4.3. 輻射 

輻射は，火炎による熱源を中心とし，放射状に輻射熱による影響を及ぼす。

耐火障壁（耐火隔壁）によって輻射熱の影響を緩和するため，耐火障壁（耐

火隔壁）の幅については，火災防護対象機器の幅に内部火災影響評価ガイド

に基づき算出した輻射影響範囲の距離を加えたものとする。 
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4. 貫通部シール，防火扉及び防火ダンパの耐火性能について

島根原子力発電所２号炉における火災区域を構成する，貫通部シール，防火扉

及び防火ダンパについて「３時間耐火性能」を有していることを火災耐久試験に

より確認した結果を以下に示す。 

  なお，以下に示す以外の貫通部シール，防火扉及び防火ダンパについても，火

災耐久試験により３時間耐火以上の耐火性能が確認できたものについては，火災

区域を構成する防火扉，防火ダンパ及び貫通部シールとして適用する。 

4.1. 試験概要 

貫通部シール，防火扉及び防火ダンパの試験として，建築基準法，JIS及びASTM

があるが，加熱温度が最も厳しい建築基準法により試験を実施した。

4.1.1. 加熱温度について 

図２に示す通り，建築基準法（ISO834）の加熱曲線は，他の試験法に比べ

て厳しい温度設定となっていることから，火災耐久試験では建築基準法の加

熱曲線に従って加熱する。 

4.1.2. 判定基準について 

図２の建築基準法の規定に基づく加熱曲線で３時間加熱した際に，表１の

防火設備性能試験の判定基準を満足するか確認する。 

4.2. 貫通部シールの耐火性能について 

島根原子力発電所２号炉における火災区域を構成する貫通部シールについて

「３時間の耐火性能」を有していることを，火災耐久試験により確認した結果

を以下に示す。 

なお，今後の火災耐久試験により，３時間以上の耐火性能を有することが確

認された貫通部シールについても，火災区域を構成する貫通部シールに使用す

る。 

4.2.1. 配管貫通部の火災耐久試験 

4.2.1.1. 試験体の選定 

配管貫通部の試験体の仕様は，島根原子力発電所２号炉の火災区域の境

界を構成する配管貫通部の仕様を考慮し，表６に示す配管貫通部を選定す

る。 
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表６：試験体となる配管貫通部の仕様 

試験体 スリーブ径
スリーブ

長さ
配管径 適用箇所 貫通部シール材 

試験体① 350A 300mm 150A 壁 

試験体② 350A 300mm 150A 壁 

試験体③ 350A 300mm 50A 壁 

試験体④ 350A 300mm 250A 壁 

試験体⑤ 350A 300mm 50A 床 

試験体⑥ 350A 300mm 250A 床 

試験体の構成は貫通壁を断熱材の一部として模擬し断熱材のみの構成

とした。この試験体では，コンクリート壁は吸熱効果により貫通配管の温

度伝達の観点では断熱材よりも大きく，コンクリート壁を断熱材に置き換

えることにより保守的なモデルとなる。 

試験体の概要を図７に示す。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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試験体① 試験体② 

試験体③，④ 試験体⑤，⑥ 

図７：配管貫通部の耐火試験体 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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4.2.1.2. 試験方法・判定基準 

図２で示す加熱曲線で図７に示す耐火試験体の耐火炉内側から加熱し，

非加熱面が表１に示す判定基準を満たすことを確認する。 

4.2.1.3. 試験結果 

表７に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側への火炎の噴

出，発炎，火炎の通る亀裂等の損傷がなく，建築基準法に基づく防火設備

性能試験の判定基準を満足していることから，配管貫通部シールは，３時

間の耐火性能を有している。試験前後の写真を別紙１に示す。 

表７：配管貫通部の火災耐久試験結果 

試験体 
試験体

① 

試験体

② 

試験体

③ 

試験体

④ 

試験体

⑤ 

試験体

⑥ 

判
定
基
準 

非加熱面側へ10秒を超え

て継続する火炎の噴出が

ないこと。 

良 良 良 良 良 良 

非加熱面側で10秒を超え

て継続する発炎がないこ

と。 

良 良 良 良 良 良 

火炎が通る亀裂等の損傷

及び隙間が生じないこと。 
良 良 良 良 良 良 

試験結果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 

4.2.1.4．配管貫通部シールの施工について 

配管貫通部の施工にあたり，断熱材の材料は，耐火試験にて用いた材料

と同じファインフレックスを使用する。（図８に例示） 

また，遮熱性の観点から貫通配管の口径が大きくなるほど管を伝わる熱

量が大きくなり熱を遮断するための耐熱材の量が多くなる。このため耐火

試験では発電所内の火災区域を構成する配管貫通部の最大となる配管口

径以下の代表口径を定めて口径に応じて遮熱性を有するよう断熱材寸法

を定めて耐火試験を実施した。発電所にて配管に設置する断熱材は，当該

配管口径を上回る直近の配管口径の耐火試験にて確認された断熱材の寸

法以上となるよう設置することで保守的な設計とする。 

なお，断熱材の固定方法は耐火試験と同様の固縛方法により固定して設

置するが，断熱材設置にあたっては，現場の干渉物(サポート材等)により

断熱材寸法が耐火試験の設計とおりに設置することが困難な場合は，干渉

物も含めて断熱材の内部に入り，断熱材形状全体が耐火試験の結果を上回

るように設置する。施工方法の例としては，貫通部に延長スリーブを設置

し，その外側に断熱材を設置する設計とするもので，この場合，延長スリ

ーブ外面に貫通配管の耐火試験の結果から遮炎性，遮熱性に影響のないよ

う断熱材を設置する。断熱材設置時の施工管理は，据付時の寸法記録によ
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り耐火試験の断熱材寸法を上回ることと，外観検査により隙間，変形等が

ないことを確認する。延長スリーブを設置する場合には内包する設備の点

検が可能となるよう，フランジを設けスリーブが取外し可能となる設計と

する。 

断熱材としてモルタル充填を行う貫通部については，スリーブ内に充填

するモルタルの厚さにより耐火性を確保するため，耐火試験にて発電所内

火災区域を構成する壁厚が最も薄い寸法モデルを代表として試験を実施

し耐火性を確認している。モルタル充填の施工にあたっては耐火試験と同

じモルタル材料を用い，施工時の貫通部外面に設置するシールプレート上

端に設けるベント部から充填したモルタルが漏出するまで充填しスリー

ブと配管の隙間へ壁厚にわたり十分に充填されることを確認する。また施

工後の外観検査によりモルタル充填部に隙間等のないことを確認するこ

とで耐火試験と同等の耐火性を確保する。 

図８：断熱材施工例 

4.2.1.5. 消火水の溢水による安全機能への影響について 

「火災防護に係る審査基準 2.2.3（参考）」並びに「原子力発電所の内

部溢水影響評価ガイド」においては，火災時に考慮する消火系からの放水

による溢水を想定することが求められている。安全機能を有する火災区域

には貫通部の耐火処理と合わせて溢水防護を行うための溢水防護設備（ラ

バーブーツ等）が設置されている場合があるが，一部の溢水防護設備はそ

の特性上，熱に対する耐性（シリコン：約150℃，ラバーブーツ：約250℃）

が乏しく火災時には溢水防護設備が機能喪失するケースが想定される。 

これに対して，設置許可基準規則第九条「溢水による損傷の防止等」に

関する評価の中で，火災発生区域内の溢水防護機能の喪失並びに保守的な

消火水量の使用を想定し，隣接区画の安全機能への影響評価を行い，火災

区域の消火戦略を含めた対策を検討した結果，以下のとおり対策を行う。 
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①安全機能を有する火災区域に対してはガス消火による固定式消火設備

を設置することにより，消火水による消火活動を不要とする設計とする。 

②安全機能を有している火災区域であって特に可燃物量が少なく，いずれ

も金属筐体や電線管で覆われている等の大規模な火災や煙の発生は考

えにくい火災区域については，固定式消火設備を設けずとも消火器によ

る消火活動が可能であることから，消火器による消火を行い，消火水に

よる消火活動を不要とする設計とする。

③安全機能を有しないその他の火災区域については，消火水を使用した消

火活動を想定して，評価及び対策を行う。評価の結果，原子力発電所の

内部溢水影響評価ガイドの要求を満足しない場合には，消火水の溢水経

路となる貫通部について，耐火材の追加設置等を行い，消火までの間，

止水機能が維持され，安全機能を有する設備に影響を及ぼすことがない

設計とする。

4.2.2. ケーブルトレイ及び電線管貫通部の火災耐久試験 

4.2.2.1. ケーブルトレイ貫通部の試験体の選定 

ケーブルトレイ貫通部の試験体の仕様は，島根原子力発電所２号炉にお

いて３時間耐火処理が要求されるケーブルトレイ貫通部の構造を全て抽

出し，それぞれに適用可能となるものを施工性も踏まえて７種類選定して

いる。選定した試験体の仕様を表８に示す。試験体の概要を図９に示す。 
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表８：試験体となるケーブルトレイ貫通部の仕様 

試験体 トレイサイズ 貫通ダクト 貫通部シール材 

試験体① 

試験体② 

試験体③ 

試験体④ 

試験体⑤ 

試験体⑥ 

試験体⑦ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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試験体①

試験体② 

図９：ケーブルトレイ貫通部の耐火試験体（１／４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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試験体③ 

試験体④ 

図９：ケーブルトレイ貫通部の耐火試験体（２／４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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試験体⑤ 

試験体⑥ 

図９：ケーブルトレイ貫通部の耐火試験体（３／４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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試験体⑦ 

図９：ケーブルトレイ貫通部の耐火試験体（４／４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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4.2.2.2. ケーブルトレイ貫通部の試験方法・判定基準 

図２で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が表１に示す判

定基準を満たすことを確認する。 

4.2.2.3. ケーブルトレイ貫通部の試験結果 

表９に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側への火炎の噴

出，発炎，火炎の通る亀裂等の損傷がなく，建築基準法に基づく防火設備

性能試験の判定基準を満足していることから，ケーブルトレイ貫通部シー

ルは３時間の耐火性能を有している。試験前後の写真を別紙１に示す。

表９：ケーブルトレイ貫通部の火災耐久試験結果 

試験体 
試験体

① 

試験体

② 

試験体

③ 

試験体

④ 

試験体

⑤ 

試験体

⑥ 

試験体

⑦ 

判
定
基
準 

非加熱面側へ10秒を

超えて継続する火炎

の噴出がないこと。 

良 良 良 良 良 良 良 

非加熱面側で10秒を

超えて継続する発炎

がないこと。 

良 良 良 良 良 良 良 

火炎が通る亀裂等の

損傷及び隙間が生じ

ないこと。 

良 良 良 良 良 良 良 

試験結果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 
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4.2.2.4. 電線管貫通部の試験体の選定 

電線管貫通部の試験体の仕様は，島根原子力発電所２号炉の電線管貫通

部の仕様を考慮し選定しており，表10に示す電線管を選定している。試験

体の概要を図10に示す。 

表 10：試験体となる電線管貫通部の仕様 

試験体 電線管サイズ 貫通部シール材 

試験体① 

試験体② 

試験体③ 

試験体④ 

試験体⑤ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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試験体① 試験体② 

試験体③ 試験体④ 

試験体⑤ 

図10：電線管貫通部の耐火試験体 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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4.2.2.5. 電線管貫通部の試験方法・判定基準 

図２で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が表１に示す判

定基準を満たすことを確認する。 

4.2.2.6. 電線管貫通部の試験結果 

表11に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側への火炎の噴

出，発炎，火炎の通る亀裂等の損傷がなく，建築基準法に基づく防火設備

性能試験の判定基準を満足していることから，電線管貫通部シールは３時

間の耐火性能を有している。試験前後の写真を別紙１に示す。 

表11：電線管貫通部の火災耐久試験結果 

試験体 
試験体

① 

試験体

② 

試験体

③ 

試験体

④ 

試験体

⑤ 

判
定
基
準 

非加熱面側へ10秒を超

えて継続する火炎の噴

出がないこと。 

良 良 良 良 良 

非加熱面側で10秒を超

えて継続する発炎がな

いこと。 

良 良 良 良 良 

火炎が通る亀裂等の損

傷及び隙間が生じない

こと。 

良 良 良 良 良 

試験結果 合格 合格 合格 合格 合格 
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4.2.2.7. ケーブルトレイ及び電線管貫通部シールの施工について 

ケーブルトレイ及び電線管貫通部の施工にあたり，耐火性能を維持する

ため，耐火試験体と同厚さ以上の耐火材（鉄板，難燃性パテ（ハイシール，

ロックウール等）等）を設置するよう管理を行う。難燃性パテについては，

封入時に電線管内部の目視確認が困難となることから，ケーブルトレイ及

び電線管のサイズに応じて封入量の重量管理を行う。電線管の貫通部処理

における難燃性パテの封入量の管理方法を図11に示す。 

① 難燃性パテが施工基準長さ（50mm）以上になるように電線管サイズに応じて必要な

難燃性パテの重量を測定する。

呼び径 質量(g) 

G22 48 

G28 80 

G36 135 

G42 182 

G54 289 

G70 480 

G82 670 

G92 869 

G104 1120 

G130 1674 

② 難燃性パテの施工基準長さ（50mm）以上を確保する。

図 11：電線管貫通部処理時の管理方法 

50mm 

電線管 ケーブル
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4.3. 防火扉の耐火性能について 

島根原子力発電所２号炉における火災区域を構成する防火扉について「３時

間の耐火性能」を有していることを，火災耐久試験により確認した結果を以下

に示す。 

なお，今後の火災耐久試験により，３時間以上の耐火性能を有することが確

認された防火扉についても，火災区域を構成する防火扉に使用する。 

4.3.1. 試験体の選定 

防火扉の試験体の仕様は，島根原子力発電所２号炉の火災区域境界に用い

られる防火扉の仕様を考慮し，表12に示す防火扉を選定する。 

なお，ドアクローザについては，表12に示す発炎対策品を選定する。 

表12：試験体となる防火扉の仕様 

種類 片開き扉（一般） 両開き扉（欄間パネル付き） 

寸法 

板厚 

ドアク
ローザ

扉姿図 

4.3.2. 試験方法・判定基準 

図２で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，非加熱面が表１に示す判定

基準を満たすことを確認する。 

4.3.3. 試験結果 

表13に試験結果を示す。島根原子力発電所２号炉における防火扉は，試験

の結果，ドアクローザを発炎対策品に取替えることで，３時間の耐火性能を

有することが確認された。試験前後の写真を別紙１に示す。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表13：防火扉の火災耐久試験結果 

試験体 片開き扉（一般） 両開き扉（欄間パネル付き） 

判
定
基
準 

非加熱面側へ10秒を超

えて継続する火炎の噴

出がないこと。 

良 良 

非加熱面側で10秒を超

えて継続する発炎がな

いこと。 

良 良 

火炎が通る亀裂等の損

傷及び隙間が生じない

こと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 
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4.4. 防火ダンパの耐火性能について 

島根原子力発電所２号炉における火災区域を構成する防火ダンパについて

「３時間の耐火性能」を有していることを，火災耐久試験により確認した結果

を以下に示す。 

なお，今後の火災耐久試験により，３時間以上の耐火性能を有することが確

認された防火ダンパについても，火災区域を構成する防火ダンパに使用する。 

4.4.1. 試験体の選定 

試験体の仕様は，島根原子力発電所２号炉に設置される防火ダンパの仕様

を考慮し，表14に示す防火ダンパを選定する。
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表14：試験体となる防火ダンパの仕様 

試験体 試験体① 試験体② 

ダンパ 

サイズ

板厚 

羽根長さ 

羽根幅 

取付方向 

ダンパ 

外形図 

4.4.2. 試験方法・判定基準 

図２で示す加熱曲線で片面から加熱し，非加熱面が表１に示す判定基準を

満たすことを確認する。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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4.4.3. 試験結果 

表15に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側への火炎の噴出，

発炎，火炎の通る亀裂等の損傷がなく，建築基準法に基づく防火設備性能試

験の判定基準を満足していることから，防火ダンパは３時間の耐火性能を有

している。試験前後の写真を別紙１に示す。 

表15：防火ダンパの火災耐久試験結果 

試験体 試験体① 試験体② 

判
定
基
準 

非加熱面側へ10秒を超えて

継続する火炎の噴出がない

こと。 

良 良 

非加熱面側で10秒を超えて

継続する発炎がないこと。 
良 良 

火炎が通る亀裂等の損傷及

び隙間が生じないこと。 
良 良 

試験結果 合格 合格 
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5. 耐火間仕切りの耐火性能について

島根原子力発電所２号炉の火災防護対象機器の系統分離のために，現地制御盤，

計装ラック等に施工する耐火間仕切りについて「３時間耐火性能」を有している

ことを火災耐久試験により確認した結果を以下に示す。 

なお，今後の火災耐久試験により，３時間以上の耐火性能を有することが確認

された耐火間仕切りについても，火災防護対象機器の系統分離のための耐火間仕

切りに使用する。 

5.1. 試験体の選定 

耐火間仕切りの試験体の仕様は，島根原子力発電所２号炉に設置される現地

制御盤，計装ラック等の仕様を考慮し，表16に示す仕様とした。試験体の概要

を図12に示す。 

表 16：試験体となる耐火間仕切りの仕様 

試験体 

適用 
機器 

耐火材 
仕様 

図12：耐火間仕切りの耐火試験体 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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5.2. 試験方法・判定基準 

図２で示す加熱曲線で片面を加熱した場合に，表17に示す判定基準を満たす

ことを確認する。 

表17：耐火間仕切りの耐火性の判定基準 

試験項目 耐火性の確認 

判定基準 

① 非加熱面側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。

② 非加熱面側へ10秒を超えて継続する発炎がないこと。

③ 火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。

5.3. 試験結果 

表 18 に試験結果を示す。非加熱面側への火災の噴出，発炎，火災の通るき

裂等の損傷がなく，建築基準法に基づく防火設備性能試験の判定基準を満足し

ていることから，耐火間仕切りは３時間の耐火性能を有している。試験前後の

写真を別紙２に示す。 

表18：耐火間仕切りの火災耐久試験結果 

判定基準 判定 

非加熱面側へ10秒を超えて継続する火炎の噴

出がないこと。 
良※１ 

非加熱面側へ10秒を超えて継続する発炎がな

いこと。 
良※１ 

火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じない

こと。 
良 

試験結果 合格 

※１：耐火間仕切りの試験体においては，試験後の耐火間仕切り内部の損傷状

態，煤等の付着がないことを確認し試験結果良と判定した。 
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6. ケーブルトレイ及び電線管耐火ラッピングの耐火性能について

島根原子力発電所２号炉の火災防護対象機器の系統分離のために，ケーブルト

レイ等に施工する耐火ラッピングについて「３時間耐火性能」を有していること

を，火災耐久試験により確認した結果を以下に示す。 

  なお，今後の火災耐久試験により，３時間以上の耐火性能を有することが確認

された耐火ラッピングについても，火災防護対象機器の系統分離のための耐火ラ

ッピングに使用する。 

6.1. 試験方法・判定基準 

試験方法は加熱温度が最も厳しい建築基準法(ISO834)の加熱曲線（図２）を

採用し，判定基準を満足することを確認する。 

判定基準は，建築基準法に基づく温度，外観確認及びREGULATORY GUIDE 

1.189Rev.2:Appendix Cの規定に基づく耐放水性能の確認を行い，判定基準を

満足するかを確認する。（表19） 

表19：耐火ラッピングの耐火性の判定基準 

試験項目 耐火性の確認 

判定基準 

① 耐火ラッピングの非加熱側の温度上昇値が平均139K，最大181Kを超えないこ

と。

② 火災耐久試験及び放水試験※１においてケーブルトレイ等が見える貫通口が

生じないこと。

※１：ボードタイプは除く。

6.2. ケーブルトレイ耐火ラッピングの耐火性能について 

6.2.1. 試験体の選定 

ケーブルトレイ耐火ラッピングの試験体の仕様は，島根原子力発電所２号

炉に設置されるケーブルトレイの仕様を考慮し，表20に示す仕様とした。試

験体の概要を図13に示す。 
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表20：試験体となるケーブルトレイ耐火ラッピングの仕様（１／２） 

試験体 試験体①（ラッピングタイプ） 

トレイサイズ

トレイ段数

布設ケーブル 

耐火材仕様 

試験体概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表20：試験体となるケーブルトレイ耐火ラッピングの仕様（２／２） 

試験体 試験体②（ボードタイプ） 

トレイサイズ

トレイ段数

布設ケーブル 

耐火材仕様 

試験体概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

717



８条-別添 1-資料 7-添付 2-38 

試験体 施工前 施工後 

試験体

① 

試験体

② 

図 13：ケーブルトレイ耐火ラッピングの試験体の概要 
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6.2.2. 試験結果 

表 21 に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側の温度上昇が

判定基準値以内であり，放水試験にも合格していることから３時間の耐火性

能を有している。試験前後の写真を別紙２に示す。 

表21：ケーブルトレイ耐火ラッピングの火災耐久試験結果 

試験体 試験体① 試験体② 

判
定
基
準 

耐火ラッピングの非加熱側の温度

上昇値が平均139K，最大181Kを超

えないこと。 

良 良 

火災耐久試験及び放水試験※１にお

いてケーブルトレイ等が見える貫

通口が生じないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 

※１：ボードタイプは除く。

6.3. 電線管耐火ラッピングの耐火性能について 

6.3.1. 試験体の選定 

電線管耐火ラッピングの試験体の仕様は，島根原子力発電所２号炉に設置

される電線管の仕様を考慮し，表22に示す仕様とした。試験体の概要を図14

に示す。 
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表22：試験体となる電線管耐火ラッピングの仕様（１／２） 

試験体 試験体①（U字タイプ） 
電線管 
サイズ
布設 

ケーブル

耐火材 
仕様 

試験体 

概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表22：試験体となる電線管耐火ラッピングの仕様（２／２） 

試験体 試験体②（天井近傍タイプ） 
電線管 
サイズ
布設 

ケーブル

耐火材 
仕様 

試験体 

概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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施工前 施工後 

試

験

体

① 

試

験

体

② 

図14：電線管耐火ラッピングの試験体の概要 
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6.3.2. 試験結果

表23に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側の温度上昇が判

定基準値以内であり，放水試験にも合格していることから３時間の耐火性能

を有している。試験前後の写真を別紙２に示す。 

表23：電線管耐火ラッピングの火災耐久試験結果 

試験体 試験体① 試験体② 

判
定
基
準 

耐火ラッピングの非加熱側の温度

上昇値が平均139K，最大181Kを超

えないこと。 

良 良 

火災耐久試験及び放水試験におい

てケーブルトレイ等が見える貫通

口が生じないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 

7. ケーブルトレイ等耐火ラッピング施工時の許容電流について

島根原子力発電所２号炉では，耐火ラッピング施工による異常過熱等の発生を

防止するために，ケーブルに通電可能な最大電流（以下「許容電流」という。）

に管理基準を設定している。その詳細を以下に示す。 

7.1. 許容電流低減率の評価 

  島根原子力発電所２号炉で使用する耐火ラッピングについては，

IEEE848-1996 に定められる許容電流低減率（ADF）を踏まえ設計する。許容電

流低減率(ADF)は，IEEE848-1996において以下のように定義される。 

出典：IEEE848-1996「IEEE Standard Procedure for the Determination of the Ampacity 

Derating of Fire-Protected Cables」 

【許容電流低減率（ADF）】 

100


o

fo

I

II
ADF＝ （％） 

Io  ：導体温度が 90℃まで到達するのに必要な電流（耐火ラッピング前） 

If  ：導体温度が 90℃まで到達するのに必要な電流（耐火ラッピング後） 

 以下，図 15 に示すとおり，ケーブルの設計値としての許容電流は，空中一

条布設時の許容電流に相当し，ケーブルの多条布設や耐火ラッピング施工に

より影響を受け，低減される。耐火ラッピング施工により生じる許容電流低

減率（ADF）が大きいほど，ケーブルの許容電流は小さくなる。 
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図 15：ケーブルの許容電流と許容電流低減率（ADF） 

7.2. 許容電流の管理基準 

  次に，島根原子力発電所２号炉ではケーブルを多条布設する場合には，ケーブ

ル通電時に発生する熱の影響によって異常過熱等が発生しないよう，空中一条布

設時の許容電流(100％)に対して，通電可能な電流の上限値を に制限して

いる。 

上記までのケーブル，ケーブルトレイにおける管理基準を踏まえ，島根原子力

発電所２号炉における耐火ラッピングのケーブル許容電流の管理基準は以下の

フローに基づき決定する。(図 16)

図 16：ケーブルラッピングにおけるケーブル許容電流の管理基準の概要 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

ケーブルトレイ多条布設時の

許容電流 （最大）

空中一条布設時の許容電流 100％ 

ケーブルラッピング時の許容電流

耐火ラッピングにおけるケーブル許容電流の管理基準 

STEP1 

STEP2 

STEP3 

ケーブル一条布設

ケーブル多条布設

ケーブルラッピング

ケーブルトレイラッピング
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7.3. 耐火ラッピングにおける許容電流低減率の評価 

耐火ラッピング施工時におけるケーブルの許容電流の低減率を確認し管理基

準を定めるために，模擬試験体を用いた許容電流評価を行う。 

 

7.4. 許容電流評価試験 

許容電流評価試験は，IEEE848-1996「IEEE Standard Procedure for the 

Determination of the Ampacity Derating of Fire-Protected Cables」を参考

に，ケーブル１条及びケーブルトレイに対して耐火ラッピングを施工し，許容

電流の評価を実施した。 

 

7.5. 試験方法 

ケーブル１条及びケーブルトレイに対して耐火ラッピングを施工し，その施

工前後において，導体の温度が約 90℃となるように通電する。その時の通電電

流 I’を下式(1)により求めることができる。また，この時の周囲温度及び導体

温度を測定し，導体温度 90℃，周囲温度 25℃における許容電流を下式(2)によ

り算出し，許容電流低減率を確認する。 

試験体概要図を図 17に示す。 

          
21

21

TT

TT
II






’’
＝’       (1) 

I  ：試験時の通電電流（A）   I’：試験時の通電電流（A） 

T1 ：試験時の導体温度（℃）  T2 ：試験時の周囲温度（℃） 

T1’：試験体の導体温度（90℃） T2’：試験時の周囲温度（25℃） 

 

許容電流低減率 100


o

fo

I

II
ADF＝   (2) 

Io  ：導体温度が 90℃まで到達するのに必要な電流（耐火ラッピング前） 

If  ：導体温度が 90℃まで到達するのに必要な電流（耐火ラッピング後） 
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許容電流評価試験：ケーブル１条 

 

 

 

 

 
許容電流評価試験：ケーブルトレイ 

 

図 17：試験体概要図 

 

ケーブル一条 

ケーブルトレイ 
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7.6. 試験結果 

（１）ケーブル１条

耐火ラッピングの有無 通電電流（A） 周囲温度（℃） 導体温度（℃） 

無 

有 

① ラッピング施工前 許容電流（補正後）

Io ＝ （A）

② ラッピング施工後 許容電流（補正後）

If ＝   （A）

③ 許容電流低減率

許容電流低減率 ＝ADF

（２）ケーブルトレイ

耐火ラッピングの有無 通電電流（A） 周囲温度（℃） 導体温度（℃） 

無 

有 

① ラッピング施工前 許容電流（補正後）

Io ＝  （A）

② ラッピング施工後 許容電流（補正後）

If ＝  （A）

③ 許容電流低減率

許容電流低減率 ＝ADF

以上より，ケーブルラッピングに伴う許容電流の評価は，許容電流低減率の大

きい  を適用し，ケーブルラッピングに伴い，許容電流を満足できない場

合は，ケーブルのサイズアップ又はケーブルルートのリルートを行う。 

試験の実施状況を別紙２に示す。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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8. ケーブルトレイ等耐火ラッピング施工時の耐震性について

島根原子力発電所２号炉において，ケーブルトレイ等へ耐火ラッピングを施工

する場合は，以下の観点から耐震性の評価を行い，基準地震動の発生後に機能を

維持できる設計とする。 

(1) ケーブルトレイ及び電線管の耐震性評価

島根原子力発電所２号炉に使用する耐火ラッピングは，ケーブルトレイへ施

工する場合，表20に示すように５層構造

，電線管へ施工する場

合，表22に示すように６層構造

とする。 

ケーブルトレイ及び電線管に耐火ラッピング材を施工することにより，ケー

ブルトレイサポートに掛かる最大荷重は173.7kg/m，電線管サポートに掛かる最

大荷重は70.8kg/m増加する。 

耐火ラッピングを施工するケーブルトレイ及び電線管については，耐火ラッ

ピング施工後の状態において，基準地震動が発生しても，機能が維持できるよ

う，個別に強度評価を実施し，必要に応じてサポート補強を行う。 

(2) 耐火ラッピング材の耐震性評価

島根原子力発電所２号炉で使用する耐火ラッピングは，図18に示すように，

基準地震動発生時にも耐火ラッピングがケーブルトレイ及び電線管から脱落

しないよう，耐火クロスベルト及び番線にて固定する設計とする。耐火クロス

ベルトの強度は，引張試験を実施した結果，2,000N以上であることを確認して

いる。また，番線の強度は，644Nと評価している。 

図18：耐火ラッピングの固定状況 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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耐火ラッピング材については，耐火クロスベルト及び番線にて固定した状態

において，基準地震動が発生した場合においても脱落することのないように，

耐火クロスベルト及び番線に加わる地震力を評価し，必要に応じて耐火クロス

ベルト及び番線のスパンを調整する。 

島根原子力発電所２号炉における基準地震動Ｓsに基づく，耐火ラッピング

施工エリアの評価用震度を踏まえた保守的な設計条件で評価を行ったところ，

耐火クロスベルト及び番線に加わる地震力はそれぞれ最大で492.7N及び

557.1Nであり，それぞれの強度2,000N及び644Nを下回ることから，耐火クロス

ベルト及び番線が破断するおそれがないことを確認している。（表24）なお，

基準地震動Ｓｓの変更が生じた場合には，別途，評価を実施し，必要により耐

火クロスベルト等の追加を実施することとする。 

表 24：耐震性評価の結果 

評価用諸定数 備考 

ト

レ

イ 

ケーブルトレイ段数 ６ 

施工最大段数 

トレイ幅 600 mm 

耐

火

ク

ロ

ス

ベ

ル

ト 

ピッチ 3 本/m 

引張強度 2,000 N 引張試験結果 

水平地震加速度 3.17 G 
基準地震動Ｓsに基づく，耐火

ラッピング施工エリアの評価用

震度（水平 1.23G,鉛直 1.54G）

を踏まえた保守的な設計条件
垂直地震加速度 1.95 G 

耐火材質量 約 28.9 kg/m １層あたり最大質量 

合計荷重 1477.9 N 

最大地震荷重 約 492.7 N １本あたり 

番

線 

ピッチ 6 本/m 

引張強度 644 N JIS G 4309 

水平地震加速度 3.17 G 基準地震動Ｓsに基づく，耐火

ラッピング施工エリアの評価用

震度（水平 1.23G,鉛直 1.54G）

を踏まえた保守的な設計条件
垂直地震加速度 1.95 G 

耐火材質量 約 65.6 kg/m １層あたり最大質量 

合計荷重 3342.1 N 

最大地震荷重 約 557.1 N １本あたり 
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(3) 放水活動時の被水による影響の考慮

島根原子力発電所２号炉で使用する耐火ラッピングは，REGULATORY GUIDE

1.189Rev.2:Appendix C に基づき，３時間の火災耐久試験後の放水試験を実施

し合格している（6.2.2. 試験結果 表21，6.3.2. 試験結果 表23）。 

一方，耐火ラッピング材のFFブランケット等は吸水性があることから，放水

活動時にFFブランケット等が直接被水すると耐火ラッピング材の重量が増加

し，ケーブルトレイ，電線管及び耐火ラッピング材の耐震性に影響を及ぼすこ

とが考えられることから，島根原子力発電所２号炉においては，耐火ラッピン

グを施工する火災区域又は火災区画の消火設備として全域ガス消火設備又は

消火器を設置し，火災時の消火手段としてこれらの消火設備を優先的に使用す

ることにより，放水活動時の被水による影響を考慮している。 
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9. ケーブルトレイ等耐火ラッピング材の耐環境性について

島根原子力発電所２号炉で使用するケーブルトレイ等耐火ラッピングの構成

部材を表25に示す。 

全ての構成部材が無機材料であることから，ケーブルトレイ等耐火ラッピング

材は，熱，放射線の影響を受けることなく，長期的な使用時にも劣化等により耐

火性能が低下することはないと考える。 

表25：耐火ラッピングの構成部材 

構成部材 
環境条件の 

影響考慮の要否 
理由 

FFブランケット 否 
無機材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 

FFBIOブランケット 否 
無機材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 

パイロジェル 否 
無機材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 

吸熱材 否 
無機材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 

ロスリムボード 否 
無機材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 

鉄板 否 
金属材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 

ガラスクロス 否 
無機材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 

耐火クロスバンド 否 
無機材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 

番線 否 
金属材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 

アルミシート 否 
金属材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 

アルミテープ 否 
金属材料であり，熱・放射線の影響を

受けない。 
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10. ケーブルトレイ３時間耐火ラッピング内の感知・消火について

火災防護対象ケーブル（難燃ケーブルを使用）に係る火災の影響軽減対策とし

ては，火災防護に係る審査基準を考慮し，ケーブルトレイに対して，３時間以上

の耐火能力を有する隔壁等で分離することを採用し，３時間耐火ラッピングを設

置し分離している。 

以下に，ラッピング内の感知・消火の考え方を示す。 

（1） ラッピング内の感知

ラッピング内部の可燃物はケーブルであり，内部の火災発生時には動力ケ

ーブル及び制御ケーブルが断線，地絡又は短絡するため，電源盤又は制御盤

の異常警報が中央制御室へ発報し，弁状態表示ランプが消灯すること等によ

り機器を特定し，火災を感知することが可能である。 

加えて，ケーブルトレイでの火災発生箇所を特定するため，高感度煙検

出設備をケーブルトレイ外部に設置する設計とする。（図19）中央制御室の

警報表示及び現場での識別表示で火災が発生したケーブルトレイを特定す

ることが可能である。 

なお，ケーブルトレイが設置されている火災区域内には異なる感知方式

の火災感知器を設置している。 

 

図19：ラッピング内の火災感知イメージ図 

※：サンプリング管の位置・構造は，火災発生箇所が特定できるよう，ラッピングの

規模，形状等に応じて設計する。 
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（2） ラッピング内の消火

内部で火災が発生した場合，ケーブルが損傷・短絡するため，回路内の

保護リレーにより直ちに電流を遮断し，過電流が継続しない設計であり，

ラッピング内は空間領域が狭く,可燃物であるケーブルに対して酸素量が

制限されることから,仮にラッピング内で火災が発生しても窒息消火する

ことを確認している。（別紙５参照） 

また，ラッピング内の火災防護対象ケーブルは難燃ケーブルを使用して

いることから，外部に延焼せず自己消火するため，ラッピング内で火災が

継続することはない。 

以上のように内部で火災が発生した場合には，窒息消火するが，消火確

認のためラッピング内部を露出させ，再燃焼した場合は追加の消火活動を

行う必要がある。消火活動フローを図20に示す。

（3） ラッピング内火災の消火確認対応手順

ラッピング内で火災が発生した場合には，下記の対応により消火確認す

る。 

 火災発生により，ケーブルが断線，地絡又は短絡が発生するため，電

源盤又は制御盤の異常警報が中央制御室へ発報する。 

 加えて，火災発生により，火災感知器が作動し，火災警報が中央制御

室へ発報する。 

 ラッピング内で火災が発生しても窒息消火し，ラッピング外への熱影

響等はない。また，当該の電源を隔離する。 

 火災感知器により，火災の発生箇所を特定する。

 原子炉停止を実施し，ラッピング取外し準備を行う。

 系統隔離等を実施した後，どのラッピング内で火災が発生したのかを

確認した上で，ラッピングを撤去して，ラッピング内の状況を確認す

る（鎮火確認を実施する）。 

 ラッピング内の状況確認にあたっては，系統隔離により熱源を取り除

き，冷却に十分な時間を確保した後，煙濃度のトレンド及びハンディ

温度計にて温度を確認のうえラッピングを撤去する。 

万一の再燃焼に備えて，必要な消火設備および消火体制を整える。 

以上より，ラッピング内の火災に対しては，窒息消火させることができ，また，

設備故障警報によりケーブルの異常状態の確認は可能であると考える。 

なお，火災による発生箇所の特定を容易にする観点から，ラッピング内の火災

感知のための感知設備を設置する。感知設備は，実証試験により，その感知性能

を確認した煙感知器を設置する。 
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図20：ラッピング内部の消火活動フロー

火災の発生 

酸素供給不足により窒息消火 

高感度煙検出設備作動 

及び中央制御室に警報表示 

取外し準備 

ケーブル電源遮断確認

換気設備の作動状況確認 

周囲の可燃物確認 

周囲の火気作業確認 

自衛消防隊配備 

消火器（11 本）準備 

消火ホース準備 

ハンディ温度計準備

トレイ煙濃度確認

耐火ラッピング取り外し 

取外し完了／消火確認 

追加消火活動 燃焼継続 

消火確認 

再燃焼 
有 

無 

ハンディ温度計内部温度確認

内部温度確認 
※以上

※未満

※ケーブル発火点の最低温度に
裕度を設けた温度

内部を二酸化炭素に置換 

トレイ内ケーブルの電源遮断
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ａ．ラッピング取外し前の留意事項 

耐火ラッピングを取外す前に，ケーブルトレイ内のケーブル電源遮断処置

を実施することによって火災の延焼を防止する。 

また，耐火ラッピング設置場所の換気空調設備の運転確認，周辺に可燃物

が設置されていないこと及び火気作業が行われていないことを確認する。 

万一の再燃焼に備えるため，自衛消防隊を配備し，消火器及び消火ホース

を耐火ラッピング取外し箇所近傍に準備する。 

高感度煙検出設備にてトレイ内部の煙濃度低下を確認する。また，消火資

機材に温度測定可能なハンティ温度計を準備し，内部の温度を確認すること

も可能とする。 

耐火ラッピング内部は，未燃性の可燃性ガスが残っている可能性があるの

で消火剤で置換を行う。

ｂ．ラッピング内部煙濃度及び温度確認 

中央制御室にて高感度煙検出設備で煙濃度を確認する。高感度煙検出設備

は吸引管が不燃性材料により構成されており火災により損傷することはな

い。また，温度確認については，ハンディ温度計で内部の温度を測定する。

ハンディ温度計の測定は，温度計センサをラッピング内部へ挿入する。挿入

する個所はラッピング４層を取り外し，５層目に挿入口（数㎜の切り口）を

開口する。挿入は最初に煙濃度上昇した箇所から一番遠い箇所又は，可燃物

量の少ないケーブルトレイ末端部から開始し，煙濃度上昇個所に近づきなが

ら測定する。 

内部温度がケーブル発火点の最低温度（約 210℃）に裕度を設けた温度未

満に低下すること及び内部煙濃度が低下することを確認する。 

ｃ．未燃焼の可燃性ガスの置換手順 

ラッピング取外し箇所の可燃性ガスを置換するため，二酸化炭素消火器を

内部に噴射する。噴射箇所はラッピング４層を取外し，５層目に数 cm開口

を設けて行う。なお，ケーブルトレイ末端部（可燃物が少ない）に避圧口を

設ける。また，ラッピングの開口前に換気を行うための換気空調設備の運転

を確認する。 

ｄ．耐火ラッピングの取外し 

防火服等の装備を整え，周辺に可燃物がないことを確認後，耐火ラッピン

グ構成部材（耐火ラッピング材，耐火クロスベルト等）をケーブルトレイか

ら取外す。原子炉停止を実施し十分に時間が経過した後に取外し作業を行う

ため，再燃焼の可能性は低いが，万一，再燃焼した場合は，警戒配備した消

火器及び消火ホースにて追加の消火活動を行うことが可能な設計とする。 
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ｅ．配備する消火設備 

追加の消火活動に必要な消火器は，消火するために必要な粉末消火器に加

えて，再燃焼時の消火活動に必要な警戒配備として二酸化炭素消火器を配備

し，また屋内消火栓からの放水が可能となるように，消火ホースを配備する

設計とする。 

耐火ラッピング内の未燃焼の可燃性ガス置換えに必要な消火器は，11本を

配備し，上記を含めて予備（１本以上）を配備する設計とする。 

（ａ）耐火ラッピング内体積

  ６段施工 32.76m3 

（ｂ）耐火ラッピング内可燃性ガス置換え消火器必要本数 

算定根拠は，二酸化炭素消火器１本の消火剤量3.2㎏，必要消火剤量は，

防護区画の体積が50m3未満の場合１㎏/m3（消防法施行規則第19条に規定さ

れた基準を参考）で算定とする設計とする。 

  32.76m3×1kg/m3÷3.2kg/本≒11本 

（４）耐火ラッピング取外しによる影響

火災の影響軽減のために設置する耐火ラッピングを消火確認のために一

部取外す場合の基準適合性について確認した。

ａ．影響軽減 

火災防護対象となるケーブルトレイは，米国電気電子工学学会（IEEE）規格

384（1992年版）の離隔距離を確保し，ラッピングを取外す際は，原子炉が停

止していること，また，消火要員が常駐しており，消火資機材を近傍に設置す

ることで，影響軽減対策を実施している。 

ｂ．ケーブルトレイ内部の延焼防止処置 

耐火ラッピングを取外す場合にはケーブルトレイ内の電源遮断処置が完了

していること，ケーブルトレイ内部の煙濃度及び温度を確認すること，未燃焼

の可燃性ガスを消火剤で置換すること，近傍のケーブルトレイを不燃シートで

養生すること，ケーブルトレイ周辺に可燃物（持込み可燃物）を設置しない運

用とすることで，他の機器への延焼を防止する設計とする。 

よって，耐火ラッピングを取外すことによる影響軽減対策が図られているこ

とから，区分Ⅰ，Ⅲと区分Ⅱのケーブルトレイが同時に機能喪失することなく，

系統分離が確保され，火災区域内の延焼を防止することが可能であることを確

認した。 
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万一，耐火ラッピング取外しより再燃焼があった場合でも，速やかに消火器

及び消火栓による追加の消火活動を行うことが可能であることから，他の機器

に延焼する可能性はない。
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別紙１（1／16） 

耐火試験状況（試験体：耐火被覆材による耐火障壁） 

種類 試験体① 試験体② 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等

の損傷及び隙間が

生じないこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒

を超えて発炎を生

じないこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒

を超えて火炎が噴

出しないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 
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別紙１（2／16） 

耐火試験状況（試験体：耐火ボードによる耐火障壁） 

種類 試験体①（表板側から加熱） 試験体①（裏板側から加熱） 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等

の損傷及び隙間が

生じないこと。 

良 

非加熱面側に10秒

を超えて発炎を生

じないこと。 

良 

非加熱面側に10秒

を超えて火炎が噴

出しないこと。 

良 

試験結果 合格 
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別紙１（3／16） 

耐火試験状況（試験体：配管貫通部シール） 

種類 試験体① 試験体② 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等の

損傷及び隙間が生じ

ないこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて発炎を生じな

いこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて火炎が噴出し

ないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 

740



８条-別添 1-資料 7-添付 2-61 

別紙１（4／16） 

耐火試験状況（試験体：配管貫通部シール） 

種類 試験体③ 試験体④ 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等の

損傷及び隙間が生じ

ないこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて発炎を生じな

いこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて火炎が噴出し

ないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 
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別紙１（5／16） 

耐火試験状況（試験体：配管貫通部シール） 

種類 試験体⑤ 試験体⑥ 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等の

損傷及び隙間が生じ

ないこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて発炎を生じな

いこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて火炎が噴出し

ないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 
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別紙１（6／16） 

耐火試験状況（試験体：ケーブルトレイ貫通部シール） 

種類 試験体① 試験体② 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等の

損傷及び隙間が生じ

ないこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて発炎を生じな

いこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて火炎が噴出し

ないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 
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別紙１（7／16） 

耐火試験状況（試験体：ケーブルトレイ貫通部シール） 

種類 試験体③ 試験体④ 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等の

損傷及び隙間が生じ

ないこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて発炎を生じな

いこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて火炎が噴出し

ないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 
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別紙１（8／16） 

耐火試験状況（試験体：ケーブルトレイ貫通部シール） 

種類 試験体⑤ 試験体⑥ 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等の

損傷及び隙間が生じ

ないこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて発炎を生じな

いこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて火炎が噴出し

ないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 
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別紙１（9／16） 

耐火試験状況（試験体：ケーブルトレイ貫通部シール） 

種類 試験体⑦ 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等

の損傷及び隙間が

生じないこと。 

良 

非加熱面側に10秒

を超えて発炎を生

じないこと。 

良 

非加熱面側に10秒

を超えて火炎が噴

出しないこと。 

良 

試験結果 合格 
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別紙１（10／16） 

耐火試験状況（試験体：電線管貫通部シール） 

種類 試験体① 試験体② 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等の

損傷及び隙間が生じ

ないこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて発炎を生じな

いこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて火炎が噴出し

ないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 
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別紙１（11／16） 

 

耐火試験状況（試験体：電線管貫通部シール） 

種類 試験体③ 試験体④ 

試験前 

 

 

 

 

 

３時間後 

（試験終了後） 

 

 

 

 

 

判
定
基
準 

火炎が通る亀裂等の

損傷及び隙間が生じ

ないこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて発炎を生じな

いこと。 

良 良 

非加熱面側に10秒を

超えて火炎が噴出し

ないこと。 

良 良 

試験結果 合格 合格 
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別紙１（12／16） 

耐火試験状況（試験体：電線管貫通部シール） 

種類 試験体⑤ 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等

の損傷及び隙間が

生じないこと。 

良 

非加熱面側に10秒

を超えて発炎を生

じないこと。 

良 

非加熱面側に10秒

を超えて火炎が噴

出しないこと。 

良 

試験結果 合格 
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別紙１（13／16） 

耐火試験状況（試験体：防火扉） 

種類 片開き扉（ドアクローザー側） 片開き扉（ドアクローザー反対側） 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等の損

傷及び隙間が生じない

こと。 

良※１ 

非加熱面側に10秒を超

えて発炎を生じないこ

と。 

良 

非加熱面側に10秒を超

えて火炎が噴出しない

こと。 

良 

試験結果 合格 

※１：熱影響により扉に部分的な変形が確認されたが，扉及び扉枠には火炎が通

る亀裂等の損傷や隙間が生じていないことを確認した。 
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別紙１（14／16） 

耐火試験状況（試験体：防火扉） 

種類 
両開き扉（欄間パネル付き） 

（ドアクローザー側） 

両開き扉（欄間パネル付き） 

（ドアクローザー反対側） 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀裂等の損

傷及び隙間が生じない

こと。 

良※１ 

非加熱面側に10秒を超

えて発炎を生じないこ

と。 

良 

非加熱面側に10秒を超

えて火炎が噴出しない

こと。 

良 

試験結果 合格 

※１：熱影響により扉に部分的な変形が確認されたが，扉及び扉枠には火炎が通

る亀裂等の損傷や隙間が生じていないことを確認した。 
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別紙１（15／16） 

耐火試験状況（試験体：防火ダンパ） 

※１：熱影響により塗料の剥離が確認されたが，防火ダンパ本体には火炎が通る

亀裂等の損傷や隙間が生じていないことを確認した。 

種類 防火ダンパ①（壁） 防火ダンパ①（床） 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る亀

裂等の損傷及

び隙間が生じ

ないこと。 

良※１

非加熱面側に

10秒を超えて

発炎を生じな

いこと。 

良 

非加熱面側に

10秒を超えて

火炎が噴出し

ないこと。 

良 

試験結果 合格 
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別紙１（16／16） 

耐火試験状況（試験体：防火ダンパ） 

※１：熱影響により塗料の剥離が確認されたが，防火ダンパ本体には火炎が通る

亀裂等の損傷や隙間が生じていないことを確認した。 

種類 防火ダンパ②（壁） 防火ダンパ②（床） 

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判
定
基
準

火炎が通る

亀裂等の損

傷及び隙間

が生じない

こと。 

良※１ 

非加熱面側

に10秒を超

えて発炎を

生じないこ

と。 

良 

非加熱面側

に10秒を超

えて火炎が

噴出しない

こと。 

良 

試験結果 合格 
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別紙２（1／7） 

耐火試験状況（試験体：耐火間仕切り） 

※１：耐火間仕切りの試験体においては，試験後の耐火間仕切り内部の損傷状態，

煤等の付着がないことを確認し試験結果良と判定した。 

種類 
試験体 

(耐火間仕切り外観) 

試験前 

３時間後 

(試験終了後) 

判

定

基

準 

火炎が通る亀裂等の損傷

及び隙間が生じないこと。 
良 

非加熱面側に10秒を超え

て発炎を生じないこと。 
良※１

非加熱面側に10秒を超え

て火炎が噴出しないこと。 
良※１ 

試験結果 合格 
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別紙２（2／7） 

耐火試験状況（試験体：ケーブルトレイ耐火ラッピング） 

種類 
試験体①（ラッピングタイプ） 

ラッピング外観 ケーブル外観

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判 

定 

基 

準 

耐火ラッピ

ングの非加

熱側の温度

上昇値が平

均139K，最大

181Kを超え

ないこと。

良 

ケーブルト

レイ等が見

える貫通 口

が生じない

こと。

良 

試験結果 合格 
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別紙２（3／7） 

耐火試験状況（試験体：ケーブルトレイ耐火ラッピング） 

種類 
試験体②（ボードタイプ） 

ラッピング外観 ケーブル外観

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

上段 

中段 

下段 

上段 

中段 

下段 
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判 

定 

基 

準 

耐火ラッピン

グの非加熱側

の温度上昇値

が平均139K，

最大181Kを超

えないこと。 

良 

ケーブルトレ

イ等が見える

貫通口が生じ

ないこと。

良 

試験結果 合格 
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別紙２（4／7） 

耐火試験状況（試験体：電線管耐火ラッピング） 

種類 
試験体①（ラッピングタイプ） 

ラッピング外観 ケーブル外観

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判 

定 

基 

準 

耐火ラッ

ピングの

非加熱側

の温度上

昇値が平

均139K，最

大181Kを

超えない

こと。 

良 

ケーブル

トレイ等

が見える

貫通口が

生じない

こと。

良 

試験結果 合格 
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別紙２（5／7） 

耐火試験状況（試験体：電線管耐火ラッピング） 

種類 
試験体②（ラッピングタイプ） 

ラッピング外観 ケーブル外観

試験前 

３時間後 

（試験終了後） 

判 

定 

基 

準 

耐火ラッピ

ングの非加

熱側の温度

上昇値が平

均139K，最

大181Kを超

えないこ

と。

良 

ケーブルト

レイ等が見

える貫通口

が生じない

こと。

良 

試験結果 合格 
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別紙２（6／7） 

耐火試験状況（放水試験）（試験体：ケーブルトレイ及び電線管耐火ラッピング） 

REGULATORY GUIDE1.189に基づき，以下の条件で放水を行った。 

放水条件（実放水値） 

放水距離 最大1.5m（1.5m） 

放出角 30°（30°） 

放水圧力 517kPa（529kPa） 

放水流量 284L/分以上（302L/分） 

放水時間 ５分（５分以上） 

種類 ケーブルトレイ及び電線管耐火ラッピング

放水試験 

（３時間耐火

試験後） 

試験後 

判

定

基

準 

ケーブルト

レイ等が見

える貫通口

が生じない

こと。

良 

試験結果 合格 
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別紙２（7／7） 

許容電流評価試験（ケーブルトレイ試験及び１条試験） 

種類 ケーブルトレイ試験 １条試験 

ラッピング無

ラッピング有
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別紙３ 

島根原子力発電所２号炉における 

ケーブルトレイ貫通部における非加熱面側の機器への影響について

1. はじめに

火災区域及び火災区画を形成する３時間耐火処理を施したケーブルトレイ貫

通部においては，火災が発生した区域（加熱面側）の隣接区域（非加熱面側）に

炎の噴出等は発生しない。しかしながら，図１に示すとおり，火災が発生した区

域からケーブル及び断熱材等を介して隣接区域（非加熱面側）へ伝播する熱量が

大きい場合には，非加熱面側でケーブルが発火し，隣接区域に延焼する可能性が

考えられる。 

このため，島根原子力発電所２号炉で３時間耐火処理を施すケーブルトレイ貫

通部においては，隣接区域（非加熱面側）に火災の影響が生じないよう対策を施

す設計とする。以下では，その詳細について述べる。 

図１：非加熱面側のケーブルトレイ貫通部周囲への熱影響 

2. ケーブルトレイ貫通部３時間耐火試験における適合判定の条件について

島根原子力発電所２号炉のケーブルトレイ貫通部の３ 時間耐火処理における

標準施工方法は，4.2.2.1.表８及び図９に示すものである。これらの３ 時間耐

火試験における判定基準は，建築基準法施行令第 129条の２の５第１項第七号ハ

の規定に基づく認定に係る性能を評価する「防火区画等を貫通する管の性能試

験・評価業務方法書」に基づき，以下(1)～(3)としている。島根原子力発電所２

号炉の標準施工方法については，4.2.2.3.表９に示すとおり，以下(1)～(3)の項

目を全て満足し合格することを確認している。 

加熱試験の結果，各試験体が次の基準を満足する場合に合格とする。 

(1)非加熱面側へ 10 秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。

(2)非加熱面側へ 10 秒を超えて継続する発炎がないこと。

壁 

断熱材 

耐火性シール材 

伝熱 

ケーブルトレイ

ケーブル

加熱側 非加熱側 

熱による影響 

の有無 
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(3)火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。

さらに非加熱面側への熱影響を考慮し，島根原子力発電所２号炉のケー

ブルトレイ貫通部に対して，「防耐火性能試験・評価業務方法書」を準用し

た試験方法により，非加熱面側の温度上昇を確認する。非加熱面側におい

て難燃性ケーブルの自然発火温度である概ね 300℃以上を超えないように設

計することから，非加熱面側でケーブルは発火せず，隣接区域に火災の影

響は生じない。 

また，島根原子力発電所２号炉における３時間耐火の貫通部シールを施したケ

ーブルトレイ貫通部には，図２に示すとおり，ケーブル以外に可燃物が存在して

おらず，非加熱面側にケーブル以外の可燃物が存在しないように管理し，延焼防

止を図ることから，火災発生区域の熱が３時間耐火の貫通部シールを施したケー

ブルトレイ貫通部を通じて隣接火災区域に影響を及ぼすおそれはない。 

図２：３時間耐火の貫通部シールを施したケーブルトレイ貫通部の周囲状況 

以下，島根原子力発電所２号炉のケーブルトレイ貫通部の標準施工方法につい

て３時間耐火試験を行った際の非加熱側の温度の測定結果を示す。 

3. ケーブルトレイ貫通部３時間耐火試験における非加熱側温度

島根原子力発電所２号炉のケーブルトレイ貫通部の標準施工方法(1)～(7)

（4.2.2.1.～4.2.2.3.の表８及び図９における試験体①～⑦）の３時間耐火試験

時の非加熱面側温度の測定結果を表１に示す。標準施工方法(1)～(7)のいずれの

場合においても，非加熱面側温度は難燃性ケーブルの自然発火温度である概ね

300℃を超えないことから，ケーブルが発火するおそれはない。 
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表１：ケーブルトレイ貫通部の３時間耐火試験における非加熱面側温度 

非加熱面側温度上昇（最大） 非加熱面側温度※ 

標準施工方法（１） 

標準施工方法（２） 

標準施工方法（３） 

標準施工方法（４） 

標準施工方法（５） 

標準施工方法（６） 

標準施工方法（７） 

※：非加熱面側温度上昇に設計環境温度の最大 40℃を加えた温度 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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別紙４ 

島根原子力発電所２号炉配管貫通部における 

非加熱面側の機器への影響について 

1. はじめに

火災区域を構成する配管貫通部が火災時に加熱されると，配管の伝熱により隣

接する非加熱面側配管の温度・圧力が上昇し，当該配管の周囲に設置される機器

及び配管に直接取り付く機器へ影響を及ぼす可能性がある。非加熱面側の機器へ

の影響について配管の設置状況に応じて評価を行った。 

2. 非加熱面側の貫通配管周囲の機器への影響について

非加熱面側の貫通配管周囲の機器（図１参照）への影響は，貫通している配管

の断熱材から先の状態（保温材の設置有無，液体を内包する配管，気体を内包す

る配管）により影響が異なるため，以下のとおり評価を実施した。 

図１：非加熱面側の貫通配管周囲の機器への伝熱影響 

2.1. 保温材付配管 

保温材付配管については，配管に設置した保温材の厚さを配管口径によって

変化させ，口径によらず配管からの放熱が一定値以下に抑制されるよう設計し

ている。よって，火災時においても加熱面側からの加熱及び非加熱面側におけ

る放熱が保温材によって抑制され，周囲のケーブルトレイや電動弁等への輻射

熱が抑制される。 

したがって，保温材付配管については非加熱面側の貫通配管周囲に設置する

機器への影響は考えにくい。 

M 

影響評価対象機器 加熱される配管 

加熱側 非加熱側 

電線管 ケーブルトレイ

電動弁等 

壁 

耐火性シール材 
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2.2. 液体を内包する配管 

液体を内包する配管として，水配管と燃料（軽油）移送配管がある。水配管

は，火災により加熱されても，配管を構成する鋼材に比べて 10倍近い熱容量を

もつ配管系全体の保有水により熱が吸収され温度上昇が大きく抑制される。し

たがって，非加熱面側の貫通配管周辺の機器への影響は考えにくい。 

燃料（軽油）移送配管についても同様で，軽油が配管を構成する鋼材に比べ

て４倍近い熱容量を有しており，火災により加熱された場合でも配管系全体の

軽油により熱が吸収され，温度上昇が大きく抑制される。また軽油タンクから

建物貫通部までの配管は屋外配置されており，配管から屋外大気中へ放熱され

ることから，建物内の火災に対して，屋外への放熱も期待され非加熱面側の貫

通配管の温度上昇を抑えられる。 

したがって，非加熱面側の貫通配管周辺の機器への影響は考えにくい。 

2.3. 気体を内包する配管 

気体を内包する配管は，配管内部が気体であることから液体内包の配管に比

べ配管自体の熱容量が小さく，非加熱面側の貫通配管の温度が上昇することが

想定されるため，非加熱面側の周辺機器への影響低減を目的として，基準値以

上の温度範囲については断熱材で覆う設計とする。このための確認として

ISO834の加熱曲線により３時間の耐火試験を実施し，気体を内包する貫通配管

表面の温度を 300mm 毎に測定した。試験体概要図を図２，温度測定点を図３に

示す。周辺機器へ影響を及ぼす温度の基準値として非加熱側の配管表面につい

て最高温度 173℃※１を定め，試験結果から，非加熱面側にて当該の温度を満た

すための断熱材の寸法を確認した。 

配管径毎に必要となる断熱材長さを図４に示す。 

なお，ケーブルについては，「内部火災影響評価ガイド」表 8.2 のとおり，

いずれのケーブルタイプもケーブルの損傷基準温度が示されており200℃を上

回っていることから配管貫通部の非加熱側の最高温度である173℃の温度環境

となった場合においても損傷に至ることはない。 

※１：米国 Regulatory Guide 1.189 では配管貫通部非加熱面側の温度が周囲

の機器等へ影響を及ぼさないよう，周囲の環境温度に対して最高点で

163℃若しくはエリア平均 121℃を超えて上昇しないことが求められて

いる。非加熱面側の周囲の環境温度は，通常雰囲気は換気空調系の設計

温度 10℃～40℃であるため，最高点の温度上昇は 173℃～203℃以下，

エリア平均では 131℃～161℃以下であることが求められる。よって，

これらの範囲のうち保守的な条件として非加熱面側の最高点の温度は

173℃以下を基準値とする。 
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図２：試験体概要図及び試験状況 

図３：温度測定箇所 

ロスリムボード

配管 

FF ブランケット 

必要断熱材長さ=150mm＋壁厚＋原点からの断熱材長さ 

配管 

非加熱面側 加熱面側 

非加熱面側 加熱面側 

300mmピッチで温度測定を実施 
150mm 

原点 
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図４：口径毎の温度基準値（最高点温度）を満たす耐火材長さ

図４に示す配管口径毎の必要な断熱材長さの確認結果を踏まえ，配管貫通

部に対して，壁厚＋加熱面側の断熱材＋非加熱面側の断熱材の合計長さが，

基準温度以下となる断熱材長さ以上とするように断熱材を設置することで，

非加熱面側に露出する配管の温度を基準値以下とし，貫通配管周辺の機器へ

の影響が生じない設計とする。 

対策イメージを図５に示す。 

 

図５：耐火対策イメージ 

壁厚＋加熱面側の断熱材＋非加熱面側の断熱材 

非加熱面側 加熱面側 

断熱材 

配管 

壁 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3. 非加熱面側の貫通配管に直接取付く機器への影響について

配管貫通部の非加熱面側の貫通配管に直接取付く機器への影響（図６）は，貫

通している配管（保温材の設置有無，液体を内包する配管，気体を内包する配管）

により影響が異なるため，以下のとおり評価を実施した。 

図６：非加熱面側の貫通配管に直接取り付く機器への影響 

3.1. 保温材付配管 

保温材付配管は，2.1.項に示すとおり，保温材により加熱面側における加熱

が抑制されること，また，保温材付配管について直接取り付く機器の耐熱温度

も高い設計となっている。 

したがって，非加熱面側の貫通配管に直接取り付く機器へ熱影響を与えるこ

とはない。 

3.2. 液体を内包する配管 

液体を内包する配管は，2.2.項に示すとおり，内部流体による熱吸収により，

非加熱面側の温度上昇を抑制することができ，それにより内部流体の圧力上昇

も低減されることから，非加熱面側の貫通配管に直接取り付く機器への影響は

考えにくい。 

3.3. 気体を内包する配管 

気体を内包する配管は，配管内部の熱容量が小さく，非加熱面側の貫通配管

の温度が上昇することが想定される。島根原子力発電所２号炉にて３時間耐火

による貫通部処理を行った気体内包配管は以下のとおりである。 

・窒素ガス制御系

・非常用ガス処理系

・逃がし安全弁窒素ガス供給系

・可燃性ガス濃度制御系

・抽出空気系

火災防護対象機器 

（電動弁等） 

加熱面側 非加熱面側 

加熱される配管 

壁 

耐火性シール材 

769



８条-別添 1-資料 7-添付 2-90 

・排ガス処理系

・所内用圧縮空気系

・計装用圧縮空気系

・真空掃除系

・窒素ガス代替注入系

・格納容器フィルタベント系

気体を内包する配管の貫通部近傍に直接設置機器として，弁類(手動弁，電動

弁，空気作動弁)，計測器がある。これらの機器については以下の点から熱によ

る影響は考えにくい。 

・断熱材以降の非加熱側の配管露出部は，173℃以下となる設計である。

・断熱材以降の非加熱側の配管露出部においては，173℃を下回る設計である

が，系統の設計温度を超える。弁については，設置位置における温度に対

して，いずれも JSMEに規定される弁自体の設計温度を超えないこと，及び

JIS等規格品の同型機器がプラント内で 200℃以上の高温部に使用され，十

分に機能している実績から，173℃以下の環境において熱影響による機器へ

の影響はない。また，電動弁，空気作動弁の駆動部については，配管部よ

り更に離れて設置されており，伝熱による影響を受けにくく，温度上昇も

小さいことから，機能への影響は考えにくい。よって，気体を内包する配

管の非加熱面側に直接接続された機器が熱影響を受けることは考えにくい。 

4. 影響評価結果

２項及び３項に示すとおり，耐火壁を貫通する配管からの伝熱を評価し，温度

影響範囲の機器については，影響がなくなるよう，耐火材の設置にて対策を行っ

たことから，非加熱面側の配管の近傍に設置される機器及び配管に直接設置され

る機器のいずれも影響を与えることはない。 

表１：気体を内包する配管貫通部リスト 

フロア 貫通配管番号 
配管 

口径 

断熱材設置範囲の 

機器の有無 

温度影響範囲の 

機器の有無 

原子炉建物 

地下２階 HA-53 50A 無 無 

地下２階 FCVS-562 80A 無 無 

地下１階 FCVS-002 300A 無 無 

地下１階 NGC-32 600A 無 無 

地下１階 FCS-2B 150A 無 無 

地下１階 SGT-8 400A 無 無 
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フロア 貫通配管番号 
配管 

口径 

断熱材設置範囲の 

機器の有無 

温度影響範囲の 

機器の有無 

地下１階 HA-66 50A 無 無 

地下１階 NGC-6 400A 無 無 

地下１階 NGC-12 50A 無 無 

地下１階 FCVS-30 300A 無 無 

地下１階 NGC-6 400A 無 無 

地上１階 NGC-32 600A 無 無 

地上１階 FCS-2B 150A 無 無 

地上１階 VAC- 65A 無 無 

地上１階 SGT-8 400A 無 無 

地上１階 HA-65 50A 無 無 

地上１階 HA-66 50A 無 無 

地上１階 HA-58 65A 無 無 

地上１階 HA-56 65A 無 無 

地上１階 HA-54 65A 無 無 

地上１階 HA-58 65A 無 無 

地上１階 VAC- 100A 無 無 

地上１階 VAC- 50A 無 無 

地上２階 FCVS-003 300A 無 無 

地上２階 ADS-3B 50A 無 無 

地上中２階 ADS-3B 50A 無 無 

地上２階 NGC-32 600A 無 無 

地上２階 ADS-10B 50A 無 無 

地上２階 ADS-3A 50A 無 無 

地上２階 HA-65 50A 無 無 

地上２階 SGT-8 400A 無 無 

地上２階 ADS-3A 50A 無 無 

地上２階 ADS-3A 50A 無 無 

地上２階 SGT-8 400A 無 無 

地上中２階 FCS-2B 150A 無 無 

地上中２階 ADS-3A 50A 無 無 

地上中２階 NGC-32 600A 無 無 

地上中２階 HA-54 65A 無 無 

地上３階 FCS-1B 100A 無 無 

地上３階 FCS-2B 150A 無 無 

地上３階 SGT-502B 50A 無 無 

地上３階 FCS-9B 50A 無 無 
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フロア 貫通配管番号 
配管 

口径 

断熱材設置範囲の 

機器の有無 

温度影響範囲の 

機器の有無 

地上３階 FCS-11B 50A 無 無 

地上３階 NGC-39 150A 無 無 

タービン建物

地下１階 OFG-59 80A 無 無 

地下１階 OFG-10 80A 無 無 

地上１階 OFG-060 80A 無 無 

地上１階 OFG-066 550A 有り 弁有り 

地上１階 SGT-8 400A 無 無 

地上１階 SGT-8 400A 無 無 

地上２階 VAC- 100A 無 無 

地上２階 VAC- 100A 無 無 

廃棄物処理建物 

地上１階 VAC- 50A 無 無 

地上３階 HA-54 65A 無 無 

地上３階 VAC- 100A 無 無 

地上４階 VAC- 50A 無 無 
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別紙５ 

ケーブルトレイ３時間耐火ラッピング内のケーブル火災

における窒息消火の成立性について 

1. はじめに

ケーブルトレイ３時間耐火ラッピング内は空間領域が狭く,可燃物であるケー

ブルに対して酸素量が制限されることから,仮にラッピング内で火災が発生して

も窒息消火する。 

ラッピング内でケーブル火災が発生した場合の窒息消火の成立性について，以

下のとおり机上評価及び実証試験を実施し確認した。 

2. 窒息消火の評価

2.1. 評価方法及び前提条件 

化学反応式を用いてケーブルの燃焼に必要な空気量を算出した上で，ラッピ

ングされたトレイ内に含まれる空気量との比較を行い，燃焼が継続しないこと

を確認することで，窒息消火の有効性を評価する。 

なお，本評価における前提条件を以下に示す。 

（1） ラッピング内は火災による温度上昇によって，外部と比較して内圧が大

きくなるため，ラッピング内へケーブルの延焼が継続するような空気の流

入はないものとする。また，ラッピングを施工している躯体貫通部は３時

間耐火処理を施しているため，貫通部からの空気の流入もないものとする。 

（2） ラッピングされたトレイ内に布設されているケーブルは難燃ケーブルの

ため，ラッピング内で火災が発生した場合においても燃焼は継続しないも

のと考えるが，本評価においてはケーブルの燃焼が継続するものとする。 

（3） 評価にあたっては，ケーブル構成材料のうち，一般的に最も燃焼しやす

い材料とされる「ポリエチレン」の完全燃焼の化学反応式を用いるものと

する。 

2.2. 評価対象ケーブルの選定 

評価対象ケーブルの選定においては，単位長さあたりの燃焼に必要な空気量

が最も少ないケーブルを選定することとし，単位長さあたりに含まれるポリエ

チレンの含有量が最も少ないケーブルを選定する。島根原子力発電所２号炉に

布設されているケーブルは，動力ケーブル，制御ケーブル及び計装ケーブルで

あり，これらの最小サイズのケーブルのポリエチレン含有量を表１に示す。 

本評価では，表１に示すとおり，最もポリエチレン含有量が少ない「制御ケ

ーブル」を対象ケーブルとして評価を行うものとする。 
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表１：ケーブルのポリエチレン含有量 

種類 

絶縁体※ シース

材料
ポリエチレン

含有量[g/m] 
材料 

ポリエチレン

含有量[g/m] 

動力ケーブル ポリエチレン 7.39 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
0 

制御ケーブル ポリエチレン 6.01 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
0 

計装ケーブル ポリエチレン 9.94 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
0 

※：ラッピング内部に布設されているケーブルは難燃ケーブルを使用しており，絶縁材料とし

て難燃材料を使用しているが，本評価ではケーブルの燃焼が継続することを前提としてい

るため，絶縁材料は「ポリエチレン」と仮定してポリエチレン含有量を算出。 

2.3. ケーブルの燃焼に必要な空気量の算出 

ポリエチレンの燃焼を示す化学反応式は，(1)式で示される。 

O2nH+2nCO=3nO+-)nCH-(-CH 22222      (1) 

(1)式より，ポリエチレン 1n mol (n は重合数)の燃焼には，3n molの酸素が

必要であり，標準状態（0℃，1 気圧）での 1mol の酸素の体積は 0.0224[m3]で

あることから，常温状態(40℃，1 気圧)における酸素 1mol の体積は，(2)式で

示される。 

][m 0.0257=0.0224×
0+273

40+273 3      (2) 

また，(1)式より，ポリエチレン 1[g](1n/28n mol)の燃焼に必要な酸素は

3n/28n molとなることから，ポリエチレン 1[g]の燃焼に必要となる酸素の体積

は，(3)式で示される。このとき、空気中の酸素濃度を 21[%]とすると，ポリエ

チレン 1[g]を燃焼するために必要となる空気量は，(4)式で示される。

][m 0.0028=0.0257×
28n

3n 3      (3) 

][m 0.0133=
21

100
0.0028 3      (4) 
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したがって，評価対象ケーブル（ポリエチレン含有量 6.01[g/m]）が 1[m]燃

焼するために必要な空気量は，(5)式より 0.0799[m3]となる。 

][m 0.0799=01.60.0133 3      (5) 

2.4 ラッピング内の空気量 

ラッピング内のケーブルが最も延焼するのは，単位長さあたりに含まれる必要

な空気量が最も多い条件といえる。島根原子力発電所２号炉における耐火ラッピ

ングの施工物量が最も多いケーブルトレイは W600×H120の６段トレイ（図１）

であり，当該トレイの１ｍあたりに含まれる空気量は(6)式より，1.133[m3]とな

る。

][m 1.133= 3      (6) 

図１：トレイラッピング概要図 

2.5 ラッピング内の窒息評価 

（6）式で算出したラッピング内に含まれる空気量と(5)式で算出したケーブル

１本が燃焼するために必要な空気量を用いると，(7)式に示すように，ラッピン

グ内のケーブルが制御ケーブルの場合は約 15本のケーブルが燃焼した際に，ラ

ッピング内の酸素が不足し窒息消火されるため，ケーブルの延焼は継続しないも

のと考える。 

][ 14.18=
0799.0

133.1
本

必要な空気量ケーブル１本の燃焼に

ラッピング内の空気量
      (7) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3. ラッピング内の窒息消火確認試験

ラッピング内において想定される火災としては，過電流によるケーブル火災が

ある。このため，耐火ラッピングの有無におけるケーブルの過電流火災試験を実

施し，これらの延焼継続時間を比較することで，ラッピング内の窒息消火の成立

性について確認した。 

3.1. 試験方法 

図２に試験装置概要図を，表２に試験体構成材料を示す。本試験では，非難

燃ケーブル１条に対して，ケーブル許容電流（190A）の６倍の電流（1140A）を

継続通電し，通電後におけるケーブルの発煙，発火及び自然消火の各事象が発

生する時間を測定した。なお，同条件の試験を２回ずつ実施した。 

図２：試験装置概要図 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表２：試験体構成材料 

No. 構成材料 仕様 備考 

1 非難燃ケーブル 

2 トレイ

3 ラッピング 耐火ラッピング有 

4 閉止板 耐火ラッピング有 

5 難燃パテ 耐火ラッピング有 

3.2. 試験結果 

表３に耐火ラッピング無の場合，表４に耐火ラッピング有の場合の過電流火

災試験の試験結果を示す。耐火ラッピング無と耐火ラッピング有の延焼継続時

間を比較して，耐火ラッピング有において，延焼継続時間は約 10分の 1以下に

短くなる傾向が確認された。さらに，ラッピング内の酸素濃度が低下すること

を確認した。したがって，ラッピング内のケーブル火災は，火災発生後，速や

かに窒息消火され，延焼は継続しないことを確認した。 

表３：過電流火災試験の試験結果（耐火ラッピング無の場合） 

試験体 No. 通電電流 
通電時間 延焼継続 

時間※１ 発煙 発火 消火 

1 
1140A 

2 

※１：延焼継続時間は，発火が継続した時間（消火時間－発火時間）を示す。

表４：過電流火災試験の試験結果（耐火ラッピング有の場合） 

試験体 No. 通電電流 
通電時間 延焼継続 

時間※１ 発煙 発火 消火 

1 
1140A 

2 

※１：延焼継続時間は，発火が継続した時間（消火時間－発火時間）を示す。

4. まとめ

机上評価及び実証試験の結果より，ラッピング内で過電流に伴うケーブル火災

が発生しても，窒息消火によって早期に消火できることを確認した。 

実際にラッピング内で使用している難燃ケーブルは，UL垂直燃焼試験により自

己消火性が確認できていることから，ケーブル火災は短期間で終息することがで

きる。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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別紙６ 

３時間耐火壁及び隔壁等の耐久試験の確認方法及び判定基準について 

島根原子力発電所２号炉の耐火壁及び隔壁等は，国内製品を採用し，国内規制

である建築基準法に基づく確認方法，判定基準を用いた火災耐久試験を実施し，

耐火性能を確認している。 

ただし，３時間耐火ラッピング（ケーブルトレイ及び電線管）の耐放水性能を

含めた評価については，国内基準がないことから，米国の規格である REGULATORY 

GUIDE 1.189 Rev.2 : Appendix C を参照し判定基準としている。 

３時間耐火壁及び隔壁等の耐久試験の確認方法及び判定基準の概要を以下に示

す。 

1．確認方法

火災耐久試験の確認方法として，他の試験法に比べて厳しい温度設定となって

いる建築基準法（ISO834）に基づく耐火炉試験により試験を実施した。 

2．判定基準 

耐火壁及び隔壁等の火災耐久試験の判定基準は，建築基準法に基づく「防耐火

性能試験・評価業務方法書」又は「防火区画等を貫通する管の性能試験・評価業

務方法書」（（一財）建材試験センター）），REGULATORY GUIDE 1.189 Rev.2 : Appendix 

Cの判定基準に準じて選定した。 

上記の整理結果を表１に示す。 
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表
１
：
３
時
間
耐
火
壁
及
び
隔
壁
等
の
確
認
方
法
と
判
定
基
準

 

種
類
 

確
認
方
法
 

（
加
熱
曲
線
）
 

判
定
基
準
 

考
え
方
 

３
時
間

耐
火
壁
 

耐
火
障
壁
 

建
築
基
準
法
 

（
IS
O8
34
）

※
１
に
 

基
づ
く
耐
火
炉
試
験
 

建
築
基
準
法

※
２
 

建
築
基
準
法
に
準
じ
た
加
熱
曲
線
，
判
定
基
準
に
て
評
価
を

実
施
。
 

貫
通
部
シ
ー
ル
 

防
火
扉
 

防
火
ダ
ン
パ
 

３
時
間

隔
壁
等
 

耐
火
間
仕
切
り
 

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

耐
火
ラ
ッ
ピ
ン
グ
 

ラ
ッ

ピ
ン

グ
タ

イ
プ

建
築
基
準
法

※
２

，
３

RE
GU
LA
TO
RY
  

GU
ID
E
 1
.1
89
 

Re
v.
2:
Ap
pe
nd
ix
 C
 

建
築
基
準
法
に
準
じ
た
加
熱
曲
線
，
判
定
基
準
に
て
評
価
を

実
施
。
 

ラ
ッ

ピ
ン

グ
に

つ
い

て
は

，
米

国
の

規
格

で
あ

る

R
E
G
U
L
AT
O
R
Y
 G
U
I
D
E
 1
.
1
89

を
参
照
し
，
耐
放
水
性
能
の
評

価
も
実
施
。

ケ
ー
ブ
ル
の
導
通
，
絶
縁
抵
抗
及
び
表
面
温
度
も
確
認
。

ボ
ー
ド
タ
イ
プ
 

電
線
管
耐
火
ラ
ッ
ピ
ン
グ
 

※
１

：
建
築
基
準
法
（
IS
O8
34
）
の
加
熱
曲
線
は
，
他
の
試
験
法
に
比
べ
て
厳
し
い
温
度
設
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
，
火
災
耐
久
試
験
で
は
建
築
基
準
法
の
加
熱
曲
線
に
従
っ

て
加
熱
。
 

※
２
：
（
一
財
）
建
材
試
験
セ
ン
タ
ー
の
「
防
耐
火
性
能
試
験
・
評
価
業
務
方
法
書
」
又
は
「
防
火
区
画
等
を
貫
通
す
る
管
の
性
能
試
験
・
評
価
業
務
方
法
書
」
に
準
じ
て
判
定
基

準
を
選
定

。
 

※
３
：
耐
放
水
試
験
を
除
き
，
建
築
基
準
法
の
判
定
基
準
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
。
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中央制御室及び補助盤室の 

制御盤内の分離について 
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島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉
に
お
け
る
中
央
制
御
室
及
び
補
助
盤
室
の
制
御
盤
内
の
分
離
に
つ
い
て

 

中
央
制
御
室
及
び
補
助
盤
室
の
制
御
盤
は
，
ス
イ
ッ
チ
，
配
線
等
の
構
成
部
品
に
単
一
火
災
を
想
定
し
て
も
，
近
接
す
る
他
の
構
成
部
品
に
影
響
が
波
及
し

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
実
証
試
験
の
知
見
に
基
づ
く
分
離
設
計
を
行
っ
て
お
り
，
以
下
に
確
認
し
た
実
証
試
験
の
概
要
を
示
す
。

 

対
象

 
盤
内
状
況

 
実
証
試
験
概
要

 

操 作 ス イ ッ チ  

１
．
目
的

 

鋼
板
で
覆
っ
た
操
作
ス
イ
ッ
チ
に
火
災
が
発
生
し
て
も
，
適
切
な
分
離
距
離
を
確
保
し
て
い
る
場
合
は
近

接
す
る
操
作
ス
イ
ッ
チ
に
火
災
の
影
響
が
及
ば
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

２
．
試
験
内
容

 
(
1
)

過
電
流
に
よ
る
火
災
（
内
部
発
火
）

鋼
板
で
覆
わ
れ
た
分
離
型
操
作
ス
イ
ッ
チ
に
過
電
流
を
通
電
す
る
こ
と
で
，
分
離
型
操
作
ス
イ
ッ
チ
内

の
火
災
を
模
擬
し
，
隣
接
す
る
一
般
操
作
ス
イ
ッ
チ
へ
の
影
響
を
確
認
し
た
。

 
【
判
定
基
準
】

 
・
隣
接
す
る
一
般
操
作
ス
イ
ッ
チ
へ
の
延
焼
性
（
目
視
に
よ
る
確
認
）

(
2
)

バ
ー
ナ
ー
着
火
に
よ
る
火
災
（
外
部
火
災
）

鋼
板
で
覆
わ
れ
た
分
離
型
操
作
ス
イ
ッ
チ
の
外
側
か
ら
バ
ー
ナ
ー
で
着
火
す
る
こ
と
で
，
制
御
盤
内
で

の
火
災
を
模
擬
し
，
分
離
型
操
作
ス
イ
ッ
チ
へ
の
影
響
を
確
認
し
た
。

 
【
判
定
基
準
】
 

・
絶
縁
抵
抗
測
定

・
通
電
確
認
（
ラ
ン
プ
点
灯
に
て
確
認
）

・
操
作
性
の
確
認

３
．
試
験
結
果

 

鋼
板
で
覆
っ
た
分
離
型
操
作
ス
イ
ッ
チ
に
火
災
が
発
生
し
て
も
，
適
切
な
分
離
距
離
を
確
保
し
て
い
る
場

合
は
，
近
接
す
る
一
般
操
作
ス
イ
ッ
チ
に
火
災
の
影
響
が
及
ば
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

 

ま
た
，
制
御
盤
内
の
火
災
が
発
生
し
て
も
，
鋼
板
で
覆
わ
れ
た
分
離
型
操
作
ス
イ
ッ
チ
に
は
，
火
災
の
影

響
が
及
ば
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

 

1
5
mm
 

2
0
mm
 

分
離
型
操
作
ス
イ
ッ
チ

 

一
般
操
作
ス
イ
ッ
チ

 

( 
)：

実
機
計
測
値

 

1.
6m
m
の
金
属
製
筐
体
で
覆
っ
て
い
る
 

分
離
型
操
作
ス
イ
ッ
チ

 

離
隔
距
離
：
20
mm

以
上
 

（
約

10
0m
m）

 
離
隔
距
離
：
15
mm

以
上
 

（
約

60
mm
）
 

操
作
ス
イ
ッ
チ
裏
面
 

ス
イ
ッ
チ
分
離
距
離

 

上
下
方
向
：

2
0

m
m

,左
右
方
向
：

1
5

m
m

 

：
バ
ー
ナ
ー

 

添
付
資
料
３
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8条-別添 1-資料 7-添付 3-2 

対
象

 
盤
内
状
況

 
実
証
試
験
概
要

 

盤 内 配 線 ダ ク ト

１
．
目
的

 

金
属
バ
リ
ア
又
は
盤
内
配
線
ダ
ク
ト
内
に
設
置
し
て
い
る
区
分
の
配
線
に
火
災
が
発
生
し
て
も
，
異
区
分

の
配
線
に
火
災
の
影
響
が
及
ば
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

２
．
試
験
内
容

 
(
1
)

空
間
距
離

配
線
を
収
納
し
た
ダ
ク
ト
を
並
べ
，
ダ
ク
ト
の
距
離
を
自
由
に
変
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
，
片
側
の
ダ
ク
ト

の
配
線
に
バ
ー
ナ
ー
で
着
火
し
，
も
う
一
方
の
ダ
ク
ト
へ
の
影
響
を
確
認
し
た
。

 
【
判
定
基
準
】

 
・
隣
接
す
る
盤
内
配
線
ダ
ク
ト
の
影
響
度
（
目
視
確
認
（
変
色
，
変
形
等
））

(
2
)

電
線
管
バ
リ
ア

配
線
を
収
納
し
た
ダ
ク
ト
を
並
べ
，
ダ
ク
ト
の
距
離
を
自
由
に
変
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
，
ダ
ク
ト
の
間

に
板
厚

3
.
2m
m
の
金
属
バ
リ
ア
を
設
置
し
，
片
側
の
ダ
ク
ト
の
配
線
に
バ
ー
ナ
ー
で
着
火
し
，
金
属
バ
リ

ア
が
あ
る
場
合
の
も
う
一
方
の
ダ
ク
ト
へ
の
影
響
を
確
認
し
た
。

【
判
定
基
準
】

・
隣
接
す
る
盤
内
配
線
ダ
ク
ト
の
影
響
度
（
目
視
確
認
（
変
色
，
変
形
等
））

３
．
試
験
結
果

 
金
属
バ
リ
ア
が
な
い
場
合
は
，
垂
直
ダ
ク
ト
間
で

5
cm

以
上
，
水
平
ダ
ク
ト
間
で
は

1
0
cm

以
上
距
離
が

あ
れ
ば
，
も
う
一
方
へ
の
ダ
ク
ト
へ
の
影
響
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

 
金
属
バ
リ
ア
が
あ
る
場
合
は
，
3
c
m
の
距
離
で
あ
っ
て
も
，
も
う
一
方
へ
の
ダ
ク
ト
へ
の
影
響
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。

 
な
お
，
塩
化
ビ
ニ
ル
電
線
と
難
燃
性
電
線
の
相
違
は
な
か
っ
た
。

 

垂
直
ダ
ク
ト

 
水
平
ダ
ク
ト

 
金
属
バ
リ
ア
の
設
置

 

鋼
板
に
よ
る
分
離

 

金
属
バ
リ
ア
：
3.
2m
m
以
上
 

(約
5m
m)
 

離
隔
距
離
 
：
3c
m
以
上
 

 （
約

6c
m）

 ( 
)：

実
機
計
測
値

 

：
バ
ー
ナ
ー

 

782



8条-別添 1-資料 7-添付 3-3 

対
象

 
盤
内
状
況

 
実
証
試
験
概
要

 

金 属 外 装 ケ ー ブ ル  

１
．
目
的

 

制
御
盤
内
に
設
置
し
て
い
る
金
属
外
装
ケ
ー
ブ
ル
が
制
御
盤
内
の
火
災
に
よ
り
影
響
を
受
け
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。

 

２
．
試
験
内
容

 
(
1
)

金
属
外
装
ケ
ー
ブ
ル

ケ
ー
ブ
ル
を
収
納
し
た
，
電
線
管
及
び
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
電
線
管
を
外
側
か
ら
バ
ー
ナ
ー
で
着
火
し
，
電

線
管
及
び
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
電
線
管
内
の
ケ
ー
ブ
ル
へ
の
影
響
を
確
認
し
た
。

 
使
用
す
る
ケ
ー
ブ
ル
は
，
塩
化
ビ
ニ
ル
電
線
，
難
燃
性
電
線
と
す
る
。

 
【
判
定
基
準
】

 
・
絶
縁
抵
抗
測
定

・
絶
縁
被
覆
の
形
状
（
溶
融
等
の
有
無
）

３
．
試
験
結
果

 
電
線
管
に
お
い
て
，
塩
化
ビ
ニ
ル
電
線
の
被
覆
は
，
一
部
表
面
溶
着
す
る
が
，
難
燃
性
電
線
に
は
変
化
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
。

 
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
電
線
管
も
塩
化
ビ
ニ
ル
電
線
の
被
覆
は
，
一
部
表
面
溶
着
す
る
が
，
難
燃
性
電
線
に
は
変

化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

 
電
線
管
及
び
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
電
線
管
の
塩
化
ビ
ニ
ル
電
線
，
難
燃
性
電
線
の
絶
縁
抵
抗
は
，
試
験
前
後
に

変
化
は
な
く
，
電
線
管
及
び
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
電
線
管
に
収
納
す
る
こ
と
で
分
離
機
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。

 

金
属
外
装
ケ
ー
ブ
ル

 

：
バ
ー
ナ
ー

 

電
線
管
内
部
に
塩
化
ビ
ニ
ル
電
線
，
難
燃
性
電
線
配
線
を
布
設

 

電
線
管
の
種
類

 

・
厚
鋼
電
線
管

・
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
電
線
管
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8条-別添 1-資料 7-添付 3-4 

対
象

 
盤
内
状
況

 
実
証
試
験
概
要

 

制 御 盤

区
分
の
境
界

 

１
．
目
的

 

中
央
制
御
室
及
び
補
助
盤
室
に
設
置
し
て
い
る
制
御
盤
に
火
災
が
発
生
し
て
も
，
隣
接
す
る
制
御
盤
に
火

災
の
影
響
が
及
ば
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

制
御
盤
は
，
ベ
ン
チ
，
直
立
盤
の
２
種
類
で
確
認
す
る
。

 

２
．
試
験
内
容

 
(
1
)

制
御
盤
バ
ー
ナ
ー
着
火
試
験

制
御
盤
内
の
外
部
ケ
ー
ブ
ル
の
立
上
が
り
部
を
バ
ー
ナ
ー
に
よ
り
強
制
着
火
し
，
隣
接
制
御
盤
へ
の
火

災
の
影
響
を
確
認
し
た
。

 
隣
接
制
御
盤
へ
の
影
響
は
，
下
記
の
判
定
基
準
に
基
づ
き
確
認
し
た
。

 

(
2
)

制
御
盤
油
点
火
試
験

制
御
盤
内
に
オ
イ
ル
パ
ン
を
設
置
し
，
白
灯
油

1.
5
リ
ッ
ト
ル
に
強
制
着
火
さ
せ
，
制
御
盤
内
の
全
面

火
災
に
よ
る
隣
接
制
御
盤
へ
の
火
災
の
影
響
を
確
認
し
た
。

 
隣
接
制
御
盤
へ
の
影
響
は
，
下
記
の
判
定
基
準
に
基
づ
き
確
認
し
た
。

 

(
3
)

判
定
基
準

・
隣
接
制
御
盤
の
変
色
，
変
形
の
有
無

・
隣
接
制
御
盤
の
通
電
性
の
確
認
（
ラ
ン
プ
点
灯
に
て
確
認
）

・
火
災
鎮
火
後
の
隣
接
制
御
盤
の
操
作
性
の
確
認

・
火
災
鎮
火
後
の
隣
接
制
御
盤
の
絶
縁
抵
抗
測
定

３
．
試
験
結
果

 
金
属
で
覆
わ
れ
，
分
離
し
て
い
る
制
御
盤
内
に
火
災
が
発
生
し
て
も
，
火
災
の
影
響
は
火
災
源
の
制
御
盤

内
に
留
ま
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

 
し
た
が
っ
て
，
隣
接
制
御
盤
へ
火
災
の
影
響
は
な
く
，
分
離
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

 

ベ
ン
チ
盤
（
制
御
盤
板
厚
：

3.
2
mm
）

 
直
立
盤
（
制
御
盤
板
厚
：

3.
2m
m）

 

制
御
盤
の
境
界
を

3.
2
mm

以
上
の
鋼
板
で
分
離

 
制
御
盤
の
境
界
を

3.
2
mm

以
上
の
鋼
板
で
分
離

 

：
バ
ー
ナ
ー

 

：
オ
イ
ル
パ
ン
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8条-別添 1-資料 7-添付 3-5 

対
象

 
盤
内
状
況

 
実
証
試
験
概
要

 

盤 内 絶 縁 電 線  

盤
内
絶
縁
電
線

 

１
．
目
的

 

中
央
制
御
室
及
び
補
助
盤
室
に
設
置
し
て
い
る
絶
縁
電
線
が
短
絡
事
故
等
を
想
定
し
た
過
電
流
に
よ
り

発
火
せ
ず
，
同
一
制
御
盤
内
の
他
機
器
に
火
災
の
影
響
が
及
ば
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

２
．
試
験
内
容

 
(
1
)

空
中
一
条
布
設
過
電
流
試
験

盤
内
絶
縁
電
線
に
許
容
電
流
の
４
～
５
倍
の
過
電
流
を
通
電
し
，
発
火
有
無
の
状
態
を
確
認
し
た
。

絶
縁
電
線
の
種
類
は
，
下
記
の
４
種
類
と
し
た
。

・
6
00
V
 N
C
-H
I
V,
2
mm

2 ：
低
塩
酸
ビ
ニ
ル
電
線
（
耐
熱
性
）

・
60
0
V 
H
IV
,
2m
m
2 ：

耐
熱
ビ
ニ
ル
電
線

・
60
0
V 
I
V,
2
mm

2 ：
ビ
ニ
ル
電
線

・
60
0
V 
F
H,
2
mm

2 ：
テ
フ
ゼ
ル
電
線
（
難
燃
仕
様
）

(
2
)

判
定
基
準

過
電
流
に
よ
っ
て
発
火
し
な
い
こ
と
。

３
．
試
験
結
果

 
盤
内
絶
縁
電
線
は
４
種
類
と
も
過
電
流
に
よ
っ
て
発
火
す
る
前
に
導
体
が
溶
断
し
，
発
火
し
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
し
た
が
っ
て
，
同
一
制
御
盤
内
の
他
機
器
へ
火
災
の
影
響
は
な
く
，
分
離
性
が
確
保
さ
れ
る
こ

と
を
確
認
し
た
。

 

絶
縁
電
線

 

～
 

A
 

電
流
計

 
電
源

 

空
中
一
条
布
設
過
電
流
試
験
の
装
置
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添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室及び補助盤室のケーブルの分離状況 
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８条-別添 1-資料 7-添付 4-1 

添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室及び補助盤室のケーブルの分離状況 

ケーブル処理室は，安全区分Ⅰ，Ⅱ，Ⅲの互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルが近接して布

設されていることから，火災の影響軽減のための対策として，全域ガス自動消火設備及び１時間の耐火

能力を有する隔壁（「耐火ラッピング」又は「フレキシブル電線管+耐火シート」）により分離する設計

としている。（図２，図３参照） 

中央制御室及び補助盤室は，実証試験結果に基づく離隔距離等による分離対策，高感度煙検出設備の

設置による早期の火災感知及び中央制御室に常駐する運転員による早期の消火活動を行う設計として

いる。 

図１：中央制御室及び補助盤室，ケーブル処理室及び計算機室の配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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８条-別添 1-資料 7-添付 4-2 

図２：中央制御室及び補助盤室の制御盤下構造の概要 

（中央制御室下のケーブル処理室の例） 

【中央制御室】 

【２号Ａケーブル処理室（区分Ⅰ，Ⅲ）】 【２号Ｂケーブル処理室（区分Ⅱ）】 

３時間の耐火性能を有する耐火壁 

３時間の耐火性能を有する耐火壁（床） 

ケーブルトレイ（区分Ⅰ） ケーブルトレイ（区分Ⅱ）

離隔距離による分離 

金属外装ケーブルによる分離 

１時間の耐火性能を有する隔壁による分離 

３時間の耐火性能を有する

貫通部シールの施工 

金属筐体による分離 

制御盤 
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８条-別添 1-資料 7-添付 4-3 

図３：制御盤下部の分離対策の概要 

施工前 施工後

ケーブルトレイ
（区分Ⅰ）

フレキシブル電線管収納＋SKタイカシート

１時間耐火ラッピング

Ａーケーブル処理室
（区分Ⅰ）

Ｂーケーブル処理室
（区分Ⅱ）

（区分Ⅱ）
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添付資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室及び補助盤室の制御盤の火災を 

想定した場合の対応について 
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８条-別添 1-資料 7-添付 5-1 

添付資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室及び補助盤室の制御盤の火災を想定した場合の対応について 

1. 目的

火災により，中央制御室及び補助盤室の制御盤１区画の安全機能が喪失したと

しても，他の区画の制御盤の運転操作及び現場の操作により，原子炉の高温停止

及び低温停止を達成し，維持することが可能であることを確認する。 

2. 中央制御室及び補助盤室の制御盤の配置

中央制御室及び補助盤室は，図１～２のとおり，制御盤を配置しており，区分

毎又は系統毎に分離した設計とする。 

図１：中央制御室の制御盤の配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図２：補助盤室の制御盤の配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3. 中央制御室及び補助盤室の制御盤の火災による影響の想定

中央制御室には運転員が常駐していることから火災の早期感知・消火が可能で

あるため，制御盤にて火災が発生した場合であっても火災による影響は限定的で

ある。しかしながら，ここでは中央制御室及び補助盤室の制御盤で発生する火災

とその影響を以下のとおり想定する。 

 保守的に中央制御室又は補助盤室の制御盤１区画に関連する機能は火災によ

り全損する。 

 隣接する制御盤とは金属の筐体により分離されていること，早期感知・消火

が可能であることから，隣接盤へ延焼する可能性は低い。 

 異区分が同居する制御盤については，制御盤内の影響軽減対策を行っている

ことから，同居する区分の機能が火災により同時に機能喪失する可能性は低

いが，保守的に全て機能喪失する。 

 制御盤に接続するケーブルは，難燃ケーブルを使用する設計とすること，中

央制御室及び補助盤室とケーブル処理室及び計算機室の貫通部は，３時間の

耐火性能を有する貫通部シールを施す設計としていることから，ケーブル処

理室及び計算機室に延焼する可能性は低い。 

4. 中央制御室及び補助盤室の制御盤の火災発生に対する評価結果

中央制御室又は補助盤室の制御盤の火災により，制御盤１区画が全て機能喪失

した場合を想定した評価について，結果を表１-１及び１-２に示す。 

例えば，中央制御室又は補助盤室の制御盤１区画において，火災による機能喪

失を想定しても，他の区画の制御盤の運転操作及び現場の操作により，原子炉の

高温停止及び低温停止を達成し,維持することは可能である。 

一方，複数の安全区分の機器・ケーブル等が一つの盤内に設置されている制御

盤については，複数の安全区分の安全機能が同時に喪失しないように異区分の機

器は鋼板や離隔距離による対策がされている。また，これらの制御盤については，

運転員が常駐し監視する場所への設置や制御盤内への高感度煙検出設備の設置

などにより，火災の早期感知と運転員による早期消火が可能なことから，複数区

分の監視機能が同時に喪失することはない。よって，原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し,維持することは可能である。 

なお，万一，複数の安全区分の機器・ケーブル等が設置されている制御盤の機

能が全て機能喪失しても，中央制御室外原子炉停止装置室からの操作により，原

子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持することが可能である設計とする。 
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表
１
-１

：
中
央
制
御
室
の
制
御
盤
に
お
け
る
火
災
影
響
で
喪
失
す
る
機
能

 

区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

 

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要

 

な
関
連
機
能

 

①
 

2
-
9
03

○
 

○

(
冷
却
水

) 

 
(
電
源

) 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
区
分
Ⅲ
の
高
圧
注

水
機
能
が
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
区
分
Ⅱ
の
原
子
炉
隔
離

時
冷
却
系
並
び
に
区
分
Ⅰ
，
Ⅱ
の
自
動
減
圧
系
及
び
低
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
，
残
留
熱
除
去
系
と
は
盤
が
独
立
し
分
離
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す

る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能

で
あ
る
。
 

②
 

2
-
9
03

○
 

○
○
 

○

(
冷
却
水

) 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
主
蒸
気
隔
離
弁
，

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
残
留
熱
除
去
系
，
原
子
炉
補
機
冷
却

系
，
原
子
炉
補
機
海
水
系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，

補
助
盤
室
に
て
，
弁
の
閉
が
可
能
で
あ
る
こ
と
，
現
場
操
作
に

て
弁
の
開
閉
が
可
能
で
あ
る
こ
と
，
別
区
画
の
残
留
熱
除
去

系
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
で
注
水
機
能
は
確
保
可
能
で
あ
る

こ
と
，
別
区
画
の
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
の
開
操
作
及
び
残
留

熱
除
去
系
で
崩
壊
熱
除
去
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化

さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ

て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
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区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

 

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要

 

な
関
連
機
能

 

③
 

2
-
9
04

-
1

○
 

○
○
 

○

(
冷
却
水

) 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
主
蒸
気
逃
が
し
安

全
弁
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
，
残
留
熱
除
去
系
，
原
子
炉
補

機
冷
却
系
，
原
子
炉
補
機
海
水
系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ

る
が
，
補
助
盤
室
に
て
弁
の
開
閉
操
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と
，

別
区
画
の
残
留
熱
除
去
系
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
り
注

水
機
能
は
確
保
可
能
で
あ
る
こ
と
，
現
場
に
て
弁
を
手
動
に
よ

り
閉
操
作
す
る
こ
と
で
，
隔
離
可
能
で
あ
る
こ
と
，
補
助
盤
室

で
自
動
減
圧
系
に
て
原
子
炉
の
減
圧
操
作
及
び
別
区
画
の
低

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
残
留
熱
除
去
系
の
注
水
操
作
に
て
機
能

達
成
さ
れ
る
こ
と
，
弁
の
現
場
操
作
に
よ
り
，
対
応
可
能
で
あ

る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る

こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で

あ
る
。

 

④
 

2
-
9
04

-
2

○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
浄
化
系
，

炉
水
サ
ン
プ
リ
ン
グ
隔
離
弁
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る

が
，
現
場
に
て
弁
を
手
動
に
よ
り
操
作
す
る
こ
と
で
隔
離
機
能

は
達
成
さ
れ
る
こ
と
，
現
場
に
て
電
磁
接
触
器
の
操
作
に
よ
り

弁
を
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
補
助
盤
室
に
て
弁
の
操
作
が
可

能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪

失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成

可
能
で
あ
る
。
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区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

 

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要

 

な
関
連
機
能

 

⑤
 

2
-
9
05
 

○
 

 
 

 
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
手
動
ス
ク
ラ
ム
ボ

タ
ン
に
よ
る
制
御
棒
挿
入
が
不
能
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
現

場
で
の
原
子
炉
保
護
系
Ｍ
Ｇ
セ
ッ
ト
の
停
止
操
作
に
よ
り
，
ス

ク
ラ
ム
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
，
現
場
に
て
ス
ク
ラ
ム
パ
イ

ロ
ッ
ト
弁
用
制
御
空
気
の
ブ
ロ
ー
操
作
に
よ
り
ス
ク
ラ
ム
機

能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同

時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止

は
達
成
可
能
で
あ
る
。
 

⑥
 

2
-
9
08
 

 
 

 
 

○
 

（
電
源
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
別
区
画
の
非
常

用
電
源
系
で
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
，
現
場
に
て
非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機
の
起
動
操
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重

化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ

て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。

 

⑦
 

2
-
9
08
 

 
 

 
 

○
 

（
電
源
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
別
区
画
の
非
常

用
電
源
系
で
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
，
現
場
に
て
非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機
の
起
動
操
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重

化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ

て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
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区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

 

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要

 

な
関
連
機
能

 

⑧
 

2
-
9
09

○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
主
蒸
気
隔
離
弁
漏

洩
制
御
系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
電
源
切
り
運
用

で
あ
る
た
め
，
誤
信
号
の
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
か
ら
，
多
重

化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ

て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。

 

⑨
 

2
-
9
65

-
2

○
 

（
空
調
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
中
央
制
御
室
空
調

系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
別
区
画
の
中
央
制
御
室

空
調
系
の
操
作
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
，
遮
断
器
の
現

場
操
作
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
，
中
央
制
御
室
外
原
子

炉
停
止
装
置
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ

れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，

原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。

 

⑩
 

2
-
9
65

-
2

○
 

（
空
調
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
中
央
制
御
室
空
調

系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
別
区
画
の
中
央
制
御
室

空
調
系
の
操
作
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
，
遮
断
器
の
現

場
操
作
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
，
中
央
制
御
室
外
原
子

炉
停
止
装
置
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ

れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，

原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
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区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

 

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要

 

な
関
連
機
能

 

⑪
 

2
-
9
29

-
1

○
 

（
空
調
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
非
常
用
電
気
室
空

調
等
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
別
区
画
の
空
調
等
で

対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
，
遮
断
器
の
現
場
操
作
に
よ
り
対
応
可

能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪

失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成

可
能
で
あ
る
。

 

⑫
 

2
-
9
29

-
1

○
 

（
空
調
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，

H
P
CS

ポ
ン
プ
室

空
調
等
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
別
区
画
の
原
子
炉

隔
離
時
冷
却
系
で
高
圧
注
水
機
能
は
確
保
さ
れ
る
こ
と
，
遮
断

器
の
現
場
操
作
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化

さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ

て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。

 

⑬
 

2
-
9
29

-
1

○
 

（
空
調
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
非
常
用
電
気
室
空

調
等
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
別
区
画
の
空
調
等
で

対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
，
遮
断
器
の
現
場
操
作
に
よ
り
対
応
可

能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪

失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成

可
能
で
あ
る
。
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8条-別添 1-資料 7-添付 5-9 

区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

 

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要

 

な
関
連
機
能

 

⑭
 

2
-
9
77
 

 
 

○
 

○
 

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
水
サ
ン
プ

リ
ン
グ
内
側
隔
離
弁
等
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
現

場
に
て
電
磁
接
触
器
に
よ
る
弁
の
操
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と
，

現
場
に
て
手
動
に
よ
る
弁
の
操
作
が
可
能
で
あ
る
た
め
，
機
能

は
達
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時

に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は

達
成
可
能
で
あ
る
。

 

⑮
 

2
-
9
30
 

 
 

○
 

 
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
別
区
画
の
原
子
炉
隔

離
次
冷
却
系
に
よ
り
高
圧
注
水
機
能
は
確
保
可
能
で
あ
る
こ

と
，
別
区
画
の
自
動
減
圧
系
に
て
原
子
炉
の
減
圧
操
作
及
び
残

留
熱
除
去
系
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
注

水
操
作
に
て
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た

安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子

炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
 

 

799



8条-別添 1-資料 7-添付 5-10 

表
1-
2：

補
助
盤
室
の
制
御
盤
に
お
け
る
火
災
影
響
で
喪
失
す
る
機
能

 

区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要
な

関
連
機
能

 

⑯
 

2
-
9
61
H

○
 

○

（
冷
却
水
）

 

（
電
源
）

 

（
空
調
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
系
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，

別
区
画
の
原
子
炉
隔
離
次
冷
却
系
に
よ
り
高
圧
注
水
機
能
は

確
保
可
能
で
あ
る
こ
と
，
別
区
画
の
自
動
減
圧
系
に
て
原
子
炉

の
減
圧
操
作
及
び
残
留
熱
除
去
系
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の

い
ず
れ
か
に
よ
る
注
水
操
作
に
て
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と

か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は

な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
 

⑰
 

2
-
9
21

○
 

○

(
冷
却
水
系

) 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
系
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
補
機
海
水
系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
別
区
画
の

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
り
高
圧
注
水
機
能
は
確
保
可
能

で
あ
る
こ
と
，
別
区
画
の
自
動
減
圧
系
に
て
原
子
炉
の
減
圧
操

作
及
び
残
留
熱
除
去
系
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
い
ず
れ
か

に
よ
る
注
水
操
作
に
て
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
多
重

化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ

て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
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8条-別添 1-資料 7-添付 5-11 

区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要
な

関
連
機
能

 

⑱
 

2
-
9
46
A

○
 

（
電
源
系
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
非
常
用
電
源
系
が

影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
火
災
の
影
響
を
受
け
な
い

中
央
制
御
室
に
て
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
。

よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
 

⑲
 

2
-
9
61
A

○
 

○
○
 

○

○
 

（
冷
却
水
）

 

（
空
調
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
保
護
系
，

主
蒸
気
隔
離
弁
，
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
，
原
子
炉
隔
離
時
冷

却
系
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
残
留
熱
除
去
系
，
原
子
炉
圧

力
容
器
隔
離
弁
，
主
蒸
気
隔
離
弁
漏
洩
制
御
系
，
原
子
炉
補
機

冷
却
系
，
原
子
炉
補
機
海
水
系
，
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
，

中
央
制
御
室
空
調
換
気
系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，

中
央
制
御
室
で
の
手
動
ス
ク
ラ
ム
，
原
子
炉
保
護
系

M
G
セ
ッ

ト
の
停
止
操
作
，
現
場
に
よ
る
ス
ク
ラ
ム
パ
イ
ロ
ッ
ト
弁
用
制

御
空
気
の
ブ
ロ
ー
操
作
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
原
子
炉
ス
ク
ラ

ム
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
，
中
央
制
御
室
に
て
弁
操
作
が
可
能
で

あ
る
こ
と
，
影
響
を
受
け
な
い
残
留
熱
除
去
系
，
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
注
水
操
作
に
て
機
能
は
達
成
さ

れ
る
こ
と
，
遮
断
器
の
現
場
操
作
及
び
残
留
熱
除
去
系
の
弁
の

現
場
操
作
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
，
影
響
を
受
け
な
い

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
，
原
子
炉
補
機
海
水
系
に
て
対
応
可
能

で
あ
る
こ
と
，
低
圧
注
水
機
能
は
確
保
可
能
で
あ
る
こ
と
，
影

響
を
受
け
な
い
中
央
制
御
室
送
風
機
／
排
風
機
に
て
対
応
可

能
で
あ
る
こ
と
，
中
央
制
御
室
外
停
止
装
置
に
よ
り
対
応
可
能

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失

す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可

能
で
あ
る
。
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8条-別添 1-資料 7-添付 5-12 

区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要
な

関
連
機
能

 

⑳
 

2
-
9
23
A

○
 

○
○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
主
蒸
気
隔
離
弁
，

原
子
炉
圧
力
容
器
隔
離
弁
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，

影
響
を
受
け
な
い
主
蒸
気
外
側
隔
離
弁
に
よ
り
隔
離
可
能
で

あ
り
，
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
，
別
区
画
の
盤
に
て
論
理
回

路
電
源
切
に
よ
り
弁
の
閉
操
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と
，
影
響
を

受
け
な
い
主
蒸
気
ド
レ
ン
外
側
隔
離
弁
に
よ
り
隔
離
可
能
で

あ
り
，
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
，
現
場
に
て
電
磁
接
触
器
に

よ
る
弁
の
閉
操
作
が
可
能
で
あ
り
，
隔
離
機
能
は
達
成
さ
れ
る

こ
と
，
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
の
開
操
作
及
び
残
留
熱
除
去
系

に
よ
る
崩
壊
熱
除
去
が
可
能
で
あ
り
，
機
能
は
確
保
さ
れ
る
こ

と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と

は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
 

㉑
 

2
-
9
71
A

○
 

(
冷
却
水

) 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
補
機
冷
却

系
，
原
子
炉
補
機
海
水
系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，

影
響
を
受
け
な
い
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
，
原
子
炉
補
機
海
水

系
，
現
場
に
て
手
動
に
よ
る
弁
の
操
作
，
遮
断
器
の
現
場
操
作

に
よ
り
，
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全

機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の

安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
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8条-別添 1-資料 7-添付 5-13 

区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要
な

関
連
機
能

 

㉒
 

2
-
9
20
A

○
 

○

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
，
残
留
熱
除
去
系
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
が
機
能
喪
失

す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
影
響
を
受
け
な
い
残
留
熱
除
去
系
，
高

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
り
，
注
水
機
能
は
確
保
可
能
で
あ
る

こ
と
，
遮
断
器
の
現
場
操
作
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
か

ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な

い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
 

㉓
 

2
-
9
70
A

○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
主
蒸
気
逃
が
し
安

全
弁
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
影
響
を
受
け
な
い
主

蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
，
別
区
画
の
盤
に
て
弁
の
操
作
が
可
能
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す

る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能

で
あ
る
。
 

㉔
 

2
-
9
72
A

○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
主
蒸
気
隔
離
弁
漏

洩
制
御
系
が
影
響
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
電
源
切
り
運
用

で
あ
る
た
め
信
号
発
生
に
伴
う
弁
の
動
作
は
な
い
。
よ
っ
て
，

原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。

 

㉕
 

2
-
9
24
A

○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
保
護
系
が

機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
現
場
で
の
原
子
炉
保
護
系

M
G
セ
ッ
ト
の
停
止
操
作
，
現
場
に
て
ス
ク
ラ
ム
パ
イ
ロ
ッ
ト

弁
用
制
御
空
気
の
ブ
ロ
ー
操
作
に
よ
り
，
ス
ク
ラ
ム
機
能
は
達

成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪

失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成

可
能
で
あ
る
。
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8条-別添 1-資料 7-添付 5-14 

区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要
な

関
連
機
能

 

㉖
 

2
-
9
61
B

○
 

○
○
 

○

○
 

（
冷
却
水
）

 

（
空
調
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
保
護
系
，

主
蒸
気
隔
離
弁
，
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
，
原
子
炉
隔
離
時
冷

却
系
，
残
留
熱
除
去
系
，
原
子
炉
圧
力
容
器
隔
離
弁
，
主
蒸
気

隔
離
弁
漏
洩
制
御
系
，
原
子
炉
補
機
冷
却
系
，
原
子
炉
補
機
海

水
系
，
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
，
中
央
制
御
室
空
調
換
気
系

が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
中
央
制
御
室
で
の
手
動
ス

ク
ラ
ム
，
原
子
炉
保
護
系

MG
セ
ッ
ト
の
停
止
操
作
，
現
場
に

よ
る
ス
ク
ラ
ム
パ
イ
ロ
ッ
ト
弁
用
制
御
空
気
の
ブ
ロ
ー
操
作

の
い
ず
れ
か
に
よ
り
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
，

中
央
制
御
室
に
て
弁
操
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と
，
影
響
を
受
け

な
い
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
残
留
熱
除
去
系
，
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
注
水
操
作
に
て
機
能
は
達
成
さ

れ
る
こ
と
，
遮
断
器
の
現
場
操
作
及
び
残
留
熱
除
去
系
の
弁
の

現
場
操
作
に
よ
り
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
，
影
響
を
受
け
な
い

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
，
原
子
炉
補
機
海
水
系
に
て
対
応
可
能

で
あ
る
こ
と
，
低
圧
注
水
機
能
は
確
保
可
能
で
あ
る
こ
と
，
影

響
を
受
け
な
い
中
央
制
御
室
送
風
機
／
排
風
機
に
て
対
応
可

能
で
あ
る
こ
と
，
中
央
制
御
室
外
停
止
装
置
に
よ
り
対
応
可
能

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失

す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可

能
で
あ
る
。
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8条-別添 1-資料 7-添付 5-15 

区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要
な

関
連
機
能

 

㉗
 

2
-
9
70
B

○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
主
蒸
気
逃
が
し
安

全
弁
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
影
響
を
受
け
な
い
主

蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
，
別
区
画
の
盤
に
て
弁
の
操
作
が
可
能
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す

る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能

で
あ
る
。
 

㉘
 

2
-
9
22

○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
隔
離
時
冷

却
系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
影
響
を
受
け
な
い
高

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
り
，
高
圧
注
水
機
能
を
確
保
可
能
で

あ
る
こ
と
，
隔
離
弁
を
閉
操
作
す
る
こ
と
で
，
隔
離
可
能
で
あ

る
こ
と
，
影
響
を
受
け
な
い
自
動
減
圧
系
に
て
，
原
子
炉
の
減

圧
操
作
及
び
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
残
留
熱
除
去
系
の
い
ず

れ
か
に
よ
る
注
水
操
作
に
よ
り
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
か

ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な

い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
 

㉙
 

2
-
9
20
B

○
 

○

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
残
留
熱
除
去
系
，

が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
影
響
を
受
け
な
い
残
留
熱

除
去
系
，
現
場
に
て
手
動
に
よ
る
操
作
を
行
う
こ
と
で
，
機
能

は
確
保
可
能
で
あ
る
こ
と
，
遮
断
器
の
現
場
操
作
に
よ
り
対
応

可
能
で
あ
る
こ
と
，
影
響
を
受
け
な
い
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

に
よ
り
，
低
圧
注
水
機
能
は
確
保
可
能
で
あ
る
こ
と
，
影
響
を

受
け
な
い
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
残
留
熱
除
去
系
の
い
ず
れ

か
に
よ
る
注
水
操
作
に
て
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
多

重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ

っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
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8条-別添 1-資料 7-添付 5-16 

区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要
な

関
連
機
能

 

㉚
 

2
-
9
71
B

○
 

（
冷
却
水
）

 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
補
機
冷
却

系
，
原
子
炉
補
機
海
水
系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，

影
響
を
受
け
な
い
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
，
原
子
炉
補
機
海
水

系
，
現
場
に
て
手
動
に
よ
る
弁
の
操
作
，
遮
断
器
の
現
場
操
作

に
よ
り
，
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全

機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の

安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。

 

㉛
 

2
-
9
23
B

○
 

○
○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
主
蒸
気
隔
離
弁
，

原
子
炉
圧
力
容
器
隔
離
弁
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，

影
響
を
受
け
な
い
主
蒸
気
外
側
隔
離
弁
に
よ
り
隔
離
可
能
で

あ
り
，
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
，
別
区
画
の
盤
に
て
論
理
回

路
電
源
切
に
よ
り
弁
の
閉
操
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と
，
影
響
を

受
け
な
い
主
蒸
気
ド
レ
ン
外
側
隔
離
弁
に
よ
り
隔
離
可
能
で

あ
り
，
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
，
現
場
に
て
電
磁
接
触
器
に

よ
る
弁
の
閉
操
作
が
可
能
で
あ
り
，
隔
離
機
能
は
達
成
さ
れ
る

こ
と
，
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
の
開
操
作
及
び
残
留
熱
除
去
系

に
よ
る
崩
壊
熱
除
去
が
可
能
で
あ
り
，
機
能
は
確
保
さ
れ
る
こ

と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と

は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
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8条-別添 1-資料 7-添付 5-17 

区
画

 
盤
番
号

 

安
全
機
能
（
○
：
機
能
有
）

 

評
価
 

原
子
炉
の

 

緊
急
停
止

 

機
能

 

原
子
炉
冷
却
材

 

圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

機
能

 

炉
心
冷
却

 

機
能

 

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

 

安
全
上
特
に
重
要
な

関
連
機
能

 

㉜
 

2
-
9
25

○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
保
護
系
が

機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
現
場
で
の
原
子
炉
保
護
系

M
G
セ
ッ
ト
の
停
止
操
作
，
現
場
に
て
ス
ク
ラ
ム
パ
イ
ロ
ッ
ト

弁
用
制
御
空
気
の
ブ
ロ
ー
操
作
に
よ
り
，
ス
ク
ラ
ム
機
能
は
達

成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪

失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成

可
能
で
あ
る
。

 

㉝
 

2
-
9
24
B

○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
保
護
系
が

機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
現
場
で
の
原
子
炉
保
護
系

M
G
セ
ッ
ト
の
停
止
操
作
，
現
場
に
て
ス
ク
ラ
ム
パ
イ
ロ
ッ
ト

弁
用
制
御
空
気
の
ブ
ロ
ー
操
作
に
よ
り
，
ス
ク
ラ
ム
機
能
は
達

成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪

失
す
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成

可
能
で
あ
る
。

 

㉞
 

2
-
9
34
B

○
 

当
該
盤
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
，
原
子
炉
隔
離
時
冷

却
系
が
機
能
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
，
影
響
を
受
け
な
い
高

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
り
，
高
圧
注
水
機
能
を
確
保
可
能
で

あ
る
こ
と
，
影
響
を
受
け
な
い
自
動
減
圧
系
に
て
，
原
子
炉
の

減
圧
操
作
及
び
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
残
留
熱
除
去
系
の
い

ず
れ
か
に
よ
る
注
水
操
作
に
よ
り
機
能
は
達
成
さ
れ
る
こ
と

か
ら
，
多
重
化
さ
れ
た
安
全
機
能
が
同
時
に
喪
失
す
る
こ
と
は

な
い
。
よ
っ
て
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
は
達
成
可
能
で
あ
る
。
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添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

１時間耐火隔壁等の耐久試験について 
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８条-別添 1-資料 7-添付 6-1 

添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

１時間耐火隔壁等の耐久試験について 

1. はじめに

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」において，

耐火壁，隔壁等の設計の妥当性が火災耐久試験によって確認されていることとさ

れている。 

ケーブル処理室及び計算機室に使用する１時間耐火隔壁等のうち，「電線管耐

火ラッピング」，「ケーブルトレイ耐火ラッピング」及び「フレキシブル電線管

耐火ラッピング」の耐火性能の確認結果を以下に示す。 

2. 電線管及びケーブルトレイ耐火ラッピングの耐火性能

電線管及びケーブルトレイ耐火ラッピングの耐火性能を以下のとおり確認し

た。 

2.1. 試験方法 

本試験では，耐火炉内に設置した表１－１，表１－２に示す試験体を図１の

建築基準法（ISO834）に基づく加熱曲線で１時間加熱した際に，「2.2. 判定

基準」の耐火性の判定基準を満たすことを確認する。 

表１－１：試験体となる電線管耐火ラッピングの仕様 

電線管サイズ 

ケーブル

耐火材仕様 

試験体概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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８条-別添 1-資料 7-添付 6-2 

表１－２：試験体となるケーブルトレイ耐火ラッピングの仕様 

トレイサイズ

ケーブル

耐火材仕様 

試験体概要図 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

温
度
(℃

)

時間(min)

図１：加熱曲線 

ISO加熱曲線 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

810



８条-別添 1-資料 7-添付 6-3 

2.2. 判定基準 

表２に電線管及びケーブルトレイ耐火ラッピングの耐火性の判定基準を示

す。 

表２：電線管及びケーブルトレイ耐火ラッピングの耐火性の判定基準 

確認項目 確認内容 判定基準 

温度確認 

加熱試験中，熱電対を用いて試験体の

非加熱面側の温度上昇を測定する。 

試験体の非加熱面側の温度上昇が，

平均で 140K 以下，最高で 180K 以下

であること。※１ 

加熱試験中，熱電対を用いてケーブル

表面の温度を測定する。 

ケーブルシース表面温度が 171℃※２

を超えないこと。

外観確認 
試験後に，試験体の外観確認を行

う。 

非加熱面側へ10秒を超えて継続す

る火炎の噴出がないこと。※１ 

非加熱面側へ10秒を超えて継続す

る発炎がないこと。※１ 

火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間

を生じないこと。※１ 

電気特性確認 

試験後，ケーブルの導通を確認する。 

（導通確認） 

導通があること。 

（断線していないこと） 

試験後，ケーブルの導体相互間の絶縁

抵抗を測定する。（絶縁抵抗測定） 

試験後に絶縁抵抗の著しい低下がな

いこと。※３ 

※１：建築基準法に基づく防火設備性能試験の壁に要求される耐火性能の判定基準から選定。

※２：LOCA試験時最大温度。

※３：電気設備に関する技術基準（第 58条 低圧の電路の絶縁性能）に基づき選定。

・使用電圧 300Vを超えるもの：0.4MΩ以上
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８条-別添 1-資料 7-添付 6-4 

2.3. 試験結果 

2.3.1. 電線管耐火ラッピングの試験結果 

表３に示すとおり，判定基準を満足していることから，電線管耐火ラッピ

ングは，１時間以上の耐火性能を有している。

なお，試験前後の写真を図２に示す。

表３：電線管耐火ラッピングの火災耐久試験結果 

判定基準 結果 

温
度
確
認

試験体の非加熱面側の温度上昇が，平均で 140K以下，最高で 180K

以下であること。 
良 

ケーブルシース表面温度が 171℃を超えないこと。 良 

外
観
確
認

非加熱面側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。 良※１

非加熱面側へ10秒を超えて継続する発炎がないこと。 良※１

火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。 良 

電
気
特
性
確
認

導通があること。 

（断線していないこと） 
良 

試験後に絶縁抵抗の著しい低下がないこと。 良 

試験結果 合格 

※１：試験後の電線管耐火ラッピングの損傷状態，煤等の付着がないことを確認し

試験結果良と判定した。 

試

験
前 

試
験
後 

図２：電線管耐火ラッピングの火災耐久試験実施状況 
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８条-別添 1-資料 7-添付 6-5 

2.3.2. ケーブルトレイ耐火ラッピングの試験結果 

表４に示すとおり，判定基準を満足していることから，ケーブルトレイ耐

火ラッピングは，１時間以上の耐火性能を有している。 

なお，試験前後の写真を図３に示す。 

表４：ケーブルトレイ耐火ラッピングの火災耐久試験結果 

判定基準 結果 

温
度
確
認

試験体の非加熱面側の温度上昇が，平均で 140K以下，最高で 180K

以下であること。 
良 

ケーブルシース表面温度が 171℃を超えないこと。 良 

外
観
確
認

非加熱面側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。 良※１

非加熱面側へ10秒を超えて継続する発炎がないこと。 良※１

火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。 良 

電
気
特
性
確
認

導通があること。 

（断線していないこと） 
良 

試験後に絶縁抵抗の著しい低下がないこと。 良 

試験結果 合格 

※１：試験後のケーブルトレイ耐火ラッピングの損傷状態，煤等の付着がないこと

を確認し試験結果良と判定した。 

試
験

前 

試
験
後 

図３：ケーブルトレイ耐火ラッピングの火災耐久試験実施状況 
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８条-別添 1-資料 7-添付 6-6 

3. フレキシブル電線管耐火ラッピングの耐火性能

フレキシブル電線管耐火ラッピングの耐火性能を以下のとおり確認した。

3.1. 試験方法 

本試験では，表５に示すとおり，ケーブルを布設したフレキシブル電線管周

囲に耐火ラッピングを施工したものを試験体とし，加熱温度が図４に示す

ISO834の加熱曲線の最大温度 945.4℃以上になるように設定し，試験体下部か

ら IEEE383垂直トレイ燃焼試験で使用されるバーナにより１時間加熱する。 

１時間加熱後に，「3.2. 判定基準」の耐火性の判定基準を満たすことを確

認する。 

なお，フレキシブル電線管耐火ラッピングは，中央制御室及び補助盤室の制

御盤下の狭隘部に使用するため，その施工範囲も限られることから，耐火性に

ついては，ケーブルの電気特性が維持できることとした。 

表５：試験体となるフレキシブル電線管耐火ラッピングの仕様 

電線管サイズ 

ケーブル
耐火材仕様 

試験体概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図４：バーナの加熱温度 

3.2. 判定基準 

表６にフレキシブル電線管耐火ラッピングの耐火性の判定基準を示す。 

表６：フレキシブル電線管耐火ラッピングの耐火性の判定基準 

確認項目 確認内容 判定基準 

電気特性確認 

試験後，ケーブルの導通を確認する。 

（導通確認） 

導通があること。 

（断線していないこと） 

試験後，ケーブルの導体相互間の絶縁

抵抗を測定する。（絶縁抵抗測定） 

試験後に絶縁抵抗の著しい低下

がないこと。※１ 

※１：電気設備に関する技術基準（第 58条 低圧の電路の絶縁性能）に基づき選定。

・使用電圧 300Vを超えるもの：0.4MΩ以上
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3.3. 試験結果 

表７に示すとおり，判定基準を満足していることから，フレキシブル電線管

耐火ラッピングは，１時間以上の耐火性能を有している。 

なお，試験前後の写真を図５に示す。 

表７：フレキシブル電線管耐火ラッピングの火災耐久試験結果 

判定基準 結果 

電
気
特
性
確
認

導通があること。 
（断線していないこと） 

良 

絶縁抵抗の著しい低下がないこと。 良 

試験結果 合格 

試
験
前 

試
験
後 

図５：フレキシブル電線管耐火ラッピングの火災耐久試験実施状況 
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別紙１ 

１時間耐火隔壁等の耐久試験の確認方法及び判定基準について 

島根原子力発電所２号炉の耐火壁及び隔壁等は国内製品を採用していることか

ら，基本，国内規制である建築基準法に基づく確認方法，判定基準を用いた火災

耐久試験を実施し，耐火性能を確認している。 

１時間耐火隔壁等の耐久試験の確認方法及び判定基準の概要を以下に示す。 

1．確認方法

火災耐久試験の確認方法として，他の試験法に比べて厳しい温度設定となって

いる建築基準法（ISO834）に基づく耐火炉試験により試験を実施した。 

また，フレキシブル電線管耐火ラッピングは，建築基準法（ISO834）の加熱条

件を包絡させたバーナでの加熱試験で試験を実施した。 

2．判定基準 

１時間隔壁等の耐火ラッピング（ケーブルトレイ及び電線管）の判定基準は，

建築基準法に基づく「防耐火性能試験・評価業務方法書」（（一財）建材試験セン

ター））の判定基準に準じて選定した。

なお，フレキシブル電線管耐火ラッピングは，中央制御室及び補助盤室床下の

狭隘な周囲環境を考慮し，ケーブルの電気特性（導通及び絶縁抵抗）を判定基準

として選定した。 

上記の整理結果を表１に示す。 
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表
１
：
１
時
間
耐
火
隔
壁
等
の
確
認
方
法
と
判
定
基
準

 

種
類
 

確
認
方
法
 

（
加
熱
曲
線
）
 

判
定
基
準
 

考
え
方
 

1
時
間
隔

壁
等
 

電
線
管
耐
火
ラ
ッ
ピ
ン
グ
 

建
築
基
準
法
（
IS
O8
34
）

※
１

に
基
づ
く
耐
火
炉
試
験
 

建
築
基
準
法

※
２
 

建
築
基
準
法
に
準
じ
た
加
熱
曲
線
，
判
定
基
準
に
て
評
価
を

実
施
。
 

ケ
ー
ブ
ル
の
導
通
，
絶
縁
抵
抗
及
び
表
面
温
度
も
確
認
。

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ
耐
火
ラ
ッ
ピ
ン
グ

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
電
線
管
耐
火
ラ
ッ
ピ
ン

グ

建
築
基
準
法
（
IS
O8
34
）

※
１

の
加
熱
条
件
を
包
絡
さ
せ
た

バ
ー
ナ
で
の
加
熱
試
験
 

－
 

（
電
気
特
性
）
 

中
央
制
御
室
及
び
補
助
盤
室
直
下
の
狭
隘
な
周
囲
環
境
を
鑑
 

み
て
，
極
力
薄
い
材
料
を
選
定
す
る
必
要
性
か
ら
，
建
築
基

準
法
の
加
熱
条
件
を
包
絡
さ
せ
た
条
件
で
，
ケ
ー
ブ
ル
の
導

通
及
び
絶
縁
抵
抗
を
確
認
。
 

※
１
：
建
築
基
準
法
（
IS
O8
34
）
の
加
熱
曲
線
は
，
他
の
試
験
法
に
比
べ
て
厳
し
い
温
度
設
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
火
災
耐
久
試
験
で
は
建
築
基
準
法
の
加
熱
曲
線
に
従
っ

て
加
熱
。
 

※
２
：
（
一
財
）
建
材
試
験
セ
ン
タ
ー
の
「
防
耐
火
性
能
試
験
・
評
価
業
務
方
法
書
」
に
準
じ
て
判
定
基
準
を
選
定
。
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添付資料７ 

ケーブル損傷温度について

1．ケーブル損傷温度

島根原子力発電所２号炉のケーブル損傷温度については，「原子力発電所の内部

火災影響評価ガイド」（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）に記載されて

いる NUREG/CR-6850に基づく 205℃を判定基準としている。 

なお，３時間及び１時間の隔壁等（耐火ラッピング）の火災耐久試験では，耐

火ラッピングの耐火性能の確認並びに，ケーブルの機能維持の確認を目的として

いることから，島根原子力発電所２号炉での火災耐久試験におけるケーブル表面

温度の判定基準は，初期温度を室温として，ケーブルの設計基準事故時による雰

囲気暴露試験（LOCA 試験）の実績から，電気学会技術報告（Ⅱ）部第 139 号「原

子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する

推奨案」を参照し，LOCA試験時の最高温度である 171℃を設定している。 

2．ケーブルの主要材料 

ケーブルの絶縁体及びシース材料は，主に熱硬化性と熱可塑性の高分子材料を

使用している。熱硬化性材料とは，高温になっても溶融しない材料であり，ケー

ブルの絶縁材及びシース材としては，架橋ポリエチレン，難燃性架橋ポリエチレ

ン等が該当する。また，熱可塑性材料とは，高温になると溶融する材料であり，

ケーブルの絶縁材及びシース材としては，難燃性ビニル，難燃性特殊耐熱ビニル

等が該当する。 

3．ケーブル損傷温度に対する確認 

島根原子力発電所２号炉の原子炉の高温停止及び低温停止に必要な火災防護対

象ケーブルには，熱可塑性と熱硬化性の双方のケーブルを使用している。 

熱硬化性材料については，高温になっても溶融しないことから，熱硬化性材料

を使用したケーブルの損傷温度は，ケーブルの絶縁体及びシース材である架橋ポ

リエチレン，難燃性架橋ポリエチレン等の発火点を確認し，内部火災影響評価ガ

イドに記載されているNUREG/CR-6850に基づく205℃より高いことを確認している。 

熱可塑性材料については，高温になると溶融する材料であることから，熱可塑

性材料を使用したケーブルの損傷温度は，ケーブルの絶縁材及びシース材である

難燃性ビニル，難燃性特殊耐熱ビニル等の融点を確認※し，内部火災影響評価ガイ

ドに記載されている NUREG/CR-6850 に基づく 205℃より高いことを確認している。

（表１参照） 

また，通常運転時の周囲環境温度（40℃：機器設計環境条件に基づく通常時の

設計温度）を初期温度と設定した場合でも，耐火ラッピング内のケーブル表面温

度は，「内部火災影響評価ガイド」に記載されている NUREG/CR-6850に基づく 205℃
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よりも低い温度であることを確認している。（表２参照） 

※：REGULATORY GUIDE 1.189 Appendix Cでは，熱可塑性の絶縁体は高温になると

軟化し流動性が出てくることにより絶縁体としての形状が維持できなくなる

ことから，電気的な損傷が発生する可能性があると記載されている。 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

表
１
：
ケ
ー
ブ
ル
の
損
傷
温
度
に
つ
い
て

 

分
類
 

N
o
. 

絶
縁
体
 

発
火
点
又
は

融
点

※
１
 

シ
ー
ス

発
火
点
又
は

融
点

※
１
 

ケ
ー
ブ
ル

損
傷
温
度

※
２
 

（
NU
RE
G/
CR

-6
85
0）

 

高
圧
 

ケ
ー
ブ
ル

動
力
 

ケ
ー
ブ
ル

1
 

架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
熱
硬
化
性
）
 

難
燃
性
特
殊
耐
熱
ビ
ニ
ル
（
熱
可
塑
性
）

 
2
0
5℃

 

低
圧
 

ケ
ー
ブ
ル

2
 

難
燃
性
架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
熱
硬
化
性
）
 

難
燃
性
特
殊
耐
熱
ビ
ニ
ル
（
熱
可
塑
性
）

 
2
0
5℃

 

3
 

難
燃
性
エ
チ
レ
ン
プ
ロ
ピ
レ
ン
ゴ
ム
（
熱
硬
化
性
）
 

特
殊
ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム
（
熱
硬
化
性
）

 
3
3
0℃

 

計
装
・
制
御

 

ケ
ー
ブ
ル

4
 

難
燃
性
架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
熱
硬
化
性
）
 

難
燃
性
特
殊
耐
熱
ビ
ニ
ル
（
熱
可
塑
性
）

 
2
0
5℃

 

制
御
 

ケ
ー
ブ
ル

5
 

シ
リ
コ
ン
ゴ
ム
（
熱
硬
化
性
）

ガ
ラ
ス
編
組
（
不
燃
性
）

3
3
0℃

 

6
 

難
燃
性
エ
チ
レ
ン
プ
ロ
ピ
レ
ン
ゴ
ム
（
熱
硬
化
性
）
 

特
殊
ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム
（
熱
硬
化
性
）

 
3
3
0℃

 

7
 

難
燃
性
ビ
ニ
ル
（
熱
可
塑
性
）
 

難
燃
性
ビ
ニ
ル
（
熱
可
塑
性
）

 
2
0
5℃

 

同
軸
 

ケ
ー
ブ
ル

計
装
 

ケ
ー
ブ
ル

8
 

架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
熱
硬
化
性
）
 

難
燃
性
架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
熱
硬
化
性
）
 

3
3
0℃

 

9
 

架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
熱
硬
化
性
）
 

難
燃
性
特
殊
耐
熱
ビ
ニ
ル
（
熱
可
塑
性
）

 
2
0
5℃

 

1
0 

架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

(同
軸
心
)（

熱
硬
化
性
）
 

架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

(同
軸
心
（
高
圧
）
)
 熱

硬
化
性
）
 

難
燃
性
架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

(制
御
心

)（
熱
硬
化
性
）
 

難
燃
性
ビ
ニ
ル
（
熱
可
塑
性
）

 
2
0
5℃

 

1
1 

難
燃
性
ビ
ニ
ル
（
単
心
光
コ
ー
ド
）
（
熱
可
塑
性
）
 

架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

(同
軸
心
)（

熱
硬
化
性
）
 

難
燃
性
架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

(制
御
心

)（
熱
硬
化
性
）
 

低
煙
害
ビ
ニ
ル
（
熱
可
塑
性
）

 
2
0
5℃

 

※
１
：
熱
硬
化
性
材
料
は
発
火
点
を
，
熱
可
塑
性
材
料
は
融
点
を
記
載
。
な
お
，
各
温
度
の
出
典
は
以
下
の
と
お
り
。

発
火
点
：
材
料
メ
ー
カ
ー
デ
ー
タ
 
 
融
点
：
平
成

1
1
年
度
火
災
に
係
る
確
率
論
的
安
全
評
価
手
法
の
整
備
に
関
す
る
報
告
書

 

※
２
：
熱
可
塑
性
材
料
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
は
，
絶
縁
体
シ
ー
ス
の
区
分
な
く
，
ケ
ー
ブ
ル
損
傷
温
度
を

2
05
℃
と
し
て
い
る
。

※
３
：
熱
可
塑
性
及
び
熱
硬
化
性
の
絶
縁
体
が
混
在
す
る
場
合
，
低
温
側
で
あ
る
融
点
を
記
載
す
る
。
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

表
２
：
３
時
間
及
び
１
時
間
耐
火
隔
壁
等
の
試
験
結
果
に
つ
い
て

 

種
類
 

火
災
耐
久
試
験
結
果

※
1  

通
常
運
転
時
考
慮

※
３
 

初
期
温
度
 

非
加
熱
側
温
度
上
昇

 
ケ
ー
ブ
ル

※
２

ケ
ー
ブ
ル
表
面
温
度

平
均

 
最
大
 

最
大
温
度
上
昇
 

導
通
 

絶
縁
 

３
時
間

 

隔
壁
等

 

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ

耐
火
ラ
ッ
ピ
ン
グ
 

ラ
ッ
ピ
ン
グ
タ
イ
プ

良
 

良
 

ボ
ー
ド
タ
イ
プ

 
良
 

良
 

電
線
管
耐
火
ラ
ッ
ピ
ン
グ
 

良
 

良
 

１
時
間

 

隔
壁
等

 

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ
耐
火
ラ
ッ
ピ
ン
グ

良
 

良
 

電
線
管
耐
火
ラ
ッ
ピ
ン
グ
 

良
 

良
 

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
電
線
管
耐
火
ラ
ッ
ピ
ン
グ

※
４

―
 

―
 

―
 

―
 

良
 

良
 

―
 

※
１
：
複
数
回
実
施
し
て
い
る
火
災
耐
久
試
験
の
う
ち
，
最
も
非
加
熱
面
側
の
温
度
上
昇
が
大
き
い
と
き
の
温
度
デ
ー
タ
を
記
載
。

※
２
：
（
 
）
内
は
試
験
時
の
ケ
ー
ブ
ル
表
面
温
度
（
試
験
時
の
ケ
ー
ブ
ル
表
面
の
最
大
温
度
上
昇
＋
初
期
温
度
）
。

※
３
：
通
常
運
転
時
の
周
囲
環
境
温
度

4
0℃

を
考
慮
し
た
場
合
の
ケ
ー
ブ
ル
表
面
温
度
（
試
験
時
の
ケ
ー
ブ
ル
表
面
の
最
大
温
度
上
昇
＋

40
℃
）
。

※
４
：
中
央
制
御
室
及
び
補
助
盤
室
の
制
御
盤
直
下
の
狭
隘
部
（
ケ
ー
ブ
ル
処
理
室
，
計
算
機
室
）
に
使
用
す
る
耐
火
ラ
ッ
ピ
ン
グ
の
た
め
，
ケ
ー
ブ
ル
の
機
能
維
持
（
電
気
特
性
）
を
考
慮
。
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資料８ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉格納容器内の火災防護について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉の原子炉格納容器内は，プラント運転中については，

窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定

されない。 

一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止に

達している期間であるが，僅かではあるものの原子炉が低温停止に到達してい

ない期間もあることを踏まえ，以下のとおり火災防護対策を講じる。 

2. 原子炉格納容器内の状態について

原子炉格納容器内の窒素ガス置換（窒素ガス封入・排出）は，プラント起動

時及びプラント停止時において以下のとおり実施される。 

【プラント起動時】 

・制御棒引き抜き（原子炉の高温停止・低温停止状態の外へ移行）

・出力上昇・起動試験・出力低下・制御棒全挿入(原子炉の高温停止状態へ移行)

・原子炉格納容器内点検

・窒素ガス封入

・制御棒引き抜き・出力上昇（原子炉の高温・低温停止状態の外へ移行）

【プラント停止時】 

・制御棒挿入・出力低下

・高温停止状態へ移行

・低温停止状態へ移行

・窒素ガス排出

なお，起動時のプラント状態について，火災防護の観点から以下のように分

類する（図８-１）。 

① 原子炉の低温停止（制御棒引き抜きまで）

② 起動中（窒素ガス封入前）（制御棒引き抜きから窒素ガス封入前まで）

③ 起動及び運転（窒素ガス封入期間）（窒素ガス封入以降）
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図 8-1：火災発生リスクの低減を考慮した原子炉の運転サイクル 

火災の発生リスクを低減するためには，原子炉の起動時において窒素ガス置

換されない期間をできるだけ少なくすることが有効である。 

このため，プラント起動時は原子炉格納容器内点検が終了した後，速やかに

原子炉格納容器内の窒素ガス封入作業（窒素ガス置換～加圧）を行い，原子炉

の停止時においては，低温停止到達後に窒素ガス排出を行う。 

3. 原子炉格納容器内の火災防護対策

3.1. 火災区域の設定 

原子炉格納容器は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁により他の火災区

域と分離する。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器を別紙１に示す。 

火災防護に係る審査基準では，火災防護の目的として「原子炉の高温停止及

び低温停止」の達成，維持を挙げていることを踏まえ，2.に示す，「① 原子炉

の低温停止」，「② 起動中（窒素ガス封入前）」，「③ 起動及び運転（窒素ガス

封入期間）」のそれぞれの状態に応じて，以下のとおり原子炉格納容器の特性

を考慮した火災防護対策（火災の発生防止，火災の感知・消火，火災の影響軽

減）を講じる。 

ただし，③起動及び運転（窒素ガス封入期間）については，窒素ガスが封入

され雰囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されず，個別の

火災防護対策は不要である。 

3.2. 火災の発生防止対策 

(1) 原子炉格納容器の状態に応じた対策

原子炉格納容器内の火災発生防止対策について，原子炉格納容器の状態に

応じて実施する項目は以下のとおりである。 

低温停止 

定格圧力運転 

約 40 時間後に 

点検完了予定 

制御棒引き抜き 

原子炉格納容器内点検 

①原子炉の

低温停止 

②起動中

（窒素ガス封入前） 

③起動及び運転

（窒素ガス封入期間） 

窒素ガス封入開始から約 3 時間で置換 

※：時間は，過去実績から算出したため変化することがある 
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○ 原子炉の低温停止及び起動中（窒素ガス封入前）に実施する発生防止対策

・発火性又は引火性物質に実施する火災の発生防止

・可燃性の蒸気・微粉への対策

・火花を発生する設備や高温の設備等の使用

・発火源の対策

・放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策

・過電流による過熱防止対策

・不燃性材料又は難燃性材料の使用

・地震等の自然現象による火災発生の防止

(2) 発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止

① 漏えいの防止，拡大防止

原子炉格納容器内にあるポンプ等の油内包機器の油保有量と堰の容量を表

８-１に示す。

また，潤滑油を内包する機器の設置状況を図８-２に示す。 

これらの機器は，溶接構造又はシール構造の採用により潤滑油の漏えい防

止対策を講じるとともに，万一の漏えいを考慮し，漏えいした潤滑油が拡大

しないよう堰等を設置する又は使用時以外は内包油を抜き取り，電源を遮断

する運用とすることで，拡大防止対策を行う設計とする。 

また，原子炉再循環ポンプ用電動機，主蒸気内側隔離弁及び CRD 交換装置

の潤滑油は，漏えいしても可燃性ガスが発生しないよう，機器の最高使用温

度及び原子炉格納容器内の設計温度（65℃）よりも引火点が十分高い潤滑油

を使用する設計とする。 

なお，原子炉格納容器内には，上記の潤滑油以外の発火性又は引火性物質

（水素ガス含む）は無い。 

表８-１：原子炉格納容器内の油内包機器と堰容量 

機器名称 
潤滑油 
種類 

漏えい
防止， 
拡大防
止対策 

潤滑油
引火点
(℃) 

原子炉格
納容器内
設計温度
(℃) 

最高 
使用温度 
(℃) 

内包量 
（L） 

堰容量
（L） 

原子炉再循
環ポンプ用

電動機 

ﾀﾞﾌﾆｰﾀｰﾋﾞﾝｵ
ｲﾙ 56

堰 248 65 171 445 928 

主蒸気 
内側隔離弁 

EMR-135 堰 226 65 171 7 63 

CRD 
交換装置 

ﾀﾞﾌﾆｰｽｰﾊﾟｰ
ｷﾞﾔｵｲﾙ 320

内包油
抜取，電
源遮断
（使用
時以外） 

272 65 171 5 － 
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図８‐２：原子炉格納容器内の潤滑油使用機器の配置 

② 配置上の考慮

原子炉格納容器内の油内包機器である原子炉再循環ポンプ用電動機，主蒸

気内側隔離弁及び CRD 交換装置は，付近に可燃物を置かない配置上の考慮を

行う設計とする。 

③ 換気

原子炉格納容器内は，原子炉の低温停止期間中には機械換気が可能な設計

とする。起動中は，原子炉格納容器内の換気を行わないが，起動中における

火災発生のおそれがないよう原子炉格納容器内の発火性又は引火性物質であ

る潤滑油は，起動中の格納容器内温度より引火点が十分高いものを使用する

設計とする。（表８-１） 

④ 防爆

原子炉格納容器内に設置する発火性及び引火性物質である潤滑油を内包す

る設備は，「① 漏えいの防止，拡大防止」で示したように，溶接構造，シー

ル構造の採用により潤滑油の漏えいを防止する設計とするとともに，万一，

漏えいした場合を考慮し堰を設置することで，漏えいした潤滑油が拡大する

ことを防止する設計とする。 

なお，潤滑油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は油内包機器を設置す

る室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の蒸

気となることはない。 
本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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⑤ 貯蔵

原子炉格納容器内には，発火性又は引火性物質を貯蔵する容器を設置しな

い設計とする。 

(3) 可燃性の蒸気・微粉への対策

原子炉格納容器内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油を内包する

設備は，(2)に示すとおり，可燃性の蒸気を発生させるおそれはない。 

また，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じ

ん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆

発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素

中でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃性

の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。 

以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある設備，及

び着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を火災区域に設置しな

いことから，火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されないものと考える。 

(4) 発火源への対策

原子炉格納容器内の機器等は，金属製の筐体内に収納する等の対策を行い，

設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。 

また，原子炉格納容器内には高温となる設備があるが，通常運転時の温度が

60℃を超える系統については保温材で覆うことにより，可燃性物質との接触防

止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設計とする。（表８-２） 

表８-２：高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

高温となる設備 最高使用温度 過熱防止対策 

主蒸気系配管 302℃ 保温材設置 

ほう酸水注入系配管 302℃ 保温材設置 

残留熱除去系配管 302℃ 保温材設置 

高圧炉心スプレイ系配管 302℃ 保温材設置 

原子炉隔離時冷却系機器，配管 302℃ 保温材設置 

原子炉浄化系配管 302℃ 保温材設置 

原子炉給水系配管 302℃ 保温材設置 

以上より，原子炉格納容器内には設備外部に火花を発生する設備を設置しない

こと，高温となる設備に対しては発火源とならないよう対策を行うことから，火

災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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(5) 水素ガス対策

原子炉格納容器内には水素ガスを内包する設備を設置しない設計とすること

から，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

(6) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域における水素ガスの蓄積防止

対策としては，一般社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガ

ス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成 17年 10月）」等に基づ

き，表８-３の箇所に対して対策を実施している。対象箇所についてはガイドラ

インに基づき，図８-３のフローに従って選定したものである。

以上より，放射線分解等による発生した水素ガスの蓄積，燃焼により原子炉の

安全性を損なうおそれがある場合は，蓄積防止対策を実施していることから，火

災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

表８-３：放射線分解による水素ガス蓄積防止対策の実施状況 

対策箇所 対策内容 対策実施根拠 実施状況 

原子炉圧力容器

ヘッドスプレイ

配管 

原子炉圧力容器ヘ

ッドスプレイ配管

にベント配管を追

設 

（一社) 火力原子力発電技術協会 

｢BWR 配管における混合ガス（水

素･酸素）蓄積防止に関するガイド

ライン｣（平成 17 年 10 月）

実施済 
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図８-３：水素ガス対策の対象選定フロー 

START 

原子炉内で水の放射線分

解によって生成される水

素と酸素が滞留する可能

性があるか 

水蒸気が凝縮され，水素と

酸素濃度が上昇（蓄積）す

る箇所か 

詳細評価 

蓄積・構造強度等について

詳細評価を実施して健全

性が担保されるか 

対応措置 対応不要 

＜ステップ１＞ 

＜ステップ２＞ 

＜ステップ３＞ 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

141箇所 

1箇所 
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(7) 過電流による過熱防止対策

原子炉施設内の電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，短

絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するために，保護継電器，遮断

器により故障回路を早期に遮断する設計とする。 

以上より，原子炉格納容器内の電気系統は過電流による過熱防止対策を実施

していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

(8) 不燃性材料又は難燃性材料の使用

原子炉格納容器内の安全機能を有する構築物，系統及び機器は，以下に示す

とおり，不燃性材料及び難燃性材料を使用する設計とする。 

ただし，不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場合は，不燃性材料又は

難燃性材料と同等以上の性能を有するものを使用する。また，不燃性材料及び

難燃性材料を使用できない場合であって，機能を確保するために必要な代替材

料の使用が技術上困難な場合は，当該材料の火災に起因して，安全機能を有す

る構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置を

講じる設計とする。 

a. 主要な構造材に対する不燃性材料の使用

原子炉格納容器内にある，機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体

及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止及び当該設備の強

度確保等を考慮し，金属材料等の不燃性材料を使用する設計とする。 

ただし，配管等のパッキン類は，シール機能を確保するうえで，不燃性材料

の使用が技術上困難であり，配管フランジ部等の狭隘部に設置するため，当該

パッキン類が発火しても，延焼することがなく，他の安全機能を有する構築物，

系統及び機器に火災を生じさせることはないことから，不燃性材料の適用外と

する。 

ポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス）は，金属材料であるケーシング

内部に保有されており，発火した場合でも他の安全機能を有する機器等に延焼

しない。 

b. 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包

原子炉格納容器内に設置する配線用遮断器は，可燃性物質である絶縁油を内

包していないものを使用する設計とする。 

c. 難燃ケーブルの使用

原子炉格納容器内のケーブルは，実証試験により自己消火性及び延焼性を確

認した難燃ケーブルを使用する設計とするとともに，ケーブル火災が発生して

も他の機器へ延焼することを防止するため，図８-４に示すとおり，原子炉圧

力容器下部の一部のケーブルを除き金属製の電線管，可とう電線管及び金属製
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の蓋付きケーブルトレイに布設する設計とする。 

 

図８-４：原子炉格納容器内のケーブルトレイ及び電線管の布設状況 

金属製の密閉ダクト 

（蓋付きケーブルトレイ） 
機器へのケーブル取合い 

（サンプポンプ，レベル計との取合い）

機器へのケーブル取合い 

（ドライウェル冷却機との取合い） 

機器へのケーブル取合い 

（原子炉再循環ポンプ用電動機との取合い） 

機器へのケーブル取合い 

（主蒸気内側隔離弁との取合い） 

機器へのケーブル取合い 

（主蒸気逃がし安全弁との取合い） 

機器へのケーブル取合い 

（電動弁との取合い） 

可とう電線管 

金属電線管 

金属電線管 

金属電線管 

可とう電線管 

可とう電線管 

可とう電線管 
可とう電線管 

可とう電線管 
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d. 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用

原子炉格納容器内のドライウェル冷却機に定期検査中に取り付ける仮設フ

ィルタについては，「JACA No.11A-2003（空気清浄装置用ろ材の燃焼性試験方

法）」を満足する難燃性のものを使用する設計とする。 

e. 保温材に対する不燃性材料の使用

原子炉格納容器内の保温材は，金属等の「平成12年建設省告示第1400号（不

燃材料を定める件）」に定められたもの，又は建築基準法で不燃材料として定

められたものを使用する設計とする。ただし，不燃性材料又は代替材料の使用

が技術上困難な場合は，当該材料の火災に起因して，安全機能を有する構築物，

系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置を講じる設

計とする。 

f. 原子炉格納容器に対する不燃性材料の使用

原子炉格納容器内の床，壁には，耐放射線性，除染性及び耐腐食性の確保を

目的として，コーティング剤を塗布する設計とする。 

コーティング剤は，不燃性材料ではないが，旧建設省告示1231号第２試験又

は建築基準法施行令第一条第六号に基づく難燃性が確認された塗料であるこ

とに加え，不燃性材料である金属表面に塗布することから，当該コーティング

剤が発火した場合においても，他の構築物，系統及び機器において火災を生じ

させるおそれはないため，不燃性材料の適用外とする。 

(9) 落雷・地震等の自然現象による火災発生の防止

島根原子力発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき自然現象として

は，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関

わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，

発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれが

ある事象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，地

滑り，火山の影響，生物学的事象及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，地震以外の事象については，原子炉施設内の対策に

包含される。このため，原子炉格納容器内については，地震による火災防護対策

を以下の通り講じる設計とする。 

安全機能を有する機器等は，耐震クラスに応じて十分な支持性能をもつ地盤に

設置するとともに，自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止する設

計とする。 

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈」に従い設計する。 
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また，油内包機器であるCRD交換装置については耐震Ｃクラスであることから，

使用時以外は内包油を抜き取り，電源を遮断し，使用時は現場に監視員を配置す

る運用とすることで火災の発生防止を図る。 

3.3. 火災の感知及び消火 

火災の感知及び消火については，原子炉格納容器の状態に応じて以下の通り

実施する。 

(1) 火災感知設備

① 火災感知器の環境条件等の考慮

a. 起動中

起動時における原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及び温度，取付

面高さ等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して，アナログ式の煙感

知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

なお，火災感知器の設置箇所については，消防法施行規則第 23 条に基づく

設置範囲に従って設置する設計とする。 

b. 低温停止中

低温停止中については，上記①a.と同様，アナログ式の煙感知器及び熱感

知器を設置する設計とする。 

② 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器の設置

a. 起動中

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，上記①a.の通り環境条

件や予想される火災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には異なる感知方式

の感知器としてアナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化しており，

火災が発生する可能性がない。 

しかしながら，運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温か

つ高線量環境となることから，火災感知器が故障する可能性がある。このた

め，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に中央制御

室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに

取り替える設計とする。 

b. 低温停止中

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，上記②a.と同様，

アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。

原子炉格納容器内に設置する火災感知器の仕様及び誤検知防止について

表８-４に示す。 
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表８-４：原子炉格納容器内に設置する火災感知器の特徴と誤検知防止方法 

型式 特徴 誤検知防止方法 

煙感知器 

・感知器内に煙を取り込むことで
感知

・炎が生じる前の発煙段階からの
早期感知が可能

・防爆型の検定品あり
【適応高さの例】
 20m 以下 
【設置範囲の例】※１

75m2又は 150m2あたり 1個 

・アナログ式のものを選定し，誤

作動防止を図る。なお，原子炉

格納容器内の温度及び放射線

の影響による故障の可能性※２

があるため，起動時の窒素ガス

封入後に電源を切る運用とし，

プラント停止後に速やかに取

替える。

熱感知器 

・感知器周辺の雰囲気温度を感知
（公称 60℃以上）
・炎が生じ，温度上昇した場合に
感知

・防爆型の検定品あり
【適応高さの例】
 8m以下 
【設置範囲の例】※１ 
15m2～70m2あたり 1個 

・アナログ式のものを選定し，誤

作動防止を図る。なお，原子炉

格納容器内の温度及び放射線

の影響による故障の可能性※２

があるため，起動時の窒素ガス

封入後に電源を切る運用とし，

プラント停止後に速やかに取

り替える。

※１：消防法施行規則第 23条で定める設置範囲による

※２：アナログ式火災感知器は電子部品を内蔵していることから，約 100Gy の積

算照射線量にて故障する可能性がある※。島根原子力発電所２号炉の原子

炉格納容器内は，運転中の放射線量が 0.07Gy/h であることから，約 60 日

経過した時点で火災感知器が故障する可能性がある。 

※ 出典：「半導体部品を使用した火災感知器の耐放射線性能について」，TI10241，

能美防災（株），平成 11年 2月 

③ 火災感知設備の電源確保

原子炉格納容器内の火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が

可能となるよう，蓄電池を設け，電源を確保する設計とするとともに，非常用所

内電源から受電する設計とする。 

④ 火災受信機盤

火災感知設備の火災受信機盤は中央制御室に設置し，常時監視できる設計とす

る。また，受信機盤は，アナログ式の煙感知器及び熱感知器をそれぞれ１つずつ

特定できる機能を有するよう設計する。 

⑤ 火災感知設備に対する試験検査

火災感知設備は，原子炉格納容器内に設置する前に，消防法施行規則第三十
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一条の六に準じて，試験により機能に異常がないことを確認する。 

その後，プラント停止後の取り外しまでの間，定期的に点検を行う設計とす

る。 

(2) 消火設備

原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原子炉格納容

器の空間体積（約 7,900m3）に対してパージ排風機の容量が 25,000m3/h である

ことから，煙が充満しないため，消火活動が可能である。 

よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う設計とす

る。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

① 消火器

原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器については，消防法施行規則

第六，七条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。 

消火剤の必要量の算出にあたっては，防火対象物である原子炉格納容器の用途

区分について消防法施行令別表第一（十五）項（前各項に該当しない事業場）を

適用する。 

原子炉格納容器の主要構造部が耐火構造であり，床及び壁のコーティング剤は，

旧建設省告示第 1231 号第 2試験又は建築基準法施行令第一条第六号に基づく難

燃性が確認された塗料であることから，消火器の能力単位の算定基準※は「消火

能力≧（延面積又は床面積/400m2」を適用する。 

また，原子炉格納容器内には電気設備があることから，上記消火能力を有する

消火器に加え，消防法施行規則第六条第四項※に従い，電気火災に適応する消火

器を床面積 100m2以下毎に１個設置する。 
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※ 消防法施行規則
（大型消火器以外の消火器具の設置）
第六条 令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物（第五条第八項第二号に掲
げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。）又はその部分
には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとさ
れる消火器具（大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあっ
てはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあってはこの条から第十条ま
でにおいて同じ。）を、その能力単位の数値（消火器にあっては消火器の技
術上の規格を定める省令 （昭和三十九年自治省令第二十七号）第三条 又は
第四条 に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあっては容
量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、
水槽にあっては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量
八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専
用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位
として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあってはスコップを有する五
十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、
膨張ひる石又は膨張真珠岩にあってはスコップを有する百六十リットル以上
のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。）
の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に
定める面積で除して得た数（第五条第八項第一号に掲げる舟にあっては、一）
以上の数値となるように設けなければならない。 

防火対象物の区分 面積 
令別表第一（一）項イ、（二）項、（十六の二）項、（十
六の三）項及び（十七）項に掲げる防火対象物 

五十平方メートル 

令別表第一（一）項ロ、（三）項から（六）項まで、（九）
項及び（十二）項から（十四）項までに掲げる防火対象
物 

百平方メートル 

令別表第一（七）項、（八）項、（十）項、（十一）項
及び（十五）項に掲げる防火対象物 

二百平方メートル 

２  前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐
火構造とし、かつ、壁及び天井（天井のない場合にあっては、屋根）の室内に
面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを難
燃材料（建築基準法施行令第一条第六号 に規定する難燃材料をいう。以下同
じ。）でした防火対象物にあっては、当該数値の二倍の数値とする。  

４  第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電
気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備
の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百
平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。  

以上から，原子炉格納容器内の各フロアの火災対応として算出される消火能

力と消火器の本数を表 8-5に示す。 

なお，消火器の本数については，原子炉格納容器内に設計基準事故対処設備

とその機能を代替する常設重大事故防止設備が設置されていることから，消火

設備の独立性を確保するため，必要本数に別途１本を追加し，単一故障により

必要量を下回らない設計とする。 
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表８-５：原子炉格納容器内各フロアに必要とされる消火剤容量 

床面積 
(m2) 

必要な消火器
の能力単位 

電気火災
に適応す
る消火器 

重大事故等 
対処設備の独立
性確保のための

本数 

設置
本数 

原子炉格納容器内 
消火器設置場所 

原子炉 
格納容器 

上部 
339 

1 
（10 型粉末
消火器 1 本
相当） 

4本 1本 6本 

・格納容器所員

用エアロック

室

原子炉 
格納容器 

下部 
443 

2 
（10 型粉末
消火器 1 本
相当） 

5本 1本 7本 

・格納容器所員

用エアロック

室

消火器の消火能力については，消火器の技術上の規格を定める省令により，各

火災源に対する消火試験にて定められる。一般的な 10型粉末消火器（普通火災

の消火能力単位：３，油火災の消火能力単位：７）について，消火能力単位の測

定試験時に用いられるガソリン火源（油火災の消火能力単位が７の場合燃焼表面

積 1.4m2，体積 42L）の発熱速度は，FDTs※１により算出すると 3,100kW となる。

また，この発熱量に相当する潤滑油の漏えい量は，NUREG/CR-6850※2の考え方に

則り燃焼する油量を内包油量の 10％と仮定して算出すると 1.8L となり，原子炉

格納容器内の潤滑油内包機器については，想定される漏えい量が 1.8Lを超える

ものがあるが，当該機器設置エリアに複数の消火器を設置することで消火能力を

確保する設計とする。 

盤については，NUREG/CR-6850※２表 G-1 に示された発熱速度（98%信頼上限値

で最大 1,002kW）を包絡していることを確認した。 

ケーブルトレイについては，難燃ケーブルを使用していること，過電流防止

装置により過電流が発生するおそれがないことから，自己発火のおそれが小さ

い。さらに，金属製の蓋付きケーブルトレイに布設する設計であり，他の機器・

ケーブルからの延焼のおそれがない。

一方，10型粉末消火器１本の消火能力単位の測定試験時に用いられるガソリ

ン火源の発熱速度は 3,100kW であること，NUREG/CR-7010※３によるとケーブル

トレイの発熱速度が最大 250kW/m2 であることから，万一，ケーブルトレイで火

災が発生した場合でも，10型粉末消火器を複数本設置することによって十分な

消火能力を有していると考える。 

※１：”Fire Dynamics Tools (FDTs):Quantitative Fire Hazard Analysis Methods

for the U.S. Nuclear Regulatory Commission Fire Protection Inspection 

Program”, NUREG-1805 

※２：EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities, Final

Report, (NUREG/CR-6850, EPRI 1011989) 

※３：Cable Heat Release, Ignition, and Spread in Tray Installations During

Fire (CHRISTIFIRE), Phase 1: Horizontal Trays, NUREG/CR-7010 
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a. 起動中

原子炉の起動中は，原子炉格納容器の内部が高温になり，消火器の使用温度

範囲（-30℃～+40℃）を超える可能性があることから，原子炉起動前に原子炉

格納容器内の消火器を撤去するとともに，原子炉格納容器の窒素ガス置換作業

が完了するまでの間は表８-５に示す各フロア単位で必要な消火能力を満足す

る消火器を所員用エアロック室に設置する。（原子炉格納容器上部で 10 型粉

末消火器 6本，原子炉格納容器下部で 10 型粉末消火器 7本） 

なお，原子炉格納容器内から撤去した残りの消火器についても，原子炉格納

容器の窒素ガス置換作業が完了するまでの間は所員用エアロック室の近傍の

通路に設置することを火災防護計画の関連図書に定める。 

また，起動中に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には， 初期

消火隊員，自衛消防隊員が現場までの間に設置されている消火器を持って向か

うこと，所員用エアロック開放までの間に建屋内の消火器を集めることといっ

た運用について，火災防護計画の関連文書に定める。 

b. 低温停止中

低温停止中の原子炉格納容器内の表８-５に示す消火能力を満足する消火器

を原子炉格納容器内（原子炉格納容器上部の各フロアに粉末消火器 10 型を６

本ずつ，原子炉格納容器下部に粉末消火器 10 型を７本ずつ）に設置する。設

置位置については，原子炉格納容器内の各フロアに対して火災防護対象機器並

びに火災源から消防法施行規則に定めるところの 20m 以内の距離に配置する。 

定期検査中において，原子炉格納容器内での点検において，火気作業，危険

物取扱い作業を実施する場合は，火災防護計画にて定める管理手順に従って，

消火器を配備する。（別紙２） 

一方，原子炉格納容器全体漏えい率検査時には，原子炉格納容器を窒素ガス

で加圧するため，消火器の破損の可能性があることから，検査前に原子炉格納

容器内の消火器を所員用エアロック室に移動，設置し，検査終了後に原子炉格

納容器内に再度配置する。 

② 消火栓

起動中及び低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対しては，原子炉格納容

器入口近傍の消火栓の使用を考慮し，油内包機器である主蒸気内側隔離弁（消

火栓から約 60m），原子炉再循環ポンプ用電動機（消火栓から約 55m）及び CRD

交換装置（消火栓から約 60m）に加え，原子炉圧力容器上部エリア（消火栓か

ら約 75m）及び露出ケーブルが布設されている原子炉圧力容器下部エリア（消

火栓から約 70m）での火災に対し消火栓による消火活動を行うため，消火ホー

ス（20m/本）を所員用エアロック室の金属箱に３本収納した状態で配備する。

これにより，消火栓収納箱内の消火ホース２本に金属箱の消火ホース３本を
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接続することで 100mまでの範囲が消火活動が可能となる。（別紙２） 

③ 消火活動

a. 起動中

起動中に原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，原子炉の状態

に合わせ，以下の通りとする。 

(a) 制御棒引き抜きから原子炉格納容器内点検開始前

制御棒引き抜きから原子炉格納容器内点検開始前の間（約 38時間）に，原

子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，原子炉起動操作を中止し，

停止操作を行い，未臨界を確認した後，所員用エアロックを開放し，現場確

認及び消火活動を行う。 

(b) 原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了まで

原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了までの間で原子炉格納

容器内の火災感知器が作動した場合には，火災による延焼防止の観点から酸

素濃度が十分低下するまで窒素ガス封入作業を継続する。 

原子炉格納容器の酸素濃度は，サンプリング方式の格納容器雰囲気モニタ

にて測定する。当該の格納容器雰囲気モニタは，原子炉格納容器外に設置し

ており，ステンレス鋼管の配管にて原子炉格納容器内のガスをサンプリング

して測定するため，火災時も測定は可能である。 

なお，窒素ガス封入開始から酸素濃度が２％程度となるまでの時間はこれ

までの実績から約３時間である。 

その後，原子炉格納容器内の可燃物量から算出される等価時間を経過した

後，火災発生の原因調査のために所員用エアロックを開放し，現場確認を行

う。 

これらの運用については，火災防護計画の関連図書に定める。 

b. 低温停止中

低温停止中において，原子炉格納容器内の火災感知器が作動した場合には，

初期消火要員，自衛消防隊員が建物内の消火器を持って現場に向かうことを火

災防護計画の関連文書に定め，定期的に訓練を実施する。 

(3) 地震等の自然現象への対策

島根原子力発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき自然事象として

は，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関

わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，

発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれが

ある事象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，地
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滑り，火山の影響，生物学的事象及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，地震以外の事象については，発電用原子炉施設内の

対策に包含されることから，原子炉格納容器内については，地震による火災防護

対策を以下の通り講じる設計とする。 

安全機能を有する機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備及

び消火設備は，設置された機器等の耐震クラスに応じて機能を維持できる設計と

している。耐震Ｓクラスの機器を有する原子炉格納容器内の火災感知設備及び消

火設備については基準地震動に対して機能維持が可能な設計とする。また，原子

炉格納容器内及び所員用エアロック室に設置する消火器及び消火ホースを収納

する金属箱については，地震発生時の転倒又は脱落を防止するため，固縛する設

計とする。 

原子炉格納容器内の油内包機器については油内包量が少ないこと，油内包機器

であるCRD交換装置について使用時は監視員による作業管理をそれ以外は電源を

遮断すること，ケーブル類は，難燃ケーブルを使用しており，かつ金属製の蓋付

きケーブルトレイ又は電線管に収納することから延焼のおそれがないこと，原子

炉圧力容器下部のケーブルについては難燃ケーブルを使用していることから，原

子炉格納容器内で火災が発生した場合は消火器を使用する設計とする。 

また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 
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3.4. 火災の影響軽減対策 

島根原子力発電所２号炉の原子炉格納容器内は，プラント運転中については，

窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定

されない。 

一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止に

達している期間であるが，僅かではあるものの原子炉が低温停止に到達してい

ない期間もあることを踏まえ，以下のとおり火災防護対策を講じる。 

(1) 持込み可燃物等の運用管理

原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持込み期間・可燃

物量・持込み場所等を管理する。原子炉格納容器内への持込み可燃物の仮置き

は禁止とするが，やむを得ず仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属

箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。 

(2) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持することに関わる火災区域の

分離 

原子炉格納容器は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁により他の火災区

域と分離する。 

(3) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離は，火災によっても

多重化された安全機能が同時に喪失しないことを目的に行うことから，原子炉

格納容器の状態に応じて，以下の通り対策を行う。 

原子炉格納容器内においては，図８-５に示すように機器やケーブル等が密集

しており，干渉物が多く，耐火ラッピング等の３時間以上の耐火能力を有する

隔壁の設置が困難である。 

このため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，電線管

に布設することを基本に，一部，蓋付ケーブルトレイに布設する設計とすると

ともに，離隔距離を確保することによって，火災の影響軽減対策を行う設計と

する。 

図８-５：原子炉格納容器内の機器等の設置状況 

ケーブルトレイ

電線管 
電線管 
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a. 起動中

(a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，原子炉格納容器外から原子

炉格納容器貫通部を経て原子炉格納容器内へ布設されており，原子炉格納容

器貫通部を区分毎に離れた場所に設置し，原則，電線管又は金属製の蓋付き

ケーブルトレイに布設するとともに，１ｍ以上の距離的分離を図る設計とす

る。また，電線管及び金属製の蓋付きケーブルトレイは，表８-６に示すとお

り，実証試験の結果から 20分以上の耐火性能を有することを確認している※。 

なお，電線管又は金属製の蓋付きケーブルトレイに布設された異なる区分

のケーブル間にある機器は，電線管又は金属製の蓋付きケーブルトレイに布

設されたケーブル，金属筐体に収納された電磁弁であり，火災発生防止対策

が取られている。これに対して，原子炉格納容器内で火災が発生した際に消

火活動を開始するまでの時間は，別紙２に示すとおり，20 分以内であること

から，単一の火災によって複数区分の火災防護対象ケーブルが火災により同

時に機能喪失することはない。 

※ 出典：「ケーブル，制御盤および電源盤火災の実証試験」，TLR-088，（株）東

芝，H25 年 6 月 

原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である中性子源領域計

装（SRM）の核計装ケーブルを一部露出して布設するが，火災の影響軽減の観

点から，チャンネル毎に位置的分散を図って設置する設計としている（図８-

６）。中性子源領域計装（SRM）は合計４チャンネルを有しているが，原子炉

の未臨界監視機能は最低１つのチャンネルが健全であれば達成可能である。

各チャンネルの離隔間においては，介在物として中性子源領域計装（SRM），

中間領域計装（IRM）及び出力領域計装(LPRM)の核計装ケーブル及び制御棒位

置指示回路用ケーブルがある。核計装ケーブル及び制御棒位置指示回路用ケ

ーブルは自己消火性を有していることから，万一，過電流等により火源にな

ったとしても火災が継続するおそれは小さい。 

また，核計装ケーブルは耐延焼性を有しており，１チャンネルの中性子源

領域計装（SRM）のケーブルが火源となった場合においても，他のチャンネル

のケーブルが同時に延焼する可能性は低く，未臨界監視機能を確保できるも

のと考えられる。原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点

から区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在することのないよう

に，離隔間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については，表８-７に示すと

おり，それぞれ延焼防止対策を行う設計とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器及びその配置を別紙１に示す。 
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図８-６：中性子源領域計装（SRM）ケーブルのチャンネル毎の分離 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表８-６：電線管及び金属製蓋付きケーブルトレイの耐火性能について（1/2） 

(a)電線管

項目 実証試験概要 

電
線
管

１．目的 
  電線管（可とう電線管を含む）が火災により影響を受けないこと

を確認する。 

２．試験内容 
ケーブルを収納した電線管及び可とう電線管を外部からバーナー

で着火し，電線管内のケーブルへの影響を確認した。 
・加熱装置：ブンゼンバーナー
・加熱時間：30分間

【判定基準】 
・絶縁抵抗測定
・絶縁被覆の形状（溶融等の有無）

３．試験結果 
  電線管において，塩化ビニル電線の被覆は，一部表面が溶着する
が，難燃性電線には変化は見られなかった。 

  可とう電線管も塩化ビニル電線の被覆は，一部表面が溶着するが，

難燃性電線には変化は見られなかった。 
  電線管及び可とう電線管の塩化ビニル電線，難燃性電線の絶縁抵
抗は，試験前後に変化はなく，電線管又は可とう電線管が 30分間の
耐火性能を有することを確認した。 

バーナー 

電線管内部に塩化ビニル電線，難燃性電線配線を布設 

電線管の種類 

・厚鋼電線管

・フレキシブル電線管
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表８-６：電線管及び金属製蓋付きケーブルトレイの耐火性能について（2/2） 

(b) 金属製の蓋付きケーブルトレイ

項目 実証試験概要 

金
属
製
の
密
閉
ダ
ク
ト

１．目的 
  隣接する蓋付きケーブルトレイにおいて火災が発生した際に，も
う一方に火災の影響が生じないことを確認する。 

２．試験内容 
  下図に示すとおり，２つのケーブルトレイについて，一方のトレ

イ（火災源）のケーブルを強制的に燃焼させ，もう一方のトレイ（非
火災源）のケーブルへの影響を確認する。 
・加熱装置：リボンバーナー
・加熱時間：20分間

【判定基準】 
・非火災源トレイのケーブルが損傷せず，絶縁抵抗が健全である
こと。

３．試験結果 
試験後の非火災源トレイのケーブルを確認したところ，外観上損

傷がなく，絶縁抵抗値も健全であり，機能に影響がなかった。この

ことから，蓋付きケーブルトレイが 20分間の耐火性能を有すること
を確認した。 

バーナー 

非火災源ケーブルトレイ 

ケーブルトレイ蓋

火災源ケーブルトレイ

50cm 
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表８-７：火災防護対象機器の影響軽減としての機器等の延焼防止対策 

種別 具体的設備 延焼防止の対策方法 

ケーブル
常用系及び安全系のケーブル
※

・電線管又は金属製の密閉ダク

トに布設する。

分電盤 
作業用分電盤及び照明用分電

盤 

・金属製の筐体に収納する。

油内包機器 

主蒸気内側隔離弁 

・潤滑油は機器の最高使用温度

及び原子炉格納容器内の雰囲

気温度よりも十分に高い引火

点のものを使用する。

潤滑油を内包する箇所は溶

接構造又はシール構造とし

て漏えい防止を図るととも

に堰等を設置して拡大防止

を図る。

原子炉再循環ポンプ用電動機 

CRD 交換装置 

・機器の使用時以外は電源を切

る。

・機器使用時には現場に監視員

を配置する。

その他 
電動弁，電磁弁※ 

サンプポンプ等

・金属製の筐体に収納する。

※：区分Ⅰと区分Ⅱ機器の間に介在する機器等 

(b) 火災感知設備

火災感知設備については，「3.3.(1) 火災感知設備」に示すとおり，アナ

ログ式の異なる感知方式の火災感知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する

設計とする。 

(c) 消火設備

原子炉格納容器内の消火については，「3.3.(2) 消火設備」に示すとおり，

消火器を使用する設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とす

る。火災の早期消火を図るために，原子炉格納容器内の消火活動の手順を定

めて，自衛消防隊（運転員，消防チーム）の訓練を実施する。 
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b. 低温停止中

(a) 火災防護対象ケーブルの分離および火災防護対象機器の分散配置

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防

護対象ケーブルは，系統分離の観点から区分Ⅰと区分Ⅱ機器の離隔間におい

て可燃物が存在することのないように，離隔間にある介在物（ケーブル，電

磁弁）については金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う。 

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，原

子炉格納容器外から原子炉格納容器貫通部を経て原子炉格納容器内に布設さ

れており，原則，電線管又は金属製の蓋付きケーブルトレイに布設するとと

もに，１ｍ以上の距離的分離を図る設計とする。また，単一火災によって複

数区分が機能喪失することのないように，消火活動を開始するまでの時間（20

分間）の耐火性能を確認した電線管又は金属製の蓋付きケーブルトレイに布

設する。 

低温停止中は，原子炉の高温停止及び低温停止が達成・維持された状態で

あること，制御棒は金属等の不燃性材料で構成される機械品であること，原

子炉圧力容器内に挿入されており，ラッチ機構により機械的に全挿入位置に

保持されることから，原子炉格納容器内の火災によっても原子炉の停止機能

及び未臨界機能の喪失は想定されない。 

また，原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である中性子源

領域計装（SRM）の核計装ケーブルを一部露出して布設するが，チャンネル毎

に位置的分散を図っていること，耐延焼性を有していることから，１チャン

ネルの中性子源領域計装（SRM）のケーブルが火源となった場合においても，

他のチャンネルのケーブルが同時に延焼する可能性は低く，未臨界監視機能

を確保できるものと考えられる。また，制御棒位置指示回路ケーブルについ

ては，燃料交換等で一時的に制御棒を操作する場合以外は電源を切ることか

ら火災が発生して核計装ケーブルが延焼するおそれは小さい。 

(b) 火災感知設備

原子炉起動中と同様に，アナログ式の異なる感知方式の火災感知器（煙感

知器及び熱感知器）を設置する設計とする。 

(c) 消火設備

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の消火については，消火器を使

用する設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。火災の

早期消火を図るために，原子炉格納容器内の消火活動の手順を定めて，自衛

消防隊の訓練を実施する。 
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(4) 火災の影響軽減対策への適合について

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干渉物が

多く，耐火ラッピング等の３時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置が困難で

ある。このため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，離

隔距離の確保及び，電線管又は金属製の蓋付きケーブルトレイの使用等により

火災の影響軽減対策を行う設計としている。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点から区分Ⅰ機器と

区分Ⅱ機器の離隔間において可燃物が存在することのないように，離隔間にあ

る介在物（ケーブル及び電磁弁）については，金属製の筐体に収納することで

延焼防止対策を行う設計としている。 

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，単一火災によって複数区分が機

能喪失することのないように，消火活動を開始するまでの時間（20 分）の耐火

性能を確認した電線管又は金属製の蓋付きケーブルトレイに布設する。 

しかしながら，火災防護に係る審査基準に示される「2.3 火災の影響軽減」

の要求のうち，「１時間耐火性能を有する隔壁等（６ｍ以上の離隔距離確保）」

と「自動消火設備」の要求そのものには合致しているとは言い難い。 

一方，火災防護に係る審査基準の「2. 基本事項※」に示されているように，

火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が発生しても原子炉の高温停止及

び低温停止を達成し，維持すること」である。 

※：「2. 基本事項」 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護することを目的とし，

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構

築物，系統及び機器が設置される火災区域及び区画に対して，火災の発生防止，

感知・消火及び影響軽減対策を講じること。 

このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停止及び低温停止

の達成及び維持が可能であることを示すことができれば，火災防護に係る審査

基準の「2.3 火災の影響軽減」の要求に適合していることと同等であると判断

できる。 

そこで，保守的な評価として，火災による原子炉格納容器内の安全機能の全

喪失を仮定した評価を行い，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持す

ることが運転員の操作と相まって，可能であることを確認した。（別紙３） 

また，原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である中性子源領域

計装（SRM）の核計装ケーブルを一部露出して布設するが，火災の影響の軽減の

観点から，中性子源領域計装（SRM）は，チャンネル毎に位置的分散を図って設

置する設計としている。（図８-６）中性子源領域計装（SRM）は合計４チャンネ

ルを有しているが，原子炉の未臨界監視機能は最低１つのチャンネルが健全であ
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れば達成可能である。各チャンネルの離隔間においては，介在物として中性子源

領域計装（SRM），中間領域計装（IRM）及び出力領域計装(LPRM)の核計装ケーブ

ル及び制御棒位置指示回路用ケーブルがある。核計装ケーブル及び制御棒位置指

示回路用ケーブルは自己消火性を有していることから，万一，過電流等により火

源になったとしても火災が継続するおそれは小さい。 

また，核計装ケーブルは耐延焼性を有しており，１チャンネルの中性子源領域

計装（SRM）のケーブルが火源となった場合においても，他のチャンネルのケー

ブルが同時に延焼する可能性は低く，未臨界監視機能を確保できるものと考えら

れる。 

  しかしながら，火災防護に係る審査基準に示される「2.3 火災の影響軽減」

の要求のうち，「１時間耐火性能を有する隔壁等又は６ｍ以上の離隔距離確保」

と「自動消火設備」の要求そのものには合致しているとは言い難い。 

一方，火災防護に係る審査基準の「2. 基本事項」に示されているように，火

災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が発生しても原子炉の高温停止及び低

温停止を達成し，維持すること」である。 

このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停止及び低温停止の

達成及び維持が可能であることを示すことができれば，火災防護に係る審査基準

の「2.3 火災の影響軽減」の要求に適合していることと同等であると判断できる。 

万一，原子炉圧力容器下部で火災が発生した場合においても，原子炉格納容

器内に設置した火災感知器（アナログ式の煙感知器及び熱感知器）による早期

の火災感知に加え，核計装ケーブルが火災によって断線又は短絡を生じた場合

には中央制御室に異常を知らせる警報（SRM低，IRM低，LPRM 低，LPRM高，APRM

高・異常高等）が発報されることから，速やかに原子炉の停止操作を実施し，

原子炉の高温停止・低温停止を達成することが可能である。 

  以上より，原子炉格納容器内は，火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影

響軽減」の要求については十分な保安水準が確保されていると考える。 
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別紙１ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器について 
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 

A～D-主蒸気内側隔離弁 空気作動弁 

原子炉冷却

材圧力バウ

ンダリ

② 

当該弁は通常開、機能要求時閉である。火

災影響を受け機能喪失した場合はフェイ

ル・クローズ設計のため機能要求は満足す

る。また、万一の不動作を想定しても異な

る電源区分の電磁弁で多重化されているこ

と、下流の格納容器外側に隔離弁があり二

重化されていることから、系統機能に影響

を及ぼすものではない。

主蒸気ドレン内側隔離

弁 
電動弁 ② 

当該弁は通常閉、機能要求時閉である。火

災影響を受け機能喪失した場合でも通常時

と機能要求時で状態が変わらないこと、ま

た、万一誤動作した場合であっても下流の

格納容器外側に隔離弁があり弁が二重化さ

れていることから、火災影響により系統機

能に影響を及ぼすものではない。 

CUW入口内側隔離弁 電動弁 ① 

制御棒カップリング カップリング 過剰反応度

の印加防止 

② 

不燃材で構成されていること、原子炉格納

容器内に設置されており、火災が発生する

おそれはない。 

制御棒駆動機構カップ

リング
カップリング ② 

制御棒駆動機構ラッチ

機構 
ラッチ機構 ② 

炉心支持構造物 支持構造物 炉心形状の

維持 

② 不燃材で構成されていること、原子炉格納

容器内に設置されており、火災が発生する

おそれはない。 燃料集合体（燃料除く） 燃料集合体 ② 

主蒸気逃がし安全弁 安全弁 

原子炉冷却

材圧力バウ

ンダリの加

圧防止／安

全弁及び逃

がし弁の吹

き止まり

② 

不燃材で構成されていること、原子炉格納

容器内に設置されており、火災が発生する

おそれはない。 

SR 弁逃がし弁機能用電

磁弁 
電磁弁 

原子炉停止

後の除熱／

炉心冷却 
② 

当該弁が火災により機能喪失した場合であ

っても火災防護対象としている ADS 機能に

より安全停止に必要な機能を確保可能であ

るため。 

SR 弁 ADS(A)機能用電磁

弁 
電磁弁 ① 

SR 弁 ADS(B)機能用電磁

弁 
電磁弁 ① 

SR 弁 逃 が し 弁 機 能

(C,F,L)用電磁弁 
電磁弁 ① 

RCIC 蒸気内側隔離弁 電動弁 原子炉停止

後の除熱 

① 

原子炉隔離時冷却スト

レーナ
ストレーナ ② 

不燃材で構成されているため、火災によっ

て影響を受けない。 

HPCS 試験可能逆止弁 空気作動弁 

原子炉停止

後の除熱／

炉心冷却 
② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり、火災

により系統機能に影響を与えるものではな

い。また、万一の誤開を想定しても炉心冷

却機能への影響はなく、上流側に隔離弁が

あり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保さ

れることから、系統機能に影響を及ぼすも

のではない。 

高圧炉心スプレイスト

レーナ
ストレーナ ② 

不燃材で構成されているため、火災によっ

て影響を受けない。 

  

※以下の対策を実施する設計とする。

①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 

RHR 炉頂部冷却内側隔離

弁 
電動弁 

原子炉停止

後の除熱／

炉心冷却 ② 

当該弁は通常閉、機能要求時閉である。火

災影響を受け機能喪失した場合でも通常時

と機能要求時で状態が変わらないこと、万

一誤作動した場合であっても二重化されて

いることから、火災により系統機能に影響

を与えるものではない。 

RHR 炉水入口内側隔離

弁 
電動弁 ① 

A-RHR試験可能逆止弁 空気作動弁 ② 逆止弁の開閉試験用の駆動部であり、火災

により系統機能に影響を与えるものではな

い。また、万一の誤開を想定しても炉心冷

却機能への影響はなく、上流側に隔離弁が

あり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保さ

れることから、系統機能に影響を及ぼすも

のではない。 

B-RHR試験可能逆止弁

空気作動弁 

② 

A-RHR 炉水戻り試験可能

逆止弁
空気作動弁 ② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり、火災

により系統機能に影響を与えるものではな

い。また、万一の誤開を想定しても原子炉

停止後の除熱機能への影響はなく、上流側

に隔離弁があり原子炉冷却材バウンダリ機

能も確保されることから、系統機能に影響

を及ぼすものではない。 

B-RHR 炉水戻り試験可能

逆止弁
空気作動弁 ② 

A-残留熱除去ストレー

ナ
ストレーナ ② 

不燃材で構成されているため、火災によっ

て影響を受けない。 

B-残留熱除去ストレー

ナ
ストレーナ ② 

不燃材で構成されているため、火災によっ

て影響を受けない。 

C-RHR試験可能逆止弁

空気作動弁 炉心冷却 

② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり、火災

により系統機能に影響を与えるものではな

い。また、万一の誤開を想定しても炉心冷

却機能への影響はなく、上流側に隔離弁が

あり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保さ

れることから、系統機能に影響を及ぼすも

のではない。 

C-残留熱除去ストレー

ナ
ストレーナ ② 

不燃材で構成されているため、火災によっ

て影響を受けない。 

LPCS試験可能逆止弁 空気作動弁 ② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部であり、火災

により系統機能に影響を与えるものではな

い。また、万一の誤開を想定しても炉心冷

却機能への影響はなく、上流側に隔離弁が

あり原子炉冷却材バウンダリ機能も確保さ

れることから、系統機能に影響を及ぼすも

のではない。 

低圧炉心スプレイスト

レーナ
ストレーナ ② 

不燃材で構成されているため、火災によっ

て影響を受けない。 

SRM検出器 
中性子束計測設

備 

プロセス監視 
① 

SRM駆動機構 ① 

トーラス水温度

温度計測設備 

① 

トーラス水温度 ① 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図８-７：原子炉格納容器内の火災防護対象機器（１／４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図８-７：原子炉格納容器内の火災防護対象機器（２／４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図８-７：原子炉格納容器内の火災防護対象機器（３／４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

858



８条-別添 1-資料 8-34 

図８-７：原子炉格納容器内の火災防護対象機器（４／４） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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別紙２

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉格納容器内の消火活動の概要について 
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1．はじめに

原子炉格納容器内において，火災が発生した場合における消火活動の概要を示

す。 

2．原子炉格納容器内の消火活動について 

(1) 原子炉格納容器内における火災発生時の対応フロー

原子炉格納容器において，低温停止中及び起動中に火災が発生した場合の対応

フローを図８-８，図８-９，図８-10に示す。

図８-８：原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー（低温停止中） 

原子炉格納容器内火災発生※

※

火災感知機作動 

警報発生 

火災発生場所確認 

※：作業に伴う火災発生では作 

業員が初期消火を実施 

消火戦略確認 火災現場急行 通報連絡 

（公設消防，自衛消防隊） 

火災現場到着 

（10 分以内） 

初期消火活動開始 

消火活動 

（公設消防，自衛消防隊） 

消火活動継続 
火災の延焼 

現場監視(初期消火要員) 

鎮火確認（公設消防） 

当直長 

現場指示 
消火器使用 

（二酸化炭素，粉末） 

消火栓の使用を検討 

Yes 

No 

初期消火隊員 中央制御室 

現場応援 
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図８-９：原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー 

（起動中：制御棒引き抜き～原子炉格納容器内点検まで） 

原子炉格納容器内火災発生※１

※

火災感知機作動 

警報発生 

火災発生場所確認 

消火戦略確認 火災現場急行 通報連絡 

（公設消防，自衛消防隊） 

火災現場到着 

（10 分以内） 

消火活動 

（公設消防，自衛消防隊） 

消火活動継続 
火災の延焼 

現場監視(初期消火要員) 

鎮火確認（公設消防） 

当直長 

現場指示 

セルフエアセット着用

消火器（粉末）使用 

消火栓の使用を検討 

Yes 

No 

初期消火隊員 

原子炉停止操作 

中央制御室 

原子炉格納容器開放 

（10 分以内） 

原子炉格納容器の

開放可能の確認 

当直長 

※１：原子炉格納容器閉鎖

現場応援 
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図８-10：原子炉格納容器内での火災発生に対する対応フロー 

（起動中：原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了まで） 

原子炉格納容器内火災発生※１ 

火災感知機作動 

警報発生 

火災発生場所確認 

消火戦略確認 火災現場急行 通報連絡 

（公設消防，自衛消防隊） 

火災現場到着 

（10 分以内） 

消火活動準備 

消火活動 

（公設消防，自衛消防隊） 

消火活動継続 
火災の延焼 

現場監視(初期消火要員) 

鎮火確認（公設消防） 

当直長 

現場指示 

セルフエアセット着用

消火器（粉末）使用

消火栓の使用を検討 

Yes 

No 

初期消火隊員 

原子炉格納容器 

窒素ガス封入作業継続※２ 

中央制御室 

原子炉格納容器開放 

（10 分以内） 

原子炉格納容器の開放

可能の確認 

当直長 

※２：作業開始から酸素濃度１％程度

到達まで約７時間（実績） 

※１：原子炉格納容器閉鎖

  窒素ガス封入中 

原子炉格納容器内 

機器電源遮断※３ 原子炉格納容器 

窒素ガス排出※４ 

※４：酸素濃度１％程度

到達から等価時間 

経過後まで 
※３：火災状況に

応じて実施 

現場応援 
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3．資機材 

(1)消火器

低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器については，消

防法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とす

る。 

低温停止中の消火器の設置本数については，粉末消火器 10 型を原子炉格納容

器上部の各フロアに６本ずつ，原子炉格納容器下部に７本設置する。設置位置に

ついては，原子炉格納容器内の各フロアに対して，火災防護対象機器並びに火災

源から消防法施行規則に定めるところの 20m以内の距離に配置する。 

起動中の消火器の設置本数については，各フロア単位で必要な消火能力を満足

する消火器とし，原子炉格納容器上部で粉末消火器 10型６本，原子炉格納容器

下部で粉末消火器 10型７本を格納容器所員用エアロック室に設置する。 

なお，原子炉格納容器から撤去した残りの消火器についても，原子炉格納容器

の窒素ガス置換作業が完了するまでの間は所員用エアロック室の近傍の通路に

設置する。 

一方，原子炉格納容器全体漏えい率検査時は原子炉格納容器を窒素ガスで加圧

するため，消火器の破損の可能性があることから，検査前に原子炉格納容器内の

消火器を所員用エアロック室に移動し，検査終了後に原子炉格納容器内に再度設

置する。（図８-11） 

(2)消火ホース

原子炉格納容器内の火災に対しては，原子炉格納容器入口近傍の消火栓の使用

を考慮し，油内包機器である主蒸気内側隔離弁（消火栓から約 60ｍ），原子炉再

循環ポンプ用電動機（消火栓から約 55m）及び CRD交換装置（消火栓から約 60m）

に加え，原子炉圧力容器上部エリア（消火栓から約 75m）及び露出ケーブルが布

設されている原子炉圧力容器下部エリア（消火栓から約 70m）での火災に対し消

火栓による消火活動を行うため，消火ホース（20m/本）を所員用エアロック室の

金属箱に３本収納した状態で配備する。 

これにより，消火栓収納箱内の消火ホース２本に金属箱の消火ホース３本を接

続することで約 100mまでの範囲で消火活動が可能となる。（図８-11） 

4．所要時間 

原子炉格納容器内における消火活動の成立性について，原子炉格納容器の所員

用エアロックから最も距離のある場所に設置された油保有機器である CRD交換装

置の火災発生を想定した消火活動の確認を行った。消火活動において確認した概

要を表８-８に，現場のホース布設状況を図８-11に示す。 
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 表８-８：消火活動確認概要（CRD交換装置） 

消火活動 確認事項 

① 原子炉格納容器内に設置した火災感知器が作

動（CRD交換装置での火災を想定）
（起点） 

② 中央制御室の副防災盤にて原子炉格納容器内

の火災発生場所を確認
－ 

③ 中央制御室の初期消火要員が現場に急行 － 

④ 原子炉格納容器入口到着～CRD 交換装置での

油火災発生に対し消火器による消火活動を実

施

10 分以内に到着し，消火器

による消火活動が開始可能 

⑤ 消火器による消火活動の間に，後続の初期消

火隊員が消火栓から所員用エアロックまで消

火ホース布設を実施

所要時間：約 1分 30秒 

⑥ 所員用エアロックから CRD 交換装置まで消火

ホース布設～放水開始
所要時間：約 3分 30秒 

この消火活動の確認において，初期消火要員は原子炉格納容器入口まで，消火

器を確保しても 10 分以内に到着可能であることを確認した。さらに，原子炉格

納容器入口に到着後，消火栓からの消火ホース布設開始から５分程度で消火栓に

よる消火が開始可能であることを確認した。 

したがって，原子炉格納容器内の油内包機器である CRD交換装置で火災が発生

したとしても，10 分以内に消火活動が開始可能であり，さらに火災発生から 15

分以内で消火栓による消火活動が開始可能である。 

一方，原子炉起動中の原子炉格納容器内で火災が発生した場合には，上記確認

の所要時間に加え，セルフエアセット着用（数分），所員用エアロックの開放（約

10分）が追加となるが，所員用エアロックを開放している間にセルフエアセット

を着用することができることから，20分以内に消火活動が開始可能である。 

原子炉格納容器内での火災に対し，迅速な消火活動を行うため，以上に示した

火災発生時の対応フロー，資機材の配置，所要時間を基に島根２号炉の原子炉格

納容器の消火戦略を作成するとともに，消火演習を計画的に行う。
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図８-11：原子炉格納容器内の消火活動の確認状況 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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5．原子炉格納容器内の消火器設置位置及び消火ホースの布設 

低温停止時及び起動時における原子炉格納容器内の火災対応として設置する

消火器の設置位置については，消防法施行規則に従い防火対象物である火災防護

対象機器及び火災源から 20m以内に設置する。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災源に対し，前項の現場確認結果

を基に原子炉格納容器外の消火栓から消火ホースが確実に届くことを確認した。 

消火器の配置及び消火栓の布設確認結果を図８－12に示す。
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図８-12：原子炉格納容器内の火災防護対象機器への消火ホース布設（１／２） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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図８-12：原子炉格納容器内の火災防護対象機器への消火ホース布設（２／２） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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別紙３

原子炉格納容器内火災時の 

想定事象と対応について 
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1．はじめに

原子炉起動中の窒素ガス置換（原子炉格納容器内酸素濃度２％以下）が完了し

ていない時期において，原子炉格納容器内で発生する火災により，保守的に原子

炉の安全機能が全喪失した場合において，原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持することが可能か否か確認する。 

2．原子炉格納容器内火災による影響の想定 

 起動時の原子炉格納容器内の火災による影響を以下の通り想定する。 

(1) 火災発生は，原子炉起動中において窒素ガス置換されていない期間である

「制御棒引き抜き」から「原子炉格納容器内点検終了」（以下「起動～原子炉

格納容器内点検終了」という。）及び「点検終了後」から「窒素ガス置換完了」

（以下「原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了」という。）までの期

間に発生すると想定する。 

(2) 火災源は，油内包機器である「主蒸気内側隔離弁」又は「原子炉再循環ポ

ンプ用電動機」のいずれかの単一火災を想定する。

(3) 油内包機器である CRD 交換装置については，原子炉起動中を含め使用して

いないときは，内包油を抜き取り，電源を遮断することから，原子炉起動中

の火災発生を想定しない。 

(4) 主蒸気内側隔離弁の内包する潤滑油火災は，主蒸気内側隔離弁駆動部及び

駆動部から漏えいした潤滑油が溜る堰の双方で発生するものとする。 

また，原子炉再循環ポンプ電動機の内包する潤滑油火災は，電動機及び電動

機から漏えいした潤滑油が溜る堰の双方で発生するものとする。 

(5) 原子炉格納容器内に設置している主蒸気逃がし安全弁等の主要な材料は金

属製であること，及び原子炉格納容器内に布設しているケーブルは実証試験

により自己消火性，延焼性を確認した難燃ケーブルを使用していることから，

火災の進展は時間経過とともに徐々に原子炉格納容器全域に及ぶものとする。 

(6) 空気作動弁は，電磁弁に接続される制御ケーブルが火災により断線，フェ

イル動作するものとする。

(7) 電動弁は，火災影響により接続するケーブルが断線し，作動させることが

出来ないが，火災発生時の開度を維持するものとする。 

(8) 原子炉格納容器内の監視計器は，「同一パラメータを監視する複数の計器が

配置上分離されて設置されていること」及び「火災が時間経過とともに進展

すること」を考慮し，火災発生直後は全監視計器が同時に機能喪失するとは

想定しないが，火災の進展に伴い監視計器が全て機能喪失するものとする。 
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3．原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持について 

3.1．起動～原子炉格納容器点検終了 

 (1) 高温停止の達成 

原子炉起動中において窒素ガス置換されていない期間である「起動～原子

炉格納容器内点検終了」までの期間（約 40 時間）については，主蒸気内側隔

離弁は“開”状態（図８-13）となっているが，主蒸気内側隔離弁の火災によ

り主蒸気内側隔離弁の閉止，また，原子炉再循環ポンプ用電動機の火災時に

は手動操作によるスクラム操作が想定されることから，原子炉停止系（制御

棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））による緊急停止操作が要求される。こ

のうち，制御棒駆動機構は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，

火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止機能に影

響が及ぶおそれはない。 

スクラム機能が要求される制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットについては，

当該ユニットのアキュムレータ，窒素ガス容器，スクラム弁・スクラムパイ

ロット弁は，原子炉格納容器とは別の火災区域に設置されているため，主蒸

気内側隔離弁及び原子炉再循環ポンプ用電動機の火災の影響はない。当該ユ

ニットの原子炉格納容器内の配管は金属等の不燃性材料で構成する機械品で

あるため，火災による機能喪失は考えにくい。（図８-14） 

以上より，主蒸気内側隔離弁及び原子炉再循環ポンプ用電動機の火災を想

定しても原子炉の高温停止を達成することは可能である。 

 

 (2)低温停止の達成，維持 

低温停止の達成，維持については，原子炉停止後の除熱機能に該当する系

統として，自動減圧系（手動逃がし機能）（図８-13），残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）（図 8-15,16），原子炉隔離時冷却系（図８-17），逃がし安

全弁（手動逃がし機能），高圧炉心スプレイ系（図８-18）が必要となる。こ

れらの系統のうち，ポンプについては，電源ケーブルを含め原子炉格納容器

とは別の火災区域に設置されているため，主蒸気内側隔離弁及び原子炉再循

環ポンプ用電動機の火災の影響はないが，原子炉格納容器内に設置されてい

る電動弁，電磁弁については，電源ケーブル，制御ケーブルが火災の進展に

より機能喪失すると電動弁，電磁弁等も機能喪失することとなる。 

しかしながら，起動～原子炉格納容器点検終了までの間は，原子炉格納容

器内には窒素ガスが封入されていないことから，火災発生を確認した時点で

緊急停止操作を行うとともに初期消火要員が原子炉格納容器所員用エアロッ

ク室に急行（10 分以内）し，火災影響が及んでいない中性子源領域計装(SRM)

で未臨界状態を確認した後に，所員用エアロックを開放（10 分以内）し原子

炉格納容器内に入り消火活動を行うことは可能である。 

よって，原子炉格納容器内の電動弁及び電磁弁について，主蒸気内側隔離

弁又は原子炉再循環ポンプ用電動機の火災影響により全て機能喪失したとし
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ても，原子炉格納容器内に設置された RHR炉水入口内側隔離弁(MV222-6)にア

クセスして手動開操作を行うことが可能であることから，残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）による原子炉の低温停止の達成，維持は可能である。 

3.2．原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完了 

原子炉起動中かつ窒素ガス置換を行っている期間（原子炉格納容器内の酸素

濃度２％まで約３時間）である「原子炉格納容器内点検終了～窒素ガス置換完

了」についても，主蒸気内側隔離弁は”開”状態となっており，主蒸気内側隔

離弁の火災により閉止することが想定され，また，原子炉再循環ポンプ用電動

機の火災時には手動操作によるスクラム操作が想定されることから，原子炉停

止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））による緊急停止操作が要求

される。しかしながら，原子炉の起動工程において窒素ガス置換を優先し，原

子炉格納容器内点検時からのプラント停止状態を維持する。 

この状態で，主蒸気内側隔離弁又は原子炉再循環ポンプ用電動機で火災が発

生した場合には，原子炉格納容器の窒素ガス封入作業については，原子炉格納

容器内酸素濃度１％になる時点まで継続し，その後窒素ガス排出作業を行うこ

とで，原子炉格納容器の開放及び内部での消火活動を安全に行うことが可能で

ある。 

よって，原子炉格納容器内の電動弁及び電磁弁について，主蒸気内側隔離弁

又は原子炉再循環ポンプ用電動機の火災影響により全て機能喪失したとして

も，原子炉格納容器内に設置された RHR 炉水入口内側隔離弁(MV222-6)にアク

セスして手動開操作を行うことが可能であることから，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）による原子炉の低温停止の達成，維持は可能である。 

4．まとめ 

保守的に，起動中の原子炉格納容器内の火災発生により，原子炉の安全機能が

全喪失したと想定しても，運転操作，現場操作により原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し，維持することが可能であることを確認した。 

873



８条-別添 1-資料 8-49 

図
８

-1
3：

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

/自
動
減
圧
系

/逃
が
し
安
全
弁

 

874



８条-別添 1-資料 8-50 

図
８
-1
4：

ほ
う
酸
水
注
入
系
及
び
制
御
棒
に
よ
る
系

 

原
子
炉
圧
力
容
器

 

原
子
炉
格
納
容
器

 

D
2
12

-1
 

水
圧
ユ
ニ
ッ
ト
（

13
7
台
）
 

制
御
棒

 

D
2
12

-2
 

制
御
棒
駆
動
機
構
（

13
7
本
）
 

M
 

M
 

M
 

M
 

M
V
22
5-

2A
 

M
V
22
5-

2B
 

V
2
25

-6
 

V
2
25

-5
 

M
V
22
5-

1B
 

M
V
22
5-
1A
 

V
2
25

-2
A 

V
2
25

-2
B 

P
2
25

-1
A 

P
2
25

-1
B 

Ａ
－
ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ
 

Ｂ
－
ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ
 

ス
ク
ラ
ム
パ
イ
ロ
ッ
ト
弁

ス
ク
ラ
ム
弁

ア キ ュ ム レ ー タ

ほ
う
酸
水
貯
蔵
 

タ
ン
ク

T
2
25

-1
 

S S 

N
2 

 原
子
炉

保
護
系

 

計
装
用
圧
縮
空
気
系

 

H 2
O 

ほ
う
酸
水
注
入
系

 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な

 

系
統
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
の

 

ラ
イ
ン

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

N
2
 

875



８条-別添 1-資料 8-51 

図
８
-1
5：

残
留
熱
除
去
系
（
Ａ
系
）
 

原
子
炉
圧
力
容
器

 

原
子
炉
格
納
容
器
 

M
 

M
 

A
 

M
V
22
2-

15
A 

M
V
22
2-

2A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
 

P
2
22

-1
A 

M
V
22
2-

1A
 

V
2
22

-1
A 

A
 

M
 

M
V
22
2-

22
A 

M
 

M
 

M
 

M
V
22
2-

16
A 

M
 

M
V
22
2-

11
A 

M
V
22
2-

5A
 

M
V
22
2-

3A
 

M
V
22
2-

4A
 

M
V
22
2-

13
 

M
V
22
2-

14
 

A
V
22
2-

1A
 

A
V
22
2-

3A
 

V
2
22

-7
 

M
 

M
 

M
V
22
2-

21
 

M
V
22
2-

20
 

M
 

M
V
22
2-

17
A 

V
2
22

-1
5A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

熱
交
換
器
 

H
2
22

-1
A 

圧 力 容 器 ベ ン ト ・ ド レ ン 系 へ

液
体
廃
棄
物
処
理
系
へ

 

残
留
熱
除
去
系

B
系
へ
 

M
V
22
2-

8A
 

M
V
22
2-

6 

M
V
22
2-

7 

原
子
炉
再
循
環
 

ポ
ン
プ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

（
ト
ー
ラ
ス
）

M
 

M
 

M
 

M
 

M
 

M
 

M
 

M
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
よ
り

 

M
V
22

1-
6 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

他
系
統
と
の
境
界
を
構
成
す
る
電
動
弁
等

 

876



８条-別添 1-資料 8-52 

図
８
-1
6：

残
留
熱
除
去
系
（

B，
C
系
）
 

原
子
炉
圧
力
容
器

 

原
子
炉
格
納
容
器

 

M
 

M
 

A
 

M
V
22
2-

15
B 

M
V
22
2-

2B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ

 

P
2
22

-1
B 

M
V
22
2-

1B
 

V
2
22

-1
B 

A
 

M
 

M
 

M
 

M
V
22
2-

22
B 

M
 

M
 

M
V
22
2-

16
B 

M
 

M
V
22
2-

11
B 

M
V
22
2-

5B
 

M
V
22
2-

3B
 

M
V
22
2-

4B
 

A
V
22
2-

1B
 

A
V
22
2-

3B
 

M
 

M
V
22
2-

17
B 

V
2
22

-1
5B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

熱
交
換
器
 

H
2
22

-1
B 

M
 

M
 

残
留
熱
除
去
系

A
系
へ

 
M
V
22
2-

8B
 

M
V
22
2-

6 

M
V
22
2-

7 

原
子
炉
再
循
環

 

ポ
ン
プ

 

A
 

M
 

M
V
22
2-

5C
 

A
V
22
2-

1C
 

M
 

M
V
22
2-

1C
 

M
 

M
V
22
2-

15
C 

M
 

M
V
22
2-

17
C 

V
2
22

-1
5C
 

Ｃ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ

 

P
2
22

-1
C 

V
2
22

-1
C 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

（
ト
ー
ラ
ス
）

M
 

M
 

M
 

M
V
22

4-
7 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
よ
り

 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

他
系
統
と
の
境
界
を
構
成
す
る
電
動
弁
等

 

877



８条-別添 1-資料 8-53 

図
８
-1
7：

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

 

原
子
炉
圧
力
容
器

 

A
 

M
 

M
 

主
蒸
気
管
よ
り

 

原
子
炉
格
納
容
器

 

M
 

M
 

H
 

M
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

T
2
71

-1
 

M
 

M
 

M
 

M
 

M
 残

留
熱
除
去
系
ミ
ニ
フ
ロ
ー
ラ
イ
ン
 

M
 

M
 

A
 

A
 

A
V
22
1-

1 
M
V
22
1-

2 

M
V
22
1-

5 

M
V
22
1-

4 

給
水
管
へ
 

M
V
22
1-

21
 

M
V
22
1-

20
 

M
V
22
1-

51
 
M
V
22
1-

22
 

M
V
22
1-

7 

潤
滑
油
ク
ー
ラ
 

H
2
21

-2
 

バ
ロ
メ
ト
リ
ッ
ク
復
水
器
 

H
2
21

-1
 

M
V
22
1-

6 

M
V
22
1-

23
 

V
2
21

-2
0 

真
空
タ
ン
ク
 

T
2
21

-1
 

真
空
ポ
ン
プ
 

P
2
21

-3
 

復
水
ポ
ン
プ
 

P
2
21

-4
 

R
C
IC

タ
ー
ビ
ン

 

M
2
21

-1
 

R
C
IC

ポ
ン
プ
 

P
2
21

-1
 

H
V
22
1-

01
 

V
2
21

-2
 

V
2
21

-4
 

M
V
22
1-

10
 

V
2
21

-1
2 

M
V
22
1-

3 
V
2
21

-1
6 

V
2
21

-1
1 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

（
ト
ー
ラ
ス
）

M
 

M
V
22
1-

1 
A

 
A
V
20
2-

1B
 

M
 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
へ
 

M
V
20
2-

2 

M
 

M
V
22
1-

34
 

H
P
AC

へ
 

M
 

M
V
22
2-

15
A 

M
V
22

4-
6 

M
 

M
 

M
V
22

4-
9 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

他
系
統
と
の
境
界
を
構
成
す
る
電
動
弁
等

 

残
留
熱
 

除
去
系
よ
り
 

H
P
AC

よ
り
 

給
水
系
よ
り
 

給
水
系
よ
り
 

復
水
器
へ
 

高 圧 炉 心

ス プ レ イ 系 よ り

878



８条-別添 1-資料 8-54 

    

図
８
-1
8：

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

 

原
子
炉
圧
力
容
器

 

原
子
炉
格
納
容
器
 

M
 

A
 

M
V
22
4-

7 

V
2
24

-1
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
 

P
2
24

-1
 

M
V
22
4-

2 

V
2
24

-3
 

M
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

T
2
71

-1
 

M
 

M
 

M
V
22
4-

5 
M
V
22
4-

6 

残
留
熱
除
去
系

 

ミ
ニ
フ
ロ
ー
ラ
イ
ン

M
 

V
2
24

-2
 

M
 

M
 

M
V
22
4-

8 

M
V
22
4-

9 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

（
ト
ー
ラ
ス
）

M
 

M
V
28
5-

1 
M

 

M
V
22
4-

1 

M
V
22
4-

3 
A
V
22
4-

1 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン

 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

他
系
統
と
の
境
界
を
構
成
す
る
電
動
弁
等

 

燃 料 プ ー ル 補 給 水 系 へ  

残
留
熱
除
去
系
よ
り

 

M
 

M
 

M
V
22

2-
15
C 

M
V
22

2-
15
B 

M
 

M
V
22
1-

5 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ

 

879



資料９ 

島根原子力発電所２号炉における 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する 

構築物，系統及び機器の火災防護対策について 

880



＜目 次＞ 

1. 概要

2. 要求事項

3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の選定につ

いて

 3.1. 重要度分類指針における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能の特定 

3.2. 火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための系統の確認 

3.2.1. 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機能 

3.2.2. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放

射性物質を貯蔵する機能 

3.2.3. 燃料プール水の補給機能 

3.2.4. 放射性物質放出の防止機能 

3.2.5. 放射性物質の貯蔵機能 

 3.3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な構築物，系統及び機器の特定 

4. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の火災区域

設定

5. 火災感知設備の設置について

6. 消火設備の設置について

添付資料１ 島根原子力発電所２号炉における「重要度分類審査指針」に基づく

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統の抽出について 

添付資料２ 島根原子力発電所２号炉における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機

能を達成するための機器リスト 

添付資料３ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜

粋） 

881



8条-別添 1-資料 9-1 

資料９ 

島根原子力発電所２号炉における 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する 

構築物，系統及び機器の火災防護対策について 

１. 概 要

島根原子力発電所２号炉において，単一の内部火災が発生した場合にも，放射

性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な構築物，系統及び機器を

抽出し，その抽出された構築物，系統及び機器に対して火災防護対策を実施する。 

2. 要求事項

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能

を有する構築物，系統及び機器への要求事項を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2. 基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構築

物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区

域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火

災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有

する構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設

置される火災区域
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3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の選定につ

いて

設計基準対象施設のうち，単一の内部火災が発生した場合に対して放射性物質

の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するために必要となる機器等を選定する。機器等

の選定は「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」

（以下「重要度分類審査指針」という。）に基づき，原子炉の状態が運転，起動，

高温停止，低温停止及び燃料交換（ただし，全燃料全取出しの期間を除く）のそ

れぞれにおいて，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な構

築物，系統及び機器を抽出し，以下のとおり実施する。 

3.1. 重要度分類指針における放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能の特定 

 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能について，重要度分類審査指針に基づき，

以下のとおり抽出した。（添付資料１） 

(1) 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機能

(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放射性

物質を貯蔵する機能

(3) 燃料プール水の補給機能

(4) 放射性物質放出の防止機能

(5) 放射性物質の貯蔵機能
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3.2. 火災時に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための系統の確認 

 3.1項で示した「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」に対し，火災によっ

てこれらの機能に影響を及ぼす系統を，以下のとおり「安全機能を有する電

気・機械装置の重要度分類指針」（JEAG4612-2010）（以下「重要度分類指針」

という。）から抽出する。 

 まず，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための系統を，重要度

分類指針を参考に抽出すると下表のとおりとなる。（表９-１） 

表９-１：放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための系統 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能 左記機能を達成するための系統 

(1) 放射性物質の閉じ込め機能，放射

線の遮へい及び放出低減機能

・原子炉格納容器

・原子炉格納容器隔離弁

・原子炉格納容器スプレイ冷却系

・原子炉建物

・非常用ガス処理系

・可燃性ガス濃度制御系

(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリに

直接接続されていないものであ

って，放射性物質を貯蔵する機能

・放射性廃棄物処理施設※（放射能インベントリの大

きいもの）

・燃料プール（燃料貯蔵ラックを含む）

・新燃料貯蔵庫

(3) 燃料プール水の補給機能 ・非常用補給水系（残留熱除去系）

(4) 放射性物質放出の防止機能 ・気体廃棄物処理系の隔離弁

・排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能以外）

・燃料集合体落下事故時放射能放出を低減する系（原

子炉建物，非常用ガス処理系）

(5) 放射性物質の貯蔵機能 ・液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水

機能）

・復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵タンク

・放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さ

いもの）

・新燃料貯蔵庫

・サイトバンカ建物

※：「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」における放射線監視設備のうち，排

気筒モニタを含む 

 次に，上記の系統から，火災による放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能への

影響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防護対策について評価した。 
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3.2.1. 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機能 

重要度分類指針によると，放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及

び放出低減機能に該当する系統は「原子炉格納容器，原子炉格納容器隔離弁，

原子炉格納容器スプレイ冷却系，原子炉建物，非常用ガス処理系，可燃性ガ

ス濃度制御系」である。

このうち，原子炉格納容器及び原子炉建物は，コンクリート・金属等の不

燃性材料で構成する建築物・構造物であるため，火災による機能喪失は考え

にくく，火災によって放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出

低減機能に影響が及ぶおそれはない※。 

また，一次系配管，主蒸気管等は金属等の不燃性材料で構成されており火

災による機能喪失は考えにくいこと，８条-別添１-資料10の8.で記載のとお

り，火災により想定される事象が発生しても，原子炉の安全停止が可能であ

り，放射性物質が放出されるおそれはないことから，原子炉格納容器隔離弁，

原子炉格納容器スプレイ冷却系，非常用ガス処理系及び可燃性ガス濃度制御

系は火災発生時には要求されない。さらに，８条-別添１-資料１の参考資料

３に示すように，これらの系統については，設置許可基準規則第十二条に従

い，火災に対する独立性を有している。 

したがって，火災によって放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及

び放出低減機能に影響を及ぼす系統はない。したがって，これらの機器につ

いては消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。 

ただし，非常用ガス処理系は，原子炉棟送排風機とともに，原子炉建物を

負圧にする機能を有しており，火災発生時に原子炉建物の換気空調設備が機

能喪失した場合でも非常用ガス処理系が使用可能であれば原子炉建物を負

圧維持することができる。このため，原子炉建物の負圧を維持する観点から，

非常用ガス処理系については，火災の発生防止対策，火災の感知・消火対策

及び火災の影響軽減対策を実施することとする。 

あわせて，非常用ガス処理系の機能確保のため原子炉棟給排気隔離弁の閉

操作が必要となるが，原子炉棟給排気隔離弁についてはフェイル・クローズ

設計であり，火災によって隔離弁の電磁弁のケーブルが損傷した場合，隔離

弁が「閉」動作すること，万一の不動作の場合も多重化されていることから

非常用ガス処理系の機能に影響しない。したがって，原子炉棟給排気隔離弁

については消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。 

※：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの 

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等

は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁

等（フランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性

ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内部

に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されること
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はない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの温

度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパ

ッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じないこ

とを確認している。仮に，万一，パッキン類が長時間高温になってシート

性能が低下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，

配管等の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁

等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災に

よっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。 
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3.2.2. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放射

性物質を貯蔵する機能 

重要度分類指針によると，原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されて

いないものであって，放射性物質を貯蔵する機能に該当する系統は「放射性

廃棄物処理施設（放射能インベントリの大きいもの），燃料プール（燃料貯

蔵ラックを含む），新燃料貯蔵庫」である。 

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの大きいもの）である気体廃

棄物処理系の系統概要図を図９-１に示す。 

気体廃棄物処理系のうち，配管，手動弁，排ガス予熱器，排ガス再結合器，

排ガス復水器，排ガス除湿冷却器，排ガス脱湿塔，排ガスメッシュフィルタ，

希ガスホールドアップ塔，空気抽出器排ガスフィルタは金属等の不燃性材料

で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によ

って放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない※。 

また，２号炉における排ガス抽出器・排ガスブロワの吸込み側の空気作動

弁（AV251-5,AV251-6）はフェイル・クローズ設計であり，火災によって当

該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁が無励磁となり当該弁が

自動的に閉止する。万一，当該弁が誤動作した場合であっても，上流側に設

置された希ガスホールドアップ塔によって放射性物質が除去されることか

ら，単一の火災によって放射性物質が放出されることはない。 

図９-１より，火災によって上記の弁が閉止すると気体廃棄物処理系の空

気抽出器排ガスフィルタより上流側で隔離されることとなり，当該弁より下

流側（排ガス抽出器，排ガスブロワ・排気筒が設置されているライン）に放

射性物質が放出されない。 

上記の弁以外の空気作動弁，電動弁については，火災による弁駆動部の機

能喪失によって当該弁が開閉動作をしても，弁本体は金属等の不燃性材料で

構成されており，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物

質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない※。 

以上より，気体廃棄物処理系は火災によって放射性物質を貯蔵する機能に

影響が及ぶおそれはない。したがって，これらの機器については消防法等に

基づく火災防護対策を行う設計とする。 

排気筒モニタについては，重要度分類指針においてMS-3「緊急時対策上重

要なもの及び異常状態の把握機能」のうち，放射線監視設備に該当し，島根

原子力発電所２号炉においては設計基準事故時に中央制御室のプロセス放

射線モニタ盤で監視を行う設備として整理していることから，重要度を踏ま

え火災防護対策を行う設計とする。当該の排気筒モニタについては，図９-

２に示すように隣接した検出器間（Ａ，Ｂ間）をそれぞれ耐火壁により分離

する設計とする。したがって，放射線検出器は火災発生時に検出器が同時に

機能喪失することは考えにくく，代替性を有する設計であることから，重要

度並びに火災影響の有無を踏まえ，消防法等に基づく火災防護対策を行う設
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計とする。 

一方，火災発生時にプロセス放射線モニタ盤が機能喪失すると気体廃棄物

処理系の放射線監視機能が喪失する。このため，中央制御室のプロセス放射

線モニタ盤については，火災の発生防止対策，火災の感知・消火対策及び火

災の影響軽減対策を実施する設計とする。 

 また，燃料プール（燃料貯蔵ラックを含む），新燃料貯蔵庫はコンクリー

ト・金属等の不燃性材料で構成する構造物であるため，火災による機能喪失

は考えにくく，火災によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれ

はない※。 

さらに，燃料プールの関接関連系である燃料プール冷却系については，火

災によって当該機能が喪失しても，燃料プールの水位が遮へい水位に低下す

るまで時間的余裕があり，その間に残留熱除去系（燃料プールへの補給ライ

ン）の弁の手動操作等によって機能を復旧することができることから，火災

によって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない。 

 したがって，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響を及ぼす系統はな

く，これらの機器については，消防法等に基づく火災防護対策を行う設計と

する。 

※：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの 

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等

は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁

等（フランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性

ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内部

に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されること

はない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの温

度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパ

ッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じないこ

とを確認している。仮に，万一，パッキン類が長時間高温になってシート

性能が低下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，

配管等の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁

等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災に

よっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。 
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図９-２：排気筒モニタの配置 
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3.2.3. 燃料プール水の補給機能 

重要度分類指針によると，燃料プール水の補給機能に該当する系統は「非

常用補給水系（残留熱除去系）」である。 

火災によって残留熱除去系が機能喪失しても，燃料プールの水位が遮へい

水位まで低下するまでに時間的余裕があり，その間に電動弁の手動操作等に

よって機能を復旧することができることから，火災によって燃料プール水の

補給機能に影響が及ぶおそれはない。 

したがって，火災によって燃料プール水の補給機能に影響を及ぼす系統は

なく，これらの機器については，消防法等に基づく火災防護対策を行う設計

とする。 

3.2.4. 放射性物質放出の防止機能 

重要度分類指針によると，放射性物質放出の防止機能に該当する系統は

「気体廃棄物処理系の隔離弁，排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能

以外），燃料集合体落下事故時放射能放出を低減する系（原子炉建物，非常

用ガス処理系）」である。 

気体廃棄物処理系の排ガスブロワ及び排ガス抽出器の吸込み側の空気作

動弁は，3.2.2.のとおりであり，火災によって放射性物質が放出されるおそ

れはない。弁本体は，金属等の不燃性材料で構成され，火災による機能喪失

は考えにくく，火災によって放射性物質放出の防止機能に影響が及ぶおそれ

はない※。 

また，原子炉建物，排気筒は金属等の不燃性材料で構成され，火災による

機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質放出の防止機能に影響が及

ぶおそれはない※。 

さらに，燃料集合体の落下事故は，燃料集合体移動時は燃料取替機に燃料

集合体を機械的にラッチさせて吊り上げること，ラッチ部は不燃性材料で構

成され火災による影響は受けないことから，火災により燃料集合体の落下事

故は発生しない。 

また，3.2.1.のとおり非常用ガス処理系については火災の発生防止対策，

火災の感知・消火対策及び火災の影響軽減対策を実施する設計とする。 

したがって，非常用ガス処理系を除き，火災によって放射性物質放出の防

止機能に影響を及ぼす系統はなく，これらの機器については，消防法等に基

づく火災防護対策を行う設計とする。 

※：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの 

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等

は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁

等（フランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性

ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内部
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に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されること

はない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの温

度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパ

ッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じないこ

とを確認している。仮に，万一，パッキン類が長時間高温になってシート

性能が低下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，

配管等の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁

等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災に

よっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。 

3.2.5. 放射性物質の貯蔵機能 

 重要度分類指針によると，放射性物質の貯蔵機能に該当する系統は，「液

体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機能），復水貯蔵タンク，

補助復水貯蔵タンク，放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さい

もの），新燃料貯蔵庫，サイトバンカ建物」である。 

(1) 液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機能）

液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機能）の概略系統図

を図９-３に示す。液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機

能）のうち，配管，手動弁，トーラス水受タンクは金属等の不燃性材料で

構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく， 火災に

よって放射性物質を貯蔵する機能に影響が及ぶおそれはない※。 

また，液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機能）は空気

作動弁を介して液体廃棄物処理系（機器ドレン系及び床ドレン化学廃液

系）と接続されているが，これらについては後述のとおり，火災によって

放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない。 

さらに，液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機能）は残

留熱除去系と接続されているが，液体廃棄物処理系（サプレッション・チ

ェンバ排水機能）と残留熱除去系を接続する残留熱除去系側の電動弁

（MV222-20）は，通常閉かつ残留熱除去系の機能要求時も閉であること，

火災影響を受けて当該弁が機能喪失した場合でも閉状態が維持されるこ

と，万一，誤動作した場合であっても電源区分の異なる弁（MV222-21）で

二重化されていることから，火災によって放射性物質が放出されることは

ない。 

以上より，液体廃棄物処理系（サプレッション・チェンバ排水機能）に

ついて，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が及ぶおそれはない。 
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(2) 復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵タンク，新燃料貯蔵庫，サイトバンカ建

物

復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵タンク，新燃料貯蔵庫，サイトバンカ建

物については，コンクリート・金属等の不燃性材料で構成する構造物であ

るため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質の貯

蔵機能に影響が及ぶおそれはない※。 

(3) 放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）

放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）である液体

廃棄物処理系について，関連する系統（固体廃棄物処理系）も含めて系統

概要図を図９-４～図９-９に示す。 

液体廃棄物処理系（機器ドレン系，床ドレン化学廃液系），固体廃棄物

処理系のうち，配管，手動弁，タンク，ろ過脱塩器，脱塩器，濃縮器及び

濃縮器復水器は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災に

よる機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響が

及ぶおそれはない※。 

また，各空気作動弁はフェイル・クローズ設計であり，火災によって当

該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁が無励磁となり当該弁

は自動的に閉止する。万一，空気作動弁が誤動作した場合であっても，機

器ドレン系については，移送先が復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵タンク若

しくは床ドレンタンクであることから放射性物質が放出されることはな

い。 

床ドレン化学廃液系については，系外放出ラインに3個の空気作動弁（処

理 水 タ ン ク か ら に つ い て は AV252-121,AV252-303/305/308 ，

CV252-401/402/403，ランドリドレンタンクからについてはAV252-302A/B，

AV252-303/305/308，CV252-401/402/403）を直列に設置しており，単一の

弁の誤動作では放射性物質が放出されない設計としている。これらの空気

作動弁は北側ポンプ室に設置しており，油内包機器等の可燃物があり火災

が発生する可能性があるが，各空気作動弁はフェイル・クローズ設計であ

り，火災によって当該弁の電磁弁のケーブルが機能喪失すると電磁弁が無

励磁となり当該弁は自動的に閉止する。仮に直列に設置された３個の空気

作動弁が誤動作により開となっても，処理水ポンプ及びランドリドレンポ

ンプの誤起動が同時に発生しない限り放射性物質が放出されることはな

い（図９-６）。 

なお，系外放出ラインの３個の空気作動弁を設置している廃棄物処理建

物北側ポンプ室には，処理水ポンプ及びランドリドレンポンプが設置され

ており，これらの空気作動弁とは十分な離隔距離が確保されているうえ，

全域ガス消火設備が設置されていることから，単一の火災によって放射性

物質が放出されることはない。 
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また，図９-４～９-９より，火災によって上記の弁が閉止すると液体廃

棄物処理系の放射性液体廃棄物は系統内に隔離されることとなり，系統外

へ放射性物質が放出されない。 

したがって，液体廃棄物処理系は火災によって放射性物質を貯蔵する機

能に影響が及ぶおそれはなく，これらの機器については消防法等に基づく

火災防護対策を行う設計とする。 

※：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの 

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物

等は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電

動弁等（フランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため

不燃性ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ

等の内部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱

されることはない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，

パッキンの温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験

にて接液したパッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度

上昇が生じないことを確認している。仮に，万一，パッキン類が長時間

高温になってシート性能が低下したとしても，シート部からの漏えいが

発生する程度で，弁，配管等の機能が失われることはなく，他の機器等

への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止

弁等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火

災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。 
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図９-10：液体廃棄物処理系（床ドレン化学廃液系）機器配置 

図９-11：液体廃棄物処理系（床ドレン化学廃液系）の弁配置状況 

AV252-303 CV252-401 
CV252-403 

AV252-308 

AV252-305 CV252-402 

CV252-401 

CV252-402,403 

全体図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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放射性廃棄物処理施設（放射能インベントリの小さいもの）である固体廃棄

物貯蔵所（ドラム缶）は，金属等の不燃性材料で構成される。ドラム缶に収め

貯蔵するもののうち雑固体廃棄物については，図９-12に示すフローチャート

に従い分別し，「可燃」，「難燃」については，雑固体廃棄物焼却設備（焼却

炉）で焼却した後の「不燃」の焼却灰の状態でドラム缶に収納することから，

ドラム缶内部での火災による機能喪失は考えにくく，火災によって放射性物質

貯蔵等の機能に影響が及ぶおそれはない。 

一方，「不燃」には，金属等の不燃性材料をドラム缶に収納する際に収納す

るポリエチレン製の袋や識別用シールといった可燃物を含むものの，収納物は

不燃性材料であること，ドラム缶の内部には危険物を含まないこと，ポリエチ

レンの発火点は350℃より高いこと，固体廃棄物貯蔵所（ドラム缶）内には高

温となる設備がないことから，ドラム缶内部での火災発生は考えにくく，火災

によって放射性物質貯蔵等の機能喪失に影響が及ぶおそれはない※。

また，固体廃棄物貯蔵所における放射性固体廃棄物の保管状況を確認するた

めに，固体廃棄物貯蔵所を１週間に１回巡視するとともに，３ヶ月に１回保管

量を確認する。 

さらに，固体廃棄物貯蔵所はコンクリートで構築された建物である。 

したがって，火災によって放射性物質の貯蔵機能に影響を及ぼす系統はなく，

これらの機器については，消防法等に基づく火災防護対策を行う設計とする。 

※：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの 

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等は，

不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁等（フ

ランジ部等を含む）には内部の液体の漏えいを防止するため不燃性ではない

パッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内部に取り付け

ており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されることはない。機器

自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの温度も上昇するが，

フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液したパッキン類のシート面

に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じないことを確認している。仮

に，万一，パッキン類が長時間高温になってシート性能が低下したとしても，

シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，配管等の機能が失われること

はなく，他の機器等への影響もない。 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等

やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災によっ

ても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。 
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図９-12：固体廃棄物貯蔵所（ドラム缶）貯蔵へのフローチャート 

3.3. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な構築物，系統及び機器の特定 

3.2.での検討の結果，添付資料２に示すとおり，火災時に「放射性物質の貯

蔵又は閉じ込め機能」が喪失する系統はない。 

ただし，火災時における原子炉建物の負圧維持の観点から，非常用ガス処理

系については「火災防護に係る審査基準」に基づく火災防護対策を実施する。

また，排気筒モニタについては，監視機能を有する中央制御室のプロセス放射

線モニタ盤に対して「火災防護に係る審査基準」に基づく火災防護対策を実施

する。 

使用済樹脂 濃縮廃液 

セメント

固化設備 

焼却後（灰，不燃） 

雑固体廃棄物 

可燃物，難燃物 不燃物 

袋（ポリエチレン製）封入 

ドラム缶等に封入 

雑固体廃棄物焼却設備 

固体廃棄物貯蔵所 

（ドラム缶等）に貯蔵保管 
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4. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の火災区域

設定

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置す

る区域を火災区域として設定する。火災区域については設置された構築物，系

統及び機器の重要度に応じて火災の影響軽減対策を行う設計とする。原子炉建

物の負圧維持の観点から，非常用ガス処理系を設置する建物並びに非常用ガス

処理系設置区域に対して，以下の要求事項に従って３時間以上の耐火性能を有

する耐火壁で隣接する他の火災区域と分離する設計とし，その他の放射性物質

の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の設置区域については，

火災によりこれらの機能が喪失することはないが，隣接する他の火災区域と３

時間以上の耐火性能を有するコンクリート壁により分離する設計とする。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

1.2  用語の定義 

(11) 「火災区域」耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内の

区域をいう。

2.3 火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置す

る火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画にお

ける火災による影響に対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための

対策を講じた設計であること。 

(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置さ

れる火災区域については、３時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他

の火災区域から分離されていること。
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5．火災感知設備の設置について 

非常用ガス処理系を設置する火災区域に対しては，以下の要求事項に基づく 

火災感知設備を設置する。また，プロセス放射線モニタ盤を設置する中央制御室

については，以下の要求事項に基づく火災感知設備を設置する。設置する火災感

知設備については，８条-別添１-資料５に記載のものと同等とする。その他の火

災区域については，消防法等に準じて火災感知設備を設置する設計とする。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2.2火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行える設計であること。 

(1)火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条

件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知

できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及び

これと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置する

こと。また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止するため

の方策を講ずること。 

② 感知器については消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第23条第４

項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項において求

める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機

に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年自治省令第17号）第12条か

ら第18条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置すること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。
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6．消火設備の設置について 

非常用ガス処理系を設置する火災区域に対しては，以下の要求事項に基づく全

域ガス消火設備を設置する。設置する全域ガス消火設備については，８条-別添

１-資料６に記載のものと同等とする。

また，プロセス放射線モニタ盤を設置する中央制御室については，８条-別添

１-資料１に記載のとおり，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火

災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万

一，火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備に

よって排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域と

して選定し，消火器で消火を行う設計とする。その他の火災区域については，消

防法等に準じて消火設備を設ける設計とする。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2.2火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行える設計であること。 

なお，「2.2.1(2)消火設備」の要求事項を添付資料３に示す。 
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

「重要度分類審査指針」に基づく放射性物質の 

貯蔵又は閉じ込め機能並びに系統の 

抽出について 
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入

弁
,タ

ン
ク

出
口
弁

,

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
,ポ

ン
プ
吸
込
配
管
及
び
弁
,注

入
配
管
及
び
弁
）
 

3)
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ

リ
の
過
圧
防
止
機
能

逃
が

し
安

全
弁

(
安

全
弁

と

し
て
の
開
機
能
) 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
（
安
全
弁
開
機
能
）

 
－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

4)
原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能

残
留

熱
を

除
去

す
る

系
統

(
残

留
熱

除
去

系
(
原

子
炉

停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
) 

，
原

子

炉
隔

離
時

冷
却

系
，

高
圧

炉

心
注

水
系

、
逃

が
し

安
全

弁

(手
動
逃
が
し
機
能
) 
，
自
動

減
圧

系
(
手

動
逃

が
し

機

能
))
 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）（

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ，

熱
交
換
器
，

原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
の
ル
ー
ト
と
な
る
配
管
及
び
弁
）
 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
（
原
子
炉

停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
 

（
残
留
熱
除
去
系
）
 

熱
交
換
器
バ
イ
パ
ス
配
管
及
び
弁
 

原
子
炉
隔
離

時
冷
却

系
（
ﾎ
ﾟﾝ
ﾌﾟ

，
ｻﾌ

ﾟﾚ
ｯｼ

ｮﾝ
・

ﾁｪ
ﾝ
ﾊﾞ
，
ﾀｰ

ﾋﾞ
ﾝ
，
ｻﾌ

ﾟﾚ

ｯｼ
ｮﾝ
・
ﾁｪ
ﾝﾊ
ﾞか

ら
注
水
先
ま
で
の
配
管
，
弁
）

 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-3 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

MS
-1
 

1)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン

ダ
リ

の
過

圧
を

防
止

し
，

敷
地

周

辺
公

衆
へ

の
過

度
の

放
射

線
の

影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及

び
機
器
 

4)
原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能

残
留

熱
を

除
去

す
る

系
統

(
残

留
熱

除
去

系
(
原

子
炉

停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
) 

，
原

子

炉
隔

離
時

冷
却

系
，

高
圧

炉

心
注

水
系

、
逃

が
し

安
全

弁

(手
動
逃
が
し
機
能
) 
，
自
動

減
圧

系
(
手

動
逃

が
し

機

能
))
 

直
接
関
連
系
 

（
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系
）
 

ﾀｰ
ﾋﾞ
ﾝへ

の
蒸
気
供
給
配
管
，
弁

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
ﾗｲ
ﾝ配

管
，
弁

ｽﾄ
ﾚｰ
ﾅ

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
出
口
水
源
切
替
弁
 

ポ
ン
プ
の

復
水
貯

蔵
タ
ン
ク

か
ら
の

吸
込
配

管
，
弁
 

潤
滑
油
冷

却
器
及

び
そ
の
冷

却
器
ま

で
の
冷

却
供
給
配
管

 

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ

系
 
（

ﾎﾟ
ﾝ
ﾌﾟ
，
ｻ
ﾌﾟ
ﾚ
ｯｼ
ｮ
ﾝ・

ﾌ
ﾟｰ
ﾙ，

ｻﾌ
ﾟﾚ

ｯｼ
ｮ
ﾝ・

ﾁｪ
ﾝﾊ
ﾞ，

配
管
，
弁
，
注
入
ヘ
ッ
ダ
）

直
接
関
連
系
 

（
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系
）

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
ﾗｲ
ﾝ配

管
，
弁

ｽﾄ
ﾚｰ
ﾅ

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
出
口
水
源
切
替
弁
 

ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
の

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
か

ら
の

吸
込

配

管
，
 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
（
手
動
逃
が
し
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
主

蒸
気

逃
が

し
安

全
弁
（
手
動
逃
が
し
機

能
））

 

原
子
炉
圧

力
容
器

か
ら
主
蒸

気
逃
が

し
安
全

弁
ま
で
の
主
蒸
気
配
管
 

駆
動
用
窒
素
源

 
（
ｱｷ
ｭ
ﾑﾚ
ｰﾀ

，
ｱｷ
ｭﾑ

ﾚｰ
ﾀか

ら
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
ま
で
の
配
管
，
弁
） 

自
動
減
圧
系
（
手
動
逃
が
し
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
自
動
減
圧
系
（
手
動

逃
が
し
機
能
））

 

原
子
炉
圧

力
容
器

か
ら
主
蒸

気
逃
が

し
安
全

弁
ま
で
の
主
蒸
気
配
管
 

駆
動
用
窒
素
源

 
（
ｱｷ
ｭ
ﾑﾚ
ｰﾀ

，
ｱｷ
ｭﾑ

ﾚｰ
ﾀか

ら
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
ま
で
の
配
管
，
弁
） 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-4 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

MS
-1
 

1)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン

ダ
リ

の
過

圧
を

防
止

し
，

敷
地

周

辺
公

衆
へ

の
過

度
の

放
射

線
の

影

響
を

防
止

す
る

構
築

物
，

系
統

及

び
機
器
 

5)
炉
心
冷
却
機
能

非
常
用
炉
心
冷
却
系

(低
圧
注
水
系
，
原
子
炉

隔
離
時
冷

却
系
，

高
圧
炉
心

注
水
系

，
自
動

減
圧
系

) 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
 
（
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ，

ｻ
ﾌﾟ
ﾚｯ
ｼｮ
ﾝ・

ﾁｪ
ﾝﾊ
ﾞ，

ｻﾌ
ﾟﾚ

ｯｼ
ｮ
ﾝ・

ﾁ
ｪﾝ
ﾊ
ﾞ
か
ら

注
水
先

ま
で
の

配
管
，

弁
（
熱
交
換

器
ﾊﾞ

ｲﾊ
ﾟｽ

ﾗｲ
ﾝ含

む
），

注
水
ﾍｯ
ﾀﾞ
）

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
（
残
留
熱

除
去
系
（
低
圧
注
水
モ

ー
ド
））

 

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
ﾗｲ
ﾝの

配
管
，
弁

ｽﾄ
ﾚｰ
ﾅ

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 
（
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ，

ｻﾌ
ﾟﾚ
ｯｼ
ｮﾝ
・
ﾁｪ
ﾝﾊ
ﾞ，

ｻ
ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｮ
ﾝ
・

ﾁｪ
ﾝﾊ
ﾞか

ら
ス
プ
レ
イ
先
ま
で
の
配
管
，
弁
，
ｽﾌ
ﾟﾚ
ｲﾍ
ｯﾀ
ﾞ）

直
接
関
連
系
（
低
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
））

 

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
ﾗｲ
ﾝの

配
管
，
弁

ｽﾄ
ﾚｰ
ﾅ

高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ

系
（
ﾎ
ﾟﾝ
ﾌﾟ

，
ｻﾌ

ﾟﾚ
ｯｼ

ｮﾝ
・

ﾁｪ
ﾝ
ﾊﾞ
，
ｻﾌ

ﾟﾚ
ｯ
ｼｮ
ﾝ
・
ﾁ

ｪﾝ
ﾊﾞ
か
ら
ス
プ
レ
イ
先
ま
で
の
配
管
，
弁
，
ｽﾌ
ﾟﾚ
ｲ
ﾍｯ
ﾀﾞ
）
 

直
接
関
連
系
（
高
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系
）
 

ｽﾄ
ﾚｰ
ﾅ

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
ﾗｲ
ﾝ配

管
，
弁

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
出
口
水
源
切
替
弁
 

ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
の

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
か

ら
の

吸
込

配

管
,弁

 

自
動
減
圧
系
（
逃
が
し
安
全
弁
）

 

直
接
関
連
系
（
自
動
減

圧
系

（
逃

が
し

安
全

弁
））

 

原
子
炉
圧

力
容
器

か
ら
主
蒸

気
逃
が

し
安
全

弁
ま
で
の
主
蒸
気
配
管
 

駆
動
用
窒
素
源

 
（
ｱｷ
ｭ
ﾑﾚ
ｰﾀ

，
ｱｷ
ｭﾑ

ﾚｰ
ﾀか

ら
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
ま
で
の
配
管
，
弁
） 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-5 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

MS
-1
 

1)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を
緊

急
に

停
止

し
，

残
留

熱
を

除
去

し
，

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

過
圧

を
防

止

し
，

敷
地

周
辺

公
衆

へ
の

過
度

の
放

射
線

の
影

響
を

防
止

す
る

構
築
物
，
系
統
及
び
機
器
 

6)
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
，

放
射

線
の

遮
へ

い
及

び
放

出
低

減

機
能
 

原
子
炉
格
納
容
器
，
 

原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
，
 

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ

冷
却
系
，
 

原
子
炉
建
屋
，
 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
，
 

非
常

用
再

循
環

ガ
ス

処
理

系
，
 

可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
 

原
子
炉
格
納
容
器
 
（
格
納
容
器
本
体
，
貫
通
部
，
所

員
用
エ
ア
ロ
ッ
ク
，

機
器
搬
入
ハ
ッ
チ
）
 

○
 

－
 

（
原
子
炉
格
納
容
器
及
び
原
子
炉
建
物
は
，
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
金
属
等
の
不
燃

性
材
料
で
構
成
す
る
建
築
物
・
構
造
物
で
あ
る
こ
と
，
一
次
系
配
管
，
主
蒸
気

管
等
は
金
属
等
の
不
燃
性
材
料
で
構
成
さ
れ
て
お
り
，
火
災
に
よ
る
機
能
喪
失

は
考
え
に
く
く
，
火
災
に
よ
っ
て
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
，
放
射
線
の

遮
へ
い
及
び
放
出
低
減
機
能
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
は
な
い
。
ま
た
，
火
災
に

よ
り
想
定
さ
れ
る
事
象
（
8
条
-別

添
1-
資
料

10
の

8.
に
記
載
）
が
発
生
し
て

も
，
原
子
炉
の
安
全
停
止
が
可
能
で
あ
り
，
放
射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
る
お
そ

れ
は
な
い
こ
と
か
ら
，
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
，
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
冷
却
系
，
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
及
び
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
は
火
災
発
生

時
に
は
要
求
さ
れ
な
い
。
）

直
接
関
連
系
 

（
原
子
炉
格
納
容
器
）
 

ベ
ン
ト
管
 

ス
プ
レ
イ
管

真
空
破
壊
弁
 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
排
気
管
の
ｸｴ
ﾝﾁ
ｬ 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
 

直
接
関
連
系
（
原
子
炉

建
物
原
子
炉
棟
）
 

原
子
炉
棟
給
排
気
隔
離
弁
 

原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
及
び
格
納
容
器
バ
ウ
ン
ダ
リ
配
管

 

直
接
関
連
系
（
原
子
炉

格
納

容
器

隔
離

弁
及

び
格

納
容

器
バ

ウ
ン

ダ
リ
配
管
）
 

主
蒸
気
隔
離
弁
駆
動
用
空
気
又
は
窒
素
源
（
ｱ

ｷｭ
ﾑﾚ
ｰﾀ
，
ｱｷ
ｭﾑ
ﾚｰ
ﾀか

ら
主
蒸
気
隔
離
弁
ま
で

の
配
管
，
弁
）

主
蒸
気
流
量
制
限
器
 

残
留
熱
除
去
系
（
格
納
容
器
冷
却
ﾓｰ
ﾄﾞ
）
 
（
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ
，
熱
交
換
器
，
ｻﾌ
ﾟ

ﾚｯ
ｼｮ
ﾝ・

ﾁｪ
ﾝﾊ
ﾞ，

ｻﾌ
ﾟﾚ
ｯｼ
ｮﾝ
・
ﾁｪ
ﾝﾊ
ﾞか

ら
ｽﾌ
ﾟﾚ
ｲ先

（
ﾄﾞ
ﾗｲ
ｳｪ
ﾙ及

び
ｻﾌ
ﾟ

ﾚ
ｯ
ｼ
ｮ
ﾝ
・

ﾁ
ｪ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
気

層
部

）
ま

で
の

配
管

，
弁

，
ｽ
ﾌ
ﾟﾚ

ｲ
ﾍ
ｯ
ﾀ
ﾞ
（

ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ｳ
ｪ
ﾙ

及
び
ｻﾌ
ﾟﾚ
ｯｼ
ｮﾝ
・
ﾁｪ
ﾝﾊ
ﾞ）
）

直
接
関
連
系
（
残
留
熱

除
去
系
（
格
納
容
器
冷

却
ﾓｰ
ﾄﾞ
））

 

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
ﾗｲ
ﾝの

配
管
，
弁

ｽﾄ
ﾚｰ
ﾅ

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
（
乾
燥
装
置
，
排
風
機
，
ﾌｨ
ﾙﾀ
装
置
，
原
子
炉
建
物

原
子
炉
棟
吸
込
口
か
ら
排
気
筒
頂
部
ま
で
の
配
管
，
弁
）

 

○
 

（
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
は
，
原
子
炉
棟
送
排
風
機
と
と
も
に
，
 原

子
炉
建
物
を

負
圧
に
す
る
機
能
を
有

し
て
お
り
，
火

災
発
生
時
に

原
子
炉
建
物
の
換
気
空
調

設
備
が
機
能
喪
失
し
た

場
合
で
も
非
常

用
ガ
ス
処
理

系
が
使
用
可
能
で
あ
れ
ば

原
子
炉
建
物
を
負
圧
維

持
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ

の
た
め
，
原
子
炉
建
物
の

負
圧
を
維
持
す
る
観
点

か
ら
，
非
常
用

ガ
ス
処
理
系

に
つ
い
て
は
，
火
災
の
発

生
防
止
対
策
，
火
災
の

感
知
・
消
火
対

策
及
び
火
災

の
影
響
軽
減
対
策
を
実
施

す
る
。）

 

直
接
関
連
系
（
非
常
用

ガ
ス
処
理
系
）
 

乾
燥
装
置
（
乾
燥
機
能
部
分
）
 

排
気
筒
（

非
常
用

ガ
ス
処
理

系
排
気

管
の
支

持
機
能
）
 

可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
 
（
再
結
合
装
置
，
原
子

炉
格
納
容
器
か
ら
再

結
合
装
置
ま
で
の
配
管
，
弁
，
再
結
合
装
置
か
ら
原

子
炉
格
納
容
器
ま
で

の
配
管
，
弁
）
 

－
 

（
原
子
炉
格
納
容
器
及

び
原
子
炉
建
物

は
，
コ
ン
ク

リ
ー
ト
・
金
属
等
の
不
燃

性
材
料
で
構
成
す
る
建

築
物
・
構
造
物

で
あ
る
こ
と

，
一
次
系
配
管
，
主
蒸
気

管
等
は
金
属
等
の
不
燃

性
材
料
で
構
成

さ
れ
て
お
り

，
火
災
に
よ
る
機
能
喪
失

は
考
え
に
く
く
，
火
災

に
よ
っ
て
放
射

性
物
質
の
閉

じ
込
め
機
能
，
放
射
線
の

遮
へ
い
及
び
放
出
低
減

機
能
に
影
響
が

及
ぶ
お
そ
れ

は
な
い
。
ま
た
，
火
災
に

よ
り
想
定
さ
れ
る
事
象
（
8
条
-別

添
1-
資
料

10
の

8.
に
記
載
）
が
発
生
し
て

も
，
原
子
炉
の
安
全
停

止
が
可
能
で
あ

り
，
放
射
性

物
質
が
放
出
さ
れ
る
お
そ

れ
は
な
い
こ
と
か
ら
，

原
子
炉
格
納
容

器
隔
離
弁
，

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
冷
却
系
，
非
常
用
ガ

ス
処
理
系
及
び

可
燃
性
ガ
ス

濃
度
制
御
系
は
火
災
発
生

時
に
は
要
求
さ
れ
な
い
。
）

直
接
関
連
系
（
可
燃
性

ガ
ス
濃
度
制
御
系
）
 

残
留
熱
除

去
系
（

再
結
合
装

置
へ
の

冷
却
水

供
給
を
司
る
部
分
）
 

遮
へ
い
設
備
（
原
子
炉
遮
へ
い
壁
，
一
次
遮
へ
い
壁
，
二
次
遮
へ
い
壁
）
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。

913



８条-別添 1-資料 9-添付 1-6 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

MS
-1
 

2)
安

全
上

必
須

な
そ

の
他

の
構

築
物
，
系
統
及
び
機
器
 

1)
工

学
的

安
全

施
設

及
び

原
子

炉

停
止

系
へ

の
作

動
信

号
の

発
生

機

能
 

安
全
保
護
系
 

・
原
子
炉
緊
急
停
止
の
安
全
保
護
回
路

・
非
常
用
炉
心
冷
却
系
作
動
の
安
全
保
護
回
路

・
主
蒸
気
隔
離
の
安
全
保
護
回
路

・
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
の
安
全
保
護
回
路

・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
作
動
の
安
全
保
護
回
路

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

2)
安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能

非
常
用
所
内
電
源
系
，
 

制
御

室
及

び
そ

の
遮

蔽
・

非

常
用
換
気
空
調
系
，
 

非
常
用
補
機
冷
却
水
系
，
 

直
流
電
源
系
 

(
い

ず
れ

も
，

MS
-1

関
連

の

も
の
) 

非
常
用
所
内
電
源
系
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
発
電
機
か
ら
非
常

用
負
荷
ま
で
の
配
電
設
備
及
び
電
路
）

 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
非

常
用

所
内

電
源

系
）
 

燃
料
系
（
軽
油
タ
ン
ク
～
機
関
）
 

始
動
用
空
気
系
（
空
気
だ
め
～
機
関
）
 

吸
気
系
 

冷
却
水
系
 

中
央
制
御
室
 

中
央
制
御
室
遮
蔽
 

中
央

制
御

室
空

調
換

気
系

（
放

射
線

防
護

機
能

及
び

有
毒

ガ
ス

防
護

機

能
）（

非
常
用

再
循

環
送
風

機
，

非
常

用
再
循

環
ﾌ
ｨﾙ

ﾀ装
置

，
空
気

調
和

装
置
，
送
風
機
，
排
風
機
，
ダ
ク
ト
及
び
ダ
ン
パ
）

 

原
子
炉

補
機
冷

却
水

系
（
ﾎ
ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ，

熱
交
換

器
，

非
常
用
系

負
荷
冷

却
ﾗｲ

ﾝ配
管
，
弁
）

直
接
関
連
系
（
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
）
 

ｻｰ
ｼﾞ
ﾀﾝ
ｸ

原
子
炉
補
機
海
水
系
（
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ，

配
管
，
弁
，
ｽﾄ
ﾚｰ
ﾅ（

MS
-1

関
連
））

 

直
接
関
連
系
（
原
子
炉

補
機
海
水
系
）
 

ｽﾄ
ﾚｰ
ﾅ（

異
物
除
去
機
能
を
司
る
部
分
）

取
水
路
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水
系
（
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ，

熱
交
換
器
，
配
管
，
弁
） 

直
接
関
連
系
（
高
圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
補

機
冷

却
水
系
）
 

ｻｰ
ｼﾞ
ﾀﾝ
ｸ

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
系
（
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ，

配
管
，
弁
，
ｽﾄ
ﾚｰ
ﾅ）

 

直
接
関
連
系
（
高
圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
補

機
海

水
系
）
 

ｽﾄ
ﾚｰ
ﾅ（

異
物
除
去
機
能
を
司
る
部
分
）

取
水
路
 

直
流
電
源
設
備
（
蓄
電
池
，
蓄
電
池
か
ら
非
常
用
負

荷
ま
で
の
配
電
設
備

及
び
電
路
）
 

計
測
制
御
用
電
源
設
備
（
電
源
装
置
か
ら
非
常
用
計
測
制
御
装
置
ま
で
の

配
電
設
備
及
び
電
路
）
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-7 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

PS
-2
 

1)
そ

の
損

傷
又

は
故

障
に

よ
り

発
生

す
る

事
象

に
よ

っ
て

，
炉

心
の

著
し

い
損

傷
又

は
燃

料
の

大
量

の
破

損
を

直
ち

に
引

き
起

こ
す

お
そ

れ
は

な
い

が
，

敷
地

外
へ

の
過

度
の

放
射

性
物

質
の

放
出

の
お

そ
れ

の
あ

る
構

築

物
，
系
統
及
び
機
器
 

1)
原

子
炉

冷
却

材
を

内
蔵

す
る

機

能
(た

だ
し
、

原
子
炉
冷

却
材
圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
か

ら
除

外
さ

れ
て

い

る
計

装
等

の
小

口
径

の
も

の
及

び

バ
ウ

ン
ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て

い
な
い
も
の
は
除
く
。
) 

主
蒸
気
系
，
 

原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系
（

い

ず
れ

も
，

格
納

容
器

隔
離

弁

の
外
側
の
み
）
 

原
子
炉
浄
化
系
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
か
ら
外
れ
る
部
分
）
 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

主
蒸
気
系
 

原
子
炉

隔
離
時

冷
却

系
ﾀｰ

ﾋﾞ
ﾝ蒸

気
供
給

ラ
イ

ン
（

原
子
炉

冷
却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
か

ら
外

れ
る

部
分

で
あ

っ
て

外
側

隔
離

弁
下

流
か

ら
タ

ー

ビ
ン
止
め
弁
ま
で
）
 

2)
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て
い

な
い

も

の
で
あ
っ
て
，
放
射
性
物
質
を
貯
蔵

す
る
機
能
 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施
設

(
放

射
能

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の

大
き
い
も
の
) 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

(
使

用

済
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

を
含

む
) 

気
体
廃
棄
物
処
理
系
 
（
活
性
炭
式
希
ガ
ス
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ
装
置
）

 
○
 

－
 

（
気
体
廃
棄
物
処
理

系
の
う
ち
，
配

管
，
手
動
弁

，
排
ガ
ス
予
熱
器
，
排

ガ
ス

再
結
合
器
，
排
ガ
ス

復
水
器
，
排
ガ

ス
除
湿
冷
却

器
，
排
ガ
ス
脱
湿
塔
，

排
ガ

ス
メ
ッ
シ
ュ
フ
ィ
ル

タ
，
希
ガ
ス
ホ

ー
ル
ド
ア
ッ

プ
塔
，
空
気
抽
出
器
排

ガ
ス

フ
ィ
ル
タ
は
金
属
等

の
不
燃
性
材
料

で
構
成
す
る

機
械
品
で
あ
る
た
め
，

火
災

に
よ
る
機
能
喪
失
は

考
え
に
く
く
，

火
災
に
よ
っ

て
放
射
性
物
質
を
貯
蔵

す
る

機
能
に
影
響
が
及
ぶ

お
そ
れ
は
な
い

。
ま
た
，
排

ガ
ス
抽
出
器
・
排
ガ
ス

ブ
ロ

ワ
の
吸
込
み
側
の
空
気
作
動
弁
（
AV
25
1-
5,
AV
25
1-
6）

は
フ
ェ
イ
ル
・
ク
ロ
ー

ズ
設
計
で
あ
り
，
火

災
に
よ
っ
て
当

該
弁
の
電
磁

弁
の
ケ
ー
ブ
ル
が
機
能

喪
失

す
る
と
電
磁
弁
が
無

励
磁
と
な
り
当

該
弁
が
自
動

的
に
閉
止
す
る
。
万
一

，
当

該
弁
が
誤
動
作
し
た

場
合
で
あ
っ
て

も
，
上
流
側

に
設
置
さ
れ
た
希
ガ
ス

ホ
ー

ル
ド
ア
ッ
プ
塔
に
よ

っ
て
放
射
性
物

質
が
除
去
さ

れ
る
こ
と
か
ら
，
単
一

の
火

災
に
よ
っ
て
放
射
性

物
質
が
放
出
さ

れ
る
こ
と
は

な
い
。
上
記
の
弁
以
外

の
空

気
作
動
弁
，
電
動
弁

に
つ
い
て
は
，

火
災
に
よ
る

弁
駆
動
部
の
機
能
喪
失

に
よ

っ
て
当
該
弁
が
開
閉

動
作
を
し
て
も

，
弁
本
体
は

金
属
等
の
不
燃
性
材
料

で
構

成
さ
れ
て
お
り
，
火

災
に
よ
る
機
能

喪
失
は
考
え

に
く
く
，
火
災
に
よ
っ

て
放

射
性
物
質
を
貯
蔵
す
る
機
能
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
は
な
い
。
）

燃
料
プ
ー
ル
（
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
含
む
）

 

○
 

－
 

（
燃
料
プ
ー
ル
（
燃

料
貯
蔵
ラ
ッ
ク

を
含
む
）
，

新
燃
料
貯
蔵
庫
は
コ
ン

ク
リ

ー
ト
・
金
属
等
の
不

燃
性
材
料
で
構

成
す
る
構
造

物
で
あ
る
た
め
，
火
災

に
よ

る
機
能
喪
失
は
考
え

に
く
く
，
火
災

に
よ
っ
て
放

射
性
物
質
を
貯
蔵
す
る

機
能

に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
は
な
い
。
 

新
燃
料
貯
蔵
庫
（
臨
界
を
防
止
す
る
機
能
）

 

（
新
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
）
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-8 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

PS
-2
 

1)
そ

の
損

傷
又

は
故

障
に

よ
り

発
生

す
る

事
象

に
よ

っ
て

，
炉

心
の

著
し

い
損

傷
又

は
燃

料
の

大
量

の
破

損
を

直
ち

に
引

き
起

こ
す

お
そ

れ
は

な
い

が
，

敷
地

外
へ

の
過

度
の

放
射

性
物

質
の

放
出

の
お

そ
れ

の
あ

る
構

築

物
，
系
統
及
び
機
器
 

3)
燃
料
を
安
全
に
取
り
扱
う
機
能

燃
料
取
扱
設
備
 

燃
料
取
扱
設
備
 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

原
子
炉
建
物
ク
レ
ー
ン
 

直
接
関
連
系
 

（
燃
料
取
扱
設
備
）
 

原
子
炉
ウ
ェ
ル
 

2)
通

常
運

転
時

及
び

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
時

に
作

動
を

要
求

さ
れ

る
も

の
で

あ
っ

て
，

そ
の

故
障

に
よ

り
，

炉
心

冷
却

が
損

な
わ

れ
る

可
能

性
の

高
い

構
築
物
，
系
統
及
び
機
器
 

1)
安

全
弁

及
び

逃
が

し
弁

の
吹

き

止
ま
り
機
能
 

逃
が

し
安

全
弁

(
吹

き
止

ま

り
機
能
に
関
連
す
る
部
分
) 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
（
吹
き
止
ま
り
機
能
に
関
連
す
る
部
分
）

 
－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

MS
-2
 

1)
PS
-2

の
構
築
物
，
系
統
及
び

機
器

の
損

傷
又

は
故

障
に

よ
り

敷
地

周
辺

公
衆

に
与

え
る

放
射

線
の

影
響

を
十

分
小

さ
く

す
る

よ
う

に
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機
器
 

1)
燃
料
プ
ー
ル
水
の
補
給
機
能

非
常
用
補
給
水
系
 

残
留
熱
除
去
系
（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
，
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
か
ら
燃
料
プ
ー
ル
ま
で
の
配
管
，
弁
）

○
 

－
 

（
火
災
に
よ
っ
て
残
留
熱
除
去
系
が
機
能
喪
失
し
て
も
，
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位

が
遮
へ
い
水
位
ま
で
低
下
す
る
ま
で
に
時
間
的
余
裕
が
あ
り
，
そ
の
間
に
電
動

弁
の
手
動
操
作
等
に
よ
っ
て
機
能
を
復
旧
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
，
火

災
に
よ
っ
て
燃
料
プ
ー
ル
水
の
補
給
機
能
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
は
な
い
。
）
 

直
接
関
連
系
 

（
残
留
熱
除
去
系
）
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

ラ
イ

ン
の
配
管
，
弁

ス
ト
レ
ー
ナ

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-9 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

MS
-2
 

1)
PS
-2

の
構
築
物
，
系
統
及
び

機
器

の
損

傷
又

は
故

障
に

よ
り

敷
地

周
辺

公
衆

に
与

え
る

放
射

線
の

影
響

を
十

分
小

さ
く

す
る

よ
う

に
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機
器
 

2)
放
射
性
物
質
放
出
の
防
止
機
能

放
射

性
気

体
廃

棄
物

処
理

系

の
隔
離
弁
，
 

排
気

筒
(
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
排

気
管

の
支

持
機

能
以

外
) 

気
体
廃
棄
物
処
理
系
の
隔
離
弁

 

○
 

－
 

（
排

ガ
ス

抽
出

器
・

排
ガ

ス
ブ

ロ
ワ

の
吸

込
み

側
の

空
気

作
動

弁

（
AV
25
1-
5,
AV
25
1-
6）

は
フ
ェ
イ
ル
・
ク
ロ
ー
ズ
設
計
で
あ
り
，
火
災
に
よ
っ

て
当
該
弁
の
電
磁
弁

の
ケ
ー
ブ
ル
が

機
能
喪
失
す

る
と
電
磁
弁
が
無
励
磁

と
な

り
当
該
弁
が
自
動
的

に
閉
止
す
る
。

万
一
，
当
該

弁
が
誤
動
作
し
た
場
合

で
あ

っ
て
も
，
上
流
側
に

設
置
さ
れ
た
希

ガ
ス
ホ
ー
ル

ド
ア
ッ
プ
塔
に
よ
っ
て

放
射

性
物
質
が
除
去
さ
れ

る
こ
と
か
ら
，

単
一
の
火
災

に
よ
っ
て
放
射
性
物
質

が
放

出
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
ま
た
，
排

気
筒
，
燃
料

プ
ー
ル
入
口
逆
止
弁
は

金
属

等
の
不
燃
性
材
料
で

構
成
さ
れ
，
火

災
に
よ
る
機

能
喪
失
は
考
え
に
く
く

，
火

災
に
よ
っ
て
放
射
性
物
質
放
出
の
防
止
機
能
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
は
な
い
。
） 

排
気
筒
（
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
排
気
管
の
支
持
機
能
以
外
の
部
分
）

 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
の
燃
料
プ
ー
ル
入
口
逆
止
弁

 

燃
料

集
合

体
落

下
事

故
時

放

射
能
放
出
を
低
減
す
る
系
 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
 

－
 

（
燃
料
集
合
体
の
落

下
事
故
は
，
燃

料
集
合
体
移

動
時
は
燃
料
取
替
機
に

燃
料

集
合
体
を
機
械
的
に

ラ
ッ
チ
さ
せ
て

吊
り
上
げ
る

こ
と
，
ラ
ッ
チ
部
は
不

燃
性

材
料
で
構
成
さ
れ
火

災
に
よ
る
影
響

は
受
け
な
い

こ
と
か
ら
，
火
災
に
よ

り
燃

料
集
合
体
の
落
下
事

故
は
発
生
し
な

い
。
よ
っ
て

，
使
用
済
燃
料
の
落
下

事
故

時
に
要
求
さ
れ
る
機
能
に
つ
い
て
は
，
火
災
発
生
時
に
は
要
求
さ
れ
な
い
。）

 

直
接
関
連
系
 

（
原

子
炉

建
物

原
子

炉
棟
）
 

原
子
炉
棟
給
排
気
隔
離
弁
 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
 

直
接
関
連
系
 

（
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
）
 

乾
燥
装
置
（
乾
燥
機
能
部
分
）
 

排
気
筒
（

非
常
用

ガ
ス
処
理

系
排
気

管
の
支

持
機
能
）
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-10 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

MS
-2
 

2)
異

常
状

態
へ

の
対

応
上

特
に

重
要

な
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
 

1)
事

故
時

の
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

把

握
機
能
 

事
故
時
監
視
計
器
の
一
部
 

・
中
性
子
束
（
起
動
領
域
モ
ニ
タ
）

・
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
用
電
磁
接
触
器
の
状
態

・
制
御
棒
位
置

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
，
燃
料
域
）

・
原
子
炉
圧
力

・
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

・
格
納
容
器
エ
リ
ア
放
射
線
量
率

［
低
温
停
止
へ
の
移
行
］
 

・
原
子
炉
圧
力

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

［
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
冷
却
］

 

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
，
燃
料
域
）

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

［
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
ス
プ
レ
イ
］

 

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
，
燃
料
域
）

・
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力

［
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
起
動
］

 

・
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
濃
度

・
原
子
炉
格
納
容
器
酸
素
濃
度

2)
異
常
状
態
の
緩
和
機
能

BW
R
に
は
対
象
機
能
な
し
。
 

－
 

－
 

－
 

3)
制

御
室

外
か

ら
の

安
全

停
止

機

能
 

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置

(
安

全
停

止
に

関
連

す
る

も

の
) 

中
央
制
御
室
外
原
子
炉
停
止
装
置

 
－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。

918



８条-別添 1-資料 9-添付 1-11 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

PS
-3
 

1)
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も
の
で
あ
っ
て
，
PS
-1

及
び

PS
-2

以
外
の
構
築
物
，
系
統
及

び
機
器
 

1)
原

子
炉

冷
却

材
保

持
機

能

（
PS
-1
，
PS
-2

以
外
の
も
の
）

 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン

ダ
リ

か
ら

除
外

さ
れ

る
計

装

等
の
小
口
径
配
管
，
弁
 

計
装
配
管
，
弁
 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

サ
ン
プ
リ
ン
グ
系
配
管
，
弁

ド
レ
ン
配
管
，
弁
 

ベ
ン
ト
配
管
，
弁
 

2)
原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
機
能

原
子
炉
再
循
環
系
 

原
子
炉

再
循

環
ポ
ン

プ
，

配
管

，
弁

，
ラ
イ

ザ
ー

管
（
炉
内

），
ジ
ェ
ッ

ト
ポ
ン
プ

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

3)
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
機
能

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水

排
水
系
，
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
，
 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施
設

(
放

射
能

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の

小
さ
い
も
の
)注

) 

注
）

現
状

で
は

，
液

体
及

び

固
体

の
放

射
性

廃
棄

物
処

理

系
が
考
え
ら
れ
る
。
 

液
体
廃
棄
物
処
理
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
水
排
水
機
能
）（

ト

ー
ラ
ス
水
受
け
タ
ン
ク
）
 

○
 

－
 

（
液
体
廃
棄
物
処
理
系

の
各
機
器
は
金

属
等
の
不
燃

性
材
料
で
構
成
す
る
機
械

品
で
あ
る
た
め
，
火
災
に
よ
る
機
能
喪
失
は
考
え
に
く
く
，
 火

災
に
よ
っ
て
放

射
性
物
質
を
貯
蔵
す
る
機
能
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
は
な
い
。

 

各
空
気
作
動
弁
は
フ
ェ
イ
ル
・
ク
ロ
ー
ズ
設
計
で
あ
り
，
火
災
に
よ
っ
て
当
該

弁
の
電
磁
弁
の
ケ
ー
ブ
ル
が
機
能
喪
失
す
る
と
電
磁
弁
が
無
励
磁
と
な
り
当
該

弁
は
自
動
的
に
閉
止
す
る
。
万
一
，
空
気
作
動
弁
が
誤
動
作
し
た
場
合
で
あ
っ

て
も
，
機
器
ド
レ
ン
系
に
つ
い
て
は
，
移
送
先
が
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
，
補
助
復

水
貯
蔵
タ
ン
ク
若
し
く
は
床
ド
レ
ン
タ
ン
ク
で
あ
る
こ
と
か
ら
放
射
性
物
質
が

放
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
，
補
助
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
，
新

燃
料
貯
蔵
庫
，
サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
物
に
つ
い
て
は
，
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
金
属
等

の
不
燃
性
材
料
で
構
成
す
る
構
造
物
で
あ
る
た
め
，
火
災
に
よ
る
機
能
喪
失
は

考
え
に
く
く
，
火
災
に
よ
っ
て
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
機
能
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ

れ
は
な
い
。
）
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
，
補
助
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

液
体
廃
棄
物
処
理
系
（
機
器
ド
レ
ン
系
，
床
ド
レ
ン
化
学
廃
液
系
）

 

固
体
廃
棄
物
処
理
系
 

新
燃
料
貯
蔵
庫
 

新
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
物

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-12 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

PS
-3
 

1)
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も
の
で
あ
っ
て
，
PS
-1

及
び

PS
-2

以
外
の
構
築
物
，
系
統
及

び
機
器
 

4)
電
源
供
給
機
能

（
非
常
用
を
除
く
）
 

タ
ー
ビ
ン
，

発
電

機
及

び
そ

の
励

磁
装

置
，
 

復
水
系
(復

水
器
を
含
む
) 

給
水
系
，
 

循
環
水
系
，
 

送
電
線
，
 

変
圧
器
，
 

開
閉
所
 

発
電
機
及
び
そ
の
励
磁
装
置
（
発
電
機
，
励
磁
機
）

 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
発

電
機

及
び

励
磁

装
置
）
 

固
定
子
冷
却
装
置
 

発
電
機
水
素
ガ
ス
冷
却
装
置
 

軸
密
封
油
装
置
 

励
磁
電
源
系
 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
（
主
タ
ー
ビ
ン
，
主
要
弁
，
配
管
）

 

直
接
関
連
系
 

（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
）
 

主
蒸
気
系
（
主
蒸
気
／
駆
動
源
）
 

タ
ー
ビ
ン
制
御
系

タ
ー
ビ
ン
潤
滑
油
系

復
水
系
（
復
水
器
を
含
む
）

 
（
復
水
器
，
復
水
ポ
ン
プ
，
配
管
／
弁
）
 

直
接
関
連
系
（
復
水
系

（
復
水
器
含
む
））

 

復
水
器
空
気
抽
出
系
（
蒸
気
式
空
気
抽
出
系
，

配
管
／
弁
）
 

給
水
系
（
電
動
駆
動
給
水
ポ
ン
プ
，
タ
ー
ビ
ン
駆
動
給
水
ポ
ン
プ
，
給
水

加
熱
器
，
配
管
／
弁
）
 

直
接
関
連
系
 

（
給
水
系
）
 

駆
動
用
蒸
気
 

循
環
水
系
 
（
循
環
水
ポ
ン
プ
，
配
管
／
弁
）

 

直
接
関
連
系
 

（
循
環
水
系
）
 

取
水
設
備
（
屋
外
ト
レ
ン
チ
を
含
む
）
 

常
用
所
内
電
源
系
（
発
電
機
又
は
外
部
電
源
系
か
ら
所
内
負
荷
ま
で
の
配

電
設
備
及
び
電
路
（
MS
-1

関
連
以
外
））

 

直
流
電

源
設

備
（
蓄

電
池

（
常

用
）
，
蓄
電

池
（

常
用
）
か

ら
常

用
負
荷

ま
で
の
配
電
設
備
及
び
電
路
（

MS
-1

関
連
以
外
）
 

計
測
制
御
用
電
源
設
備
（
電
源
装
置
か
ら
常
用
計
測
制
御
装
置
ま
で
の
配

電
設
備
及
び
電
路
（
MS
-1

関
連
以
外
））
）

 

送
電
線
 

変
圧
器
（
所
内
変
圧
器
，
起
動
変
圧
器
，
予
備
変
圧
器
，
電
路
）
 

直
接
関
連
系
 

（
変
圧
器
）
 

油
劣
化
防
止
装
置
 

冷
却
装
置
 

開
閉
所
（
母
線
，
遮
断
器
，
断
路
器
，
電
路
）

 

5)
プ
ラ
ン
ト
計
測
・
制
御
機
能
（
安

全
保
護
機
能
を
除
く
）
 

原
子
炉
制
御
系
 

運
転

監
視

補
助

装
置

(
制

御

棒
価
値
ミ
ニ
マ
イ
ザ
) 

原
子
炉
核
計
装
の
一
部
 

原
子

炉
プ

ラ
ン

ト
プ

ロ
セ

ス

計
装
の
一
部
 

・
原
子
炉
制
御
系
（
制
御
棒
価
値
ミ
ニ
マ
イ
ザ
を
含
む
）

・
原
子
炉
核
計
装
系
の
一
部

・
原
子
炉
プ
ラ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
計
装
の
一
部

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-13 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

PS
-3
 

1)
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る
も
の
で
あ
っ
て
，
PS
-1

及
び

PS
-2

以
外
の
構
築
物
，
系
統
及

び
機
器
 

6)
プ
ラ
ン
ト
運
転
補
助
機
能

補
助
ボ
イ
ラ
設
備
，
 

計
装
用
圧
縮
空
気
系
 

補
助
ボ
イ
ラ
設
備
（
補
助
ボ
イ
ラ
，
給
水
タ
ン
ク
，
給
水
ポ
ン
プ
，
配
管

／
弁
）
 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
補
助
ボ
イ
ラ
設
備
）
 

重
油
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
，
重
油
供
給
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ，

配
管
／
弁
 

所
内
蒸
気
系
及
び
戻
り
系
（
ポ
ン
プ
，
配
管
／
弁
）

 

計
装
用
圧
縮
空
気
設
備
（
空
気
圧
縮
機
，
配
管
，
弁
）

 

直
接
関
連
系
 

（
計

装
用

圧
縮

空
気

設
備
）
 

後
部
冷
却
器
 

気
水
分
離
器
 

空
気
貯
槽
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
(M
S
-1
)関

連
以
外
（
配
管
／
弁
）
 

タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却
水
系
（
タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
，
熱
交
換
器
，

配
管
／
弁
）
 

直
接
関
連
系
 

（
タ

ー
ビ

ン
補

機
冷

却
水
系
）
 

サ
ー
ジ
タ
ン
ク

タ
ー
ビ
ン
補
機
海
水
系
（
タ
ー
ビ
ン
補
機
海
水
ポ
ン
プ
，
配
管
／
弁
，
ス

ト
レ
ー
ナ
）

復
水
輸
送
系
（
復
水
輸
送
ポ
ン
プ
，
配
管
／
弁
）

 

直
接
関
連
系
 

（
復
水
輸
送
系
）
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

2)
原

子
炉

冷
却

材
中

放
射

性
物

質
濃

度
を

通
常

運
転

に
支

障
の

な
い

程
度

に
低

く
抑

え
る

構
築

物
系
統
及
び
機
器
 

1)
核

分
裂

生
成

物
の

原
子

炉
冷

却

材
中
の
放
散
防
止
機
能
 

燃
料
被
覆
管
 

燃
料
被
覆
管
 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 
上
部
端
栓
，
下
部
端
栓
 

タ
イ
ロ
ッ
ド

2)
原
子
炉
冷
却
材
の
浄
化
機
能

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
，
 

復
水
浄
化
系
 

原
子
炉
浄
化
系
（
再
生
熱
交
換
器
，
非
再
生
熱
交
換
器
，
ポ
ン
プ
，
ろ
過

脱
塩
装
置
，
脱
塩
装
置
，
配
管
，
弁
）

 
－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

復
水
浄
化
系
（
復
水
ろ
過
装
置
，
復
水
脱
塩
装
置
，
配
管
，
弁
）

 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-14 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

MS
-3
 

1)
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

が
あ
っ
て
も

MS
-1
,M
S-
2
と
あ

い
ま

っ
て

，
事

象
を

緩
和

す
る

構
築
物
，
系
統
及
び
機
器
 

1)
原
子
炉
圧
力
上
昇
の
緩
和
機
能

逃
が

し
安

全
弁

(
逃

が
し

弁

機
能
)，

 

タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
（
逃
が
し
弁
機
能
）
 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
主

蒸
気

逃
が

し
安

全
弁

（
逃

が
し

弁
機

能
））

 

原
子
炉
圧

力
容
器

か
ら
主
蒸

気
逃
が

し
安
全

弁
ま
で
の
主
蒸
気
配
管
 

駆
動
用
窒

素
源
（

ア
キ
ュ
ム

レ
ー
タ

，
ア
キ

ュ
ム
レ
ー

タ
か
ら

主
蒸
気
逃

が
し
安

全
弁
ま

で
の
配
管
，
弁
）
 

タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁

直
接
関
連
系
 

（
タ

ー
ビ

ン
バ

イ
パ

ス
弁
）

原
子
炉
圧

力
容
器

か
ら
タ
ー

ビ
ン
バ

イ
パ
ス

弁
ま
で
の
主
蒸
気
配
管
 

駆
動
用
油

圧
源
（

ア
キ
ュ
ム

レ
ー
タ

，
ア
キ

ュ
ム
レ
ー

タ
か
ら

タ
ー
ビ
ン

バ
イ
パ

ス
弁
ま

で
の
配
管
，
弁
）
 

2)
出
力
上
昇
の
抑
制
機
能

原
子

炉
冷

却
材

再
循

環
系

(
再

循
環

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ

機
能
)，

 

制
御
棒
引
抜
監
視
装
置
 

・
原
子
炉
再
循
環
流
量
制
御
系
（
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
機
能
）

・
制
御
棒
引
抜
阻
止
機
能

・
選
択
制
御
棒
挿
入
機
構

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

3)
原
子
炉
冷
却
材
の
補
給
機
能

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
，
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
（
ポ
ン
プ
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

か
ら
制
御
棒
駆
動
機
構
ま
で
の
配
管
及
び
弁
）

 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
制

御
棒

駆
動

水
圧

系
）
 

ポ
ン
プ
サ
ク
シ
ョ
ン
フ
ィ
ル
タ
 

ポ
ン
プ
ミ
ニ
マ
ム
フ
ロ
ー
ラ
イ
ン
配
管
，
弁
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
ポ
ン
プ
，
タ
ー
ビ
ン
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
，
復

水
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
注
入
先
ま
で
の
配
管
，
弁
）

 

直
接
関
連
系
 

（
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系
）
 

タ
ー
ビ
ン
へ
の
蒸
気
供
給
配
管
，
弁

ポ
ン
プ
ミ
ニ
マ
ム
フ
ロ
ー
ラ
イ
ン
配
管
，
弁
 

潤
滑
油
冷

却
器
及

び
そ
の
冷

却
器
ま

で
の
冷

却
水
供
給
配
管
 

4)
原

子
炉

冷
却

材
の

再
循

環
流

量

低
下
の
緩
和
機
能
 

原
子

炉
冷

却
材

再
循

環
ポ

ン

プ
MG

セ
ッ
ト
 

原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
Ｍ
Ｇ
セ
ッ
ト

 
－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

5)
タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ

BW
R
に
は
対
象
機
能
な
し
 

－
 

－
 

－
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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８条-別添 1-資料 9-添付 1-15 

 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器

 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は

閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響
 

MS
-3
 

2)
異

常
状

態
へ

の
対

応
上

必
要

な
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器
 

1)
緊

急
時

対
策

上
重

要
な

も
の

及

び
異
常
状
態
の
把
握
機
能
 

原
子

力
発

電
所

緊
急

時
対

策

所
，
 

試
料
採
取
系
，
 

通
信
連
絡
設
備
，
 

放
射
能
監
視
設
備
，
 

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

，

消
火
系
，
 

安
全
避
難
通
路
，
 

非
常
用
照
明
 

緊
急
時
対
策
所
 

－
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
緊
急
時
対
策
所
）
 

情
報
収
集
設
備
 

通
信
連
絡
設
備
 

資
料
及
び
器
材
 

遮
蔽
設
備
 

サ
ン
プ
リ
ン
グ
系
（
原
子
炉
冷
却
サ
ン
プ
リ
ン
グ
，
原
子
炉
格
納
容
器
雰

囲
気
サ
ン
プ
リ
ン
グ
）
 

通
信
連
絡
設
備
（
1
つ
の
専
用
回
路
を
含
む
複
数
の
回
路
を
有
す
る
通
信

連
絡
設
備
）
 

放
射
能
監
視
設
備
 

一
部
○
 

（
排
気
筒
モ
ニ
タ
に
つ

い
て
は
，
設
計

基
準
事
故
時

に
中
央
制
御
室
の
プ
ロ
セ

ス
放
射
線
モ
ニ
タ
盤
で

監
視
を
行
う
設

備
と
し
て
整

理
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，

重
要
度
を
踏
ま
え
火
災
防
護
対
策
を
行
う
設
計
と
す
る
。）

 

事
故
時
監
視
計
器
の
一
部
 

－
 

（
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

消
火
系
（
水
消
火
設
備
，
固
定
式
ガ
ス
消
火
設
備
，
配
管
，
弁
）
 

直
接
関
連
系
 

（
消
火
系
）
 

補
助
消
火
ポ
ン
プ
，

4
4

m
盤
消
火
ポ
ン
プ
，

4
4

m
盤
北
側
消
火
ポ
ン
プ
，

5
0

m
盤
消
火
ポ

ン
プ
，
サ
イ
ト
バ
ン
カ
消
火
ポ
ン
プ
 

補
助

消
火

水
槽

，
4

4
m

盤
消

火
タ

ン
ク

，

4
4

m
盤
北
側
消
火
タ
ン
ク
，

5
0

m
盤
消
火
タ

ン
ク
，
サ
イ
ト
バ
ン
カ
消
火
タ
ン
ク
 

火
災
検
出
装
置
（
受
信
機
含
む
）
 

防
火
扉
，
防
火
ダ
ン
パ
，
耐
火
壁
，
隔
壁
（
消

火
設
備
の

機
能
を

維
持
・
担

保
す
る

た
め
に

必
要
な
も
の
）
 

安
全
避
難
通
路
 

直
接
関
連
系
 

（
安
全
避
難
通
路
）
 

安
全
避
難
用
扉
 

非
常
用
照
明
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
火
災
防
護
対
象
の
要
否
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
２
に
示
す
。
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添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成する

ための機器リスト 
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添付資料２ 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を達成するための機器リスト 

系統又

は機器

番号 

系統又は 

機器名称 
機種 機能 対策 備考 

気体廃棄物処

理系 

配管，排ガス予熱器，排

ガス再結合器，排ガス復

水器，排ガス除湿冷却器，

排ガス脱湿塔，希ガスホ

ールドアップ塔，空気抽

出器排ガスフィルタ 

原子炉冷却材圧

力バウンダリに

直接接続されて

いないものであ

って，放射性物

質を貯蔵する機

能 

② 

当該の系統の各機器は不燃材で構成されて

おり，火災により放射性物質の貯蔵又は閉じ

込め機能に影響を与えるものではない。 

空気作動弁 ② 

当該弁はフェイル・クローズ設計であり，自

動的に閉止する。また，万一の誤作動を想定

した場合であっても上流側に設置された希

ガスホールドアップ塔によって放射性物質

が除去されることから，火災により放射性物

質の貯蔵又は閉じ込め機能に影響を与える

ものではない。 

プロセス放射

線モニタ系 
排気筒モニタ ② 

設計基準事故時の異常状態監視に必要であ

ることから設備の重要度に応じた火災防護

対策を行う。隣接した検出器間（Ａ，Ｂ間）

を耐火壁により分離することにより，単一火

災で同時に機能喪失しないよう設計し，消防

法等に基づく火災防護対策を行う設計とす

る。 

燃料プール 
燃料プール（燃料貯蔵ラ

ックを含む） 
② 

当該機器は不燃材で構成されており，火災に

より放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に

影響を与えるものではない。 

新燃料貯蔵庫 新燃料貯蔵庫 ② 

当該機器は不燃材で構成されており，火災に

より放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に

影響を与えるものではない。 

液体廃棄物処

理系（サプレ

ッション・チ

ェンバ水排水

機能） 

配管，トーラス水受けタ

ンク

放射性物質の 

貯蔵機能 

② 

当該機器は不燃材で構成されており，火災に

より放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に

影響を与えるものではない。 

空気作動弁 ② 

当該弁はフェイル・クローズ設計であり，自

動的に閉止する。また，万一の誤動作を想定

した場合であっても電源区分の異なる隔離

弁が二重化されていることから，火災によっ

て放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影

響を与えるものではない。 

復水貯蔵タン

ク，補助復水

貯蔵タンク

容器 ② 

当該機器は不燃材で構成されており，火災に

より放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に

影響を与えるものではない。 

液体廃棄物処

理系（機器ド

レン系）

配管，タンク，ろ過脱塩

器，脱塩器，濃縮器，濃

縮器復水器 

② 

当該の系統の各機器は不燃材で構成されて

おり，火災により放射性物質の貯蔵又は閉じ

込め機能に影響を与えるものではない。 

空気作動弁 ② 

当該弁はフェイル・クローズ設計であり，自

動的に閉止する。また，万一の誤動作を想定

した場合であっても機器ドレン系について

は，移送先が復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵

タンク若しくは床ドレンタンクであること

から放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に

影響を与えるものではない。

※以下の対策を実施する設計とする。

①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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系統又

は機器

番号 

系統又は 

機器名称 
機種 機能 対策 備考 

液体廃棄物処

理系（機器ド

レン系）

配管，タンク，ろ過脱塩

器，脱塩器，濃縮器，濃

縮器復水器 

放射性物質の 

貯蔵機能 

② 

当該の系統の各機器は不燃材で構成されてお

り，火災により放射性物質の貯蔵又は閉じ込

め機能に影響を与えるものではない。 

空気作動弁 ② 

当該弁はフェイル・クローズ設計であり，自

動的に閉止する。また，万一の誤動作を想定

した場合であっても機器ドレン系について

は，移送先が復水貯蔵タンク，補助復水貯蔵

タンク若しくは 床ドレンタンクであること

から放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影

響を与えるものではない。

液体廃棄物処

理系（床ドレ

ン 化 学 廃 液

系）

配管，タンク，ろ過脱塩

器，脱塩器，濃縮器，濃

縮器復水器 

② 

当該の系統の各機器は不燃材で構成されてお

り，火災により放射性物質の貯蔵又は閉じ込

め機能に影響を与えるものではない。 

空気作動弁 ② 

当該弁はフェイル・クローズ設計であり，自

動的に閉止する。また，万一の誤動作を想定

した場合であっても系外放出ラインに直列

に3個の空気作動弁を設置しており，単一の

誤動作では放射性物質が放出されることは

ないことから火災により放射性物質の貯蔵

又は閉じ込め機能に影響を与えるものでは

ない。 

固体廃棄物処

理系 

固体廃棄物貯蔵庫（ドラ

ム缶）
② 

不燃材で構成されており，火災により放射性

物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影響を与える

ものではない。 

原子炉格納容

器 
容器 

放射性物質の閉

じ込め機能，放

射線の遮へい及

び放出低減機能 

② 

当該機器は不燃材で構成されており，火災に

より放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影

響を与えるものではない。 

原子炉格納容

器隔離弁 
空気作動弁，電動弁 ② 

原子炉の安全停止に必要な機器等に対して火

災防護対策を実施することにより，火災によ

り想定される事象が発生しても原子炉の安全

停止が可能であり，放射性物質が放出される

おそれはない。 

原子炉格納容

器スプレイ冷

却系 

配管，電動弁，ポンプ ② 

原子炉の安全停止に必要な機器等に対して火

災防護対策を実施することにより，火災によ

り想定される事象が発生しても原子炉の安全

停止が可能であり，放射性物質が放出される

おそれはない。 

原子炉棟 

原子炉棟給排

気隔離弁 

建物 ② 

当該機器は不燃材で構成されており，火災に

より放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影

響を与えるものではない。 

空気作動弁 ② 

当該弁は通常時開，機能要求時閉である。火

災の影響を受け機能喪失した場合はフェイ

ル・クローズ設計であるため機能要求は満足

する。また，万一の誤動作を想定した場合で

あっても多重化されていることから，系統機

能に影響を与えるものではない。

非常用ガス処

理系 

空気作動弁，電動弁，排

風機，処理装置 
① 

火災時における原子炉棟の負圧維持の観点か

ら「火災防護に係る審査基準」に基づく火災

防護対策を実施する。 

可燃性ガス濃

度制御系 

配管，電動弁，ブロワ，

加熱器，再結合器，冷却

器，気水分離器 

② 

原子炉の安全停止に必要な機器等に対して火

災防護対策を実施することにより，火災によ

り想定される事象が発生しても原子炉の安全

停止が可能であり，放射性物質が放出される

おそれはない。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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系統又は

機器番号 

系統又は 

機器名称 
機種 機能 対策 備考 

非常用補給水

系（残留熱除

去系） 

配管，ポンプ，熱交換器，

電動弁 

燃料プール水の

補給機能 
② 

当該系統の機能が喪失しても，燃料プールの水

位が遮へい水位まで低下するまでに時間的余

裕があり，その間に電動弁の手動操作等によっ

て機能を復旧することができることから，火災

により放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に

影響を与えるものではない。 

気体廃棄物処

理系の隔離弁 
空気作動弁 

放射性物質放出

の防止機能 

② 

当該弁はフェイル・クローズ設計であり，自動

的に閉止する。また，万一の誤動作を想定した

場合であっても排ガス抽出器，排ガスブロワ側

の上流側に設置された希ガスホールドアップ

塔によって放射性物質が除去されることから，

火災により放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機

能に影響を与えるものではない。 

排気筒 排気筒 ② 

当該機器は不燃材で構成されており，火災によ

り放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影響

を与えるものではない。 

原子炉浄化系 

配管，ポンプ，熱交換器，

電動弁，ろ過脱塩器，脱

塩器，空気作動弁 

原子炉冷却材を

内蔵する機能

(ただし、原子炉

冷却材圧力バウ

ンダリから除外

されている計装

等の小口径のも

の及びバウンダ

リに直接接続さ

れていないもの

は除く。)

② 

不燃材で構成されているうえ，原子炉浄化系

は閉じた系であり，系統運転中は電動弁は常

時開であることから，万一，火災により電動

弁が誤動作した場合であっても，配管，弁筐

体等が健全であれば放射性物質が放出される

ことがないことから，火災により放射性物質

の貯蔵又は閉じ込め機能に影響を与えるもの

ではない。 

主蒸気系 配管，空気作動弁 ② 

不燃材で構成されているうえ，万一，タービ

ン主塞止弁及びタービンバイパス弁が誤動作

した場合であっても，配管，弁筐体等が健全

であれば放射性物質が放出されることはな

く，上流に設置される主蒸気内側隔離弁又は

主蒸気外側隔離弁により原子炉冷却材を隔離

することが可能であることから火災により放

射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に影響を与

えるものではない。

原子炉隔離時

冷却系 

配管，電動弁，タービン，

復水器 
② 

原子炉の安全停止に必要な機器等に対して火

災防護対策を実施することにより，火災により

想定される事象が発生しても原子炉の安全停

止が可能であり，放射性物質が放出されるおそ

れはない。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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添付資料３ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋）
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添付資料３ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行える設計であること。 

(2) 消火設備

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。

a.消火設備は、火災の火炎及び熱による直接的な影響のみならず、煙、流出

流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及

び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。

b.可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の

消火剤を備えること。

c.消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。

d.移動式消火設備を配備すること。

e.消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設

計であること。

f.消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。

g.原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び

機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置

される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有す

る構築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画であって、火

災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自

動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。

i.放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置

される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火

活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設

備を設置すること。

j.電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及

びその出入通路に設置すること。

② 消火剤に水を使用する消火設備については、①に掲げるところによるほか、

以下に掲げるところによること。

a.消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設

計であること。

b.２時間の最大放水量を確保できる設計であること。

c.消火用水供給系をサービス系又は水道水系と共用する場合には、隔離弁等
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を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であ

ること。 

d.管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含む

おそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。 

③ 消火剤にガスを使用する消火設備については、①に掲げるところによるほ

か、固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警

報を吹鳴させる設計であること。

（参考） 

(2) 消火設備について

①-d  移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則（昭和53年通商産業省令第77号）第83条第５号を踏まえて

設置されていること。 

①-g  「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止

に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うた

め複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、

それらの火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポン

プ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に

機能を喪失することがないことをいう。 

①-h-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備

の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるよ 

うに設計されていること。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区

画に消火設備の起動装置を設置することは差し支えない。 

①-h-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系

消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定

式消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常

時人がいる場所には、ハロン1301を除きガス系消火設備が設けられ

ていないことを確認すること。 

②-b  消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力で  

の最大流量を基に設計されていること。この最大流量は、要求され

る固定式消火設備及び手動消火設備の最大流量を合計したもので

あること。 

なお、最大放水量の継続時間としての2 時間は、米国原子力規制

委員会（NRC）が定めるRegulatory Guide 1.189 で規定されている

値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory 

Guide 1.189では、1,136,000リットル（1,136㎥）以上としている。 
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資料１０ 

島根原子力発電所２号炉における 

内部火災影響評価について 

1. 概 要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）は，発電用原子炉施設が火災によりその安全

性が損なわれないよう，必要な火災防護対策を要求しており，「原子力発電所の

内部火災影響評価ガイド」（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）では，

これらの要求に基づく火災防護対策により，発電用原子炉施設内で火災が発生し

ても，原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能が確保されることを確認す

るために実施する内部火災影響評価の手順の一例が示されている。 

本資料では，島根原子力発電所２号炉に対して「内部火災影響評価ガイド」を

参照して内部火災影響評価を行い，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維

持することが可能であることを確認する。 

2. 要求事項

内部火災影響評価は，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減

2.3.2」に基づき実施することが要求されている。 

2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても、安全保護系及び原子炉停止

系の作動が要求される場合には、火災による影響を考慮しても、多重化さ

れたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を高温停止及び

低温停止できる設計であること。 

また、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できることを、火災影響評

価により確認すること。（火災影響評価の具体的手法は「原子力発電所の

内部火災影響評価ガイド」による。） 

（参考） 

「高温停止及び低温停止できる」とは、想定される火災の原子炉への影響

を考慮して、高温停止状態及び低温停止状態の達成、維持に必要な系統及び

機器がその機能を果たすことができることをいう。 

また，いかなる火災によっても原子炉を高温停止及び低温停止できる設計であ

ることを確認する際，原子炉の安全確保の観点により，内部火災影響評価ガイド

において要求される以下の事項を考慮する。
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4．火災時の原子炉の安全確保 

  3．に想定する火災に対して、 

・ 原子炉の安全停止に必要な機能を有する系統が、その安全機能を失わ

ないこと（信頼性要求に基づき独立性が確保され、多重性又は多様性を

有する系統が同時にその機能を失わないこと）。

内部火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系、原子炉停止

系の作動を要求される場合には、その影響（火災）を考慮し、安全評価

指針に基づき安全解析を行う必要がある。 

なお，「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」（以下「火災

防護審査指針」という。）では，下記のとおり要求されている。 

3-2 原子炉施設内のいかなる場所の想定される火災に対しても、この火災に

より原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系、原子炉停止系の作動を要求

される場合には、単一故障を仮定しても、原子炉を高温停止できる設計で

あること。 

低温停止に必要な系統は、原子炉施設内のいかなる場所の想定される火

災によっても、その機能を失わない設計であること。 

（解説） 

(1) ３－２の要求事項は、安全設計審査指針の指針９．に定める原子炉施設一

般の要求事項である信頼性に関する設計上の考慮における考え方を、火災に

よる外乱発生時にも適用したものである。「単一故障を仮定」とは、想定さ

れる火災により出力運転中の原子炉に外乱が及び、原子炉を速やかに停止し、

かつ、停止状態を維持する必要が生じた場合、高温停止のため新たに作動が

要求される安全保護系、原子炉停止系の機器に単一故障（原子炉又は蒸気発

生器に給水する系統の機器の新たな作動が要求される場合には、その系統の

機器に単一故障）を仮定することを要求するものである。大規模な地震等の

過酷な自然現象の発生により火災が発生する可能性が１－３の措置を講じ

ることにより十分低減されている構築物、系統及び機器で火災が発生し、又

は当該自然現象と無関係に火災が発生する場合については、当該火災と無関

係な故障まで考慮する必要はない。 

(2) 「高温停止できる」とは、想定される火災の原子炉への影響を考慮して、

高温停止状態の達成に必要な系統及び機器がその機能を果たすことができ

ることをいう。 

(3) 「その機能を失わない設計であること」とは、低温状態に移行する場合に

あっては低温停止に必要な系統のうち少なくとも一つは機能すること、低温

停止状態を維持する場合にあっては低温停止状態が維持されることをいう。 
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3. 内部火災影響評価手順の概要

「内部火災影響評価ガイド」を参照して実施した島根原子力発電所２号炉の内

部火災影響評価の手順の概要を示す（図10-1参照）。 

火災区域は，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル（以下「ターゲット」

という。）の設置状況を考慮し各建物に設定する（8条-別添1-資料3参照）。 

設定した各火災区域について，「情報及びデータ収集・整理」として可燃性物

質，機器，ケーブル，隣接区域との関係等を調査し，各火災区域の特徴を示す「火

災区域特性表」を作成する。 

一次スクリーニングとして，当該火災区域の火災影響評価を実施する前に，隣

接火災区域への火災伝播評価を実施し，隣接火災区域への影響の有無を確認する。 

一次スクリーニングの結果，「隣接火災区域に影響を与えない火災区域」につ

いては，二次スクリーニングとして，当該火災区域内の全可燃性物質の燃焼，全

機器の機能喪失を想定し，原子炉の安全停止に必要な成功パス（以下「安全停止

パス」という。）の有無を確認する。 

安全停止パスが少なくとも一つ確保され，原子炉の安全停止が可能であれば，

当該火災区域をスクリーンアウトする。 

スクリーンアウトされない火災区域については，当該火災区域に設置されたタ

ーゲットが「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災

防護対策の対象か否かを確認する。火災防護対策の対象となっていないターゲッ

トが存在する場合には，詳細な火災影響評価を行い，原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し，維持する機能への影響の有無を確認する。詳細評価により原子炉

の安全停止に影響を与える場合には，火災防護対策を実施する。 

一方，一次スクリーニングの結果，「隣接火災区域に影響を与える火災区域」

については，二次スクリーニングとして，当該火災区域と隣接火災区域のターゲ

ットの有無を確認する。当該火災区域内及び隣接火災区域内の全可燃物の燃焼，

全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも一つ確保され，原子

炉の安全停止が可能であれば，当該火災区域はスクリーンアウトする。 

スクリーンアウトされない火災区域については「隣接火災区域に影響を与えな

い火災区域」と同様に，当該火災区域のターゲットが「火災防護に係る審査基準」

の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の対象か否かを確認し，対象で

ない場合は，詳細な火災影響評価を実施し，原子炉を安全に停止するための機能

への影響の有無を確認する。 

火災区域特性表の作成，一次スクリーニング，二次スクリーニングについて，

次項以降に示す。 
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図 10-1：火災影響評価の手順の概要フロー 

スクリーンアウト※

二次スクリーニング：隣接火災区域に影響を与えな

い火災区域に対する火災影響評価 

当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失

を想定した場合，安全停止パスが少なくとも一つ

確保され，原子炉の安全停止が可能であれば，当

該火災区域はスクリーンアウト。 

内部火災影響評価 開始 

火災区域の設定（資料３にて実施） 

原子炉の安全停止に必要な設備が設置されている建物について，これら設備の設置状況を考

慮し，「火災区域」を設定。 

火災区域特性表の作成（情報・データの収集・整理） 

各火災区域内の可燃性物質，機器，ケーブル，隣接区域との関係等を調査し，火災区域の特

徴を示す「火災区域特性表」を作成。 

一次スクリーニング：隣接火災区域への火災伝播評価 

当該火災区域の火災影響評価を実施する前に，隣接火災区域への火災伝播評価を実施し，隣

接火災区域への影響の有無を確認。 

火災防護対策を実施

するターゲット 

スクリーンアウトされない火災区域

当該火災区域内のターゲットに対す

る火災防護対策実施状況を確認。

二次スクリーニング：隣接火災区域に影響を与える火

災区域に対する火災影響評価 

当該火災区域内及び隣接火災区域内に設置される

全機器の機能喪失を想定した場合，安全停止パス

が少なくとも一つ確保され，原子炉の安全停止が

可能であれば，当該火災区域はスクリーンアウト。 

火災防護対策を実施

するターゲット 

スクリーンアウトされない火災区域

当該火災区域内のターゲットに対

する火災防護対策実施状況を確認。

火災影響なし 

火災防護対策を実施しな

いターゲット 

詳細な火災影響評価を

実施。 

火災影響なし 

火災防護対策を実施しな

いターゲット 

詳細な火災影響評価を

実施。 

火災影響あり 

火災防護対策実施 火災防護対策実施 

火災影響あり 

火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の安全停止が

可能。 

※：安全停止パスが少なくとも１つ確保され，原子炉の安全停止が可能であれば，当該火災区域をスクリーン

アウトする。

スクリーンアウト※ スクリーンアウト※
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4. 火災区域特性表の作成（情報及びデータの収集・整理）

火災影響評価では，各火災区域に設置される機器等の情報を使用して評価を実

施することから，これらの評価に先立ち，以下の手順に従って火災区域特性表を

作成する。 

なお，火災区域特性表の代表例を添付資料３に示す。 

4.1. 火災区域の特定 

資料３「島根原子力発電所２号炉における火災区域，区画の設定について」

にて設定した火災区域に対して，以下の情報を調査し，火災区域特性表に記載

する。 

(1) プラント名

(2) 建物名

(3) 火災区域番号（添付資料１）

4.2. 火災区域の火災ハザードの特定 

各火災区域内に存在する火災ハザード調査として，以下の情報を整理し，火

災区域特性表に記載する。 

(1) 火災区域内の部屋番号，名称

(2) 床面積

(3) 発熱量

(4) 火災荷重

(5) 等価時間（注）

注：等価時間＝火災荷重（単位面積あたりの発熱量）／燃焼率（単位時間単位面積あたりの発熱量） 

4.3. 火災区域の防火設備 

各火災区域内の防火設備について，以下の情報を調査し，火災区域特性表に

記載する。 

(1) 火災感知器

(2) 主要消火設備

(3) 消火方法

(4) 消火設備のバックアップ

(5) 障壁耐火時間（他の火災区域との境界の耐火時間）

4.4. 隣接火災区域への火災伝播経路 

各火災区域から隣接する火災区域（火災区域を構成する各部屋）への火災伝

播経路を調査し，火災区域特性表に記載する。 

なお，隣接する火災区域は，火災を想定する当該火災区域の上下，前後，左

右の６面のうち，一部でも接している火災区域（火災区域を構成する各部屋）

を選定する。 
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(1) 隣接火災区域番号

(2) 隣接火災区域内の部屋番号及び名称

(3) 火災伝播経路

(4) 障壁の耐火能力

(5) 隣接部屋の消火形式

(6) 伝播の可能性

4.5. 火災により影響を受ける火災防護対象機器の特定 

資料２「島根原子力発電所２号炉における原子炉の安全停止に必要な機能を

有する機器の選定について」から選定したターゲットが，当該火災区域の火災

により影響を受けるものとして，火災区域特性表に記載する。 

4.6. 火災により影響を受ける火災防護対象ケーブルの特定 

4.5.項で特定した「火災防護対象機器」の電源，制御，計測ケーブルである

「火災防護対象ケーブル」を火災区域特性表に記載する。 

火災影響評価では，安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否かを確認

するが，その際には，ポンプや弁等の火災防護対象機器の機能喪失に加え，火

災防護対象ケーブルの断線等も想定して，火災影響評価を行うことから，火災

防護対象ケーブルが布設されている火災区域を調査し，火災区域特性表に記載

する。 

4.7. 火災シナリオの設定 

火災区域内の火災源及び火災防護対象機器の設置状況を踏まえ，火災影響評

価及び火災伝播評価における火災シナリオを設定し，火災区域特性表に記載す

る。
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5. 一次スクリーニング

当該火災区域の火災発生時に，隣接火災区域に影響を与える場合は，隣接火災

区域も含んだ火災影響評価を行う必要があることから，当該火災区域の火災影響

評価を実施する前に，隣接火災区域への火災伝播評価を実施する。（図10-2参照） 

5.1. 隣接区域との境界の開口の確認 

隣接区域との境界の障壁に開口がない場合は，火災が直接，隣接火災区域に

影響を与える可能性がないことから，火災区域特性表により，隣接火災区域と

の境界の開口の有無を確認し，隣接火災区域への火災伝播の可能性を確認する。 

5.2. 等価時間と障壁の耐火性能の確認 

当該火災区域の等価時間が，火災区域を構成する障壁の耐火能力より小さけ

れば，隣接火災区域への影響はないことから，火災区域特性表により，火災区

域の等価時間と火災区域を構成する障壁の耐火能力を比較し，隣接火災区域へ

の火災伝播の可能性を確認する。 

 

図 10-2：一次スクリーニングの概要フロー 

一次スクリーニング 開始 

隣接火災区域への影響を 

与えない火災区域 

隣接火災区域に影響を 

与える火災区域 

No 

Yes 

Yes 

No 

隣接区域への開口部が存在
する 

等価時間＞障壁の耐火能力 

940



８条-別添 1-資料 10-8 

6. 二次スクリーニング

6.1. 隣接火災区域に影響を与えない火災区域の火災影響評価 

隣接火災区域に影響を与えない火災区域について，当該火災区域内に設置さ

れる全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少なくとも一つ確保され

る場合には，当該火災区域の火災発生を想定しても，原子炉の安全停止に影響

を与えない。 

一方，安全停止パスを一つも確保できない場合は，「火災防護に係る審査基

準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の実施状況を確認する。

火災防護対策の対象となっていないターゲットが存在する場合は，詳細な火災

影響評価を行い，原子炉の安全停止への影響の有無を確認する。火災により原

子炉の安全停止に影響を与える評価結果となった場合には，火災防護対策を実

施する。 

原子炉の安全停止への影響については，以下の手順に従って評価する（図

10-3参照）。

6.1.1. 安全停止パスの確認 

当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，原子炉の安

全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否かを，以下のとおり確認する。 

(1) 安全停止パスの確保に必要な系統及び機器の組合せ

安全停止パスの有無の確認にあたって，系統の多重性及び多様性を踏ま

えて安全停止パスの確保に必要な系統，機器の組合せを整理した（添付資

料２参照） 

(2) 安全停止パスの確認

4.5.項で選定した火災防護対象機器について，当該火災区域の火災によ

る影響の可否を基に，添付資料２から火災の影響を直接受ける緩和系を確

認し，その結果を火災区域特性表に記載する。（添付資料３参照） 

火災の直接影響あるいは間接影響によっても各々の緩和系のいずれかが

確保される場合，安全停止パスが確保されることになる。 

なお，火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原子炉停止

系の作動を要求されることが否定できない場合には，内部火災影響評価ガ

イドに基づき，高温停止の安全停止パスの確認において単一故障を考慮す

る。 
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6.1.2. スクリーンアウトされる火災区域 

安全停止パスが少なくとも一つ確保される火災区域は，当該火災区域に火

災を想定しても原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持に影響を与えな

いことから，スクリーンアウトする。 

6.1.3. スクリーンアウトされない火災区域 

安全停止パスが一つも確保できない火災区域は，当該火災区域に火災を想

定した場合，原子炉の安全停止に影響を与える可能性がある。 

この場合，当該火災区域で火災の影響により安全停止パスが確保できない

主原因となった部屋に対して，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の

影響軽減」に基づく火災防護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の実

施対象となっていないターゲットについては詳細な火災影響評価を行い，安

全停止パスが確保可能か否か確認する。詳細な火災影響評価の結果，火災の

影響を受けて安全停止パスが確保できないと評価された場合は火災防護対策

を行い，原子炉の安全停止パスを少なくとも一つ確保する。
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図 10-3：隣接火災区域に影響を与えない火災区域の 

火災影響評価手順の概要フロー 

火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，

原子炉の安全停止が可能。 

No 

Yes 

当該火災区域の火災による全機能喪失

を想定しても安全停止パスが少なくと

も一つ確保されるか 

スクリーンアウト

隣接火災区域に影響を与えない火災区域の

火災影響評価 開始 

詳細な火災影響評価 

ターゲットが火災影響を

受けるか 

火災防護対策実施 

Yes 

No 
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6.2. 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価 

隣接火災区域に影響を与える火災区域については，当該火災区域と隣接火災

区域それぞれにおいてターゲットの有無を確認する。当該火災区域内及び隣接

火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，安全停止パスが少な

くとも一つ確保される場合には，当該火災区域の火災発生により隣接火災区域

に影響を与えることを想定しても，原子炉の安全停止に影響はない。 

一方，安全停止パスを一つも確保できない場合は，「火災防護に係る審査基

準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の実施状況を確認する。

火災防護対策の対象となっていないターゲットが存在する場合は，詳細な火災

影響評価を行い原子炉の安全停止への影響の有無を確認する。火災により原子

炉の安全停止に影響を与える評価結果となった場合には，火災防護対策を実施

する。 

原子炉の安全停止への影響については，以下の手順に従って評価する。（図

10-4参照）

6.2.1. 当該火災区域のターゲットの確認 

当該火災区域のターゲットの有無を確認する。当該火災区域にターゲット

が存在しない場合，隣接火災区域の火災による安全停止パスの確保の可否を

確認する。 

6.2.2. 隣接火災区域のターゲットの確認 

当該火災区域のターゲットが存在する場合においては，改めて隣接火災区

域のターゲットの有無を確認する。隣接火災区域にターゲットが存在しない

場合，当該火災区域から隣接区域への延焼を想定しても，原子炉の安全停止

に影響を与えないことから，当該火災区域の火災による安全停止パスの確保

の可否を確認する。 

6.2.3. 安全停止パスの確認 

当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組合せに応じて，安

全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否かを確認する。確認は，6.1.1.

項と同様に行う。 

6.2.4. スクリーンアウトされる火災区域 

当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組合せに応じて，安

全停止パスが少なくとも一つ確保される火災区域は，当該火災区域及び隣接

火災区域に火災を想定しても，原子炉の安全停止に影響はない。 
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6.2.5. スクリーンアウトされない火災区域 

安全停止パスが一つも確保できない火災区域は，その火災区域に火災を想

定した場合，原子炉の安全停止に影響を与える可能性がある。 

この場合，当該火災区域及び隣接火災区域のターゲットの有無の組合せに

応じて，火災の影響により安全停止パスが確保できない主原因となった部屋

に対して，「火災防護に係る審査基準」の「2.3 火災の影響軽減」に基づく

火災防護対策の実施状況を確認する。火災防護対策の実施対象となっていな

いターゲットについては詳細な火災影響評価を行い，安全停止パスが確保可

能か否か確認する。詳細な火災影響評価の結果，火災の影響を受けて安全停

止パスが確保できないと評価された場合は火災防護対策を行い，原子炉の安

全停止パスを少なくとも一つ確保する。
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7. 内部火災影響評価結果

7.1. 一次スクリーニング（隣接火災区域への火災伝播評価） 

5.に基づき，当該火災区域に火災を想定した場合の隣接火災区域への影響の

有無を評価した。その結果，火災防護対象設備が設置された隣接火災区域に影

響を与える火災区域が存在することを確認した。（添付資料４） 

7.2. 二次スクリーニング 

一次スクリーニングの結果を基に，二次スクリーニングとして， 

① 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価

② 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災影響評価

を行った。 

7.2.1. 隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する火災影響評価 

隣接火災区域に影響を与える火災区域について，図10-4に示すフローに基

づき評価を行った結果，火災防護対策により安全停止パスを少なくとも一つ

確保可能であることを確認したことから，原子炉の安全停止に影響はない。

（添付資料５，６） 

7.2.2. 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災影響評価 

隣接火災区域に影響を与えない火災区域について，図10-4に示すフローに

基づき評価を行った結果，火災防護対策により安全停止パスを少なくとも一

つ確保可能であることを確認したことから，原子炉の安全停止に影響はない。

（添付資料６） 

8. 火災により想定される事象の確認結果

7. 項に示したとおり，各火災区域で火災発生を想定した場合において，安全

停止が可能であることを確認した。 

あわせて，火災により原子炉に外乱が及ぶ場合について重畳事象を含め，どの

ような事象が起こる可能性があるかを分析し，火災を起因として発生する事象に

対して，単一故障を想定した場合においても，影響緩和系により事象が収束可能

であることを確認した。（参考資料１）
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災区域番号について 

948



８条-別添 1-資料 10-添付 1-1 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

949



８条-別添 1-資料 10-添付 1-2 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

950



８条-別添 1-資料 10-添付 1-3 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

951



８条-別添 1-資料 10-添付 1-4 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

952



８条-別添 1-資料 10-添付 1-5 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

953



８条-別添 1-資料 10-添付 1-6 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

954



８条-別添 1-資料 10-添付 1-7 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

955



８条-別添 1-資料 10-添付 1-8 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

956



８条-別添 1-資料 10-添付 1-9 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

957



８条-別添 1-資料 10-添付 1-10 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

958



８条-別添 1-資料 10-添付 1-11 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

959



８条-別添 1-資料 10-添付 1-12 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

960



８条-別添 1-資料 10-添付 1-13 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

961



８条-別添 1-資料 10-添付 1-14 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

962



８条-別添 1-資料 10-添付 1-15 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

963



８条-別添 1-資料 10-添付 1-16 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

964



８条-別添 1-資料 10-添付 1-17 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

965



８条-別添 1-資料 10-添付 1-18 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

966



８条-別添 1-資料 10-添付 1-19 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

967



８条-別添 1-資料 10-添付 1-20 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

968



８条-別添 1-資料 10-添付 1-21 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

969



８条-別添 1-資料 10-添付 1-22 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

970



８条-別添 1-資料 10-添付 1-23 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

971



８条-別添 1-資料 10-添付 1-24 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

972



添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉の 

内部火災影響評価に係る安全停止パスに 

必要な系統について 

973



８条-別添 1-資料 10-添付 2-1 

添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉の 

内部火災影響評価に係る安全停止パスに必要な系統について 

1. 概要

火災防護対象機器には，多重性を有する安全上重要な以下の設備等がある。

a. 安全保護系

b. 原子炉停止系

c. 工学的安全施設

d. 非常用所内電源系

e. 事故時監視計器

f. 残留熱除去系

g. 最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統

h. 上記設備の補助設備（非常用換気空調系等）

これら設備等について，島根原子力発電所２号炉において原子炉の安全停止パス

を確保するために必要な系統を整理した。 

火災影響評価において，当該火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定し

ても，安全停止パスが少なくとも一つ確保される場合には，当該火災区域の火災発

生を想定しても，原子炉の安全停止に影響はない。 

一方，安全停止パスを一つも確保できない場合は，「火災防護に係る審査基準」

の「2.3 火災の影響軽減」に基づく火災防護対策の実施状況確認や詳細な火災影響

評価を行い，原子炉の安全停止パスが少なくとも一つ確保されるか否かを確認する。 
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2. 安全停止パスを確保するために必要な系統一覧

緩和系 区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

a. 安全保護系
原子炉緊急停止系（スクラム機能） － 

工学的安全施設の作動回路 － 

b. 原子炉停止系
CRD（スクラム機能） － 

SLC(A) SLC(B) － 

c. 工学的安全施設等

（原子炉補給水機

能をもつ系統）

RPVバウンダリ機能 

－ RCIC HPCS 

ADS(A) ADS(B) － 

逃がし弁機能(A) 逃がし弁機能(B) － 

LPCI(A) LPCI(B) － 

LPCS LPCI(C) － 

d. 非常用所内電源系

DEG(A) DEG(B) DEG(HPCS) 

非常用交流電源(A) 非常用交流電源(B) 非常用交流電源(HPCS) 

直流電源(A) 直流電源(B) 直流電源(HPCS) 

計装交流電源(A) 計装交流電源(B) 計装交流電源(HPCS) 

e. 事故時監視計器

中性子束（Ⅰ） 中性子束（Ⅱ） － 

原子炉圧力（Ⅰ） 原子炉圧力（Ⅱ） － 

原子炉水位（Ⅰ） 原子炉水位（Ⅱ） － 

格納容器圧力（Ⅰ） 格納容器圧力（Ⅱ） － 

放射線量率（Ⅰ） 放射線量率（Ⅱ） － 

水素・酸素濃度（Ⅰ） 水素・酸素濃度（Ⅱ） 

S/C水位（Ⅰ） S/C水位（Ⅱ） － 

S/C水温（Ⅰ） S/C水温（Ⅱ） － 

f. 残留熱除去系 RHR(A) RHR(B) － 

g. 最終的な熱の逃し

場へ熱を輸送する

系統

RCW(A) RCW(B) HPCW 

RSW(A) RSW(B) HPSW 

h. 補助設備

HVC (A) HVC (B) － 

HVRO（A-非常用電気室，

RSS室） 

HVRO（B-非常用電気室，

RSS室） 

HVRO（HPCS電気室， 

HPCWポンプ室） 

HVRO（A-DEG 室） HVRO（B-DEG 室） HVRO（HPCS-DEG 室） 

HVRO（A-RCW ポンプ室） HVRO（B-RCW ポンプ室） － 

HVR（A-RHRポンプ室） HVR（B-RHRポンプ室） HVR（HPCSポンプ室） 

HVR（LPCSポンプ室） HVR（C-RHRポンプ室） － 
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添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉の火災区域特性表の例 

 島根原子力発電所２号炉の内部火災影響評価では，８条-別添１-資料３におい

て設定した火災区域毎の情報（部屋番号，床面積，等価時間，隣接の火災区域等）

を火災区域特性表へ記載し，整理する。 

また，火災区域特性表には，当該火災区域に設置される安全停止に係る機器等

（ケーブルを含む。）を明確にする。その上で，当該火災区域にて最も厳しい単一

火災を想定し，火災区域内の安全停止に係る機器等全てを機能喪失したと仮定し

た場合に影響を受ける緩和系を明確にし，残された緩和系において安全停止パス

が少なくとも一つ確保されるか否かについて評価を行い，火災区域特性表のまと

め表として整理する。 

 ここで，島根原子力発電所２号炉における安全系区分Ⅱの火災区域の代表例と

して，火災区域番号「RX-B2F-1（RCICポンプ室，B-RHRポンプ室，C-RHRポンプ室

等）」の火災区域特性表を下記のとおり示す。（ただし，火災区域特性表添付のケ

ーブルリストや可燃物リスト（データシート）については省略する。） 

 なお，その他火災区域も含めた火災区域特性表における評価結果の要約につい

ては添付資料６に示す。 

977



８条-別添 1-資料 10-添付 3-2 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

978



８条-別添 1-資料 10-添付 3-3 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

979



８条-別添 1-資料 10-添付 3-4 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

980



８条-別添 1-資料 10-添付 3-5 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

981



８条-別添 1-資料 10-添付 3-6 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

982



８条-別添 1-資料 10-添付 3-7 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

983



８条-別添 1-資料 10-添付 3-8 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

984



８条-別添 1-資料 10-添付 3-9 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

985



８条-別添 1-資料 10-添付 3-10 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

986



添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉 

隣接火災区域への火災伝播評価結果 

987



８条-別添 1-資料 10-添付 4-1 

添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉 

隣接火災区域への火災伝播評価結果 

1. 概要

全ての火災区域について，隣接火災区域への火災影響の有無を確認するため火

災伝播評価を実施した。 

2. 前提条件

火災伝播評価においては，火災の影響軽減対策（３時間以上の耐火性能を有す

る耐火壁又は隔壁等による分離）の実施を前提として，火災の伝播の有無を評価

する。（８条-別添１-資料７参照） 

3. 評価

全ての火災区域において，隣接する火災区域を抽出し，一次スクリーニングの

概要フローに従い，火災伝播評価を実施した。 

火災伝播“無”となった火災区域については，二次スクリーニングで「隣接火

災区域に影響を与えない火災区域の火災影響評価」を実施し，火災伝播“有”と

なった隣接火災区域については，二次スクリーニングで「隣接火災区域に影響を

与える火災区域の火災影響評価」を実施する。 
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参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災により想定される事象の確認結果 

島根２号炉では，内部火災の影響軽減対策として，原子炉の安全停止を達成し，維

持するために必要な系統は，内部火災によって同時に機能が喪失しないように系統分

離等の対策を講じており，安全停止パスを確保することとしている。 

その上で，内部火災により原子炉に外乱が及ぶ場合について重畳事象も含め，どの

ような事象が起こる可能性があるかを分析し，発生する事象に対して単一故障を想定

した場合においても収束が可能であるか，また，低温停止が可能であるかについて解

析的に確認を行った。 

以下に，事象の抽出プロセス，解析前提条件及び解析結果を示す。 

1. 想定される事象の評価プロセス

1.1. 評価前提 

次の事項を前提とし，評価を行うこととする。 

・内部火災発生時において原子炉の安全停止に必要な機能は，内部火災が発生し

た場合においても維持される。

・原子炉建物（以下「R/B」という。）又はタービン建物（以下「T/B」という。）

において内部火災が発生を想定した場合，原子炉の安全停止に必要な機器は，

その機能が維持されることを確認していることから，これ以外の機器は全て機

能喪失すると仮定する。

・R/B又は T/B において発生した内部火災は，当該の建物以外に影響を及ぼさな

い。

・中央制御室における火災については，火災感知器による早期検知，消火設備に

よる初期消火及び運転員操作によるプラント停止が期待でき，火災の影響は１

区分内に限定されるため，中央制御室が位置する制御建物については，検討対

象外とする。※

※：中央制御室において発生した火災については，早期検知，消火が可能であり，過

渡事象が発生するような状況まで事象が進展することは考え難い。また，火災に

よりケーブル等が損傷すれば，電源断となりフェイルセーフによりスクラムする

ことが考えられ，スクラムしない事象が発生することは考え難い。 

1.2. 抽出プロセスの考え方 

内部火災に起因して様々な機器の故障や誤動作に伴う外乱の発生が想定され，ま

た，いくつかの外乱が同時に発生することも考えられる。 

しかしながら，内部火災に対する原子炉の安全停止に必要な機器等以外の常用系

等の設備に対しては，網羅的にそれらの配置を整理し，詳細に火災影響を分析する
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ことが困難であることから，R/B 及び T/B で内部火災により発生すると考えられる

外乱及び故障の抽出を行い，抽出された故障について厳しくなるものを代表事象と

して選定した。また，代表事象に対して，重畳することも勘案し分析を行った。な

お，全ての起因事象の重畳を定量的に評価することは現実的ではないことから，事

象の単独発生時の事象進展の特徴から，重畳した場合の事象進展を定性的に推定し，

より厳しい評価結果となり得る組み合わせについて，収束が可能であるかについて

解析的に評価を行った。 

以下に，想定される事象の抽出プロセス及び各ステップの手順を示す。（図 1-1

参照） 

【ステップ１】 

評価事象を網羅的に抽出するため，『発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関

する審査指針』（以下「安全評価審査指針」という。）の評価事象の選定方法に従

い，原子炉に有意な影響を与える主要な要因を抽出する。（図 2-1参照） 

【ステップ２】 

原子炉に有意な影響を与える主要な要因を誘発する故障を抽出する。（図 2-1

参照） 

【ステップ３】 

ステップ２で抽出した故障が発生し得る火災区域を分析する。ここでは，常用

系設備等の火災防護対象設備に該当しない設備は，火災影響を受ける可能性があ

ると仮定する。その際，R/B 及び T/B の一方の建物における火災の影響は他方の

建物に及ばないとする。（図 2-1参照） 

【ステップ４】 

ステップ２及びステップ３での分析を踏まえ，各建物で発生する代表事象とし

て扱う事象を特定する。代表事象の特定にあたっては，火災影響により発生する

可能性のある事象の中から最も厳しい事象を想定する。（例えば，原子炉再循環

ポンプ（以下「再循環ポンプ」という。）のトリップについては，火災の規模に

より１台トリップから全台トリップまで考えられるが，最も厳しくなる全台トリ

ップを想定する。）（図 2-1参照） 

【ステップ５】 

各建物で発生する代表事象の解析結果等を踏まえ，代表事象の組み合わせ毎に，

重畳を考慮した場合にプラントに与える影響が厳しくなるか否かの分析を行い，

解析の要否を整理する。 

【ステップ６】 

各建物での内部火災の発生を想定した場合においても動作を期待できる緩和

系を確認する。 

【ステップ７】 

安全評価審査指針に従い，原子炉停止機能，炉心冷却機能及び放射能閉じ込め

機能に単一故障を想定する。 

なお，ここでは，内部火災により火災影響を受ける設備※が機能喪失している
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ことを前提に，火災影響を受けない火災区域にある設備に単一故障を更に重ねる。 

※：「資料 10 島根原子力発電所２号炉における内部火災影響評価について」に

て評価された設備の機能喪失が発生することを前提としている。 

【ステップ８】 

ステップ７までの分析結果等を踏まえ，抽出した事象の解析を実施し，事象の

収束ができることを確認する。
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図 1-1：評価プロセス 

「安全評価審査指針」の評価事象の選定方法に従い，原子

炉に有意な影響を与える主要な要因を抽出(図 2-1参照) 

 

主要な要因に対応する故障モードを抽出(図 2-1参照) 

抽出された故障が各建物において 

発生し得るかを分析(図 2-1 参照) 

各建物について，分析結果を踏まえ代表事象を選定 

(図 2-1参照) 

代表事象の重畳を抽出 

（結果を厳しくする事象の組み合わせ（本文 3項参照）） 

内部火災発生時においても動作を期待できる 

緩和系の確認(表 4-6参照) 

 

 

事象毎に単一故障想定を割り当てる(表 5-2参照) 

 

解析実施（本文 6項参照） 

ステップ１ 

ステップ２ 

ステップ３ 

ステップ４ 

ステップ５ 

ステップ６ 

ステップ７ 

ステップ８ 
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2. 代表事象の抽出【ステップ１，２，３，４】

安全評価審査指針の評価事象の選定方法に従い，原子炉に有意な影響を与える主

要な要因及びその要因に対する故障の抽出結果を図 2-1 に示す。また，同図におい

て，抽出した故障が，R/B及び T/Bにおいて発生し得るかを分析し，各建物において

抽出した代表事象を示す。 

図 2-1において抽出された，R/B及び T/Bにおける内部火災により発生する可能性

のある代表事象を表 2-1に示す。 

表 2-1：抽出された代表事象 

抽出された代表事象 R／B T／B 

原子炉冷却材の停止ループの誤起動 ○ － 

原子炉冷却材流量の喪失 ○ ○ 

原子炉冷却材流量制御系の誤動作 ○ － 

給水流量の全喪失＋タービントリップ ○ － 

主蒸気隔離弁の誤閉止 ○ ○ 

逃がし弁開放 ○ － 

給水制御系の故障（流量減少） ○ －※１ 

給水制御系の故障※２ ○ ○ 

HPCSの誤起動 ○ － 

RCICの誤起動 ○ － 

給水加熱喪失 － ○ 

負荷の喪失 － ○ 

原子炉圧力制御系の故障 － ○ 

給水流量の全喪失 － ○ 

※１：T/Bではより厳しい給水流量の全喪失を想定

※２：原子炉給水制御系の故障により，給水流量が増加する事象は，原子炉設置変更

許可申請書に倣い，単に「給水制御系の故障」という。 
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3. 重畳を考慮した内部火災影響評価事象の抽出【ステップ５】  

3.1. 重畳を考慮すべき事象の分析 

2項にて抽出した R/B及び T/Bにおける内部火災により発生する可能性のある代

表事象について，重畳を考慮した場合に，事象を厳しくする可能性について検討し

た。結果について表 3-1及び表 3-2に示す。 

重畳を考慮すべき事象として抽出された代表事象の概要を表 3-3に示す。 

 

表 3-1：R/Bにおける抽出事象及び重畳考慮の要否 

抽出された代表事象 重畳 重畳を考慮しない理由※１ 

Ⅰ 原子炉冷却材の停止ループの誤起動 ― 
部分出力状態での発生事象で

あり重畳による影響が小さい 

Ⅱ 原子炉冷却材流量の喪失 ― ①  

Ⅲ 原子炉冷却材流量制御系の誤動作 考慮 ― 

Ⅳ 給水流量の全喪失＋タービントリップ 考慮 ― 

Ⅴ 主蒸気隔離弁の誤閉止 考慮 ― 

Ⅵ 逃がし弁開放 ― ②  

Ⅶ 給水制御系の故障（流量減少） ― ③  

Ⅷ 給水制御系の故障 考慮 ― 

Ⅸ HPCSの誤起動 ― 
②（上部プレナムへの注水で

蒸気が凝縮し圧力が低下） 

Ⅹ RCICの誤起動 考慮 ― 

 

表 3-2：T/Bにおける抽出事象及び重畳考慮の要否 

抽出された代表事象 重畳 重畳を考慮しない理由※１ 

Ⅰ 給水加熱喪失 考慮 ― 

Ⅱ 原子炉冷却材流量の喪失 ― ① 

Ⅲ 負荷の喪失 考慮 ― 

Ⅳ 主蒸気隔離弁の誤閉止 考慮 ― 

Ⅴ 原子炉圧力制御系の故障 ― ② 

Ⅵ 給水流量の全喪失 ― ③ 

Ⅶ 給水制御系の故障 考慮 ― 

※１：重畳を考慮しない理由 

① 再循環流量が減少する事象は，BWR-5では再循環ポンプの慣性が大きく，炉心流量の減少に

よる炉心の冷却能力低下に対し，原子炉出力の減少が早めに作用するため，重畳しても結

果は厳しくならない。 

② 圧力が低下する事象は重畳しても結果は厳しくならない。 

③ 出力が低下する事象は重畳しても結果は厳しくならない。 
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表 3-3：抽出された代表事象の概要 

抽出事象 概要 

原子炉冷却材流量制御
系の誤動作 

原子炉の出力運転中に，再循環流量制御系の誤動作により，再循環流
量（炉心流量）が増加し，原子炉出力が上昇する事象。 

給水流量の全喪失＋ 
タービントリップ

原子炉の出力運転中に，原子炉水位高（レベル８）信号の誤発生によ
り，タービンがトリップするとともに，原子炉給水ポンプがトリップ
する事象。 

主蒸気隔離弁の誤閉止 
原子炉の出力運転中に，主蒸気隔離弁が誤閉止し，原子炉圧力が上昇
する事象。 

給水制御系の故障 
原子炉の出力運転中に，給水流量が急激に増加し，炉心入口サブクー
リングが増加して，原子炉出力が上昇する事象。

RCICの誤起動 
原子炉の出力運転中に，RCIC が誤起動し，炉心入口サブクーリングが
増加して，原子炉出力が上昇する事象。 

給水加熱喪失 
原子炉の出力運転中に，給水加熱器への蒸気流量が喪失して，給水温
度が徐々に低下し，炉心入口サブクーリングが増加して，原子炉出力
が上昇する事象。 

負荷の喪失 
原子炉の出力運転中に，発電機負荷遮断により蒸気加減弁が急速に閉
止し，原子炉圧力が上昇する事象。 

3.2. 抽出事象に対する重畳の分析結果 

3.1 項で抽出した重畳を考慮した場合に事象を厳しくする可能性のある事象につ

いて，スクラムのタイミング等のプラント挙動について整理し，これらの観点から，

重畳の組み合わせを考慮した場合に事象を厳しくする可能性があるかについて，更

なる検討を行う。 

この検討においては，２つの事象の組み合わせについて，重畳を考慮したとして

もどちらか１つの事象に包絡される，重畳を考慮した場合には厳しい評価となる可

能性がある，又は，重畳を考慮しない（単独の事象）方が厳しい評価となるかにつ

いて，定性的に評価を行う。 

なお，重畳を考慮した場合に厳しくなる事象の組み合わせが複数同定される場合

には，更なる重畳を検討することが必要となるが，次に示すとおり，厳しくなる組

み合わせが２つ以上はなかったことから，３つ以上の事象の重畳についても２つの

事象の重畳に包含されることを確認した。 
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 (1) R/Bにおける代表事象の重畳 

表 3-1 に抽出された事象について，スクラムのタイミング等のプラント挙動

について整理した結果を表 3-4に示す。 

「給水流量の全喪失＋タービントリップ」，「主蒸気隔離弁の誤閉止」及び「給

水制御系の故障」は，いずれも主要弁の閉止を伴う圧力上昇事象である。 

これらの事象のうち，「主蒸気隔離弁の誤閉止」は，タービン・バイパス弁に

期待することができないため，圧力上昇の観点では最も厳しい事象となる。ま

た，出力上昇の観点では，スクラムタイミングの遅い「給水制御系の故障」が

最も厳しい事象となる。 

「原子炉冷却材流量制御系の誤動作」は，出力ピークが最も高くなるものの，

初期状態が部分出力状態であること及び燃料の熱伝達遅れのため，炉心平均表

面熱流束の観点からは厳しい事象とならない。 

なお，「RCIC の誤起動」による注水流量の増加分は，「給水制御系の故障」に

よる流量増加分と比べると少ないため，結果に大きな影響はない。 

上記を踏まえ，重畳を考慮した場合について検討した結果を表 3-6 に示す。

本表のとおり，事象の重畳が厳しい結果を与えることはない。 

以上のことから，R/Bにおける内部火災を想定した場合の代表事象は，「給水

制御系の故障」及び「主蒸気隔離弁の誤閉止」とする。 

 

(2) T/Bにおける代表事象の重畳 

表 3-2 に抽出した事象について，スクラムのタイミング等のプラント挙動に

ついて整理した結果を表 3-5に示す。 

出力上昇の観点から，スクラムタイミングの遅い「給水加熱喪失」が最も厳

しい結果を与える。また，表 3-7に示すとおり，「給水加熱喪失」と「給水制御

系の故障」は事象開始時に同時に発生すると，タービントリップ時の出力が高

めになるため，その他の事象に比べて厳しい結果になると考えられる。 

なお，後述のとおり，タービン建物における内部火災ではタービン・バイパ

ス弁に期待できないことを考慮すると，「負荷の喪失」は他の単独事象に比べて

厳しい事象となるが，「給水制御系の故障＋給水加熱喪失」の重畳事象はスクラ

ム時点での原子炉出力が「負荷の喪失」よりも高くなることから，「負荷の喪失」

よりも厳しい結果となると考えられる。 

以上のことから，T/Bにおける内部火災を想定した場合の代表事象は，「給水

制御系の故障＋給水加熱喪失」の重畳事象とする。 
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率
減

少
に

よ

り
出
力
増
加

 

―
 

出
力
：
初
期
値
を
超
え
な
い

 

表
面

熱
流

束
：

初
期

値
を

超

え
な
い

 

圧
力
：
約

7
.9
9
MP
a
[g
a
ge
] 

Ⅷ
 給

水
制
御
系
の
故
障

 
主
蒸
気
止
め
弁
閉

 

(
原

子
炉

水
位

高
→

タ
ー

ビ
ン
ト
リ
ッ
プ
→

) 

(
約

9.
1
秒
後

) 

炉
心

入
口

サ
ブ

ク
ー

ル

増
大
に
よ
り
出
力
増
加

 

―
 

(
タ

ー
ビ

ン
ト

リ
ッ

プ
と

同
時
に

2
台
ポ
ン
プ
ト
リ

ッ
プ
に
よ
り
低
下

) 

出
力
：
約

1
15

% 

表
面
熱
流
束
：
約

1
11
% 

圧
力
：
約

7
.1

9
MP
a
[g
a
ge
] 

Ⅹ
 
RC
I
C
の
誤
起
動
 

R
C
IC

誤
起
動

に
伴
う
給
水
流
量
の
増
加
は

2
%程

度
で
あ
り
，
給
水
制
御
系
の
故
障
時
の
流
量
増
加
分

(
36
%
)と

比
べ
る
と
影
響
は
小
さ
い
た
め
，

重
畳
を
考
慮
し
な
い

 

※
：
給
水
流
量
の
全
喪
失
は
，
事
象
発
生
後
約

7
秒
で
原
子
炉
水
位
低
ス

ク
ラ
ム
に
至
る
。
事
象
進
展
が
タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ
に
比
べ
て
緩
や
か
な
事
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
タ
ー
ビ
ン

ト
リ
ッ
プ
の
評
価
で
代
表
で
き
る
。（

出
力
／
圧
力
ピ
ー
ク
値
の
記
載
は
タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ
と
ほ
ぼ
同
等
の
負
荷
の
喪
失
の
解
析
結
果
）
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表
3-
5：

想
定
さ
れ
る
代
表
事
象
（
単
独
事
象
）
の
解
析
結
果
（
T/
B
火
災
発
生
時
を
想
定
）
 

ス
ク
ラ
ム

事
象
発
生
時
の
影
響

 
事
象
発
生
後
の
出
力
／

 

圧
力
の
ピ
ー
ク
値

 
備
考

 

出
力

 
炉
心
流
量

 

Ⅰ
 給

水
加
熱
喪
失

※
 

中
性

子
束

高
(
熱

流
束

相
当
) 

(
約

89
秒
後

) 

炉
心

入
口

サ
ブ

ク
ー

ル

増
大
に
よ
り
出
力
増
加

 

―
 

出
力
：
約

1
23

% 

表
面
熱
流
束
：
約

1
21
% 

圧
力
：
約

7
.1
2
MP
a
[g
a
ge
] 

Ⅲ
 負

荷
の
喪
失

 
―
 

(
フ

ル
バ

イ
パ

ス
プ

ラ
ン

ト
の
た
め

)

原
子

炉
圧

力
上

昇
に

伴

う
ボ

イ
ド

率
減

少
に

よ

り
出
力
増
加

 

2
台

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ

に
よ
り
低
下

 

出
力
：
約

1
18
% 

表
面

熱
流

束
：

初
期

値
を

超

え
な
い

 

圧
力
：
約

7
.0

9
MP
a
[g
a
ge
]
 

タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
不

作
動
時
は
出
力
約

3
69
%
，，

表
面
熱

流
束

約
1
2
2%

，
圧

力
約

8
.
29
M
Pa
[
ga
g
e]
 

Ⅳ
 主

蒸
気
隔
離
弁
の
誤
閉
止

 
主
蒸
気
隔
離
弁
閉

 

(
約

0.
3
秒
後

) 

原
子

炉
圧

力
上

昇
に

伴

う
ボ

イ
ド

率
減

少
に

よ

り
出
力
増
加

 

―
 

出
力
：
初
期
値
を
超
え
な
い

 

表
面

熱
流

束
：

初
期

値
を

超

え
な
い

 

圧
力
：
約

7
.9
9
MP
a
[g
a
ge
] 

Ⅶ
 給

水
制
御
系
の
故
障

 
主
蒸
気
止
め
弁
閉

 

(
原

子
炉

水
位

高
→

タ
ー

ビ
ン
ト
リ
ッ
プ
→

) 

(
約

9.
1
秒
後

) 

炉
心

入
口

サ
ブ

ク
ー

ル

増
大
に
よ
り
出
力
増
加

 

―
 

(
タ

ー
ビ

ン
ト

リ
ッ

プ
と

同
時
に

2
台
ポ
ン
プ
ト
リ

ッ
プ
に
よ
り
低
下

) 

出
力
：
約

1
15

% 

表
面
熱
流
束
：
約

1
11
% 

圧
力
：
約

7
.1

9
MP
a
[g
a
ge
] 

※
：
給
水
加
熱
器

1
段
の
喪
失
を
想
定
。
複
数
段
の
機
能
喪
失
時
に
は
，
炉
心
入
口
サ
ブ
ク
ー
ル
の
増
加
量
が
大
き
く
な
り
，
ス
ク
ラ
ム
時
刻
は
早
く
な
る
が
，
ス
ク
ラ
ム
す
る
出
力
点

は
変
わ
ら
ず
，
ス
ク
ラ
ム
後
の
評
価
は
同

様
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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表
3-
6
：
重
畳
事
象
の
分
析
（

R/
B
火
災
発
生
時
）
 

Ⅲ
 原

子
炉
冷
却
材
流
量

制
御
系
の
誤
動
作
 

Ⅳ
 給

水
流
量
の
全
喪
失
 

＋
 

タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ

Ⅴ
 主

蒸
気
隔
離
弁
の
誤
閉
止
 

Ⅷ
 給

水
制
御
系
の
故
障
 

Ⅲ
 原

子
炉
冷

却
材
流
量
制
御

系
の
誤
動
作
 

―
 

×
 

×
 

×
 

ス
ク
ラ
ム
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
い
Ⅲ
が
出
力
上
昇
の

観
点
か
ら
は
厳
し
い
が
，
Ⅳ
は
圧
力
上
昇
の
観
点
で

厳
し
く
プ
ラ
ン
ト
挙
動
と
し
て
は
影
響
が
大
き
い
。
 

重
畳
事
象
は
タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ
に
よ
り
直
ち
に

ス
ク
ラ
ム
す
る
た
め
，
単
独
事
象
で
あ
る
Ⅳ
に
よ
り

代
表
で
き
る
。

【
抽
出
事
象
：
Ⅳ
】
 

隔
離
弁
が
閉
止
す
る
Ⅴ
が
圧
力
上
昇
の
観
点
か
ら

厳
し
い
。
 

重
畳
事
象
は
Ⅴ
に
よ
り
直
ち
に
ス
ク
ラ
ム
す
る
た

め
，
単
独
事
象
で
あ
る
Ⅴ
に
よ
り
代
表
で
き
る
。

 

【
抽
出
事
象
：
Ⅴ
】
 

ス
ク
ラ
ム
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
い
Ⅷ
の
方
が
出
力
上
昇

並
び
に
圧
力
上
昇
が
厳
し
い
。

重
畳
事
象
は
，
Ⅲ
に
伴
う
中
性
子
束
上
昇
に
よ
り
短
時

間
で
ス
ク
ラ
ム
す
る
た
め
，
単
独
事
象
で
あ
る
Ⅷ
に
よ

り
代
表
で
き
る
。

【
抽
出
事
象
：
Ⅷ
】
 

Ⅳ
 給

水
流
量

の
全
喪
失
＋
タ

ー
ビ
ン
ト
リ
ッ

プ
 

―
 

―
 

×
 

×
 

タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
が
期
待
で
き
な
い
Ⅴ
が
圧

力
上
昇
の
観
点
か
ら
厳
し
い
。

重
畳
事
象
は
圧
力
上
昇
の
観
点
か
ら
，
単
独
事
象
で

あ
る
Ⅴ
に
よ
り
代
表
で
き
る
。

【
抽
出
事
象
：
Ⅴ
】
 

（
給
水
流
量
の
全
喪
失
と
給
水
制
御
系
の
故
障
は
相

反
す
る
事
象
の
た
め
，
重
畳
し
な
い
。）

 

Ⅴ
 主

蒸
気
隔

離
弁
の
誤
閉
止
 

―
 

―
 

―
 

×
 

ス
ク
ラ
ム
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
い
Ⅷ
の
方
が
出
力
上
昇

が
厳
し
く
な
る
が
，
本
プ
ラ
ン
ト
は
フ
ル
バ
イ
パ
ス
プ

ラ
ン
ト
の
た
め
，
そ
の
影
響
は
限
定
的
で
あ
る
。
一
方
，

タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
が
期
待
で
き
な
い
Ⅴ
の
方
が

原
子
炉
圧
力
上
昇
の
観
点
か
ら
厳
し
い
。

重
畳
事
象
は
Ⅴ
に
よ
り
直
ち
に
ス
ク
ラ
ム
す
る
た
め
，

圧
力
上
昇
の
観
点
か
ら
は
単
独
事
象
で
あ
る
Ⅴ
，
出
力

の
観
点
か
ら
は
Ⅷ
に
よ
り
代
表
で
き
る
。

【
抽
出
事
象
：
Ⅴ
】
 
【
抽
出
事
象
：
Ⅷ
】
 

Ⅷ
 給

水
制
御

系
の
故
障
 

―
 

―
 

―
 

―
 

（
○
：
重
畳
事
象
が
厳
し
い
 
×
：
単
独
事
象
が
厳
し
い
）
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表
3-
7
：
重
畳
事
象
の
分
析
（

T/
B
火
災
発
生
時
）
 

 
Ⅰ
 給

水
加
熱
喪
失
 

Ⅲ
 負

荷
の
喪
失
 

Ⅳ
 主

蒸
気
隔
離
弁
の
誤
閉
止
 

Ⅶ
 給

水
制
御
系
の
故
障
 

Ⅰ
 
給

水
加

熱
喪
失
 

―
 

×
 

×
 

○
 

T
/B

で
の
Ⅲ
で
は
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
不
作
動

を
仮
定
す
る
た
め
，
プ
ラ
ン
ト
全
体
に
及
ぼ
す
影
響

は
Ⅲ
の
方
が
大
き
く
な
る
。
 

重
畳
事
象
は
負
荷
の
喪
失
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁

不
作
動
に
よ
り
直
ち
に
ス
ク
ラ
ム
す
る
た
め
，
単
独

事
象
で
あ
る
Ⅲ
に
よ
り
代
表
で
き
る
。
 

 【
抽
出
事
象
：
Ⅲ
】
 

ス
ク
ラ
ム
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
い
Ⅰ
が
出
力
上
昇

の
観
点
で
厳
し
い
。
 

重
畳
事
象
は
Ⅳ
を
仮
定
す
る
と
直
ち
に
ス
ク
ラ

ム
す
る
た
め
，
単
独
事
象
で
あ
る
Ⅰ
に
よ
り
代
表

で
き
る
。
 

   【
抽
出
事
象
：
Ⅰ
】
 

ス
ク
ラ
ム
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
い
Ⅰ
が
出
力
上
昇
の

観
点
で
厳
し
い
。
 

重
畳
事
象
は
タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ
時
の
出
力
が
高

め
に
な
る
た
め
，
Ⅰ
が
単
独
で
発
生
し
た
場
合
よ
り

も
厳
し
い
事
象
と
な
る
。
 

 【
抽
出
事
象
：
Ⅰ
＋
Ⅶ
】
 

Ⅲ
 
負

荷
の

喪
失
 

―
 

―
 

×
 

×
 

弁
の
閉
止
速
度
の
速
い
Ⅲ
が
出
力
上
昇
の
観
点

で
厳
し
い
。
 

重
畳
事
象
は
弁
の
閉
止
速
度
が
速
い
Ⅲ
に
よ
り

代
表
で
き
る
。
 

  【
抽
出
事
象
：
Ⅲ
】
 

T
/B

で
の
Ⅲ
で
は
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
不
作
動

を
仮
定
す
る
た
め
，
プ
ラ
ン
ト
全
体
に
及
ぼ
す
影
響

は
Ⅲ
の
方
が
大
き
く
な
る
。
 

重
畳
事
象
は
負
荷
の
喪
失
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁

不
作
動
に
よ
り
直
ち
に
ス
ク
ラ
ム
す
る
た
め
，
単
独

事
象
で
あ
る
Ⅲ
に
よ
り
代
表
で
き
る
。

 
  【
抽
出
事
象
：
Ⅲ
】
 

Ⅳ
 
主

蒸
気

隔
離

弁
の

誤
閉
止
 

―
 

―
 

―
 

×
 

ス
ク
ラ
ム
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
い
Ⅶ
の
方
が
出
力
上

昇
の
観
点
か
ら
厳
し
い
。
 

重
畳
事
象
は
，
Ⅳ
に
よ
り
直
ち
に
ス
ク
ラ
ム
す
る
た

め
，
単
独
事
象
で
あ
る
Ⅶ
に
よ
り
代
表
で
き
る
。

 
 【
抽
出
事
象
：
Ⅶ
】
 

Ⅶ
 
給

水
制

御
系
の
故
障
 

―
 

―
 

―
 

―
 

（
○
：
重
畳
事
象
が
厳
し
い
 
×
：
単
独
事
象
が
厳
し
い
）
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4. 内部火災発生時に期待できる緩和系の整理【ステップ６】

4.1. 内部火災による緩和設備に対する機能維持状態 

除熱機能の２区分のうち，１区分は機能を維持するよう対策を実施しているものの，

「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同時に残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）又はフィードアンドブリード（以下「残留熱除去系等」とい

う。）による除熱機能が喪失した場合，さらに，単一故障を想定すると，除熱機能が

喪失する可能性がある。 

このため，残留熱除去系等の制御系から実際の機器配置場所までを以下の区画及び

建物を対象に調査することで「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発

生と同時に除熱機能が喪失する状況にあるかについて系統分離の考え方とともに網

羅的に確認した。 

(1) 中央制御室及び補助盤室

(2) 非常用電気室

(3) ケーブル処理室

(4) 中央制御室外原子炉停止装置（RSS）盤室

(5) 建物内（R/B,T/B,Rw/B）及び海水ポンプエリア
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(1) 中央制御室及び補助盤室

a. 中央制御室及び補助盤室における火災防護上の設計の考え方

 中央制御室及び補助盤室の制御盤は，スイッチ，配線等の構成部品に単一

火災を想定しても，近接する他構成部品に影響が波及しないことを確認し

た実証試験の知見に基づく分離設計を行っているため，制御盤間の延焼が

生じることはない。

 火災により中央制御室及び補助盤室の制御盤 1 区画の安全機能が喪失した

としても，他区画の制御盤の運転操作及び現場操作により，原子炉の高温

停止及び低温停止を達成し，維持できる。

 中央制御室には運転員が常駐していることから火災の早期感知・消火が可

能であるため，制御盤にて火災が発生した場合であっても火災による影響

は限定的である。なお，補助盤室には全域ガス消火設備を設置する。

図 4-1,2 において，中央制御室及び補助盤室の残留熱除去系等関連制御盤の

配置状況を示す。 

図 4-1：残留熱除去系等関連制御盤の配置状況（中央制御室） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

1046



8条-別添 1-資料 10-参考 1-18 

図 4-2：残留熱除去系等関連制御盤の配置状況（補助盤室） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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b. 中央制御室及び補助盤室の火災による残留熱除去系等への影響

中央制御室及び補助盤室における単一火災において，「運転時の異常な過渡

変化」又は「設計基準事故」の発生と残留熱除去系等の機能喪失（操作手段の

一部喪失）の関係について整理した。表 4-1に整理結果を示す。また，各盤に

おける火災により，発生の可能性のある故障について表 4-2に示す。 

評価の結果，「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同

時に残留熱除去系等の操作手段が一部喪失する事象があることを確認した。 

このため，以下に示す他の操作手段により，残留熱除去系等の機能維持が可

能であることを確認した。 

(a)RSS盤による RSS操作への切換え

中央制御室及び補助盤室における単一火災において，残留熱除去系等の操

作手段が一部喪失した場合においても，RSS 操作への切換えを行うことによ

り，RSS 盤室において残留熱除去系等を操作可能である。

例えば，「B-RHR ポンプ操作スイッチ」が使用できなくなる場合において

も，現場の機器は健全であることから，RSS 盤において，「中央」から「RSP」

に操作を切り替えることで，残留熱除去系等により，原子炉の低温停止が可

能である。 

(b)「他の中央制御室及び補助盤室の制御盤でのジャンパ／リフト対応」，「現場

MCC等電気盤におけるジャンパ／リフト対応」による信号入力 

(a)と同様に中央制御室及び補助盤室の制御盤を使用した残留熱除去系等

の操作ができない場合においても，「他の中央制御室及び補助室の制御盤で

のジャンパ／リフト対応」，「現場 MCC等電気盤におけるジャンパ／リフト対

応」による信号入力が可能である。 

例えば，「B-RHR ポンプ操作スイッチ」が使用できない場合においても，

当該制御盤ではなく，非常用電気室にて起動指令をジャンパすることで

B-RHRポンプを起動可能である。

「現場 MCC等電気盤におけるジャンパ／リフト対応による信号入力」の例

を図 4-3 に示す。 

以上より，中央制御室及び補助盤室における単一火災において，単一故障を想定し

た場合においても残留熱除去系等により，原子炉の低温停止が可能であることを確認

した。 
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表 4-1：中央制御室及び補助盤室の火災により発生する事象と 

残留熱除去系等への影響確認結果 

場所 盤番号 
起因となる 

故障 

発生の可能性が 

ある事象 

残留熱除去系等 

関連機器 

残留熱除去系等 

への影響 
備考 

C-4F-01

2-903
HPCSの誤起動 

RCICの誤起動 等 

HPCSの誤起動 

RCICの誤起動 等 

低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系 等 

中央制御室での操

作ができない可能

性あり 

※ａ．又はｂ．に

より，対応可能

2-904-

1

RCICの誤起動 

逃がし弁開指令誤

発生 等 

RCICの誤起動 

逃がし弁開放 等 

残留熱除去系 

原子炉補機冷却系等 

2-908

予備給復水ポンプ

の誤起動 

原子炉給水ポンプ

のトリップ 

給水制御系の故障 

給水流量の全喪失 

非常用ディーゼル機

関 

RW-1F-05 

2-946A

予備給復水ポンプ

の誤起動 

タービン・バイパ

ス弁誤解放 等

給水制御系の故障 

原子炉圧力制御系

の故障 等 

非常用電源系 

補助盤室での操作

ができない可能性

あり 

2-920A

予備給復水ポンプ

の誤起動 

RCICの誤起動 等 

給水制御系の故障 

RCICの誤起動 等 

低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系 等 

2-970A
逃がし弁開指令誤

発生 
逃がし弁開放 主蒸気逃がし安全弁 

2-970B
逃がし弁開指令誤

発生 
逃がし弁開放 主蒸気逃がし安全弁 

2-920B

予備給復水ポンプ

の誤起動 

原子炉給水ポンプ

のトリップ 

給水制御系の故障 

給水流量の全喪失 
残留熱除去系 

※：ａ．RSS盤による RSS操作への切換え 

 ｂ．「他の中央制御室及び補助盤の制御盤でのジャンパ／リフト対応」，「現場

MCC等電気盤におけるジャンパ／リフト対応」による信号入力 
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表 4-2：残留熱除去系等関連盤と発生の可能性のある 

「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の整理結果 
残留熱除去系等の関連盤 

安
全
設
備

制
御
盤

 

原
子
炉
補

機
制
御

盤
 

所
内
電
気

盤
 

空
調
換
気

制
御
系

 

A-
電
気
保

護
継
電

器
盤

A-
中
央
分

電
盤

A-
原
子
炉

補
助
継

電
器
盤

A-
RH
R
・
L
PC
S
継
電
器

盤

A-
自
動
減

圧
継
電

器
盤

B-
中
央
分

電
盤

B-
自
動
減

圧
継
電

器
盤

B・
C-

RH
R
継

電
器
盤

 

B-
原
子
炉

補
助
継

電
器
盤

原子炉に有意な影響を与える主要な要因（BWR） 要因に対応する故障 

2-
90
3

2-
90
4-

1

2-
90
8

2-
92
9-

1

2-
94
6A

2-
96
1A

2-
97
1A

2-
92
0A

2-
97
0A

2-
96
1B

2-
97
0B

2-
92
0B

2-
97
1B

炉心内の反応度
又は出力分布の
異常な変化 

再循環ポンプ速度の増加 
速度制御器増加要求信号誤発生 
主制御器増加要求信号誤発生 

給水温度の低下 抽気逆止弁の誤閉止 

給水流量の増加 
原子炉給水制御系増信号誤発生 
予備給復水ポンプの誤起動 ○ ○ ○ ○ 

ECCS 等の誤起動 
HPCS の誤起動 ○ 

RCIC の誤起動 ○ ○ ○ 

再循環ループの誤起動 再循環ポンプの誤起動 

弁の閉止 
蒸気加減弁閉止 
主蒸気止め弁閉止 
主蒸気隔離弁閉信号誤発生 ○ 

自由空間体積の減少 
原子炉給水制御系増信号誤発生 
予備給復水ポンプの誤起動 ○ ○ ○ ○ 

炉心内の熱発生
又は熱除去の異
常な変化 

給水温度の低下 抽気逆止弁の誤閉止 

給水流量の増加 
原子炉給水制御系増信号誤発生 
予備給復水ポンプの誤起動 ○ ○ ○ ○ 

弁の開放 

逃がし弁開指令誤発生 ○ ○ ○ 

蒸気加減弁開信号誤発生 
圧力制御装置最大出力信号誤発生 
タービン・バイパス弁の誤開放 ○ 

ECCS 等の誤起動 
HPCS の誤起動 ○ 

RCIC の誤起動 ○ ○ ○ 

再循環ループの誤起動 再循環ポンプの誤起動 

再循環ポンプのトリップ 
駆動電源喪失 
再循環ポンプトリップ信号誤発生 

再循環ポンプ速度の増加 
速度制御器増加要求信号誤発生 
主制御器増加要求信号誤発生 

原子炉冷却材圧
力又は原子炉冷
却材保有量の異
常な変化 

弁の閉止 
蒸気加減弁閉止 
主蒸気止め弁閉止 
主蒸気隔離弁閉信号誤発生 ○ 

自由空間体積の減少 
原子炉給水制御系増信号誤発生 
予備給復水ポンプの誤起動 ○ ○ ○ ○ 

弁の開放 

逃がし弁開指令誤発生 ○ ○ ○ 

蒸気加減弁開信号誤発生 
圧力制御装置最大出力信号誤発生 
タービン・バイパス弁の誤開放 ○ 

給水流量の低下 

原子炉給水ポンプのトリップ ○ ○ ○ ○ 

L8 信号誤発生 
原子炉給水制御系減信号誤発生 
復水ポンプのトリップ 
（駆動電源喪失） 

○ ○ 

給水流量の増加 
原子炉給水制御系増信号誤発生 
予備給復水ポンプの誤起動 ○ ○ ○ ○ 

ECCS 等の誤起動 
HPCS の誤起動 ○ 

RCIC の誤起動 ○ ○ ○ 

過渡事象要因と残留熱除去系等と
の重畳 
重畳有：○ 
重畳無：× 

○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × 
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図 4-3：現場 MCC 等電気盤におけるジャンパ／リフト対応による信号入力の例 
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(2) 非常用電気室

a. 非常用電気室における火災防護上の設計の考え方

図 4-4に示すとおり，非常用電気室は安全系区分ごとに分離配置されており，

それぞれ別の火災区域となっている。 

このことから，非常用電気室において，単一火災によって複数の区分が同時

に機能喪失することはない。 

図 4-4：非常用電気室における分離状況 

b. 非常用電気室の火災による残留熱除去系等への影響

非常用電気室における単一火災において，「運転時の異常な過渡変化」又は「設

計基準事故」の発生と残留熱除去系等の機能喪失の関係について整理した。表

4-3に整理結果を示す。

評価の結果，「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の起因となる

系統の設備が存在する盤を抽出した。 

抽出した盤において，原子炉に有意な影響を与える主要な要因に対応する故

障を発生させるような機器として，「RCIC タービン制御盤」が抽出され，当該

機器の機能喪失により，代表事象の一つである「RCICの誤起動」が発生するこ

ととなる。しかしながら，本事象は原子炉スクラムには至らない事象であるた

め，「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と残留熱除去系等

の機能喪失の重畳を考慮する必要はない。 

以上より，非常用電気室における単一火災において，単一故障を想定した場合に

おいても残留熱除去系等により，原子炉の低温停止が可能であることを確認した。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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表
4-
3：

非
常
用
電
気
室
火
災
に
よ
り
発
生
す
る
事
象
と
残
留
熱
除
去
系
等
へ
の
影
響
確
認
結
果

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（

BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
あ

る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
１
 

備
考
 

炉
心

内
の

反
応

度
又

は
出

力

分
布
の
異
常
な
変
化

 

EC
CS

等
の
誤
起
動
 

RC
IC

の
誤
起
動
 

RC
IC

の
誤
起
動
 

RC
IC

タ
ー
ビ
ン
制
御
盤
 

RX
-B
2F
-2
 

B-
非
常
用
Ｄ
Ｇ
室
送
風
機

B1
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

B2
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

B1
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

B2
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

2D
-動

力
変
圧
器

2B
-D
G-
C/
C

2D
2-
R/
B-
C/
C

2D
3-
R/
B-
C/
C

非
常
用
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
盤
(2
D
-L
/C
)

非
常
用
メ
タ
ク
ラ
盤
(2
D-
M/
C)

B-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
制
御
盤

○
 

本
過
渡
事
象
は
，
ス
ク
ラ
ム
し

な
い
事
象
で
あ
る
。
加
え
て
事

象
発
生
の
起
因
と
な
り
う
る
設

備
が
火
災
の
影
響
を
受
け
て
も

誤
起
動
は
起
こ
ら
な
い
。

 

炉
心

内
の

熱
発

生
又

は
熱

除

去
の
異
常
な
変
化

 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

又
は

原

子
炉

冷
却

材
保

有
量

の
異

常

な
変
化

 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有
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(3)ケーブル処理室

a. ケーブル処理室における火災防護上の設計の考え方

図 4-5に示すとおり，ケーブル処理室は安全系区分ごとに分離配置されており，

影響軽減対策を実施している。 

さらに，ケーブル処理室は，中央制御室及び補助盤室の制御盤フロア下に設け，

ケーブルを布設する構造であるが，中央制御室及び補助盤室の制御盤直下は狭隘

であり，互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルは近接して布設されており，

区域による区分分離ができないことから，火災の影響軽減のための対策として，

全域ガス自動消火設備及び１時間の耐火能力を有する隔壁（「耐火ラッピング」

又は「フレキシブル電線管+耐火シート」）により分離している。 

このことから，ケーブル処理室において，単一火災によって複数の区分が同時

に機能喪失することはない。 

b. ケーブル処理室の火災による残留熱除去系等への影響

ケーブル処理室においては，「残留熱除去系等関連機器」，「運転時の異常な過

渡変化又は設計基準事故の起因となる機器」及び動力ケーブルは配置されていな

いため，ケーブル処理室において火災が発生したとしても，これらの機器は健全

である。 

また，ケーブル処理室における火災発生時においては，中央制御室及び補助盤

室の制御盤における火災発生時と同様に「現場 MCC等電気盤におけるジャンパ／

リフト対応」により信号を入力することで対応が可能である。

以上より，ケーブル処理室における単一火災において，単一故障を想定した場合

においても残留熱除去系等により，原子炉の低温停止が可能であることを確認した。 

図 4-5：ケーブル処理室における分離状況 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(4) 中央制御室外原子炉停止装置（RSS）盤室

a. 中央制御室外原子炉停止装置（RSS）盤室における火災防護上の設計の考え方

（a）火災の感知設備

発信箇所が特定でき，異なる種類の信号を有する火災感知器を火災区域内

に設置し，火災の発生を常時監視する。 

（b）自動消火設備

当該火災区域の全域を消火範囲としたハロン自動消火設備を設置する。

（c）影響軽減対策

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁により，他の火災区域と分離する。

図 4-6において，残留熱除去系等の関連制御盤の配置状況を示す。 

図 4-6：残留熱除去系等関連制御盤の配置状況（RSS 盤室） 

b. 中央制御室外原子炉停止装置（RSS）盤室の火災による残留熱除去系等への影響

RSS盤室における単一火災においては，中央制御室及び補助盤室の制御盤にお

ける火災発生時の対応と同様に「現場 MCC等電気盤におけるジャンパ／リフト対

応」により信号を入力することで対応が可能である。 

また，RSS 盤は，１区分のみ設置されており，RSS 盤室における火災発生時に

他区分の残留熱除去系等が機能喪失することはない。 

したがって，RSS盤室において火災が発生した場合についても安全停止上の問

題は発生しない。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(5) 建物内（R/B,T/B,Rw/B）及び海水ポンプエリア 

a. 建物内（R/B,T/B,Rw/B）及び海水ポンプエリアにおける火災防護上の設計の考

え方 

建物内（R/B,T/B,Rw/B）及び海水ポンプエリアの各区域は，火災源となる系統

があり，また，火災影響を受ける隣接区域からの火災による影響の可能性がある

ため，「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同時に緩和機

能である除熱機能が喪失することがないか確認する。 

表 4-4 に残留熱除去系等による原子炉の低温停止の可否を確認する観点から，

残留熱除去系等に必要となる主要なフロント系及びサポート系を抽出した。 

図 4-7において，火災区域の設定状況を示す。 

 

b. 建物内（R/B,T/B,Rw/B）及び海水ポンプエリアの火災による残留熱除去系等へ

の影響 

表 4-5に火災により発生の可能性がある事象を抽出し，事象発生の起因となり

うる設備及びその設置場所（火災区域）を整理し，火災区域における「残留熱除

去系等関連機器」の設置有無を確認することで，「運転時の異常な過渡変化」又

は「設計基準事故」の発生と同時に残留熱除去系等の機能喪失が発生することが

なく，加えて，残留熱除去系等に単一故障を想定した場合においても，低温停止

が可能であることを確認した。 

事象発生の起因となりうる設備と「残留熱除去系等関連機器」が同一区域に存

在する場合もあるが，個別に発生する事象の詳細確認を行い，スクラムしない事

象であること，PCV 内はプラント運転中は，窒素で置換されており，火災は発生

しないこと，スクラムしても除熱機能は維持されることから，原子炉の低温停止

に対して影響はない。 

 

以上より，「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」の発生と同時に残留熱

除去系等が機能喪失する事象がないことを確認した。この結果より，主要建物におけ

る単一火災において，単一故障を想定した場合においても残留熱除去系等により，原

子炉の低温停止が可能であることを確認した。 
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表 4-4：残留熱除去系等のフロント系及びサポート系機器（１／４） 

系統 機器 設置場所※ 

フロント系

RHR 

A-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟ炉水戻り弁 RX-ALL 

B-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟ炉水戻り弁 RX-ALL 

A-RHR ﾃｽﾄ弁 RX-ALL 

B-RHR ﾃｽﾄ弁 RX-1F-1 

A-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ弁 RX-ALL 

B-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ弁 RX-B2F-1 

C-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ弁 RX-B2F-1 

A-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟﾄｰﾗｽ水入口弁 RX-ALL 

B-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟﾄｰﾗｽ水入口弁 RX-B2F-1 

C-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟﾄｰﾗｽ水入口弁 RX-B2F-1 

A-RHR熱交水室入口弁 RX-ALL 

B-RHR熱交水室入口弁 RX-1F-1 

A-RHR熱交ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁 RX-ALL 

B-RHR熱交ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁 RX-1F-1 

A-RHR注水弁 RX-ALL 

B-RHR注水弁 RX-1F-4 

C-RHR注水弁 RX-1F-4 

RHR炉水入口内側隔離弁 PCV 

RHR炉水入口外側隔離弁 RX-ALL 

A-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟ炉水入口弁 RX-ALL 

B-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟ炉水入口弁 RX-B2F-1 

A-残留熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ RX-ALL 

B-残留熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ RX-B2F-1 

C-残留熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ RX-B2F-1 

LPCS 

LPCS ﾎﾟﾝﾌﾟ入口弁 RX-ALL 

LPCS注水弁 RX-ALL 

LPCS ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ弁 RX-ALL 

低圧炉心ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ RX-ALL 

※：別添１資料 10添付１に記載の火災区域番号 
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表 4-4：残留熱除去系等のフロント系及びサポート系機器（２／４） 

 系統 機器 設置場所※ 

フロント

系 
MS 

A-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

B-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

C-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

D-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

E-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

F-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

G-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

H-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

J-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

K-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

L-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

M-主蒸気逃がし安全弁 PCV 

サポート

系 

RCW 

A1-DG冷却水出口弁 RX-B2F-3 

B1-DG冷却水出口弁 RX-B2F-4 

A2-DG冷却水出口弁 RX-B2F-3 

B2-DG冷却水出口弁 RX-B2F-4 

A-RHR熱交冷却水出口弁 RX-ALL 

B-RHR熱交冷却水出口弁 RX-1F-1 

A-原子炉補機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ RX-B2F-9 

B-原子炉補機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ RX-1F-2 

C-原子炉補機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ RX-B2F-9 

D-原子炉補機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ RX-1F-2 

RSW 

A-RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ出口弁 YD-11 

B-RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ出口弁 YD-13 

C-RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ出口弁 YD-11 

D-RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ出口弁 YD-13 

A-RCW熱交海水出口弁 RX-B2F-9 

B-RCW熱交海水出口弁 RX-1F-2 

A-原子炉補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟ YD-11 

B-原子炉補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟ YD-13 

C-原子炉補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟ YD-11 

D-原子炉補機海水ﾎﾟﾝﾌﾟ YD-13 

※：別添１資料 10添付１に記載の火災区域番号 
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表 4-4：残留熱除去系等のフロント系及びサポート系機器（３／４） 

系統 機器 設置場所※ 

サポート

系

HVR 

LPCS ﾎﾟﾝﾌﾟ室冷却機 RX-ALL 

A-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟ室冷却機 RX-ALL 

B-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟ室冷却機 RX-B2F-1 

C-RHR ﾎﾟﾝﾌﾟ室冷却機 RX-B2F-1 

HVRO 

A-RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ熱交換器室冷却機 RX-B2F-9 

B-RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ熱交換器室冷却機 RX-B2F-9 

A-非常用ＤＧ室送風機 RX-B2F-9 

B-非常用ＤＧ室送風機 RX-B2F-2 

A1-非常用電気室送風機 RX-B2F-9 

A2-非常用電気室送風機 RX-B2F-9 

A1-非常用電気室排風機 RX-B2F-9 

A2-非常用電気室排風機 RX-B2F-9 

B1-非常用電気室送風機 RX-B2F-2 

B2-非常用電気室送風機 RX-B2F-2 

B1-非常用電気室排風機 RX-B2F-2 

B2-非常用電気室排風機 RX-B2F-2 

DEG 
A-非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関 RX-B2F-3 

B-非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関 RX-B2F-4 

電源系 

2C-動力変圧器 RX-B2F-9 

2D-動力変圧器 RX-B2F-2 

A-計装分電盤 RWB-MB1F-3 

B-計装分電盤 RWB-MB1F-2 

A-計装用無停電交流電源装置 RWB-MB1F-3 

B-計装用無停電交流電源装置 RWB-MB1F-2 

A-115V系直流盤 RWB-MB1F-3 

B-115V系直流盤 RWB-MB1F-2 

A-115V系蓄電池 RWB-MB1F-3 

B-115V系蓄電池 RWB-MB1F-2 

A-中央分電盤 RWB-1F-1 

B-中央分電盤 RWB-1F-1 

2A-DG-C/C RX-B2F-9 

2A-計装-C/C RWB-MB1F-3 

2B-DG-C/C RX-B2F-2 

2B-計装-C/C RWB-MB1F-2 

※：別添１資料 10添付１に記載の火災区域番号 
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表 4-4：残留熱除去系等のフロント系及びサポート系機器（４／４） 

 系統 機器 設置場所※ 

サポート

系 
電源系 

2C1-R/B-C/C RX-B2F-9 

2C2-R/B-C/C RX-M2F-2 

2C3-R/B-C/C RX-M2F-2 

非常用ロードセンタ盤(2C-L/C) RX-B2F-9 

非常用メタクラ盤(2C-M/C) RX-B2F-9 

2D1-R/B-C/C RX-B1F-5 

2D2-R/B-C/C RX-B2F-2 

2D3-R/B-C/C RX-B2F-2 

非常用ロードセンタ盤(2D-L/C) RX-B2F-2 

非常用メタクラ盤(2D-M/C) RX-B2F-2 

安全設備制御盤 CB-3F-1 

原子炉補機制御盤 CB-3F-1 

所内電気盤 CB-3F-1 

A-RHR・LPCS継電器盤 RWB-1F-1 

B・C-RHR継電器盤 RWB-1F-1 

A-自動減圧継電器盤 RWB-1F-1 

B-自動減圧継電器盤 RWB-1F-1 

A-ディーゼル発電機制御盤 RX-B2F-9 

B-ディーゼル発電機制御盤 RX-B2F-2 

※：別添１資料 10添付１に記載の火災区域番号 
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図
4-
7：

火
災
区
域
の
設
定

(
１
／
８
) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

1061



8条-別添 1-資料 10-参考 1-33 

図
4-
7：

火
災
区
域
の
設
定

(
２
／
８
) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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図
4-
7：

火
災
区
域
の
設
定

(
３
／
８
) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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図
4-
7：

火
災
区
域
の
設
定

(
４
／
８
) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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図
4-
7：

火
災
区
域
の
設
定

(
５
／
８
) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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図
4-
7：

火
災
区
域
の
設
定

(
６
／
８
) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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図
4-
7：

火
災
区
域
の
設
定

(
７
／
８
) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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図
4-
7：

火
災
区
域
の
設
定

(
８
／
８
) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。
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表
4-

5：
「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
１
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

炉
心

内
の

反
応

度
又

は
出

力

分
布
の
異
常
な
変
化

 

再
循

環
ポ

ン
プ

速

度
の
増
加
 

速
度

制
御

器
増

加

要
求
信
号
誤
発
生

 

原
子

炉
冷

却
材

流
量

制
御
系
の
誤
動
作
 

A-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト

RX
-1
F-
3 

－
 

○
 

－
 

B-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

○
 

※
２

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ

主
制

御
器

増
加

要

求
信
号
誤
発
生

 

原
子

炉
冷

却
材

流
量

制
御
系
の
誤
動
作
 

A-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト

RX
-1
F-
3 

－
 

○
 

－
 

B-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

○
 

※
２

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ

給
水
温
度
の
低
下
 

抽
気

逆
止

弁
の

誤

閉
止
 

給
水
加
熱
喪
失
 

抽
気
逆
止
弁
 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

給
水
加
熱
器
 

給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
ラ
イ
ン
（
水
位
調
節
弁
廻
り
）

 

給
水
流
量
の
増
加
 

原
子

炉
給

水
制

御

系
増
信
号
誤
発
生

 
給
水
制
御
系
の
故
障
 

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

予
備

給
復

水
ポ

ン

プ
の
誤
起
動
 

給
水
制
御
系
の
故
障
 

電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

給
水
流
量
調
節
弁
後
弁
，
 

起
動
用
給
水
流
量
調
節
弁
後
弁
 

電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
入
口
弁

 

給
水
流
量
調
節
弁
，
 

起
動
用
給
水
流
量
調
節
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
 

復
水
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生
し
な

い

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る
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表
4
-5
：「

運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
２
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

炉
心

内
の

反
応

度
又

は
出

力

分
布
の
異
常
な
変
化

 
EC
CS

等
の
誤
起
動
 

HP
CS

の
誤
起
動

 
HP
CS

の
誤
起
動
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
 

RX
－
AL
L 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
戻
り
弁

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
戻
り
弁

A-
RH
R
ﾃｽ
ﾄ弁

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

A-
RH
R
熱
交
水
室
入
口
弁

A-
RH
R
熱
交
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
弁

A-
RH
R
注
水
弁

RH
R
炉
水
入
口
外
側
隔
離
弁

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
入
口
弁

A-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ入

口
弁

LP
CS

注
水
弁

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁

低
圧
炉
心
ｽﾌ
ﾟﾚ
ｲﾎ
ﾟﾝ
ﾌﾟ

A-
RH
R
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

A-
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

C-
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

A-
RC
W
熱
交
海
水
出
口
弁

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機

A-
RC
W
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ熱

交
換
器
室
冷
却
機

B-
RC
W
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ熱

交
換
器
室
冷
却
機

A-
非
常
用
Ｄ
Ｇ
室
送
風
機

A1
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

A2
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

A1
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

A2
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

2C
-動

力
変
圧
器

2A
-D
G-
C/
C

2C
1-
R/
B-
C/
C

非
常
用
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
盤
(2
C
-L
/C
)

非
常
用
メ
タ
ク
ラ
盤
(2
C-
M/
C)

A-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
制
御
盤

○
 

※
３

HP
CS

注
水
弁
 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生
し
な

い

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る
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表
4-

5：
「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
３
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

炉
心

内
の

反
応

度
又

は
出

力

分
布
の
異
常
な
変
化

 

EC
CS

等
の
誤
起
動
 

RC
IC

の
誤
起
動

 
RC
IC

の
誤
起
動
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
 

RX
-B
2F
-1
 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁
 

C-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁
 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

 

C-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
入
口
弁

 

B-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ 

C-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機
 

C-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機
 

○
 

※
３
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
駆
動
用
タ
ー
ビ
ン

 

RC
IC

タ
ー
ビ
ン
蒸
気
入
口
弁
 

RC
IC

タ
ー
ビ
ン
蒸
気
加
減
弁
 

RC
IC

注
水
弁
 

RC
IC

タ
ー
ビ
ン
制
御
盤
 

RX
-B
2F
-2
 

B-
非
常
用
Ｄ
Ｇ
室
送
風
機
 

B1
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

 

B2
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

 

B1
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

 

B2
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

 

2D
-動

力
変
圧
器
 

2B
-D
G-
C/
C 

2D
2-
R/
B-
C/
C 

2D
3-
R/
B-
C/
C 

非
常
用
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
盤
(2
D
-L
/C
) 

非
常
用
メ
タ
ク
ラ
盤
(2
D-
M/
C)

 

B-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
制
御
盤

 

○
 

※
３
 

再
循

環
ル

ー
プ

の

誤
起
動
 

再
循

環
ポ

ン
プ

の

誤
起
動
 

原
子

炉
冷

却
材

系
の

停
止

ル
ー

プ
の

誤
起

動
 

A-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

RX
-1
F-
3 

－
 

○
 

－
 

B-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
 

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

○
 

※
２
 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
入
口
弁

 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
入
口
弁

 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
出
口
弁

 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
出
口
弁

 

弁
の
閉
止
 

蒸
気
加
減
弁
閉
止

 
負
荷
の
喪
失
 

蒸
気
加
減
弁
 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

圧
力
制
御
装
置
（
タ
ー
ビ
ン
制
御
系

EH
C）

 

主
蒸

気
止

め
弁

閉

止
 

負
荷
の
喪
失
 

給
水

流
量

の
全

喪
失

＋
タ

ー
ビ

ン
ト

リ
ッ

プ
 

主
蒸
気
止
め
弁
 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

 

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生

し
な

い
 

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い
 

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る
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表
4-

5：
「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
４
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

炉
心

内
の

反
応

度
又

は
出

力

分
布
の
異
常
な
変
化

 
弁
の
閉
止
 

主
蒸

気
隔

離
弁

閉

信
号
誤
発
生
 

主
蒸

気
隔

離
弁

の
誤

閉
止
 

主
蒸
気
内
側
隔
離
弁
 

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

○
 

※
２
 

主
蒸
気
外
側
隔
離
弁
 

RX
-A
LL
 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
戻
り
弁

 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
戻
り
弁

 

A-
RH
R
ﾃｽ
ﾄ弁

 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁
 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

 

A-
RH
R
熱
交
水
室
入
口
弁
 

A-
RH
R
熱
交
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
弁
 

A-
RH
R
注
水
弁
 

RH
R
炉
水
入
口
外
側
隔
離
弁

 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
入
口
弁

 

A-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ 

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ入

口
弁
 

LP
CS

注
水
弁
 

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁
 

低
圧
炉
心
ｽﾌ
ﾟﾚ
ｲﾎ
ﾟﾝ
ﾌﾟ
 

A-
RH
R
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

A-
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ
 

C-
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ
 

A-
RC
W
熱
交
海
水
出
口
弁
 

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機
 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機
 

A-
RC
W
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ熱

交
換
器
室
冷
却
機

 

B-
RC
W
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ熱

交
換
器
室
冷
却
機

 

A-
非
常
用
Ｄ
Ｇ
室
送
風
機
 

A1
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

 

A2
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

 

A1
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

 

A2
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

 

2C
-動

力
変
圧
器
 

2A
-D
G-
C/
C 

2C
1-
R/
B-
C/
C 

非
常
用
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
盤
(2
C
-L
/C
) 

非
常
用
メ
タ
ク
ラ
盤
(2
C-
M/
C)

 

A-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
制
御
盤

 

○
 

※
４
 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

 

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生
し
な

い
 

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い
 

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る
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表
4-

5：
「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
５
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

炉
心

内
の

反
応

度
又

は
出

力

分
布
の
異
常
な
変
化

 

自
由

空
間

体
積

の

減
少
 

原
子

炉
給

水
制

御

系
増
信
号
誤
発
生

 
給
水
制
御
系
の
故
障
 

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

予
備

給
復

水
ポ

ン

プ
の
誤
起
動
 

給
水
制
御
系
の
故
障
 

電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

給
水
流
量
調
節
弁
後
弁
，
 

起
動
用
給
水
流
量
調
節
弁
後
弁
 

電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

給
水
流
量
調
節
弁
，
 

起
動
用
給
水
流
量
調
節
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
 

復
水
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

炉
心

内
の

熱
発

生
又

は
熱

除

去
の
異
常
な
変
化

 

給
水
温
度
の
低
下
 

抽
気

逆
止

弁
の

誤

閉
止
 

給
水
加
熱
喪
失
 

抽
気
逆
止
弁
 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

給
水
加
熱
器
 

給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
ラ
イ
ン
（
水
位
調
節
弁
廻
り
）

 

給
水
流
量
の
増
加
 

原
子

炉
給

水
制

御

系
増
信
号
誤
発
生

 
給
水
制
御
系
の
故
障
 

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

予
備

給
復

水
ポ

ン

プ
の
誤
起
動
 

給
水
制
御
系
の
故
障
 

電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

給
水
流
量
調
節
弁
後
弁
，
 

起
動
用
給
水
流
量
調
節
弁
後
弁
 

電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
入
口
弁

 

給
水
流
量
調
節
弁
，
 

起
動
用
給
水
流
量
調
節
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
 

復
水
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

弁
の
開
放
 

逃
が

し
弁

開
指

令

誤
発
生
 

逃
が
し
弁
開
放
 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

○
 

※
２

蒸
気

加
減

弁
開

信

号
誤
発
生
 

原
子

炉
圧

力
制

御
系

の
故
障
 

蒸
気
加
減
弁
 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

圧
力
制
御
装
置
（
タ
ー
ビ
ン
制
御
系

EH
C）

 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生
し
な

い

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る
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表
4-

5：
「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
６
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

炉
心

内
の

熱
発

生
又

は
熱

除

去
の
異
常
な
変
化

 

弁
の
開
放
 

圧
力

制
御

装
置

最

大
出

力
信

号
誤

発

生
 

原
子

炉
圧

力
制

御
系

の
故
障
 

蒸
気
加
減
弁
 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁

圧
力
制
御
装
置
（
タ
ー
ビ
ン
制
御
系

EH
C）

 

タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ

ス
弁
の
誤
開
放

原
子

炉
圧

力
制

御
系

の
故
障
 

タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

圧
力
制
御
装
置
（
タ
ー
ビ
ン
制
御
系

EH
C）

 

EC
CS

等
の
誤
起
動
 

HP
CS

の
誤
起
動

 
HP
CS

の
誤
起
動
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
 

RX
－
AL
L 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
戻
り
弁

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
戻
り
弁

A-
RH
R
ﾃｽ
ﾄ弁

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

A-
RH
R
熱
交
水
室
入
口
弁

A-
RH
R
熱
交
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
弁

A-
RH
R
注
水
弁

RH
R
炉
水
入
口
外
側
隔
離
弁

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
入
口
弁

A-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ入

口
弁

LP
CS

注
水
弁

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁

低
圧
炉
心
ｽﾌ
ﾟﾚ
ｲﾎ
ﾟﾝ
ﾌﾟ

A-
RH
R
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

A-
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

C-
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

A-
RC
W
熱
交
海
水
出
口
弁

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機

A-
RC
W
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ熱

交
換
器
室
冷
却
機

B-
RC
W
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ熱

交
換
器
室
冷
却
機

A-
非
常
用
Ｄ
Ｇ
室
送
風
機

A1
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

A2
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

A1
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

A2
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

2C
-動

力
変
圧
器

2A
-D
G-
C/
C

2C
1-
R/
B-
C/
C

非
常
用
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
盤
(2
C
-L
/C
)

非
常
用
メ
タ
ク
ラ
盤
(2
C-
M/
C)

A-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
制
御
盤

○
 

※
３

HP
CS

注
水
弁
 

RC
IC

の
誤
起
動

 
RC
IC

の
誤
起
動
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
 

RX
-B
2F
-1
 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁

C-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

C-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
入
口
弁

B-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

C-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機

C-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機

○
 

※
３

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
駆
動
用
タ
ー
ビ
ン

 

RC
IC

タ
ー
ビ
ン
蒸
気
入
口
弁
 

RC
IC

タ
ー
ビ
ン
蒸
気
加
減
弁
 

RC
IC

注
水
弁
 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生
し
な

い

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る
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表
4-

5：
「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
７
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

炉
心

内
の

熱
発

生
又

は
熱

除

去
の
異
常
な
変
化

 

再
循

環
ル

ー
プ

の

誤
起
動
 

再
循

環
ポ

ン
プ

の

誤
起
動
 

原
子

炉
冷

却
材

系
の

停
止

ル
ー

プ
の

誤
起

動
 

A-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

RX
-1
F-
3 

－
 

○
 

－
 

B-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
 

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

○
 

※
２
 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
入
口
弁

 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
入
口
弁

 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
出
口
弁

 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
出
口
弁

 

再
循

環
ポ

ン
プ

の

ト
リ
ッ
プ
 

駆
動
電
源
喪
失

 
原

子
炉

冷
却

材
流

量

の
喪
失
 

A-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

RX
-1
F-
3 

－
 

○
 

－
 

B-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

再
循

環
ポ

ン
プ

ト

リ
ッ

プ
信

号
誤

発

生
 

原
子

炉
冷

却
材

流
量

の
喪
失
 

A-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

RX
-1
F-
3 

－
 

○
 

－
 

B-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
 

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

○
 

※
２
 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
入
口
弁

 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
入
口
弁

 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
出
口
弁

 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
出
口
弁

 

再
循

環
ポ

ン
プ

速

度
の
増
加
 

速
度

制
御

器
増

加

要
求
信
号
誤
発
生

 

原
子

炉
冷

却
材

流
量

制
御
系
の
誤
動
作
 

A-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

RX
-1
F-
3 

－
 

○
 

－
 

B-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

 

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生
し
な

い
 

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い
 

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る
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表
4-

5：
「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
８
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

炉
心

内
の

熱
発

生
又

は
熱

除

去
の
異
常
な
変
化

 

再
循

環
ポ

ン
プ

速

度
の
増
加
 

速
度

制
御

器
増

加

要
求
信
号
誤
発
生

 

原
子

炉
冷

却
材

流
量

制
御
系
の
誤
動
作
 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
 

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

○
 

※
２
 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
 

主
制

御
器

増
加

要

求
信
号
誤
発
生

 

原
子

炉
冷

却
材

流
量

制
御
系
の
誤
動
作
 

A-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

RX
-1
F-
3 

－
 

○
 

－
 

B-
再
循
環
ポ
ン
プ

MG
セ
ッ
ト
 

A-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
 

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

○
 

※
２
 

B-
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

又
は

原

子
炉

冷
却

材
保

有
量

の
異

常

な
変
化

 

弁
の
閉
止
 

蒸
気
加
減
弁
閉
止

 
負
荷
の
喪
失
 

蒸
気
加
減
弁
 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

圧
力
制
御
装
置
（
タ
ー
ビ
ン
制
御
系

EH
C）

 

主
蒸

気
止

め
弁

閉

止
 

負
荷
の
喪
失
 

給
水

流
量

の
全

喪
失

＋
タ

ー
ビ

ン
ト

リ
ッ

プ
 

主
蒸
気
止
め
弁
 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

主
蒸

気
隔

離
弁

閉

信
号
誤
発
生
 

主
蒸

気
隔

離
弁

の
誤

閉
止
 

主
蒸
気
内
側
隔
離
弁
 

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

○
 

※
２
 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

 

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生
し
な

い
 

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い
 

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る
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表
4-

5：
「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
９
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

又
は

原

子
炉

冷
却

材
保

有
量

の
異

常

な
変
化

 

弁
の
閉
止
 

主
蒸

気
隔

離
弁

閉

信
号
誤
発
生
 

主
蒸

気
隔

離
弁

の
誤

閉
止
 

主
蒸
気
外
側
隔
離
弁
 

RX
-A
LL
 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
戻
り
弁

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
戻
り
弁

A-
RH
R
ﾃｽ
ﾄ弁

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

A-
RH
R
熱
交
水
室
入
口
弁

A-
RH
R
熱
交
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
弁

A-
RH
R
注
水
弁

RH
R
炉
水
入
口
外
側
隔
離
弁

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
入
口
弁

A-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ入

口
弁

LP
CS

注
水
弁

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁

低
圧
炉
心
ｽﾌ
ﾟﾚ
ｲﾎ
ﾟﾝ
ﾌﾟ

A-
RH
R
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

A-
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

C-
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ

A-
RC
W
熱
交
海
水
出
口
弁

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機

A-
RC
W
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ熱

交
換
器
室
冷
却
機

B-
RC
W
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ熱

交
換
器
室
冷
却
機

A-
非
常
用
Ｄ
Ｇ
室
送
風
機

A1
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

A2
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

A1
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

A2
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

2C
-動

力
変
圧
器

2A
-D
G-
C/
C

2C
1-
R/
B-
C/
C

非
常
用
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
盤
(2
C
-L
/C
)

非
常
用
メ
タ
ク
ラ
盤
(2
C-
M
/C
)

A-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
制
御
盤

○
 

※
４

自
由

空
間

体
積

の

減
少
 

原
子

炉
給

水
制

御

系
増
信
号
誤
発
生

 
給
水
制
御
系
の
故
障
 

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

予
備

給
復

水
ポ

ン

プ
の
誤
起
動
 

給
水
制
御
系
の
故
障
 

電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

給
水
流
量
調
節
弁
後
弁
，
 

起
動
用
給
水
流
量
調
節
弁
後
弁
 

電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
入
口
弁

 

給
水
流
量
調
節
弁
，
 

起
動
用
給
水
流
量
調
節
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
 

復
水
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生
し
な

い

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る
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表
4-

5：
「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
１
０
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

又
は

原

子
炉

冷
却

材
保

有
量

の
異

常

な
変
化

 

弁
の
開
放
 

逃
が

し
弁

開
指

令

誤
発
生
 

逃
が
し
弁
開
放
 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
 

PC
V 

RH
R
炉
水
入
口
内
側
隔
離
弁

 

A-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

B-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

C-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

D-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

E-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

F-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

G-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

H-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

J-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

K-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

L-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

M-
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

○
 

※
２

蒸
気

加
減

弁
開

信

号
誤
発
生
 

原
子

炉
圧

力
制

御
系

の
故
障
 

蒸
気
加
減
弁
 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

圧
力
制
御
装
置
（
タ
ー
ビ
ン
制
御
系

EH
C）

 

圧
力

制
御

装
置

最

大
出

力
信

号
誤

発

生
 

原
子

炉
圧

力
制

御
系

の
故
障
 

蒸
気
加
減
弁
 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁

圧
力
制
御
装
置
（
タ
ー
ビ
ン
制
御
系

EH
C）

 

タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ

ス
弁
の
誤
開
放

原
子

炉
圧

力
制

御
系

の
故
障
 

タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

圧
力
制
御
装
置
（
タ
ー
ビ
ン
制
御
系

EH
C）

 

給
水
流
量
の
低
下
 

原
子

炉
給

水
ポ

ン

プ
の
ト
リ
ッ
プ

 
給
水
流
量
の
全
喪
失
 

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
入
口
弁

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
出
口
弁

L8
信
号
誤
発
生

 

給
水

流
量

の
全

喪
失

＋
タ

ー
ビ

ン
ト

リ
ッ

プ
 

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

原
子

炉
給

水
制

御

系
減
信
号
誤
発
生

 

給
水
制
御
系
の
故
障
 

（
流
量
減
少
）
 

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

復
水

ポ
ン

プ
の

ト

リ
ッ
プ
（
駆
動
電
源

喪
失
）

給
水
流
量
の
全
喪
失
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
 

復
水
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

給
水
流
量
の
増
加
 

原
子

炉
給

水
制

御

系
増
信
号
誤
発
生

 
給
水
制
御
系
の
故
障
 

タ
ー
ビ
ン
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

予
備

給
復

水
ポ

ン

プ
の
誤
起
動
 

給
水
制
御
系
の
故
障
 

電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

 

TB
-A
LL
 

－
 

○
 

－
 

給
水
流
量
調
節
弁
後
弁
，
 

起
動
用
給
水
流
量
調
節
弁
後
弁
 

電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
入
口
弁

 

給
水
流
量
調
節
弁
，
 

起
動
用
給
水
流
量
調
節
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
 

復
水
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

復
水
ポ
ン
プ
入
口
弁
 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生
し
な

い

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る

1078



 

 

8条-別添 1-資料 10-参考 1-50 

 

表
4-

5：
「
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
」
又
は
「
設
計
基
準
事
故
」
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
機
器
と
残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器
の
関
係
（
１
１
／
１
１
）

 

原
子
炉
に
有
意
な
影
響
を
与
え
る
主
要
な
要
因
（
BW
R）
 

要
因
に
対
応
す
る

故
障
 

発
生
の
可
能
性
が
 

あ
る
事
象
 

事
象
発
生
の
要
因
と
な
り
う
る
設
備

 
火
災
区
域
 

残
留
熱
除
去
系
等
関
連
機
器

 
残
留
熱
除
去
系
等
の
 

同
時
機
能
喪
失

※
1  

備
考
 

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

又
は

原

子
炉

冷
却

材
保

有
量

の
異

常

な
変
化

 

EC
CS

等
の
誤
起
動
 

HP
CS

の
誤
起
動

 
HP
CS

の
誤
起
動
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
 

RX
－
AL
L 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
戻
り
弁

 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
戻
り
弁

 

A-
RH
R
ﾃｽ
ﾄ弁

 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁
 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

 

A-
RH
R
熱
交
水
室
入
口
弁
 

A-
RH
R
熱
交
ﾊﾞ
ｲﾊ
ﾟｽ
弁
 

A-
RH
R
注
水
弁
 

RH
R
炉
水
入
口
外
側
隔
離
弁

 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
入
口
弁

 

A-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ 

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ入

口
弁
 

LP
CS

注
水
弁
 

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁
 

低
圧
炉
心
ｽﾌ
ﾟﾚ
ｲﾎ
ﾟﾝ
ﾌﾟ
 

A-
RH
R
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

A-
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ
 

C-
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ
 

A-
RC
W
熱
交
海
水
出
口
弁
 

LP
CS

ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機
 

A-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機
 

A-
RC
W
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ熱

交
換
器
室
冷
却
機

 

B-
RC
W
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ熱

交
換
器
室
冷
却
機

 

A-
非
常
用
Ｄ
Ｇ
室
送
風
機
 

A1
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

 

A2
-非

常
用
電
気
室
送
風
機

 

A1
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

 

A2
-非

常
用
電
気
室
排
風
機

 

2C
-動

力
変
圧
器
 

2A
-D
G-
C/
C 

2C
1-
R/
B-
C/
C 

非
常
用
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
盤
(2
C
-L
/C
) 

非
常
用
メ
タ
ク
ラ
盤
(2
C-
M/
C)

 

A-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
制
御
盤

 

○
 

※
３
 

HP
CS

注
水
弁
 

RC
IC

の
誤
起
動

 
RC
IC

の
誤
起
動
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
 

RX
-B
2F
-1
 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁
 

C-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾐ
ﾆﾏ
ﾑﾌ
ﾛｰ
弁
 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

 

C-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟﾄ
ｰﾗ
ｽ水

入
口
弁

 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ炉

水
入
口
弁

 

B-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ 

C-
残
留
熱
除
去
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ 

B-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機
 

C-
RH
R
ﾎﾟ
ﾝﾌ
ﾟ室

冷
却
機
 

○
 

※
３
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
駆
動
用
タ
ー
ビ
ン

 

RC
IC

タ
ー
ビ
ン
蒸
気
入
口
弁
 

RC
IC

タ
ー
ビ
ン
蒸
気
加
減
弁
 

RC
IC

注
水
弁
 

※
１
：
○

：
機
能

喪
失
無

，
 
×

：
機
能

喪
失
有

 

※
２
：
PC

V
内

は
プ
ラ

ン
ト
運

転
中
は

，
窒

素
で
置
換

さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら

，
火
災

は
発
生
し
な

い
 

※
３
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
し
な

い
事
象
で
あ

る
。
事

象
発
生

の
要
因

と
な
り

う
る
設
備
の

み
が
火

災
の
影

響
を
受

け
て
も

誤
起
動
は
起

こ
ら
な

い
 

※
４
：
本

過
渡
事

象
は
，

ス
ク
ラ

ム
す
る

事
象
で
あ
る

が
，
除

熱
機
能

は
維
持

さ
れ
る

た
め
，
原
子

炉
の
低

温
停
止

は
可
能

で
あ
る
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4.2. 内部火災発生時に期待できる緩和設備 

R/B又は T/Bにおける内部火災において，動作を期待できる緩和機能を表 4-6に示

す。 

表 4-6：内部火災発生時に期待できる緩和系 

緩和機能 
火災発生建物 

R/B T/B 

原子炉 

停止機能 

原子炉保護系 

(中性子束高等のスクラム機能

は多重化され，機能維持できる

設計としている。また，T/B側

RPS は機能喪失しない) 

原子炉保護系 

(R/B側 RPS) 

炉心 

冷却機能 

RCIC 及び ECCS 

(３区分に多重化されており，

１区分火災で機能喪失しても

２区分は機能維持される） 

RHR 等 

（２区分に多重化されており，

１区分火災で機能喪失しても

１区分は機能維持される） 

RCIC及び ECCS 

（３区分とも機能維持) 

RHR等 

（２区分とも機能維持） 

その他 

機能 

主蒸気隔離弁 主蒸気隔離弁 

逃がし安全弁(安全弁機能) 逃がし安全弁(安全弁機能) 

－ 逃がし安全弁(逃がし弁機能) 

タービン・バイパス弁 － 

5. 解析における機能喪失の仮定

5.1. 内部火災影響による機能喪失の仮定 

4.2項で示した動作を期待できる緩和機能を前提に，火災影響により解析において

機能喪失を仮定する緩和系を表 5-1 に示す。MS-3 機能については，内部火災が発生

する建物毎に機能喪失を仮定する。タービン系の原子炉保護系(RPS)(主蒸気止め弁閉

スクラム・蒸気加減弁急速閉スクラム)については，T/B における内部火災に対して

機能喪失すると仮定する。 

1080



8条-別添 1-資料 10-参考 1-52 

表 5-1：機能喪失を仮定する緩和機能 

緩和機能 
火災発生建物 

R/B T/B 

再循環ポンプトリップ 喪失を仮定 喪失を仮定 

逃がし安全弁 

（逃がし弁機能） 
喪失を仮定 － 

タービン・バイパス弁 － 喪失を仮定 

タービン系 RPS － 喪失を仮定 

5.2. 単一故障の仮定【ステップ７】 

解析を行うに際し，安全評価審査指針に従い，想定した事象に加え，原子炉停止，

炉心冷却及び放射能閉じ込めの各基本的安全機能別に，解析の結果を厳しくする機器

の単一故障を仮定する。具体的な単一故障の想定と解析への影響を表 5-2に示す。ま

た，R/B及び T/B での代表事象発生時に期待する緩和系は表 4-6のとおりである。 

表 5-2：単一故障の仮定と解析への影響 

単一故障を 

仮定する機能 
解析への影響 

原子炉停止機能 
・原子炉保護系に単一故障を仮定しても，多重化され

ているため影響はない。

炉心冷却機能 

[RCIC及び ECCS] 

・内部火災により１区分，単一故障により更に１区分

喪失しても，残りの区分により炉心冷却が可能。

[RHR等] 

・単一故障により１区分喪失しても，残りの区分によ

り除熱が可能（火災により過渡事象の発生と RHR 等

の機能喪失は同時に発生しない）。

放射能閉じ込め機能 ・評価事象において燃料は破損しない。
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6. 解析の実施【ステップ８】 

6.1. 使用する解析コード 

解析にあたっては，表 6-1 に示すとおり，設置許可申請解析において使用して

いるプラント動特性解析コード（REDY）及び単チャンネル熱水力解析コード（SCAT）

を使用している。 

 

表 6-1：解析コード  

解析項目 コード名 

プラント動特性挙動 

・中性子束 

・原子炉圧力 

・原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる

圧力 

REDY 

単チャンネル熱水力挙動 

・燃料被覆管温度 
SCAT 

 

6.2. 主要な解析条件 

プラントの初期状態等の解析条件については，設計基準事象である過渡事象に

おける前提条件を踏襲する。主な解析条件を表 6-2に示す。 

 

表 6-2：主な解析条件  

項目 解析条件 

原子炉出力 2,540 MW 

炉心入口流量 30.3×103 t/h 

原子炉圧力 7.03 MPa[gage] 

原子炉水位 通常水位 

外部電源 あり 

 

6.3. 判断基準 

内部火災を起因として発生する代表事象に対して，単一故障を想定しても，影

響緩和系により事象が収束することを確認する。 

 

6.4. 解析結果 

解析を実施する事象について，解析結果を表 6-3～表 6-5，図 6-1～図 6-4，図

6-6～図 6-9 及び図 6-11～図 6-14 に，事象の推移を図 6-5，図 6-10 及び図 6-15

に示す。 

(1) R/Bでの内部火災に起因する事象 

R/B での内部火災に起因する事象の解析結果について以下に示す。 
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(a) 主蒸気隔離弁の誤閉止

ⅰ 原子炉停止状態 

主蒸気隔離弁の閉止により，主蒸気が遮断されると，原子炉圧力は上昇する

が，主蒸気隔離弁が全開位置から 10%閉止すると，主蒸気隔離弁閉信号により

原子炉はスクラムする。 

ⅱ 炉心冷却状態 

主蒸気隔離弁の閉止により，給水ポンプ速度が低下するため，原子炉水位は

徐々に低下するが，原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。また，主

蒸気隔離弁閉止とともに原子炉圧力は上昇するが，逃がし安全弁（安全弁機能）

の作動により，原子炉圧力の抑制を図ることが可能である。 

ⅲ 安全停止状態 

原子炉スクラム及び炉心冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。 

(b) 給水制御系の故障

ⅰ 原子炉停止状態 

給水流量の増加による炉心入口サブクーリングの増加によってボイドが減少

し，原子炉出力が上昇する。原子炉水位が上昇し，原子炉水位高（レベル８）

に達するとタービントリップし，主蒸気止め弁閉信号が発生する。主蒸気止め

弁の閉止により，原子炉はスクラムする。 

ⅱ 炉心冷却状態 

原子炉水位高（レベル８）到達により，給水ポンプがトリップするため，原

子炉水位は徐々に低下するが，原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。

また，タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は上昇す

るが，タービン・バイパス弁の作動により，原子炉圧力の抑制を図ることが可

能である。 

ⅲ 安全停止状態 

原子炉スクラム及び炉心冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。 

(2) T/Bでの内部火災に起因する事象

T/B での内部火災に起因する事象の解析結果について以下に示す。

(a) 給水制御系の故障＋給水加熱喪失

ⅰ 原子炉停止状態 

給水流量の増加と給水加熱喪失による炉心入口サブクーリングの増加によっ

てボイドが減少し，原子炉出力が上昇する。また，給水流量の増加により原子

炉水位が上昇し，原子炉水位高（レベル８）に達するとタービントリップし，

主蒸気止め弁閉信号が発生するが，タービン系 RPS の機能喪失を仮定するため，

この時点ではスクラムしない。主蒸気止め弁の閉止により原子炉圧力が上昇し，

炉心内のボイドの減少により原子炉出力が上昇するため，中性子束高信号が発

生し，原子炉はスクラムする。 
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ⅱ 炉心冷却状態 

原子炉水位高（レベル８）到達により，給水ポンプがトリップするため，原

子炉水位は徐々に低下するが，原子炉隔離時冷却系等により注水は維持される。

また，タービントリップに伴う主蒸気止め弁閉止とともに原子炉圧力は上昇す

るが，逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により，原子炉圧力の抑制を図る

ことが可能である。 

ⅲ 安全停止状態 

原子炉スクラム及び炉心冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。 

以上より，内部火災を起因として発生する可能性のある過渡的な事象に対して，

単一故障を想定しても，影響緩和系により事象が収束し，原子炉を安全停止でき

ることを確認した。 
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表 6-3：解析結果まとめ表（R/B 主蒸気隔離弁の誤閉止） 

重畳事象 項目 
解析結果 

（）内は判断目安 

主蒸気隔離弁の誤閉止 

中性子束（%） 
初期値を超えない 

（-） 

原子炉圧力（MPa[gage]） 
8.52 

（10.34以下） 

燃料被覆管温度（℃） 
沸騰遷移に至らない 

（1200以下） 

発生事象 時刻[秒] 

主蒸気隔離弁閉発生 0 

原子炉スクラム（主蒸気隔離弁閉） 0.3 

安全弁開開始 4.1 

表 6-4：解析結果まとめ表（R/B 給水制御系の故障） 

重畳事象 項目 
解析結果 

（）内は判断目安 

給水制御系の故障 

中性子束（%） 
117 

（-） 

原子炉圧力（MPa[gage]） 
7.47 

（10.34以下） 

燃料被覆管温度（℃） 
沸騰遷移に至らない 

（1200以下）） 

発生事象 時刻[秒] 

給水制御系故障発生 0 

原子炉スクラム（主蒸気止め弁閉） 9.2 

安全弁開開始 ―※ 

※：フルバイパスプラントのため，安全弁が作動しない 
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表 6-5：解析結果まとめ表（T/B 給水制御系の故障＋給水加熱喪失） 

重畳事象 項目 
解析結果 

（）内は判断目安 

給水制御系の故障＋ 

給水加熱喪失 

中性子束（%） 
660 

（-） 

原子炉圧力（MPa[gage]） 
8.68 

（10.34以下） 

燃料被覆管温度（℃） 
約 710 

（1200以下）） 

発生事象 時刻[秒] 

給水加熱喪失発生 0 

給水制御系故障発生 0 

原子炉水位レベル８（給水ポンプトリップ） 9.2 

原子炉スクラム（中性子束高） 9.5 

逃がし弁開開始 10.3 
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図 6-1：R/Bにおける内部火災による事象変化（中性子束） 

（主蒸気隔離弁の誤閉止） 

図 6-2：R/Bにおける内部火災による事象変化（原子炉水位） 

（主蒸気隔離弁の誤閉止） 

主蒸気隔離弁閉スクラムによる

中性子束低下 

給水ポンプトリップに

よる水位低下 

中
性
子
束 

原
子
炉
水
位
変
化
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図 6-3：R/Bにおける内部火災による事象変化（原子炉圧力） 

（主蒸気隔離弁の誤閉止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4：R/B における内部火災による事象変化（燃料被覆管温度） 

（主蒸気隔離弁の誤閉止） 

安全弁作動による

圧力低下 

主蒸気隔離弁閉による

圧力上昇 

沸騰遷移に至らないため燃料被覆

管温度はほとんど変化しない 

原
子
炉
圧
力
変
化 
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図 6-5：R/Bにおける事象推移のフローチャート 

（主蒸気隔離弁の誤閉止） 

主蒸気隔離弁閉止 

再循環ポンプＭＧ 

トリップ不作動

中性子束減少 原子炉圧力整定 

低温停止状態 

減圧・降温操作 
不作動を想定する緩和系機能 

事象収束 

原子炉 

圧力上昇 

スクラム

(主蒸気隔離弁閉) 

逃がし弁機能 

不作動 

安全弁機能作動 

給水ポンプ 

トリップ

原子炉水位低下 

(レベル２)

原子炉水位回復 

原子炉隔離時 

冷却系等作動 

解析対象 

作動する緩和系機能 

解析対象外 
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図 6-6：R/Bにおける内部火災による事象変化（中性子束） 

（給水制御系の故障） 

図 6-7：R/Bにおける内部火災による事象変化（原子炉水位） 

（給水制御系の故障） 

給水流量増加

に伴う炉心入

口サブクーリ

ングの増加に

よる中性子束

の増加

主蒸気止め弁閉に伴

う圧力上昇による中

性子束の増加 

主蒸気止め弁閉スクラムに

よる中性子束低下 

給水流量の増加に

よる水位上昇 

L8 給水ポンプトリップ

による水位低下 

中
性
子
束 

原
子
炉
水
位
変
化
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図 6-8：R/Bにおける内部火災による事象変化（原子炉圧力） 

（給水制御系の故障） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-9：R/B における内部火災による事象変化（燃料被覆管温度） 

（給水制御系の故障） 

タービン・バイパス弁開

動作による圧力低下 

主蒸気止め弁閉による

圧力上昇 

原
子
炉
圧
力
変
化 

沸騰遷移に至らないため燃料被覆

管温度はほとんど変化しない 

中性子束上昇に

よる圧力上昇 
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8条-別添 1-資料 10-参考 1-63 

図 6-10：R/Bにおける事象推移のフローチャート 

（給水制御系の故障） 

給水制御系故障 

最大給水流量(141%)で給水 

原子炉水位上昇 

(レベル８)

タービントリップ

(主蒸気止め弁閉止) 

タービン・

バイパス弁作動 

炉心入口サブ 

クーリング増加

中性子束減少 

炉心内ボイド減少 

中性子束増加 

給水ポンプ 

トリップ

原子炉水位低下 

(レベル２)

原子炉水位回復 原子炉圧力整定 

低温停止状態 

減圧・降温操作 

原子炉隔離時 

冷却系等作動 

スクラム

(主蒸気止め弁閉) 

事象収束 

作動する緩和系機能 

不作動を想定する緩和系機能 

再循環ポンプ 

トリップ不作動

解析対象 

解析対象外 
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8条-別添 1-資料 10-参考 1-64 

図 6-11：T/Bにおける内部火災による事象変化（中性子束） 

（給水制御系の故障＋給水加熱喪失） 

 

図 6-12：T/Bにおける内部火災による事象変化（原子炉水位） 

（給水制御系の故障＋給水加熱喪失） 

給水流量増加

に伴う炉心入

口サブクーリ

ングの増加に

よる中性子束

の増加

主蒸気止め弁閉に伴う圧力上昇

による中性子束の増加 

中性子束高スクラムによる

中性子束低下 

給水流量の増加に

よる水位上昇 
L8 給水ポンプトリップ

による水位低下 

最大値：660% 

中
性
子
束 

原
子
炉
水
位
変
化
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8条-別添 1-資料 10-参考 1-65 

図 6-13：T/Bにおける内部火災による事象変化（原子炉圧力） 

（給水制御系の故障＋給水加熱喪失） 

 

図 6-14：T/B における内部火災による事象変化（燃料被覆管温度） 

（給水制御系の故障＋給水加熱喪失） 

逃がし弁作動による

圧力低下 

主蒸気止め弁閉による

圧力上昇 

出力増加により沸騰遷移に至り

燃料被覆管温度は上昇 

出力低下により核沸騰に戻り

燃料被覆管温度は低下 

原
子
炉
圧
力
変
化
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8条-別添 1-資料 10-参考 1-66 

 
 

図 6-15：T/Bにおける事象推移のフローチャート 

（給水制御系の故障＋給水加熱喪失） 

 

給水制御系故障 

最大給水流量(141%)で給水 

原子炉水位上昇 

(レベル８) 

タービントリップ 

(主蒸気止め弁閉止) 

タービン・バイパス

弁不作動 

炉心入口サブ 

クーリング増加 

中性子束減少 

炉心内ボイド減少 

中性子束増加 

給水ポンプ 

トリップ 

原子炉水位低下 

(レベル２) 

原子炉水位回復 

逃がし弁機能 

作動 

原子炉圧力整定 

低温停止状態 

減圧・降温操作 

原子炉隔離時 

冷却系等作動 

スクラム不作動 

(主蒸気止め弁閉) 

事象収束 

原子炉スクラム 

(中性子束高) 

作動する緩和系機能 
 

不作動を想定する緩和系機能 

給水加熱喪失 

再循環ポンプ 

トリップ不作動 

解析対象外 

解析対象 
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別添２ 

島根原子力発電所2号炉 

運用，手順能力説明資料 

火災による損傷の防止
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第
８
条
 
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
（
１
／
６
）

 

８条-別添 2-1 

設
計
基
準
対
象
施
設
は
、
火
災
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
早
期
に
火
災
発
生
を
感
知
す
る
設
備
（
以
下
、
「
火
災
感
知
設

備
」
と
い
う
。
）
及
び
消
火
を
行
う
設
備
（
以
下
、
「
消
火
設
備
」
と
い
い
、
安
全
施
設
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
火
災
の
影
響
を
軽
減
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
．
消
火
設
備
（
安
全
施
設
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
破
損
、
誤
作
動
又
は
誤
操
作
が
起
き
た
場
合
に
お
い
て
も
発
電
用
原
子
炉
を
安
全
に
停
止
さ
せ
る
た
め
の
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

「
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
火
災
防
護
に
係
る
審
査
基
準
」
（
原
規
技
発
第

13
06
19
5
 号

（
平
成
２
５
年
６
月
１
９
日
原
子
力
規
制
委
員
会
決
定
）
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

火
災
防
護
対
策

 
火
災
防
護
計
画

 

火
災
区
域
又
は
区
画
の
分
類

 

①
原
子
炉
の
高
温
停
止
及
び
低
温
停
止
を
達
成
し
，
維
持
す
る
た
め
の
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器
が
設
置
さ
れ
る
火
災
区
域
及
び
火
災
区
画

②
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
機
能
を
有
す
る
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器
が
設
置
さ
れ
る
火
災
区
域

火
災
発
生
防
止

 
火
災
の
感
知
，
消
火

 
火
災
の
影
響
軽
減
 

個
別
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
お
け
る

留
意
事
項

 

(4
/6
)
 へ

 
(5
/6
)
 へ

 

(6
/6
) 
へ

 

(2
/
6)
 へ

 
(3
/6
) 
へ
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第
８
条
 
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
（
２
／
６
）

 

 

 

８条-別添 2-2 

火
災
発
生
防
止

 

発
火
性
又
は
引
火
性
物
質
を
内
包
す
る
設
備
に
対
す
る
対
策

 

原
子
炉
施
設
内
の
火
災
の
発
生
防
止
対
策

 

可
燃
性
の
蒸
気
又
は
可
燃
性
の
微
粉

の
対
策

 

水
素
対
策

 

・
発
火
性
又
は
引
火
性
物
質
を
内
包
す
る
設
備
へ
の
溶
接
構
造
，
シ
ー
ル
構

造
の
採
用
に
よ
る
漏
え
い
防
止
 

・
堰
の
設
置
に
よ
る
拡
大
防
止

 

・
発
火
性
又
は
引
火
性
物
質
を
内
包
す
る
設
備
と
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能

を
有
す
る
機
器
等
へ
の
壁
等
の
設
置
及
び
離
隔
に
よ
る
配
置
上
の
考
慮
 

・
換
気
設
備
に
よ
る
機
械
換
気
又
は
自
然
換
気
 

・
運
転
上
必
要
な
量
の
燃
料
等
の
貯
蔵

 

機
械
換
気
に

よ
る
有
機
溶

剤
の
滞
留
を

防
止

 

可
燃
性
の
蒸

気
，
微
粉
が
発

生
す
る
お
そ

れ
な
し

 

発
火
源
へ
の
対
策

 

・
火
花
対
策
 

・
発
火
源
と
な
る
設
備
な
し

 

・
可
燃
性
物
質
と
の
接
触
防

止
 

・
可
燃
物
の
過
熱
防
止

 

評
価

OK
 

・
水
素
を
内
包
す
る
設
備
へ
の

溶
接
構
造
，
シ
ー
ル
構
造
の

採
用
に
よ
る
漏
え
い
防
止
 

・
水
素
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
蓄
電
池
室
等
へ
の
水

素
濃
度
検
知
器
の
設
置
 

 水
素
感
知
時
の
対
応
手
順

 

放
射
線
分
解
等
に
よ
る

水
素
蓄
積
防
止
対
策

 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発

生
す
る
水
素
の
蓄
積
防

止
対
策
 

蓄
電
池
を
設
置
す
る
火

災
区
域
の
機
械
換
気
 

過
電
流
に
よ
る
過

熱
防
止
対
策

 

故
障
回
路
の
早
期

遮
断
 

不
燃
性
材
料
又
は
難
燃
性
材
料
の
使
用

 

主
要
な
構
造
材
に
対
す
る
不
燃
性
材
料

の
使
用

 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
の
う
ち
，

主
要
な
構
造
材
料
は
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

等
の
金
属
材
料
，
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト

等
を
使
用

 

変
圧
器
及
び
遮
断
器
に
対
す

る
絶
縁
油
等
の
内
包

 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等

の
う
ち
，
屋
内
の
変
圧
器
及

び
遮
断
器
は
絶
縁
油
を
内
包

し
て
い
な
い
も
の
を
使
用

 

難
燃
ケ
ー
ブ
ル
の
使
用

 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
に
使
用

す
る
ケ
ー
ブ
ル
に
は
，
自
己
消
火
性
及

び
延
焼
性
を
確
認
し
た
難
燃
ケ
ー
ブ

ル
を
使
用
 

換
気
設
備
の
フ
ィ
ル
タ
に
対
す
る
不

燃
性
材
料
又
は
難
燃
性
材
料
の
使
用

 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
の
う
ち
，

換
気
空
調
設
備
の
フ
ィ
ル
タ
は
，
難
燃

性
材
料
を
使
用
（
チ
ャ
コ
ー
ル
フ
ィ
ル

タ
を
除
く
）

 

保
温
材
に
対
す
る
不
燃
性

材
料
の
使
用

 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器

等
に
対
す
る
保
温
材
は
，

不
燃
性
材
料
を
使
用

 

建
物
内
装
材
に
対
す
る
不
燃
性
材
料
の
使
用

 

・
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
を
設
置
す
る
建
物
の
内

装
材
は
，
不
燃
性
材
料
を
使
用
 

・
中
央
制
御
室
の
床
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
は
，
防
炎
性
能
を

有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
材
料
を
使
用

 

・
管
理
区
域
の
床
，
ケ
ー
ブ
ル
処
理
室
，
非
常
用
電
気

室
の
床
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
床
，
壁
に
は
，
加

熱
源
を
除
去
し
た
場
合
は
そ
の
燃
焼
部
が
広
が
ら

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
塗
料
を
使
用

 

自
然
現
象
に
よ
る
火
災
発
生
の
防
止
対
策

 

落
雷
に
よ
る
火
災
の
発
生
防
止

 
地
震
に
よ
る
火
災
の
発
生
防
止

 

【
持
込
可
燃
物
の
管
理
】

 

火
災
区
域
(区

画
)ご

と
の
制
限
発
熱

量
を
超
過
し
な
い
よ
う
可
燃
物
の
管

理
を
実
施
 

【
火
気
作
業
時
の
管
理
】

 

火
災
区
域

(区
画

)に
お
け
る
溶
接
等

の
作
業
に
お
い
て
，
火
気
作
業
の
計

画
策
定
，
消
火
器
等
の
配
備
，
監
視

人
の
配
置
等
を
実
施

 

・
原
子
炉
施
設
内
の
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

は
，
避
雷
設
備
を
設
置
 

・
送
電
線
は
故
障
回
路
を
早
期
に
遮
断
す
る

 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
は
，
耐
震
ク
ラ
ス

に
応
じ
て
十
分
な
支
持
性
能
を
も
つ
地
盤
に
設

置
し
，
破
壊
又
は
倒
壊
す
る
こ
と
に
よ
る
火
災

の
発
生
を
防
止
す
る

 

 
添
付
六
，
八
へ
の
反
映
事
項

 
（
設
計
に
関
す
る
箇
所
）

 
 

添
付
六
，
八
へ
の
反
映
事
項

 
（
手
順
等
に
関
す
る
箇
所
）

 

【
後
段
規
制
と
の
対
応
】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
添
付
六
，
八
へ
の
反
映
事
項
】

 
 
 

 
：
工
認
（
基
本
設
計
方
針
，
添
付
書
類
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
：
添
付
六
，
八
に
反
映

 

：
保
安
規
定
（
運
用
，
手
順
に
係
る
事
項
，
下
位
文
書
含
む
）

 
 
 

 
 
 
：
当
該
条
文
に
該
当
し
な
い
（
他
条
文
で
の
反
映
事
項
他
）

 

 
：
核
防
規
定
（
下
位
文
書
含
む
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

(1
/6
)
よ
り

 

評
価

OK
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○保
 

○保
 

○工
 

○工
 

○保
 

○核
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第
８
条
 
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
（
３
／
６
）

 

８条-別添 2-3 

火
災
の
感
知
，
消
火

 

火
災
感
知
設
備

 

早
期
の
火
災
感
知
及
び
消
火
が
行
え
る
設
計

 

固
有
の
信
号
を
発
す
る
異
な
る
感
知

方
式
の
感
知
器
の
設
置

 

火
災
感
知
器
は
，
放
射
線
，
取
付
面
高
さ
等
の
環
境
条
件
や
，
予
想
さ
れ
る

火
災
の
性
質
を
考
慮
し
設
置

 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
を
設
置
す
る
火
災
区
域
（
区
画
）
の
火
災
感
知
設
備

は
，
外
部
電
源
喪
失
時
に
お
い
て
も
火
災
の
感
知
が
可
能
と
な
る
よ
う
蓄
電
池
を

設
置
す
る
と
と
も
に
，
非
常
用
所
内
電
源
よ
り
受
電
す
る
設
計

 

火
災
感
知
器
等
作
動
時
の
対
応
手
順

 

火
災
感
知
設
備
の
火
災
受
信
機
盤
は
中
央
制
御
室
及
び
補

助
盤
室
に
設
置
し
常
時
監
視
で
き
る
設
計

 

消
火
設
備

 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

等
を
設
置
す
る
火
災
区
域
（
区
画
）
の

う
ち
，
火
災
発
生
時
に
煙
の
充
満
等
に

よ
り
消
火
活
動
が
困
難
と
な
る
と
こ

ろ
に
は
，
全
域
ガ
ス
消
火
設
備
（
ハ
ロ

ン
13
01
）
又
は
局
所
ガ
ス
消
火
設
備

（
FK
-5
-1
-1
2）

を
設
置

 

放
射
性
物
質
貯
蔵
等
の
機
器
等
を
設

置
す
る
火
災
区
域
（
区
画
）
の
う
ち
，

火
災
発
生
時
に
煙
の
充
満
等
に
よ
り

消
火
活
動
が
困
難
と
な
る
と
こ
ろ
に

は
，
全
域
ガ
ス
消
火
設
備
（
ハ
ロ
ン

13
01
）
を
設
置

 

・
消
火
系
の
水
源
は
，
補
助

消
火
水
槽
を
２
基
設
置

・
消
火
系
の
消
火
ポ
ン
プ
は
，

電
動
機
駆
動
消
火
ポ
ン
プ

を
２
台
設
置

 

火
災
防
護
対
象
機
器
等
の
系
統
分
離

を
行
う
た
め
に
設
け
ら
れ
た
火
災
区

域
（
区
画
）
に
設
置
す
る
消
火
設
備
は
，

選
択
弁
の
多
重
化
等
に
よ
り
，
系
統
分

離
に
応
じ
た
独
立
性
を
備
え
る

 

火
災
時
の
二
次
的
影
響
を

考
慮
し
た
配
置

 

想
定
火
災
の
性
質
に
応
じ
た
消

火
剤
容
量
の
配
備

 

化
学
消
防
自
動
車
（
１
台
）
及
び
小
型

動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
（
１
台
）
を
配

備
 

地
震
等
の
自
然
現
象
の
考
慮

 

凍
結
防
止
対
策

 
風
水
害
対
策

 

火
災
受
信
機
盤
の
巡
視
・
監
視

 

屋
外
消
火
設
備
の
配
管
へ
の
保
温
材
取
付
及
び
不
凍
消
火
栓
を
設
置

 
・
消
火
系
の
消
火
ポ
ン
プ
等
は
，
建
物
内
に
設
置

・
全
域
ガ
ス
消
火
設
備
は
建
物
内
に
設
置

・
消
火
ポ
ン
プ
を
設
置
し
て
い
る
ポ
ン
プ
室
の
壁
，
扉
は
風
水
害
に
よ
り
影

響
を
受
け
な
い
よ
う
止
水
対
策
を
実
施

(1
/6
)
よ
り

 

消
火
設
備
動
作
時
及
び
使
用
時
の
対
応
手
順

 

地
震
対
策

 

・
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
を
設
置
す
る
火
災
区
域
（
区
画
）
の
火
災
感
知
設
備
及
び
消
火
設
備
は
，
安
全
機
能
を
有

す
る
機
器
等
の
耐
震
ク
ラ
ス
に
応
じ
て
機
能
を
維
持
で
き
る
よ
う
設
計

・
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
火
災
区
域
（
区
画
）
に
設
置
さ
れ
る
，
油
を
内
包
す
る

耐
震
Ｂ
ク
ラ
ス
及
び
耐
震
Ｃ
ク
ラ
ス
の
機
器
は
，
基
準
地
震
動
に
よ
り
油
が
漏
え
い
し
な
い
等
の
設
計

・
屋
外
消
火
配
管
は
，
地
震
時
に
お
け
る
地
盤
変
位
対
策
と
し
て
，
タ
ン
ク
と
配
管
の
継
手
部
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
継
手
を

採
用
し
，
地
盤
変
位
の
影
響
を
直
接
受
け
な
い
よ
う
，
地
上
化
又
は
ト
レ
ン
チ
内
に
設
置
す
る
設
計

故
障
警
報
発
報
時
の
対
応
手
順

 

消
火
設
備
の
破
損
，
誤
動
作
及
び
誤
操
作
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
防
止

 

・
ハ
ロ
ン

13
01

消
火
設
備
の
破
損
等
に
よ
り
消
火
剤
が
放
出
さ
れ
た
と
し
て
も
，
設
置
さ
れ
る
電
気
及
び
機
械
設
備
に
対
し
て
影
響
は
な
い

※
水
消
火
設
備
の
放
出
に
伴
う
溢
水
に
よ
る
安
全
機
能
の
評
価
は
，
別
途
確
認
を
行
う
。

○工

○工
○工

○工
○工

○工

○工

○工
○工

○工

○工
○工

○工
○工

○工
○工 ○工 ○工

○工

○工

○工

○保

○保
○保

○保

消
火
用
水
系
の
水
源

は
，
２
時
間
以
上
の
最

大
放
水
量
を
確
保

 

消
火
系
は
，
復
水
輸
送
系
等
と
共

用
す
る
場
合
に
は
，
隔
離
弁
を
設

置
し
，
消
火
系
の
供
給
を
優
先

 

消
火
系
の
消
火
ポ
ン
プ
，
全
域
ガ
ス
消

火
設
備
は
，
電
源
断
等
の
故
障
警
報
を

中
央
制
御
室
に
吹
鳴

 

各
消
火
設
備
は
，
外
部
電
源

喪
失
時
に
も
起
動
で
き
る
よ

う
蓄
電
池
に
よ
り
電
源
を
確

保
す
る
設
計

 

消
火
栓
は
全
て
の

火
災
区
域
の
消
火

活
動
に
対
処
で
き

る
よ
う
に
配
置

 

固
定
式
消
火
設
備
は
，

作
動
前
に
職
員
等
の
退

出
が
で
き
る
よ
う
に
警

報
ま
た
は
音
声
警
報
を

吹
鳴

 

管
理
区
域
内
で
放
出
し

た
消
火
水
は
，
管
理
区
域

外
へ
の
流
出
を
防
止
す

る
た
め
，
堰
等
を
設
置
す

る
と
と
も
に
，
液
体
廃
棄

物
処
理
系
に
回
収
，
処
理

 

屋
内
の
消
火
栓
，
消
火
設
備
現
場

盤
の
設
置
場
所
及
び
設
置
場
所

へ
の
経
路
に
は
，
蓄
電
池
を
内
蔵

す
る
照
明
器
具
を
設
置

 

○工
○工
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第
８
条
 
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
（
４
／
６
）

 

 

 

８条-別添 2-4 

火
災
の
影
響
軽
減

 

火
災
の
影
響
軽
減
の
た
め
の
方
策

 

火
災
区
域
の
分
離

 

・
火
災
区
域
は
，
３
時
間
以
上
の

耐
火
能
力
を
有
す
る
耐
火
壁
に
よ

っ
て
，
他
の
火
災
区
域
か
ら
分
離

 

・
火
災
区
域
の
フ
ァ
ン
ネ
ル
に
は
，

他
の
火
災
区
域
か
ら
の
煙
の
流
入

防
止
の
た
め
の
，
煙
等
流
入
防
止

装
置
を
設
置

 

・
 

単
一
火
災
（
任
意
の
一
つ
の
火
災
区
域
で
発

生
す
る
火
災
）
の
発
生
に
よ
っ
て
，
多
重
化

さ
れ
た
原
子
炉
の
安
全
停
止
機
能
が
す
べ
て

喪
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
，
安
全
区
分
Ⅱ

に
属
す
る
火
災
区
域
を
，
３
時
間
以
上
の
耐

火
能
力
を
有
す
る
耐
火
壁
，
隔
壁
等
で
分
離

 

放
射
性
物
質
貯
蔵
等
の
機
器

等
を
設
置
す
る
火
災
区
域

は
，
３
時
間
以
上
の
耐
火
能

力
を
有
す
る
耐
火
壁
に
よ

り
，
他
の
火
災
区
域
と
分
離

 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
を
設
置

す
る
火
災
区
域
に
関
連
す
る
換
気
設

備
に
は
，
他
の
火
災
区
域
（
区
画
）
の

火
災
の
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
，
火
災

区
域
（
区
画
）
の
境
界
と
な
る
箇
所
に

３
時
間
耐
火
性
能
を
有
す
る
防
火
ダ

ン
パ
を
設
置

 

中
央
制
御
室
の
火
災
発
生

時
の
煙
を
排
気
す
る
た

め
，
排
煙
設
備
を
設
置

 

火
災
区
域
又
は
火
災
区

画
に
設
置
さ
れ
る
油
タ

ン
ク
は
，
換
気
空
調
設

備
に
よ
る
排
気
，
又
は

ベ
ン
ト
管
に
よ
り
屋
外

に
排
気

 

３
時
間
耐
火
隔
壁
等
に
よ
る
分
離

 
水
平
距
離

6m
以
上
の
離
隔
距
離

の
確
保
及
び
火
災
感
知
設
備
，
自

動
消
火
設
備
の
設
置

 

対
象
な
し

 

(1
/6
)
よ
り

 

排
煙
設
備
起
動
手
順

 

【
３
時
間
耐
火
隔
壁
等
に
よ
る
影

響
軽
減
対
策
】

 

３
時
間
以
上
の
耐
火
能
力
を
確
認

し
た
隔
壁
等
に
よ
る
分
離

 

①
離
隔
距
離
等
に
よ
る
系
統
分
離
 

②
火
災
感
知
設
備
 

・
中
央
制
御
室
及
び
補
助
盤
室
内
に
は
，
煙
及
び
熱
感
知
器

を
設
置
 

・
制
御
盤
内
へ
高
感
度
煙
検
出
設
備
を
設
置
 

③
消
火
設
備
 

・
運
転
員
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
消
火
器
を
用
い
た
消
火
を
実

施
 

④
原
子
炉
の
安
全
停
止

 

・
中
央
制
御
盤
内
火
災
時
の
原
子
炉
の
安
全
停
止
が
可
能

 

【
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
等
を
発
生
す
る
原
因
と
な
る
系

統
・
機
器
と
そ
れ
に
対
処
す
る
系
統
・
機
器
が
混
在
す
る
制
御
盤

の
火
災
の
影
響
軽
減
対
策
】

 

①
火
災
感
知
設
備

 

・
対
象
と
な
る
制
御
盤
に
は
高
感
度
煙
感
知
器
を
設
置

 

②
消
火
設
備

 

・
運
転
員
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
消
火
器
を
用
い
た
消
火
を
実
施

 

③
高
温
停
止
・
低
温
停
止
の
達
成
・
維
持

 

・
制
御
盤
内
火
災
時
の
原
子
炉
の
高
温
停
止
・
低
温
停
止
の
達
成

及
び
維
持
が
可
能

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
に
対
す
る
火
災
の
影
響
軽
減
策

 

①
離
隔
に
よ
る
分
散
配
置

 

・
互
い
に
相
違
す
る
安
全
区
分
の
可
能
な
範
囲
で
の
分
離

 

・
蓋
付
き
ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ
，
電
線
管
の
布
設

 

②
火
災
感
知
設
備

 

・
原
子
炉
の
低
温
停
止
中
及
び
起
動
中
に
お
け
る
発
信
箇
所
が
特
定
可

能
な
，
異
な
る
感
知
方
式
の
火
災
感
知
器
を
設
置

 

・
窒
素
封
入
ま
で
の
期
間
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
機
器
故
障
警
報

に
よ
っ
て
火
災
発
生
を
確
認

 

③
消
火
設
備

 

・
プ
ラ
ン
ト
停
止
中
の
原
子
炉
格
納
容
器
の
各
入
口
へ
の
消
火
器
設
置

 

・
火
気
作
業
実
施
時
の
消
火
器
の
配
備

 

火
災
時
の
対
応
手
順
 

・
火
災
感
知
設
備
動
作
時
の
対
応
手
順
 

・
固
定
式
消
火
設
備
動
作
時
の
対
応
手
順
 

・
消
防
要
員
等
に
よ
る
消
火
活
動
 

・
原
子
炉
の
安
全
停
止
操
作
 

・
原
子
炉
の
安
全
停
止
操
作

 

火
災
影
響
評
価

 

火
災
防
護
対
象
機
器
等
の
系
統
分
離

 

中
央
制
御
室
及
び
補
助
盤
室
の
火
災
の
影
響
軽
減
対
策

 

放
射
性
物
質
貯
蔵
等
の
機

器
等
の
系
統
分
離

 

換
気
設
備
に
よ
る
火
災
の
影
響
軽

減
対
策

 

煙
に
対
す
る
火
災
の
影
響
軽
減

対
策

 

油
タ
ン
ク
に
対
す
る
火

災
の
影
響
軽
減
対
策

 

火
災
区
域
，
火
災
防
護
対
象
機
器
等
，
火
災
の
影
響
軽
減
の
た

め
の
障
壁
等
の
設
計
変
更
に
あ
た
っ
て
は
，
原
子
炉
施
設
内
の

火
災
に
よ
っ
て
も
，
安
全
保
護
系
及
び
原
子
炉
停
止
系
の
作
動

が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
，
多
重
化
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統

が
同
時
に
機
能
を
失
う
こ
と
な
く
，
原
子
炉
を
安
全
停
止
で
き

る
こ
と
を
以
下
の
火
災
影
響
評
価
に
よ
り
確
認
す
る
 

・
火
災
伝
播
評
価
 

・
隣
接
火
災
区
域
に
火
災
の
影
響
を
与
え
な
い
火
災
区
域
に
対

す
る
火
災
影
響
評
価
 

・
隣
接
火
災
区
域
に
火
災
の
影
響
を
与
え
る
火
災
区
域
に
対
す

る
火
災
影
響
評
価

 

原
子
炉
施
設
内
の
火
災
に
よ
っ
て
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変

化
又
は
設
計
基
準
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
機
器
に
単
一
故

障
を
想
定
し
て
も
，
多
重
性
を
持
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
が

同
時
に
機
能
を
失
う
こ
と
な
く
，
原
子
炉
の
高
温
停
止
，
低

温
停
止
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
火
災
影
響

評
価
に
よ
り
確
認
す
る

 

○保
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

○工
 

１
時
間
耐
火
隔
壁
に
よ
る
分
離
及

び
火
災
感
知
設
備
，
自
動
消
火
設

備
の
設
置

 

・
１
時
間
以
上
の
耐
火
能
力
を
確

認
し
た
隔
壁
等
に
よ
る
分
離

 

・
固
有
の
信
号
を
発
す
る
異
な
る

感
知
方
式
の
感
知
器
の
設
置
 

・
全
域
ガ
ス
自
動
消
火
設
備
の
設

置
 

○保
 

○工
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第
８
条
 
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
（
５
／
６
）
 

８条-別添 2-5 

個
別
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
お
け
る
留
意
事
項

 

ケ
ー
ブ
ル
処
理
室

 
電
気
室

 
ポ
ン
プ
室

 

・
ケ
ー
ブ
ル
処
理
室
は
，
全
域
ハ
ロ
ン
消
火
設
備
に
よ
り
消
火

す
る
が
，
消
火
活
動
の
た
め
２
箇
所
の
入
口
を
設
置

・
１
時
間
の
耐
火
性
能
を
有
す
る
隔
壁
及
び
火
災
感
知
設
備
，

全
域
ガ
ス
自
動
消
火
設
備
の
設
置
に
よ
り
相
違
す
る
系
列
の

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ
を
分
離

 

電
気
品
室
は
，
電
源
供

給
の
み
に
使
用

 

蓄
電
池
室

 

蓄
電
池
室
に
は
，
蓄
電
池
の
み
を

設
置
し
，
直
流
開
閉
装
置
や
イ
ン

バ
ー
タ
は
設
置
し
な
い

 

評
価

OK
 

安
全
機
能
を
有
す
る
ポ
ン
プ
の
設
置
場
所

の
う
ち
，
火
災
発
生
時
の
煙
の
充
満
に
よ

り
消
火
困
難
な
場
所
に
は
，
消
火
活
動
に

よ
ら
な
く
て
も
迅
速
に
消
火
で
き
る
よ
う

全
域
ガ
ス
消
火
設
備
を
設
置

 

・
消
火
設
備
動
作
時
及
び
操
作
時
の
対
応
手
順

・
ポ
ン
プ
室
入
室
及
び
現
場
確
認
の
対
応
手
順

中
央
制
御
室
等

 

・
中
央
制
御
室
を
含
む
火
災
区
域
の
境
界
に
は
，

防
火
ダ
ン
パ
を
設
置
 

・
中
央
制
御
室
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
は
、
防
炎
性
を

満
足
す
る
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
使
用

 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
及
び
新
燃
料
貯
蔵
設
備

 

・
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
は
，
水
中
に
設
置
さ
れ
て

い
る
設
備
で
あ
り
，
ラ
ッ
ク
に
燃
料
を
貯
蔵
す
る

こ
と
で
貯
蔵
燃
料
間
の
距
離
を
確
保
，
及
び
ス
テ

ン
レ
ス
鋼
の
中
性
子
吸
収
効
果
に
よ
っ
て
未
臨
界

性
を
確
保
 

・
新
燃
料
貯
蔵
設
備
に
つ
い
て
は
，
気
中
に
設
置
し

て
い
る
設
備
で
あ
る
が
，
消
火
水
が
噴
霧
さ
れ
，

水
分
雰
囲
気
に
満
た
さ
れ
た
最
適
減
速
状
態
と
な

っ
て
も
未
臨
界
性
を
確
保

放
射
性
廃
棄
物
処
理
設
備
及
び
放
射
性
廃
棄
物
貯
蔵
設
備

 

・
放
射
性
廃
棄
物
処
理
設
備
及
び
放
射
性
廃
棄
物
貯
蔵
設
備
を
設
置
す
る
火
災

区
域
の
管
理
区
域
用
換
気
設
備
は
，
環
境
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
を
防
ぐ

目
的
で
フ
ィ
ル
タ
を
通
し
て
排
気

・
管
理
区
域
用
換
気
設
備
の
停
止
時
は
，
風
量
調
整
ダ
ン
パ
を
閉
止
し
，
隔
離

・
放
水
し
た
消
火
水
の
溜
り
水
は
，
建
物
内
排
水
系
に
よ
り
液
体
放
射
性
廃
棄

物
処
理
設
備
に
回
収

・
放
射
性
物
質
を
含
ん
だ
使
用
済
イ
オ
ン
交
換
樹
脂
，
濃
縮
廃
液
は
，
密
閉
さ

れ
た
金
属
製
の
槽
又
は
タ
ン
ク
で
保
管

・
射
性
廃
棄
物
処
理
設
備
及
び
放
射
性
廃
棄
物
貯
蔵
設
備
に
お
い
て
，
冷
却
が

必
要
な
崩
壊
熱
が
発
生
し
，
火
災
事
象
に
至
る
よ
う
な
放
射
性
廃
棄
物
を
貯

蔵
し
な
い

 

(1
/6
)
よ
り

 

評
価

OK
 

・
蓄
電
池
室
の
換
気
設
備
は
，
水
素
ガ
ス
の
排
気
に
必
要
な
換
気
量
以
上
と

な
る
よ
う
設
計
し
，
蓄
電
池
室
内
の
水
素
濃
度
を

2v
ol
%
以
下
に
維
持

・
蓄
電
池
室
の
換
気
設
備
が
停
止
し
た
場
合
に
は
，
中
央
制
御
室
に
警
報
を

発
報

・
常
用
系
の
蓄
電
池
と
非
常
用
系
の
蓄
電
池
は
位
置
的
分
散
を
図
る
と
と
も

に
，
電
気
的
に
も
２
以
上
の
遮
断
器
に
よ
り
切
り
離
し

 

・
水
素
感
知
時
の
対
応
手
順

・
蓄
電
池
室
の
換
気
設
備
停
止
時
の
対
応
手
順

放
射
性
廃
棄
物
処
理
設
備
及
び
放
射

性
廃
棄
物
貯
蔵
設
備
に
お
い
て
，
冷
却

が
必
要
な
崩
壊
熱
が
発
生
し
，
火
災
事

象
に
至
る
よ
う
な
放
射
性
廃
棄
物
を

貯
蔵
し
な
い

 

○工
○工

○工

○工

○工

○保
○保

○工
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第
８
条
 
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
（
６
／
６
）

 
   

 

８条-別添 2-6 

火
災
防
護
計
画

 

火
災
防
護
対
策
を
適
切
に
実
施
す
る

た
め
の
火
災
防
護
計
画
を
策
定
す
る

 

各
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器

の
防
護
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
る
火
災
防
護
対
策
及
び
計
画

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
、
機
器
、
組
織
体
制
を
定
め
る
。 

 

①
 
事
業
者
の
組
織
内
に
お
け
る
責
任
の
所
在
。

 
 

②
 
同
計
画
を
遂
行
す
る
各
責
任
者
に
委
任
さ
れ
た
権
限
。

 
 

③
 
同
計
画
を
遂
行
す
る
た
め
の
運
営
管
理
及
び
要
員
の
確
保
。

 

 

火
災
防
護
計
画
が
以
下
に
示
す
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
  

①
 原

子
炉
施
設
全
体
を
対
象
と
す
る
計
画
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
  

②
 原

子
炉
を
高
温
停
止
及
び
低
温
停
止
す
る
機
能
の
確
保
を
目
的

と
し
た
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消
火
、
火
災
に
よ

る
影
響
の
軽
減
の
各
対
策
の
概
要
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

・
持
込
み
可
燃
物
管
理
，
火
気
作
業
管
理
等
の
火
災
の
発
生
防

止
に
係
る
対
策
に
つ
い
て
定
め
る
。

 

・
火
災
の
早
期
感
知
及
び
消
火
活
動
に
つ
い
て
定
め
る

 

・
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
，
系
統
及
び
機

器
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
た
め
，
火
災
の
早
期
感
知
及
び
消

火
並
び
に
火
災
の
影
響
軽
減
の

3
つ
の
深
層
防
護
の
概
念
に

基
づ
き
，
火
災
防
護
対
策
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
定
め
る
。

 

火
災
防
護
計
画
を
遂
行
す
る
た
め
の
体
制
，
責
任
の
所
在
，
責
任

者
の
権
限
，
体
制
の
運
営
管
理
，
必
要
な
要
員
の
確
保
及
び
教
育

訓
練
，
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
，
系

統
及
び
機
器
，
火
災
発
生
防
止
の
た
め
の
活
動
，
火
災
防
護
設
備

の
保
守
点
検
及
び
火
災
情
報
の
共
有
等
，
火
災
防
護
を
適
切
に
実

施
す
る
た
め
の
対
策
並
び
に
火
災
発
生
時
の
対
応
等
，
火
災
防
護

対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
等
に
つ
い
て
定
め
る

 

安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
を
火
災
か
ら
防
護
す
る

  

た
め
、
以
下
の
３
つ
の
深
層
防
護
の
概
念
に
基
づ
い
て
火
災
区
域
及
び

火
災
区
画
を
考
慮
し
た
適
切
な
火
災
防
護
対
策
を
含
め
る
。
  

①
 火

災
の
発
生
を
防
止
す
る
。

  

②
 火

災
を
早
期
に
感
知
し
て
速
や
か
に
消
火
す
る
。
  

③
 消

火
活
動
に
よ
り
、
速
や
か
に
鎮
火
し
な
い
事
態
に
お
い
て
も
、
原

子
炉
の
高
温
停
止
及
び
低
温
停
止
の
機
能
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
、

当
該
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
を
防
護
す
る
。

 

・
原
子
炉
施
設
全
体
を
対
象
と
し
た
火
災
防
護
対
策
を
実

施
す
る
た
め
，
火
災
防
護
計
画
を
策
定
す
る

 

・
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
に
つ
い
て

は
，
火
災
の
発
生
防
止
，
火
災
の
早
期
感
知
及
び
消
火

並
び
に
火
災
の
影
響
軽
減
の

3
つ
の
深
層
防
護
の
概
念

に
基
づ
き
，
必
要
な
火
災
防
護
対
策
を
行
う
こ
と
に
つ

い
て
定
め
る
。

 

(1
/6
)
よ
り

 

火
災
防
護
計
画
の
策
定

 

火
災
防
護
対
策
並
び
に
火
災
防
護
対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手

順
、
機
器
及
び
職
員
の
体
制
を
含
め
た
火
災
防
護
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

 

○保
 

○保
 

○保
 

○保
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８条-別添 2-7 

表
３
-１

：
運
用
，
手
順
に
係
る
対
策
等
（
設
計
基
準
）

 

設
置
許
可
基
準
対
象
条
文
 

対
象
項
目
 

区
分
 

運
用
対
策
等
 

第
８
条

 内
部
火
災
 

〇
水
素
感
知
時
の
対
応
手
順

 

〇
蓄
電
池
室
の
換
気
設
備
停
止
時
の
対
応
手
順

 

運
用
・
手
順
 

・
水
素
濃
度
検
出
時
の
対
応
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

・
蓄
電
池
室
の
換
気
設
備
停
止
時
の
対
応
手
順

体
制
 

・
（
運
転
員
の
当
直
体
制
）

保
守
・
点
検
 

－
 

教
育
・
訓
練
 

・
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
訓
練

〇
火
災
区
域
，
火
災
区
画
毎
の
制
限
発
熱
量
を
超
過

し
な
い
よ
う
可
燃
物
の
管
理
を
実
施

 

〇
火
災
区
域
，
火
災
区
画
に
お
け
る
溶
接
等
の
作
業

に
お
い
て
火
気
作
業
の
計
画
策
定
，
消
火
器
等
の

配
備
，
監
視
人
の
配
置
等
を
実
施

 

運
用
・
手
順
 

・
持
込
可
燃
物
の
管
理
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

・
火
気
作
業
の
管
理
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

体
制
 

－
 

保
守
・
点
検
 

－
 

教
育
・
訓
練
 

・
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育

〇
火
災
受
信
機
盤
の
巡
視
・
監
視

 

運
用
・
手
順
 

・
火
災
受
信
機
盤
の
巡
視
・
監
視
（
手
順
整
備
含
む
）

体
制
 

・
（
運
転
員
の
当
直
体
制
）

保
守
・
点
検
 

－
 

教
育
・
訓
練
 

・
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
教
育

〇
故
障
警
報
発
報
時
の
対
応
手
順

 

運
用
・
手
順
 

・
故
障
警
報
発
信
時
の
対
応
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

体
制
 

・
（
運
転
員
の
当
直
体
制
）

保
守
・
点
検
 

－
 

教
育
・
訓
練
 

・
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
訓
練
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８条-別添 2-8 

設
置
許
可
基
準
対
象
条
文
 

対
象
項
目
 

区
分
 

運
用
対
策
等
 

第
８
条

 内
部
火
災
 

〇
火
災
感
知
器
等
作
動
時
の
対
応
手
順

 

運
用
・
手
順
 

・
火
災
感
知
器
作
動
時
の
対
応
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

体
制
 

・
(運

転
員
の
当
直
体
制

)

保
守
・
点
検
 

－
 

教
育
・
訓
練
 

・
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
教
育

〇
消
火
設
備
作
動
時
及
び
使
用
時
の
対
応
手
順

 

運
用
・
手
順
 

・
消
火
設
備
作
動
時
及
び
使
用
時
の
対
応
手
順
（
手
順
整

備
含
む
）

体
制
 

・
（
運
転
員
の
当
直
体
制
）

保
守
・
点
検
 

－
 

教
育
・
訓
練
 

・
火
災
防
護
に
関
す
る
訓
練

【
原
子
炉
格
納
容
器
内
火
災
の
影
響
軽
減
対
策
】

 

〇
可
能
な
限
り
の
離
隔
に
よ
る
分
散
配
置

 

〇
低
温
停
止
中
及
び
起
動
中
の
火
災
感
知
器
設
置

 

〇
低
温
停
止

中
の
原

子
炉
格
納
容
器

の
各
入

口
へ

の
消
火
器
設
置

 

〇
火
気
作
業
実
施
時
の
消
火
器
の
配
備

 

〇
火
災
時
の
対
応
手
順

 

運
用
・
手
順
 

・
火
災
感
知
設
備
作
動
時
の
対
応
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）
 

・
消
防
要
員
等
に
よ
る
消
火
器
及
び
消
火
栓
を
用
い
た
消

火
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

・
原
子
炉
の
安
全
停
止
操
作
の
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

体
制
 

・
（
運
転
員
の
当
直
体
制
）

・
（
消
防
要
員
等
に
よ
る
体
制
）

・
（
自
衛
消
防
組
織
）

保
守
・
点
検
 

・
設
備
の
点
検

・
設
備
の
故
障
時
の
補
修

教
育
・
訓
練
 

・
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育

・
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
訓
練

・
消
防
要
員
等
に
よ
る
総
合
的
な
訓
練

・
所
員
に
よ
る
消
防
訓
練
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８条-別添 2-9 

設
置
許
可
基
準
対
象
条
文
 

対
象
項
目
 

区
分
 

運
用
対
策
等
 

第
８
条

 内
部
火
災
 

【
中
央
制
御

室
及
び

補
助
盤
室

内
の

火
災
の

影
響

軽
減
対
策
】
 

〇
離
隔
距
離
等
に
よ
る
分
離

 

〇
運
転
員
に

よ
る
二

酸
化
炭
素
消
火

器
を
用

い
た

消
火
を
実
施

 

〇
中
央
制
御

室
及
び

補
助
盤
室

内
火

災
時
の

原
子

炉
の
高
温
停
止
・
低
温
停
止
の
達
成
及
び
維
持

 

運
用
・
手
順
 

・
火
災
感
知
器
作
動
時
の
対
応
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）
 

・
運
転
員
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
消
火
器
を
用
い
た
消
火
手

順
（
手
順
整
備
含
む
）

 

・
原
子
炉
の
安
全
停
止
操
作
の
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）
 

体
制
 

・
(運

転
員
の
当
直
体
制

) 

・
（
消
防
要
員
等
に
よ
る
体
制
）

 

保
守
・
点
検
 

・
設
備
の
点
検

 

・
設
備
の
故
障
時
の
補
修

 

教
育
・
訓
練
 

・
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育

 

・
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
教
育

 

・
消
防
要
員
等
に
よ
る
総
合
的
な
訓
練

 

〇
排
煙
装
置
の
起
動
手
順
（
中
央
制
御
室
）

 

運
用
・
手
順
 

・
排
煙
装
置
に
よ
る
排
煙
の
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

 

体
制
 

・
（
運
転
員
の
当
直
体
制
）

 

・
（
消
防
要
員
等
の
体
制
）

 

保
守
・
点
検
 

－
 

教
育
・
訓
練
 

・
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育

 

・
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
訓
練

 

・
消
防
要
員
等
に
よ
る
総
合
的
な
訓
練
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８条-別添 2-10 

設
置
許
可
基
準
対
象
条
文
 

対
象
項
目
 

区
分
 

運
用
対
策
等
 

第
８
条

 内
部
火
災
 

【
火
災
時
の
対
応
手
順
】

 

〇
火
災
感
知
設
備
作
動
時
の
対
応
手
順

 

〇
自
動
消
火
設
備
作
動
時
の
対
応
手
順

 

〇
消
防
要
員
等
に
よ
る
消
火
活
動

 

〇
原
子
炉
の
安
全
停
止
操
作

 

運
用
・
手
順
 

・
火
災
感
知
器
作
動
時
の
対
応
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

・
消
防
要
員
等
に
よ
る
消
火
器
及
び
消
火
栓
を
用
い
た
消

火
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

・
原
子
炉
の
安
全
停
止
操
作
の
手
順
（
手
順
整
備
含
む
）

体
制
 

・
（
運
転
員
の
当
直
体
制
）

・
（
消
防
要
員
等
に
よ
る
体
制
）

・
（
自
衛
消
防
組
織
）

保
守
・
点
検
 

・
設
備
の
点
検

・
設
備
の
故
障
時
の
補
修

教
育
・
訓
練
 

・
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育

・
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
訓
練

・
消
防
要
員
等
に
よ
る
総
合
的
な
訓
練

・
所
員
に
よ
る
消
防
訓
練
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８条-別添 2-11 

 

設
置
許
可
基
準
対
象
条
文
 

対
象
項
目
 

区
分
 

運
用
対
策
等
 

第
８
条

 内
部
火
災
 

●
火
災
防
護
計
画

 

○
火
災
防
護
対
策
及
び
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
手
順
，
機
器
，
組
織
体
制
に
つ
い
て
定
め
る

 

○
火
災
防
護
組
織
に
お
け
る
責
任
と
権
限
を
定
め
る

 

○
管
理
権
原
者
の
役
割
と
し
て

，
必
要
な
要
員
を
確
保

し
，
配
置
す
る
こ
と
を
定
め
る

 

運
用
・
手
順
 
・
対
象
項
目
の
と
お
り
（
手
順
整
備
含
む
）

 

体
制
 

－
 

保
守
・
点
検
 

－
 

教
育
・
訓
練
 
・
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育

 

○
持
込
可
燃
物
管
理
，
火
気
作
業
管
理
等
の
火
災
の
発
生

防
止
に
係
る
対
策
に
つ
い
て
定
め
る

 

○
火
災
の
早
期
感
知
及
び
消
火
活
動
に
つ
い
て
定
め
る

 

○
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
，
系
統
及

び
機
器
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
た
め
，
火
災
の
発
生
防

止
，
火
災
の
早
期
感
知
及
び
消
火
並
び
に
火
災
の
影
響

軽
減
の
３
つ
の
深
層
防
護
の
概
念
に
基
づ
い
て
，
火
災

防
護
対
策
を
定
め
る

 

運
用
・
手
順
 
・
対
象
項
目
の
と
お
り
（
手
順
整
備
含
む
）

 

体
制
 

－
 

保
守
・
点
検
 

－
 

教
育
・
訓
練
 
・
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育

 

〇
原
子
炉
施
設
全
体
を
対
象
と
し
た
火
災
防
護
計
画
で

あ
る
こ
と
を
定
め
る

 

○
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
，
系
統
及

び
機
器
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
た
め
，
火
災
の
発
生
防

止
，
火
災
の
早
期
感
知
及
び
消
火
並
び
に
火
災
の
影
響

軽
減
の
３
つ
の
深
層
防
護
の
概
念
に
基
づ
い
て
，
火
災

防
護
対
策
を
定
め
る

 

運
用
・
手
順
 
・
対
象
項
目
の
と
お
り
（
手
順
整
備
含
む
）

 

体
制
 

－
 

保
守
・
点
検
 

－
 

教
育
・
訓
練
 
・
火
災
防
護
に
関
す
る
教
育
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別添３ 

島根原子力発電所2号炉 

火災防護に係る等価時間算出プロセスについて 
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８条-別添 3-1 

1. 概要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火

災防護審査基準」という。）では，発電用原子炉施設が火災によりその安全性が

損なわれないよう，必要な火災防護対策を要求しており，「原子力発電所の内部

火災影響評価ガイド」（以下，「内部火災影響評価ガイド」という。）では，こ

れらの要求に基づく火災防護対策により，発電用原子炉施設内で火災が発生して

も，原子炉の安全停止に係る安全機能が確保されることを確認するために実施す

る内部火災影響評価の手順の一例が示されている。 

本資料は，島根原子力発電所２号炉に対して「内部火災影響評価ガイド」を参

照して内部火災影響評価を行う際のインプット情報となる等価時間の算出プロ

セスについて，その概要をまとめたものである。

2. 火災影響評価における要求事項

内部火災影響評価は，「火災防護審査基準」の「2.3 火災の影響軽減 2.3.2」

に基づき実施することが要求されている。 

2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても、安全保護系及び原子炉停止系の

作動が要求される場合には、火災による影響を考慮しても、多重化された

それぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を高温停止及び低温

停止できる設計であること。 

また、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できることを、火災影響評

価により確認すること。 

（火災影響評価の具体的手法は「原子力発電所の内部火災影響評価ガイ

ド」による。） 

（参考） 

「高温停止及び低温停止できる」とは、想定される火災の原子炉への影響を考

慮して、高温停止状態及び低温停止状態の達成，維持に必要な系統及び機器

がその機能を果たすことができることをいう。 

また，いかなる火災によっても原子炉を高温停止及び低温停止できる設計であ

ることを確認する際，原子炉の安全確保の観点により，内部火災影響評価ガイド

において要求される以下の事項を考慮する。 
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８条-別添 3-2 

 

４．火災時の原子炉の安全確保 

３．に想定する火災に対して， 

・原子炉の安全停止に必要な機能を有する系統が、その安全機能を失わないこと

（信頼性要求に基づき独立性が確保され、多重性又は多様性を有する系統が同

時にその機能を失わないこと）。 

内部火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系、原子炉停止系の作

動を要求される場合には、その影響（火災）を考慮し、安全評価指針に基づき

安全解析を行う必要がある。 

 

内部火災影響評価ガイドでは，「火災影響評価は，『火災区域／火災区画の設

定』，『情報及びデータの収集、整理』，『スクリーニング』，『火災伝播評価』

というステップで実施する」ということが示されている。 

等価時間は，「情報及びデータの収集，整理」において設定した火災区域の耐

火壁の耐火能力を評価するための指標であり，火災区域内の可燃性物質の量と火

災区域の面積から算出される火災の継続時間に相当する。 

 

3. 等価時間の算出 

等価時間の算出は以下の手順で行う（図１参照）。 

 

(1) 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物，

系統及び機器（具体的には，機器，配管，弁，ダクト，ケーブル，トレイ，

電線管，盤等）が設置される火災区域及び火災区画の設定にあたっては，原

子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な構築物，系統

及び機器の設置箇所，建物の間取り，障壁，貫通部，扉の設置状況，機器や

ケーブル等の配置，耐火壁の能力，系統分離基準等を総合的に勘案し設定し

た。 

 

(2) 火災区域及び火災区画内の可燃物の選定 

a. 可燃物量調査範囲について 

可燃物量調査範囲は，火災影響評価の信頼性向上を図るため建物内の

全ての場所について網羅的に把握する観点から，下記のとおりとした。 

・原子炉建物全域 

・タービン建物全域 

・廃棄物処理建物全域 

・制御室建物全域 

 

b. 可燃物量調査対象について 

可燃物量調査対象は，上記a.の範囲の全ての可燃物を対象とする。 
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８条-別添 3-3 

ただし，除外する可燃物については以下のとおりとする。 

(a) 表示板，パッキン，塗料及び計器内の可燃物，工具棚，本設機器付属

品（弁のキャップ），ページング，保安電話，拡声器，PHS アンテナ等

は，発火の可能性が極めて低いこと，可燃物量としては少量であり，油

等を加えた総熱量に対してその影響が小さいことから除外する。 

(b) 電線管内のケーブルは，酸素の供給が不十分で継続的な燃焼とならな

いので除外する。 

(c) 仮置き資機材については定期検査期間中の一時的な持ち込みである

こと，持込み可燃物管理にて管理すべきものであることから除外とする。

また，長期設置資機材（発電用資材として保管している潤滑油等は除く）

については，足場材や冶工具等の鋼材が主であることから(a)と同様な

理由から除外する。 

(3) 火災区域及び火災区画内の可燃物量調査

火災区域及び火災区画の可燃物量調査については，図面等の設計図書によ

る図書調査，プラントウォークダウンによる現場調査を基本とする。 

ただし，火災影響評価に用いる可燃物については本設備の可燃物であり，

増減が生じる場合は改造工事に起因するものであることから，工事主管箇所

への聞き取り等による調査も考慮する。 

なお，火災区域及び火災区画の面積については，設計図書から算定した。 

a. 図書調査

上記(2)で選定した可燃物のうち，ポンプや電動機等で使用される潤滑

油，グリース，ケーブルの物量については，設計図面等を用いて調査し

た。 

また，新規制基準対応への適合のための火災防護対策の検討に伴い，

火災区域及び火災区画の見直しが発生した場合には，都度，図面等と現

場を照合し，新しい火災区域及び火災区画における機器の配置等を確認

し，可燃物の増減を評価する。 

b. 現場調査

上記(2)で選定した可燃物のうち，火災区域及び火災区画にケーブルト

レイ，電源盤，油内包機器について，現場ウォークダウンにより調査し

た。 

具体的には，各火災区域に設置されているケーブルトレイの布設状態

の確認，油内包機器の種類・数量，現場の各種電気盤の面数及び寸法の

確認を実施した。 
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８条-別添 3-4 

(4) 可燃物の単位発熱量及び可燃物量調査結果に対する考慮

可燃物に係る単位発熱量については，最新の知見及び最も広く使用されて

いる実績のあるNFPA Fire Protection Handbook 最新版（20th Edition）を

原則として使用する。 

火災影響評価に用いる火災区画の総可燃物量の算出に際しては，図書調査，

現場調査における可燃物量の不確かさを考慮し，調査した総可燃物量に裕度

を持たせることとする。 

具体的には，調査結果を基に算出した総発熱量に安全率20%を加味する。 

(5) 等価時間の算出

等価時間の算出については，火災区域に存在する可燃物の総発熱量を算出

し，各火災区域の単位床面積あたりの発熱量である火災荷重を，下式により

算定する。（内部火災影響評価ガイドと同様） 

等価時間(h)＝火災荷重／燃焼率 

＝発熱量／火災区画の面積／燃焼率 

ここで， 

火災荷重＝発熱量／火災区画の面積 

燃焼率 ：単位時間単位面積当たりの発熱量（908,095kJ/m2/h） 

発熱量 ：火災区画内の総発熱量（kJ） 

＝可燃性物質の量×熱含有量 

可燃性物質の量：火災区画内の各種可燃性物質の量（m3 又はkg） 

火災区画の面積：火災区画の床面積（m2） 

燃焼率としてはNFPA(National Fire Protection Association)ハンドブック

のFire Protection Handbook Section/Chapter 18, “ Confinement of Fire in 

Buildings Association)”の標準火災曲線のうち最も厳しい燃焼クラスである

CLASS E の値である908,095kJ/m2/hr を用いる。 

(6) 火災区域特性表の作成

可燃物量の調査結果は，火災区域特性表として整理した。火災区域特性表

の代表例を添付資料１に示す。 

各火災区域の可燃物量の調査結果については，火災区域特性表Ⅱにまとめ

るとともに，火災影響評価のデータシートとして火災区域の部屋毎に設置機

器や可燃物量を整理したデータシートを作成した。 

改造工事等の設備更新を行う場合は、設計管理の中で可燃物量の増減の確

認し，その結果をデータシートに反映する。 
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８条-別添 3-5 

(7) 今後の対応

a. 「火災区域特性表」による火災荷重・等価時間の管理

火災荷重・等価時間の管理については，「火災区域特性表」を用いて

内部火災影響評価の一環として実施する。等価時間の算出手順を含めた

内部火災影響評価の手順及び実施頻度については，火災防護計画で定め

る。 

また、改造工事等の設備更新を行う場合は、設計管理の中で可燃物量

の増減の確認，既存の内部火災影響評価結果に影響を与えないことを確

認することを火災防護計画で定める。 

b. 持込み可燃物管理

持込み可燃物の管理は，火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，

影響軽減を目的として実施する。持込み可燃物の運用管理手順には，発

電所の通常運転に関する可燃物，保守や改造に使用するために持ち込ま

れる可燃物（一時的に持ち込まれる可燃物を含む）の管理を含む。 

具体的には，発電用原子炉施設内の各火災区域（部屋）の耐火障壁の

耐火能力，設置されている火災感知器，消火設備の情報から管理基準を

定め，火災区域（部屋）に持ち込まれ１日以上仮置きされる可燃物と火

災区域（部屋）の既存の可燃物の火災荷重の総和を評価し，その管理基

準を超過しないよう持込み可燃物を管理する。 
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８条-別添 3-6 

図１：等価時間の算出フロー 

等価時間算出 開始 

火災区域の設定 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な設備が設置されて

いる建物について、これら設備の設置状況を考慮し、「火災区域」を設定。 

火災区域及び火災区画内の可燃物の選定 

可燃物の選定にあたって，可燃物量の調査範囲，調査対象を設定する。ただし，一 

部除外する可燃物を設定する。 

火災区域及び火災区画内の可燃物量調査 

・図面等の設計図書による図書調査，プラントウォークダウンによる現場調査によ

り可燃物量調査を行う。

・火災区域及び火災区画の面積は，設計図書から算定する。

図書調査 

ポンプや電動機等で使用される潤滑

油，グリース，ケーブルの物量につい

ては，設計図面等を用いて調査する。 

現場調査 

ケーブルトレイ，電源盤，油内包機

器について，現場ウォークダウンによ

り調査する。 

可燃物の単位発熱量及び可燃物量調査結果に対する考慮 

・可燃物に係る単位発熱量については，最新の知見及び最も広く使用されている実

績のある NFPA Fire Protection Handbook 最新版（20th Edition）を原則として

使用する。

・火災影響評価に用いる火災区画の総可燃物量の算出に際しては，図書調査，現場

調査における可燃物量の不確かさを考慮し，調査した総可燃物量に裕度を持たせ

る。

等価時間の算出 

火災区域に存在する可燃物の総発熱量から，等価時間を算出する。 

火災区域特性表の作成（情報・データの収集・整理） 

・各火災区域内の可燃性物質の調査結果，算出した等価時間は，火災区域の特徴を

示す「火災区域特性表」（火災区域特性表Ⅱ，火災影響評価データシート）に整理

する。

・改造工事等の設備更新を行う場合は、設計管理の中で可燃物量の増減の確認し，

その結果をデータシートへ反映する。
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉の 

火災区域特性表の例 
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８条-別添 3-添付 1-1 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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８条-別添 3-添付 1-2 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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８条-別添 3-添付 1-3 

 

 
 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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８条-別添 3-添付 1-4 

 

 
本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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８条-別添 3-添付 1-5 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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８条-別添 3-添付 1-6 
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